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■１．検討の概要 

 

1-1) 建築確認における BIM活用推進協議会について 

建築確認の申請者側と審査者側が共同で関係団体に呼びかけ、産学官の幅広い関係者（申請者、建

築主事又は確認検査員（以下「審査者」という）のほか、学識経験者、国土交通省、国立研究開発法人建

築研究所、BIM ソフトウエアベンダーなど）の力を結集して、BIM を活用した建築確認における課題解決

とその普及に向けた活動を継続的に行い、建築確認における BIM 活用を推進するため、令和元年 7 月

25 日に「建築確認における BIM 活用推進協議会（以下「協議会」）という」が設立された。以下に、協議会

の設立趣意書を抜粋する。 

建築確認における BIM 活用推進協議会 設立趣意書（抜粋） 

 

昨今の急速な ICT 技術の革新と発展に伴い、建築分野において計画から設計・施工・維持管理までのプ

ロセスに BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）の活用が一層の広がりを見せている。建築確認に

おいても、BIM を活用した事例が複数公表されており、今後、ますます増えることが予想される。 

BIM モデルから生成された図面は相互に整合性が確保されているため、確認申請図面の作成や確認審査

の効率化が期待できるが、確認申請図面の表現が申請者ごとに異なっていることから、その標準化が課題と

なっている。さらに、BIM モデルデータを建築確認の事前審査の際に利用することは、従来の二次元図面の

みの審査よりも、審査時間の短縮や審査の的確性の向上が期待できるが、審査者が少ない費用負担で利用

できる、確認審査に適した BIM モデル閲覧用のソフトウェア（BIM ビューアーソフトウェア）が整えられていない

ことなどが課題となっている。これらのほか、法令改正時の継続的運用の確保などの課題もあり、それらに早

期に取り組むことが、申請者、審査者の両方から望まれている。 

（中略） 

協議会は、上記の活動などを継続的に行うことにより、建築確認申請業務に係る作業の合理化、期間の短

縮化など、広く公共の利益、今後の建築界の健全な発展に寄与することを目的に活動する。 

なお、以下に、協議会の運営規約第２条（目的）、第３条（事業）を抜粋する。 

建築確認における BIM 活用推進協議会 運営規約（抜粋） 

 

（目的） 

第２条 協議会は、建築確認における BIM 活用について検討を行う他、制度改正への継続対応、電子申請

等 BIM 活用に係る課題検討、国際協調の推進等を図ることを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 建築確認における BIM 活用に関する意見交換 

(2) 電子申請における BIM 活用に関する意見交換 

(3) BIM を活用した確認図面の表現標準の策定に関する事業 

(4) BIM を活用した確認図面の表現標準に関連する入出力情報を定めるための解説書策定に関する事業 

(5) 確認審査用の BIM ビューアーソフトウェアの仕様策定に関する事業 

(6) BIM を活用した確認図面の表現標準等の普及啓発に関する事業 

(7) 国際情報の収集とそれを踏まえた国内対応に関する意見交換 

(8) その他協議会の目的に資する事業 

また、協議会会員構成を p.2 に、協議会役員構成を p.4 へ示す。  
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建築確認における BIM 活用推進協議会 会員構成 

 

（令和 3 年 1 月 14 日現在） 

 

会 員 

〈学識経験者〉 氏名で 50 音順 

飯島憲一 大阪電気通信大学工学部建築学科 教授 

池田靖史 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授 

志手一哉 芝浦工業大学建築学部建築学科 教授 

髙橋 暁 国立研究開発法人建築研究所 建築生産研究グループ長 

松村秀一 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 特任教授 

武藤正樹 国立研究開発法人建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 

 

〈行政会員〉 団体名で 50 音順 

大阪府 

東京都 

横浜市 

 

〈団体会員〉 団体名で 50 音順 

一般社団法人 住宅生産団体連合会 

一般社団法人 日本建設業連合会 

公益社団法人 日本建築家協会 

日本建築行政会議 指定機関委員会 

公益社団法人 日本建築士会連合会 

一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 

 

〈企業等会員〉 （ ）内は団体名。団体毎に企業・団体名で 50 音順 

（公益社団法人 日本建築士会連合会、一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会、公益社団法人 

日本建築家協会） 

株式会社 梓設計 

株式会社 久米設計 

株式会社 日建設計 

株式会社 日本設計 

株式会社 安井建築設計事務所 

 

（一般社団法人 日本建設業連合会） 

株式会社大林組 

鹿島建設株式会社 

清水建設株式会社 

大成建設株式会社 

株式会社 竹中工務店 
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（一般社団法人 住宅生産団体連合会） 

旭化成ホームズ株式会社 

積水ハウス株式会社 

大和ハウス工業株式会社 

パナソニックホームズ株式会社 

 

（日本建築行政会議指定機関委員会） 

株式会社 ACS 熊本 

株式会社 確認サービス 

一般財団法人 さいたま住宅検査センター 

株式会社 J 建築検査センター 

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター 

株式会社 住宅性能評価センター 

株式会社 湘南建築センター 

株式会社 都市居住評価センター 

日本 ERI 株式会社 

一般財団法人 日本建築センター 

一般財団法人 日本建築総合試験所 

ビューローベリタスジャパン株式会社 

一般財団法人 北海道建築指導センター 

株式会社 山形県建築サポートセンター 

 

オブザーバー 

国土交通省 

国立研究開発法人 建築研究所 

一般財団法人 建築行政情報センター 

一般社団法人 buildingSMART Japan 

BIM ライブラリ技術研究組合 

エーアンドエー株式会社 

オートデスク株式会社 

グラフィソフトジャパン株式会社 

福井コンピュータアーキテクト株式会社 
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建築確認における BIM 活用推進協議会 役員構成 

（令和 3 年 3 月 26 日現在） 

 

会 長 

松村秀一 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 特任教授 

 

副会長 

中澤芳樹 日本建築行政会議 指定機関委員会 委員長 

 

理 事 

居谷献弥 一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 専務理事 

小田広昭 一般社団法人 住宅生産団体連合会 副会長・専務理事 

筒井信也 公益社団法人 日本建築家協会 専務理事 

橋本公博 一般財団法人 日本建築センター 理事長 

畑中重人 株式会社 確認サービス 代表取締役社長 

菱 田  一 一般社団法人 日本建設業連合会 専務理事 

 

監 事 

山崎弘人 東京都都市整備局市街地建築部長 

成藤宣昌 公益社団法人 日本建築士会連合会 専務理事 
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1-2) 令和 2年度 事業計画 

協議会の令和 2 年度事業計画は、以下のとおりである。 

令和２年度 事業計画 

 

１．基本方針 

BIM を活用した建築確認における課題解決とその普及に向けた活動を継続的に行い、建築確認におけ

る BIM 活用を推進する。 

また、活動などを継続的に行うことにより、建築確認申請業務に係る作業の合理化、期間の短縮化など、

広く公共の利益、今後の建築界の健全な発展へ寄与することを目的とし、当面、次の活動に取り組む。 

 

２．事業計画 

令和 2 年度は、以下（2）にかかる検討を中心に進めるものとし、検討成果を報告書としてとりまとめ、協議

会として公表する。 

 

(1) BIM モデルを利用して作成する確認申請図面の標準化を図るため、BIM モデルから作成する建築確認

に必要な図面表現の標準（以下、「確認図面の表現標準」という。）の作成と、種々の BIM ソフトウェアに

おいて確認図面の表現標準を作成するために必要な入出力情報を定めるための解説書（以下、「解説

書」という。）の作成を行い、それらの普及を推進する。 

 

(2) BIM モデルデータを建築確認の事前審査の際に利用する場合に、審査者が使用する、確認審査に適し

た BIM ビューアーソフトウェアの仕様（機能、性能等を定めたもの。以下同じ。）を策定し、その円滑な開

発に向けた環境を整える。 

 

(3) 上記(1)、(2)のほか、これらの共通事項として、法令改正等に伴う解説書・BIM ビューアーソフトウェア仕

様の見直しなどの継続的運用の確保や、国際情勢の把握と日本の情報発信による国際協調の推進など

を行う。 

 

1-3) 検討体制 

協議会に検討委員会（構成は p.6,7 参照）を設置して検討を行った。事務局は、日本建築行政会議指

定機関委員会（日本 ERI 株式会社、一般財団法人 日本建築センター）が務めた。 

検討委員会の検討成果は、報告書としてとりまとめ、その報告書を当協議会の検討成果とし、報告書

は当協議会会員間で情報共有するほか、一般に公開※することとした。 

※公開は、報告書の配布によるほか、報告書の電子データ（PDF ファイル等）を、協議会ウェブサイトへ掲載すること等

により行う 

（協議会ウェブサイト）https://www.kakunin-bim.org/ 
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建築確認における BIM 活用推進協議会 検討委員会 構成 

（令和 3 年 3 月 4 日現在） 

 

委員長 

松村秀一 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 特任教授 

 

委 員 

〈学識経験者〉 氏名で 50 音順 

飯島憲一 大阪電気通信大学工学部建築学科 教授 

池田靖史 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授 

志手一哉 芝浦工業大学建築学部建築学科 教授 

髙橋 暁 国立研究開発法人 建築研究所 建築生産研究グループ長 

武藤正樹 国立研究開発法人 建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 

 

〈行政会員〉 団体名で 50 音順 

牧田武一 大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課長 

谷内加寿子 東京都都市整備局市街地建築部建築企画課長 

足立哲郎 横浜市建築局建築指導部長 

 

〈企業等会員〉 （ ）内は団体名。団体毎に企業・団体名で 50 音順 

（公益社団法人 日本建築士会連合会、一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会、公益社団法人 

日本建築家協会） 

墓田京平 株式会社 梓設計 アーキテクト部門渡邉スタジオ 主任 

片岡信雄 株式会社 久米設計 設計本部建築設計部 副部長 

秋澤 大 株式会社 日建設計 技術法務管理グループ法規管理部 アソシエイト 法規申請ア

ドバイザー 

岡本尚俊 株式会社 日本設計 取締役 専務執行役員 

繁戸和幸 株式会社 安井建築設計事務所 執行役員 

（一般社団法人 日本建設業連合会） 

木村達治 株式会社大林組 設計本部設計ソリューション部 課長 

刀禰勇郎 鹿島建設株式会社 建築設計本部 品質技術グループリーダー 

佐藤 浩 清水建設株式会社 設計本部デジタルデザインセンター 上席設計長 

上甲 孝 大成建設株式会社 建築総本部デジタルプロダクトセンター設計支援室 室長 

野口 元 株式会社 竹中工務店 設計本部設計企画部 部長 

（一般社団法人 住宅生産団体連合会） 

黒木美博 旭化成ホームズ株式会社 設計本部長 

小松洋一 積水ハウス株式会社 技術業務部長 

宮内尊彰 大和ハウス工業株式会社 技術統括本部建設デジタル推進部 次長 

槌本俊典 パナソニックホームズ株式会社 渉外部技術渉外担当部長 

（日本建築行政会議指定機関委員会） 

畑中重人 株式会社 確認サービス 代表取締役社長 

福島克季 一般財団法人 さいたま住宅検査センター 常務理事 
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丹野智幸 株式会社 J 建築検査センター 代表取締役 

大石武石  一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター 常務理事 

吉田光輝 株式会社 住宅性能評価センター 常務取締役 

玉村公夫 株式会社 湘南建築センター 常務取締役 

髙橋一郎 株式会社 都市居住評価センター 執行役員確認検査統括部長 

中澤芳樹 日本 ERI 株式会社 代表取締役会長 

香山 幹 一般財団法人 日本建築センター 専務理事 

平沢隆志 一般財団法人 日本建築総合試験所 建築確認検査課 課長代理 

川越茂幸 ビューローベリタスジャパン株式会社 建築認証事業本部 シニアアドバイザー 

鈴木 修 一般財団法人 北海道建築指導センター 審査部審査課 次長 

平吹和之 株式会社 山形県建築サポートセンター 取締役会長 

 

オブザーバー 

渡邉峰樹 国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官 

多田英明 国立研究開発法人 建築研究所 企画部長 

木下一也 一般財団法人 建築行政情報センター 専務理事 

青井俊洋 一般社団法人 buildingSMART Japan 建築 IFC 検定小委員長 

寺本英治 BIM ライブラリ技術研究組合 専務理事 

佐藤和孝 エーアンドエー株式会社 プロダクトマーケティング課長 

濱地和雄 オートデスク株式会社 セールスディベロップメント エグゼクティブ 

村田晶規 グラフィソフトジャパン株式会社 カスタマーサクセス シニア BIM コンサルタント 

楠田雄三 福井コンピュータアーキテクト株式会社 BIM 事業部 BIM 商品開発室 
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検討委員会の検討を円滑に推進するため、検討事項に応じて以下のとおり［一般建築］および［戸建

住宅等］の２つの作業部会を設置した。 

 

◆ ［一般建築］作業部会 

［一般建築］作業部会は、事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検

証や、BIM モデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビュ

ーを検討するため、意匠、構造、設備の分野別に、指定確認検査機関担当者、設計担当者による３つの

検討チームを編成し、検討を進めた。なお、部会長は武藤委員、事務局は日本 ERI 株式会社及び一般

財団法人日本建築センターが務めた。 

 

◆［戸建住宅等］作業部会 

［戸建住宅等］作業部会は、戸建住宅等における BIM を活用した確認申請の仕組みを検討するため、

指定確認検査機関を中心とした検討体制を構築した。BIM ソフトウエアベンダーの協力を得ながら、審査

者が BIM データの閲覧や操作を経験するとともに、戸建住宅における確認審査に必要な図面等や、図

面等へ明示すべき事項の整理、さらに、効率的な審査へ繋げるための建築確認用図面の表現標準の検

討（単体規定・集団規定共）を行った。なお、部会長は武藤委員、事務局は、株式会社確認サービス及

び株式会社住宅性能評価センターが務めた。 

 

参考：建築確認における BIM 活用推進協議会 体制図（令和 2 年度） 

 

［一般建築］作業部会の構成を p.9～11 に、［戸建住宅等］作業部会の構成を p.12 に示す。 

 

  

［意匠検討チーム］
確認サービス、さいたま住宅検査センター、
静岡県建築住宅まちづくりセンター、住宅性能評価センター
湘南建築センター、日本ERI、北海道建築指導センター
山形県建築サポートセンター、J建築検査センター

総会

理事会

検討委員会

［意匠検討チーム］
東京都、横浜市、大阪府、確認サービス、さいたま住宅検査センター 、
Ｊ建築検査センター、静岡県建築住宅まちづくりセンター、住宅性能評価センター、
日本ERI、日本建築センター 日本建築総合試験所、ビューローベリタスジャパン
日建設計、日本設計、大林組、清水建設、竹中工務店、大和ハウス工業、

※：協議会の事務を処理するため、事務局を日本建築行政会議指定機関委員会に置く
※：作業部会には、必要に応じてBIMソフトウエアベンダー等が参加する

［戸建住宅等］作業部会
(事務局：住宅性能評価センター、確認サービス)

［一般建築］作業部会
(事務局：日本ERI、日本建築センター)

［設備検討チーム］
東京都、大阪府、日本ERI、日本建築センター、日本建築総合試験所
日本設計、大林組、清水建設、竹中工務店、大和ハウス工業

［構造検討チーム］
東京都、大阪府、都市居住評価センター、日本ERI、日本建築センター
日本建築総合試験所
日建設計、日本設計、大林組、大成建設、清水建設、竹中工務店、大和ハウス工業

［事務局］
日本ERI、日本建築センター、インクス

［事務局］
確認サービス、住宅性能評価センター
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建築確認における BIM 活用推進協議会 検討委員会 

［一般建築］作業部会 構成 

（令和 3 年 3 月 1 日現在） 

 

 

部会長 

武藤正樹 国立研究開発法人 建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 

 

意匠検討チームメンバー    団体名で 50 音順 

（審査側 意匠担当） 

平山 英 大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課 課長補佐 

久保田 稔 東京都多摩建築指導事務所 建築指導第二課 指導第一担当課長代理 

長田飛鳥 横浜市建築局建築指導部建築指導課 意匠担当 

三ツ谷 信 株式会社 確認サービス 業務部 統括 

水野賢治 株式会社 確認サービス 東京支社 東京支社審査グループ統括 

脇坂 学 一般財団法人 さいたま住宅検査センター さいたま中央事務所 グループ長 

佐々木 彰 株式会社 Ｊ建築検査センター 確認検査本部 副事業部長 

村田直浩 一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター 業務部確認審査課 課長代理 

齊藤佑一 株式会社 住宅性能評価センター 確認部審査 1 課 係長 

武田 容 株式会社 住宅性能評価センター 確認部審査 1 課 

三嶋康弘 株式会社 都市居住評価センター確認検査事業部確認検査部確認検査担当部長 

藤田祥一 日本 ERI 株式会社 確認企画部 部長 

藤橋俊輔 日本 ERI 株式会社 確認企画部 主査 

天野 穣 日本 ERI 株式会社 確認企画部 主査 

大野敏資 一般財団法人 日本建築センター確認検査部確認検査課 課長 

平沢隆志 一般財団法人 日本建築総合試験所 建築確認検査課 課長代理 

本多 徹 ビューローベリタスジャパン株式会社 建築認証事業本部 執行役員 テクニカルマネ

ージャー 

 

オブザーバー 

田伏翔一 国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐 

鈴 晃樹 国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐 

 

（設計側 意匠担当） 

安井謙介 株式会社 日建設計 3D センター室 室長代理 

秋澤 大 株式会社 日建設計 技術法務管理グループ法規管理部アソシエイト 法規申請アド

バイザー 

岩村雅人 株式会社 日本設計 プロジェクト管理部 副部長 BIM 室長 

本間智美 株式会社 日本設計 プロジェクト管理部 BIM 室 主管 

畑 伸明 株式会社大林組 本社 設計本部プロジェクト推進部 担当部長 

大野 崇 株式会社大林組 本社 デジタル推進室ｉＰＤセンター制作第一部 副部長 

木村達治 株式会社大林組 本社 設計本部設計ソリューション部 課長 
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井上 潔 株式会社大林組 本社 設計本部設計ソリューション部 副課長 

中村達也 株式会社大林組 本社 デジタル推進室ｉＰＤセンター制作第一部 

兼 本社 設計本部設計ソリューション部 

佐藤 浩 清水建設株式会社 設計本部デジタルデザインセンター 上席設計長 

宮本敬行 清水建設株式会社 設計本部デジタルデザインセンター 

服部謙次 清水建設株式会社 設計本部設計技術部 設計長 

野口 元 株式会社 竹中工務店 設計本部設計企画部設計企画グループ 部長 申請統括 

諏訪薗裕子 株式会社 竹中工務店 東京本店設計部申請グループ 課長 

伊藤久晴 大和ハウス工業株式会社 技術統括本部建設デジタル推進部 次長 

吉川明良 大和ハウス工業株式会社 技術統括本部建設デジタル推進部 主任 

 

構造検討チームメンバー    団体名で 50 音順 

（審査側 構造担当） 

平山 英 大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課 課長補佐 

本多智志 東京都多摩建築指導事務所 建築指導第二課 構造設備担当 課長代理 

岩田卓二 株式会社都市居住評価センター 確認検査事業部構造確認検査部 構造担当副部

長 

小野聖二 日本 ERI 株式会社 確認企画部構造技術センター 主査 

中村 勝 一般財団法人 日本建築センター 確認検査部構造審査課 課長 

武平俊秀 一般財団法人 日本建築総合試験所 建築確認検査課 専門役 

 

オブザーバー 

田伏翔一 国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐 

鈴 晃樹 国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐 

 

（設計側 構造担当） 

田原一徳 株式会社 日建設計 設計部門 3D センター室 シニアエンジニア 

山下淳一 株式会社 日本設計 構造設計群 副群長 技術推進グループ長 

武居秀樹 株式会社 日本設計 プロジェクト管理部 BIM 室 主管 

畑 伸明 株式会社大林組 本社 設計本部プロジェクト推進部 担当部長 

大野 崇 株式会社大林組 本社 デジタル推進室ｉＰＤセンター制作第一部 副部長 

渡辺哲巳 株式会社大林組 本社 設計本部構造設計第四部 兼 本社 デジタル推進室 iＰＤセ

ンター制作第一部 課長 

藤原章弘 株式会社大林組 本社 設計本部構造設計第三部 兼 本社 デジタル推進室 iＰＤセ

ンター制作第一部 主任 

  清水建設株式会社 設計本部デジタルデザインセンター 

  大成建設株式会社 建築総本部デジタルプロダクトセンター設計支援室 室長 

野 口  元 株式会社 竹中工務店 設計本部設計企画部設計企画グループ 部長 申請統括 

池田周英 株式会社 竹中工務店 設計本部アドバンストデザイン部門 副部長 構造設計システ

ムグループ長 

宮内尊彰 大和ハウス工業株式会社 技術統括本部建設デジタル推進部 次長 

 

■1.検討の概要

-10 -

上甲 孝

塚本 浩



設備検討チームメンバー    団体名で 50 音順 

（審査側 設備担当） 

平山 英 大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課 課長補佐 

島嵜貞雄 東京都多摩建築指導事務所 建築指導第三課 構造設備担当統括 課長代理 

内田 孝 日本 ERI 株式会社 省エネ推進部 副部長 

小林和斉 一般財団法人 日本建築センター 確認検査部設備審査課 課長 

鈴木丞治 一般財団法人 日本建築センター 確認検査部設備審査課 技術主幹 

城ヶ原達也 一般財団法人 日本建築総合試験所 建築確認検査課 主査 

 

オブザーバー 

田伏翔一 国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐 

鈴 晃樹 国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐 

 

（設計側 設備担当） 

吉原和正 株式会社 日本設計 BIM 室 兼 環境・設備設計群 シニアマネージャー 

大谷文彦 株式会社 日本設計 環境・設備設計群 兼 BIM 室 主管 

畑 伸明 株式会社大林組 本社 設計本部プロジェクト推進部 担当部長 

大野 崇 株式会社大林組 本社 デジタル推進室ｉＰＤセンター制作第一部 副部長 

藤澤寛久 株式会社大林組 本社 設計本部設備設計第一部 兼 本社 デジタル推進室 iPD セ

ンター制作第二部 主任 

大内政治 清水建設株式会社 設計本部デジタルデザインセンター 設計長 

野 口  元 株式会社 竹中工務店 設計本部 設計企画部 設計企画グループ 部長 申請統括 

桑形航也 株式会社 竹中工務店 設計本部 BIM 推進グループ 課長 

金本雅二 大和ハウス工業株式会社 技術統括本部建設デジタル推進部 主任 

 

オブザーバー 

田伏翔一 国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐 

鈴 晃樹 国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐 
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建築確認における BIM 活用推進協議会 検討委員会 

［戸建住宅等］作業部会 構成 

（令和 3 年 3 月 8 日現在） 

 

部会長 

武藤正樹 国立研究開発法人 建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 

 

メンバー （企業名で 50 音順） 

［指定確認検査機関 ］参加メンバー 

畑中重人 株式会社 確認サービス 代表取締役社長 

田口大輔 一般財団法人 さいたま住宅検査センター 企画管理課長 

二藤美秋 一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター 業務部確認審査課 主幹 

吉田光輝 株式会社 住宅性能評価センター 常務取締役 

玉村公夫 株式会社 湘南建築センター 常務取締役 

宝田 亮 株式会社 湘南建築センター 本社審査部 課長 

中澤芳樹 日本ＥＲＩ株式会社 代表取締役会長 

天野 穣 日本ＥＲＩ株式会社 確認企画部 主査兼 BIM 推進センター 

池田英彦 一般財団法人 北海道建築指導センター 主査 

平吹和之 株式会社 山形県建築サポートセンター 取締役会長 

佐々木彰 株式会社 J 建築検査センター 確認検査本部 副事業部長 

 

 

 

建築確認における BIM 活用推進協議会 検討委員会 

［戸建住宅等］作業部会 意匠検討チーム 構成 

（令和 3 年 2 月 19 日現在） 

部会長 

武藤正樹 国立研究開発法人 建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 

 

メンバー （企業名で 50 音順） 

三ツ谷 信 株式会社 確認サービス 業務部統括 

水野賢治 株式会社 確認サービス 東京支社審査グループ統括 

星川 裕 一般財団法人 さいたま住宅検査センター さいたま中央事務所 主任 

二藤美秋 一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター 業務部確認審査課 主幹 

齊藤佑一 株式会社 住宅性能評価センター 本社確認部審査 1 課 係長 

武田 容 株式会社 住宅性能評価センター 本社確認部審査 1 課 

玉村公夫 株式会社 湘南建築センター 常務取締役 

天野 穣 日本 ERI 株式会社 確認企画部 主査兼 BIM 推進センター 

日比 学 一般財団法人 北海道建築指導センター 審査部審査課 参事 

柴田正司 株式会社 山形県建築サポートセンター 確認審査室長 

佐々木 彰 株式会社 J 建築検査センター 確認検査事業部 副事業部長 
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1-4) 検討期間・検討経緯（検討委員会・作業部会開催経緯） 

検討は、令和 2（2020）年 4 月から令和 3（202１）年 3 月まで行った。この間に、次のとおり総会と、理事

会を 4 回、委員会を 2 回、［一般建築］作業部会を 3 回、［戸建住宅等］作業部会を 2 回開催した。 

１）総会 （回数は、設立からの通算回数） 

第 2 回：令和 2（2020）年 6 月 19 日 

2）理事会 （回数は、設立からの通算回数） 

第 3 回：令和 2（2020）年 6 月 8 日 

第 4 回：令和 2（2020）年 6 月 26 日 

第 5 回：令和 3（2021）年 1 月 14 日 

第 6 回：令和 3（2021）年 3 月 26 日 

２）検討委員会 （回数は、今年度の開催回数） 

第 1 回：令和 2（2020）年 10 月 22 日 

第 2 回：令和 3（2021）年 3 月 4 日 

３）［一般建築］作業部会 （回数は、今年度の開催回数） 

第 1 回：令和 2（2020）年 11 月 9 日 

第 2 回：令和 3（2021）年 1 月 28 日 

第 3 回：令和 3（2021）年 3 月 1 日 

このほか、意匠、構造、設備の指定確認検査機関審査担当者打合せ、意匠、構造、設備の設計

担当者、指定確認検査機関審査担当者打合せを複数回開催し、検討を進めた。 

４）［戸建住宅等］作業部会 （回数は、今年度の開催回数） 

第 1 回：令和 2（2020）年 11 月 6 日 

第 2 回：令和 3（2021）年 3 月 8 日 

このほか、意匠の指定確認検査機関審査担当者及び BIM ソフトウエアベンダー担当者による打

合せを複数回開催し、検討を進めた。 
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（余白） 
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■２．［一般建築］検討内容 

2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証 

2-1-1) 事前審査段階における BIM モデル等閲覧環境の設定 

事前審査段階における BIM モデル等の閲覧方法について、指定確認検査機関に対するアンケ

ートを通じ、試行、あるいは、実審査で行われた事例を把握するとともに、その結果について、主に以

下観点で整理した。 

「データ環境の名称、サービスプロバイダ、データ環境の分類」、 

「データ環境の契約主体と閲覧対象のデータの帰属」、 

「閲覧対象のデータのファイルフォーマット」、 

「データ閲覧用のソフトウエアの名称、開発元、有償、無償の別」、 

「データ閲覧用のソフトウエアの利用アカウントの帰属」、 

「事前審査段階における BIM モデル等の閲覧の対象」、 

「事前審査段階における指摘と応答に係る手法と、記録の方法」 

この整理結果を踏まえ、事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の

検証の設定として適切なものを選定した。 

 

2-1-1-1) 指定確認検査機関に対するアンケート等の実施 

アンケートの実施対象は、BIM を活用した建築確認における課題解決とその普及に向けた活動を継続

的に行う「建築確認における BIM 活用推進協議会」の企業等会員で、日本建築行政会議に所属する以

下 14 機関とした。 

株式会社 ACS 熊本 

株式会社確認サービス 

一般財団法人さいたま住宅検査センター 

株式会社 J 建築検査センター 

一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター 

株式会社住宅性能評価センター 

株式会社湘南建築センター 

株式会社都市居住評価センター 

日本 ERI 株式会社 

一般財団法人日本建築センター 

一般財団法人日本建築総合試験所 

ビューローベリタスジャパン株式会社 

一般財団法人北海道建築指導センター 

株式会社山形県建築サポートセンター 

 

アンケートは、ウェブサイト上で設問を設定し、回答者による回答を可能とする方式とした（一般財団法

人 日本建築センターのウェブサイトフォーム機能を活用）。アンケート設問は、アンケート結果を整理する

各観点に加えて、BIM モデルデータの受け渡しや BIM モデル等の画面上の閲覧に資する、BIM モデル

等閲覧環境としてのハードウエア環境を含めた。 
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2-1-1-2) 指定確認検査機関に対するアンケート結果 

(1) 回答率 

アンケート対象者数：14 機関 回答者数：14 機関（回答率：100％） 

(2) 回答結果 

① 事前審査段階での BIM 活用実績 

回答項目 回答数 割合 

実績あり 6 43％ 

実績なし・実施予定なし 8 57％ 

合計 14 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆実績なし・実施予定なしの理由 

［顧客からの相談事例が無い。実績が無い。］ 

BIM で作成された書類（紙ベース）による相談、申請の実績はあるが、BIM の機能を活用した相談

等はない。 

事前相談では、2D 表現のほうが情報量は多く、「明示すべき事項」＝「2D 表現」は、（PDF による）

画面審査等で対応したほうがメリットあるため。 

具体的な相談が無い。実施予定もなく、実施環境も未整備（要望があれば対応を検討。）。 

BIM 活用に関する問い合わせ実績がない。BIM に対する設計者の認知度はまだ低いのではない

か。 

実績がない。 

［業務範囲が戸建住宅・小規模建築物］ 

戸建住宅が中心で、顧客からの要望が無い。 

申請のほとんどが、法 6 条 4 号を対象としているため。 

確認検査業務の範囲が 500 ㎡以下で 3 階以下と小規模であるため。 

 

実績あり

43%

実績なし・実施予定なし

57%

実績あり 実績なし・実施予定なし
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〇回答があったデータ閲覧用環境について、大きく「BIM オーサリングソフトウエア」、「ビューアソフトウエ

ア」で区分すると、下表のとおりである。 

BIM オーサリングソフトウエア 対応 ビューアソフトウエア 

Revit → BIM360Docs 

Archicad → BIM x 

GLOOBE → GLOOBE Viewer 

（Rebro） → Rebro Viewer 

（BIM オーサリングソフトウエアから出力した

IFC データ） 
→ 

Solibri Model Checker 

Solibri Model Viewer 

上表から、BIM モデルデータを審査機関が閲覧する方法を区分すると以下のとおりである。 

1) 設計者が使用する「BIM オーサリングソフトウエア」で設計した BIM モデルデータを閲覧するため

に、審査機関が同じ種類・バージョンの「BIM オーサリングソフトウエア」を導入し、BIM モデルデータ

を審査機関が閲覧する方法。 

2) 設計者が使用する「BIM オーサリングソフトウエア」で設計した BIM モデルデータの閲覧に対応し

た、BIM ソフトウエアベンダーが提供するビューアソフトウエアにより、BIM モデルデータを審査機関

が閲覧する方法。 

〇審査機関における「BIM オーサリングソフトウエア」の導入数は以下のとおりである。 

Revit を導入した審査機関が、６機関中４機関と最も多い。 

BIM オーサリングソフトウエア名称 審査機関導入数 

Revit 4 

Archicad 1 

GLOOBE 2 

 
BIM オーサリングソフトウエアの審査機関導入数（複数回答） 

 

  

GLOOBE

Archicad

Revit

0 1 2 3 4
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〇審査機関における「ビューアソフトウエア」の導入数は以下のとおりである。 

BIM360Docs を導入した審査機関が、６機関中４機関と最も多い。 

ビューアソフトウエア名称 審査機関導入数 

BIM360Docs 4 

BIM x 2 

GLOOBE Viewer 1 

Rebro Viewer 1 

Solibri Model Checker 3 

Solibri Model Viewer 1 

 

ビューアソフトウエアの種類と審査機関導入数（複数回答） 

 

  

Solibri Model Viewer

Solibri Model Checker

Rebro Viewer

GLOOBE Viewer

BIM x

BIM360Docs

0 1 2 3 4
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④ 事前審査段階におけるＢＩＭモデル等の閲覧対象と記録方法 

〇「①事前審査段階での BIM 活用実績」において、事前審査段階での BIM 活用実績が「実績あり」の回

答機関（A から F の６機関）を対象に、回答に基づき整理した。 

 事前審査段階における 

BIM モデル等の閲覧の対象 
事前審査段階における指摘と応答に係る手法と記録の方法 

Ａ 図面レイアウト（2D 情報） Microsoft Word を用いて、テキスト情報として記録・伝達 

Ｂ 3D モデル 

オブジェクトの属性データ 

図面レイアウト（2D 情報） 

BIM360Docs へのマークアップ 

Ｃ 3D モデル 

オブジェクトの属性データ 

集計表 

Microsoft Excel を用いて、テキスト情報として記録・伝達 

Ｄ 3D モデル 

オブジェクトの属性データ 

図面レイアウト（2D 情報） など 

BIM360Docs へのマークアップ（事前審査の場合、正式な記

録は Microsoft Word・Excel へテキスト情報で記録・保管） 

Word・Excel を用いてテキスト情報で記録・保管 

Ｅ 3D モデル 

オブジェクトの属性データ 

Microsoft Word を用いて記録、伝達 

Ｆ ３D モデルと２D 図面 

３D と２D の整合性 

オブジェクトの属性情報 

BIM360Docs へのマークアップ（事前審査の場合、正式な記

録は Microsoft Word・Excel へテキスト情報で記録・保管）、

Microsoft Excel を用いてテキスト情報として記録、伝達 

 

事前相談段階における BIM モデル等の閲覧の対象（複数回答） 

「事前審査段階における BIM モデル等の閲覧の対象」は、多くの機関が、3D モデルとオブジェクトの

属性データを閲覧していた。 

「事前審査段階における指摘と応答に係る手法と、記録の方法」は、テキスト情報として記録・伝達して

いた。 

 

  

0 1 2 3 4

集計表

図面レイアウト（2D情報）

オブジェクトの属性データ

3Dモデル
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⑤ BIM モデルデータの受け渡しや BIM モデル等の画面上の閲覧に資する、BIM モデル等閲覧環境とし

てのハードウエア環境 

◆ＰＣ本体について 

〇OS は、全て「Microsoft Windows 10 64 ビット版」の回答であり、PC 本体のハードウエア性能は以下

のとおりであった。 

・CPU は「Intel Core i5」が最も多く、次いで「Intel Core i7」であった。 

CPU 回答数 

Intel Core i5 9 

Intel Core i7 3 

Intel Core i3 1 

 

PC 本体（CPU 性能） 

 

・メモリ搭載量は「8GB」が最も多く、次いで「16GB」であった。 

メモリ搭載量 回答数 

8GB 9 

16GB 3 

4GB 以下 1 

 

PC 本体（メモリ搭載量） 

 

・グラフィックボード機能は、「なし（CPU 内蔵グラフィックを含む）」の回答がほとんどを占めた。 

外部グラフィックボード搭載 回答数 

なし（CPU 内蔵グラフィックを

含む） 

12 

あり 2 

 

PC 本体（外部グラフィックボード搭載有無） 

 

  

1

3

9

Intel Core i3

Intel Core i7

Intel Core i5

0 2 4 6 8 10

1

3

9

4GB以下

16GB

8GB

0 2 4 6 8 10

2

12

外部グラフィック搭載有

なし（CPU内蔵グラフィックを含む）

0 2 4 6 8 10 12 14
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◆ディスプレイ 

〇BIM データの閲覧実績のある６機関のうち、デュアルディスプレイが４機関と最も多かった。また、実績

がない８機関において、複数のディスプレイ環境を有する機関が３機関あった。 

サイズ 解像度 
（参考）BIM データ

閲覧実績の有無 

デュアルディスプレイ 

24 インチフル HD モニタ×２ 
フル HD(1920x1080) 

実績あり 

デュアルディスプレイ 

24 インチフル HD モニタ×２ 
フル HD(1920x1080) 

実績あり 

デュアルディスプレイ 

17 インチ＋24 インチ 

フル HD(1920x1080) 

1366×768 

実績あり 

デュアルディスプレイ 

21.5 インチ＋15.6 インチ 

フル HD(1920x1080) 

WXGA 

実績あり 

27 インチ以上 QHD(2560x1440) 実績あり 

23～27 インチ未満 フル HD(1920x1080) 実績あり 

トリプルディスプレイ 

32 インチ 2 台、Surface1 台 
WUXGA(1920x1200) 

実績なし 

デュアルディスプレイ 

27 インチ 10 点マルチタッチモニター×2 台 
フル HD(1920x1080) 

実績なし 

デュアルディスプレイ 

23 インチ＋２７インチ 
フル HD(1920x1080) 

実績なし 

23～27 インチ未満 フル HD(1920x1080) 実績なし 

21～23 インチ未満 フル HD(1920x1080) 実績なし 

21～23 インチ未満 フル HD(1920x1080) 実績なし 

21 インチ未満 1366×768 実績なし 

21 インチ未満 SXGA(1280x1024)未満 実績なし 
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◆ネット接続環境・ブラウザ環境 

〇ほとんどの機関が光回線を導入しており、大容量のデータ送受信にほぼ支障のない通信速度によるネ

ット接続環境を有していた。なお、ブラウザ環境が Internet Explorer のみとする回答が３機関あった。 

ネット接続環境 ブラウザ環境（業務で使用する標準ブラウザ名） 

回線 通信速度 Google Chrome Microsoft Edge Internet Explorer 

光回線 専有型 
上り：最大 1Gbps 

下り：最大 500Mbps 
● ● ● 

光回線 専有型 
上り：最大 500Mbps 

下り：最大 1Gbps 
● ●  

光回線 共有型 
上り：最大 1Gbps 

下り：最大 1Gbps 
● ● ● 

光回線 共有型 
上り：最大 100Mbps 

下り：最大 100Mbps 
●   

光回線 共有型  
下り：最大 2Gbps 

上り：最大 1Gbps 
 ●  

光回線 共有型 
上り：500Ｍbps 

下り：500Ｍbps 
●   

光回線 
上り：500Ｍbps 

下り：500Ｍbps 
 ●  

光回線 
上り：26Mbps 

下り：53Mbps 
●  ● 

光回線 
上り：最大 1Gbps 

下り：最大 1Gbps 
 ●  

光回線 （未回答）   ● 

光回線 （未回答）   ● 

（未回答） 
上り：最大 1Gbps 

下り：最大 1Gbps 
● ●  

（未回答） （未回答） ●   

（未回答） （未回答）   ● 
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参考）BIM オーサリングソフトウエア、ビューアソフトウエア動作環境 （2021/2/22 調べ時点） 

CPU、メモリ搭載、グラフィック性能を中心とし、以下のとおり。 

 

[BIM オーサリングソフトウエア] 

◆Revit® 2021（パフォーマンス モデル: 大規模で複雑なモデル） 
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2021-products.html 

CPU の種類 シングルコアまたはマルチコアの Intel®、Xeon®、または i-Series の SSE2 テクノ

ロジ対応のプロセッサ、またはこれらに相当する AMD® プロセッサ。入手可能な

最高速度の CPU を推奨します。 

Autodesk® Revit® 製品は、さまざまなタスクで複数のコアを使用します。 

メモリ 32 GB の RAM 

 通常、単一モデルの一般的な編集セッションでは、最大約 700MB のディスク メモリで十分です。 この結果は

社内検証による結果とユーザからの検証報告に基づいており、 実際のコンピュータ リソースの使用とパフォー

マンス特性は、モデルにより異なります。 

 旧バージョンの Revit 製品で作成されたモデルは、最新の状態に一度にアップグレードするプロセスにおい

て、より多くのメモリを必要とする場合があります。 
ビデオ ディスプ

レイの解像度 

最小:1920 x 1200、True Color 対応 最大:4K UHD モニタ 

ビデオ アダプタ Shader Model 5 搭載の DirectX® 11 対応グラフィックス カードおよび 4 GB 以

上のビデオ メモリ 

 

◆Archicad（推奨動作環境） 

https://graphisoft.com/jp/resources-and-support/system-requirements 

プロジェクト

規模 

小規模 

例：戸建住宅 

中規模 

例：一般的な集合住宅、事

務所ビル 

大規模 

例：超高層、総合病院な

どの大規または複雑なプ

ロジェクト 

CPU Intel Core i5 

AMD Ryzen 5 

Intel Core i7 

AMD Ryzen 7 

Intel Core i9 

AMD Ryzen 9 

メモリ 16 GB 以上の RAM 16 GB 以上の RAM 32 GB 以上の RAM 

ハードディス

ク 

SSD NVMe SSD NVMe SSD 

グラフィックス

カード 

2 GB 以上の VRAM 

OpenGL4.0 互換のグラフィ

ックスカード 

4 GB 以上の VRAM 

OpenGL4.0 互換のグラフィ

ックスカード 

6 GB 以上の VRAM 

OpenGL4.0互換のグラフ

ィックスカード 

ディスプレイ

解像度 

FHD (1920X1080 以上) 2K (2560×1600) 5K (5120 × 2880) 

 

◆GLOOBE 

https://archi.fukuicompu.co.jp/products/gloobe/program.html 

CPU Core i7 以上 ※CPU は Intel 社製に限ります。 

必要メモリ 8.0GB 以上（推奨 16.0GB 以上） 

必要 HDD 容量 3.0GB（推奨 5.0GB 以上） 

※データの大きさや必要構成により異なります。 

必要解像度 推奨 1280×1024 以上 

VIDEO DirectX 11.0 対応グラフィックカード 

※オプションプログラム「ARCHITREND リアルウォーカー」：OpenGL 3.0、

DirectX 10.0 以上 

 ※オンボードグラフィックでは動作しません。 
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◆Rebro 

https://www.nyk-systems.co.jp/product/requirements 

CPU Intel Core i7、Core i5 以上推奨 

メモリ 16GB 以上推奨 

ハードディスク 1.5GB 以上の空き容量 

グラフィック DirectX9 が快適に動作するグラフィックボード､もしくはオンボードチップ 

 

 

 
[ビューアソフトウエア] 

◆BIM360Docs 
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/bim-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/System-requirements-for-Autodesk-BIM-360-Docs.html 

（ハードウエア性能については、各種インターネットブラウザに要求による） 

Google Chrome Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 以降 

Intel Pentium 4 以降のプロセッサ（SSE3 対応）  

Microsoft Edge Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 SAC 1709 以降 

Windows 10 Enterprise 2015 LTSC 

Windows 10 Enterprise 2016 LTSC 

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 

Windows 10 Enterprise マルチ セッション 

Windows 10 IoT Enterprise SAC  

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 

 

◆BIMx Desktop Viewer（推奨動作環境） 

https://graphisoft.com/jp/resources-and-support/system-requirements 

BIMx Desktop Viewer 推奨 

CPU Intel Core i5 

AMD Ryzen 5 

メモリ 8 GB 以上の RAM 

グラフィックスカード 1 GB 以上 

OpenGL 2.1 互換の 

グラフィックスカード 

ディスプレイ解像度 FHD (1920×1080 以上) 

 

◆GLOOBE Model Viewer 

https://archi.fukuicompu.co.jp/products/gloobe/viewer.html 

OS Windows 10 October 2020 Update バージョン 20H2 （32/64bit） 

Windows 8.1（32/64bit） 

必要メモリ 4GB（推奨 8GB 以上） 

VIDEO DirectX 11.0 対応グラフィックカード 

 

◆RebroViewer 

https://www.nyk-systems.co.jp/download/viewer/viewer 

動作環境  ＯＳ：Microsoft Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP1。 グラフィック：DirectX9 が快適

に動作するグラフィックボード もしくはオンボードチップ。 ディスプレイ解像度：1280×1024(800)ドット

以上。インターネット接続環境必須。 
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2-1-1-3) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証の設定 

2-1-1-2）によるアンケート結果の整理を踏まえ、事前審査段階における審査対象項目の BIM モ

デル等による確認方法の検証の設定として、以下 A 及び B のとおり閲覧環境を区分、整理する。 

 

Ａ 審査機関側において設計者側と同じ設計作業環境を構築し、BIM モデルデータを閲覧する環境 

（概要） 

・審査機関側が、設計者と同じ作業環境を導入（設計者が使用する BIM オーサリングソフトウエア毎に

その導入が必要。なお、当該ソフトウエアの動作推奨環境を満たすクライアント PC の導入等が併せて

必要。）。 

・審査機関側が、BIM オーサリングソフトウエア固有のデータ（以下、「ネイティブデータ」という。）を設

計者から受け取り、ネイティブデータに含まれる BIM モデル（3D 情報）、BIM モデルを基に作成した図

面等二次元表現（2D 情報）を閲覧することを想定。 

 

Ｂ BIM ソフトウエアベンダーが提供するビューアソフトウエアにより、BIM モデルデータを閲覧する環境 

（概要） 

・審査機関側が、設計者が作成した BIM モデルデータの閲覧が可能な「ビューアソフトウエア」を導入

（当該ソフトウエアの動作推奨環境を満たすクライアント PC の導入等が併せて必要。）。 

・「ビューアソフトウエア」には、WEB ブラウザ上で動作するものがあり、この場合、審査機関側のクライ

アント PC へ、固有のソフトウエアインストールが不要となるものも存在する。 

・「ビューアソフトウエア」のライセンス条件によっては、設計者側が保有するライセンスの一時的な貸与

を受け、対応することも想定される。 

・審査機関側が、BIM オーサリングソフトウエア固有のデータ（以下、「ネイティブデータ」という。）を設

計者から受け取り、ネイティブデータに含まれる BIM モデル（3D 情報）、BIM モデルを基に作成した図

面等二次元表現（2D 情報）を閲覧することを想定。 
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2-1-2) 建築確認図書と BIMモデルとの供覧による審査上の効用等の検証 

審査者が、「建築確認図書のみを閲覧審査した場合」と、「建築確認図書の元となる BIM モデル等

を閲覧し、審査図書に記載される内容の生成過程を踏まえた、審査図書の閲覧審査をした場合」と

を比較して、後者による場合の前者に対する審査上の効用等を検証した。 

検証にあたり、建築確認図書（2D 情報）と、その作成に用いた BIM モデルデータは、2019 年度に

作成した BIM モデル（事務所モデル、集合住宅モデル、就寝系用途モデル）のデータ及び試審査

用建築確認図書を用い、作成協力者の協力を得て、BIM モデルデータとその閲覧環境を借用（作

業環境の借用を含む）等して、BIM モデル等閲覧環境を用意した。BIM モデルデータの概要、作成

環境等は「表－BIM モデルデータの概要、作成環境等」のとおりである。 

なお、日本製ソフトウエアという特徴を活かし、法適合状況の設計者支援に関するプログラムを内

包している「GLOOBE」による「モデル D」を検討対象に加えた。モデル D は、モデル A から C と同様

に、BIM モデル（意匠－集団・単体規定にかかるもの）の作成（確認申請支援ツール活用サンプルモ

デル）と、試審査用建築確認図書の作成、さらに、意匠に関する「課題別検証シート」を作成した。 

 

表－ BIM モデルデータの概要、作成環境等 

項目 モデルＡ モデルＢ モデルＣ モデル D 

使用 BIM 

ソフトウエ

ア 

意匠 Revit Revit 

ARCHICAD 

Revit GLOOBE 

構造 Revit Revit Revit － 

設備 Revit Revit 

Rebro  

CADWe’ll Tfas － 

BIM モデル作成 

作業協力者 

㈱日建設計 

㈱日本設計 

㈱大林組 

㈱竹中工務店 

清水建設㈱ 

大和ハウス工業

㈱ 

福井コンピュータ

アーキテクト㈱ 

（J-BIM 研究会） 

用途 事務所・飲食店 共同住宅・物品

販 売 業 を 営 む

店舗 

ホテル・飲食店 サ ー ビ ス 付 き 高

齢者住宅 

(確認申請支援ツ

ール活用 サンプ

ルモデル） 

延べ面積 10,430.27 ㎡ 6,823.66 ㎡ 9,485.29 ㎡ 2,338.69 ㎡ 

設計者が用意した BIM モデル等閲覧環境において、審査側が作業協力者の協力を得て BIM 操

作講習を受けるとともに、審査対象を、意匠（単体、集団）、構造、設備の規定に係る内容を対象に、

「建築確認図書のみを閲覧審査した場合」、「建築確認図書の元となる BIM モデル等を閲覧し、建築

確認図書に記載される内容の生成過程を踏まえた、建築確認図書の閲覧審査をした場合」との比較

を通じて、後者の場合における審査上の効用等を検証した。 

なお、当該効用等の検証対象は、BIM ソフトウエアから建築確認図書表現を得るために技術的課

題が多く、設計者による設計作業の軽減及び審査者による審査行為の効率化に対して多くの効果

があるものとして、意匠、構造、設備の各分野で設定した「課題別検証テーマ」に着目し、設定した。 

 

表－課題別検証テーマ 

意 匠 構 造 設 備 

1)求積図について 

2)採光・換気・排煙等の開口部

算定について 

3)各室仕上表について 

1)意匠図と構造図の整合性に

ついて 

2)計算書と構造図の整合性に

ついて 

1)意匠図と設備図の整合性に

ついて 

2)計算書と設備図の整合性に

ついて 
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4)耐火リストについて 

5)階段の種類、寸法等の表記

について 

6)非常用･代替進入口の設置位

置寸法の表現標準化について 

7)凡例（消防設備、防火区画

図）について 

8)申請書について 

9)書込み情報の可視化につい

て 

10)断面図の表現について 

11)地盤面算定について 

12)その他、特筆すべきテーマ 

3)構造図間の整合性について 

4)断面リストの表現方法につい

て 

5)整合性確保のためのワークフ

ローについて 

6)その他、特筆すべきテーマ 

3)居室における非常用照明の

設置について 

4)避雷針の範囲について 

5)幹線の防火区画貫通部措置

について 

6)ダクトの複線表示について 

7)系統図をアクソメ図とする可能

性について 

8)他ソフトとの連携 

9)書き込み情報の整理 

10)その他、特筆すべきテーマ 

 

審査上の効用等の検証結果は、BIMモデルの別にそれぞれ以下（１）から（４）の各項目の順に示した。 

（１）BIM モデルデータの概要、作成環境等 

（２）BIM モデル等閲覧環境 

（３）BIM 操作講習の概要 

（４）「建築確認図書のみを閲覧審査する場合」と「建築確認図書の元となる BIM モデル等を閲覧

し、審査図書に記載される内容の生成過程を踏まえた、審査図書の閲覧審査をした場合」と

を比較した、後者の場合における審査上の効用等 

（１）から（３）は、各 BIM モデル概要、BIM 操作講習における BIM モデル等閲覧環境、操作講習概要

を示す。 

（４）は、課題別検証テーマ別に、①「建築確認図書のみを閲覧審査した場合」として、各テーマに

沿って図書等の作成方法、加筆の状況等、BIM ソフトウエアの特徴を生かした表現要素等を抽出し

まとめた「◆課題別検証シート」を示した後に、②BIM 操作講習を通じ、建築確認図書のみを閲覧し

た場合と比較して、建築確認図書作成の元となる BIM モデルデータを閲覧した場合の見解の変化に

ついて、審査側意見を「◆課題別検証シートの「審査側見解」に対する効用等の検証」としてとりまと

めた。その上で、「建築確認図書のみを閲覧審査した場合」と「建築確認図書の元となる BIM モデル

等を閲覧し、建築確認図書に記載される内容の生成過程を踏まえた、建築確認図書の閲覧審査をし

た場合」とを比較した、後者の場合における審査上の効用等を検証結果として示した。 

 

次項以降、BIM 操作講習を実施した BIM モデルの別に、2-1-2-1)以降においてそれぞれ（１）から（４）

の各項目を示す。 
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2-1-2-1) モデル A 

（１）BIM モデルデータの概要、作成環境等 

項目 モデルＡ 

使用 BIM ソフトウエ

ア 

意匠 Revit 

構造 Revit 

設備 Revit 

BIM モデル作成作業協力者 ㈱日建設計／㈱日本設計 

用途 事務所・飲食店 

延べ面積 10,430.27 ㎡ 

 

モデル A パース：Revit で作成した BIM モデル外観 

 

（２）BIM モデル等閲覧環境 

項目 内容 

使用ソフトウエア Revit 

閲覧環境 Revit インストール PC 

 

（３）BIM 操作講習の概要 

項目 内容 

基礎講習 Revit 概要・基本操作 

BIM モデルの見方、オブジェクト情報の構成と集計

表の仕組み、図書間の情報連携に関する基本的

概念 ほか 

意匠モデル講習 課題別検証シートの内容について［意匠］ 

構造モデル講習 課題別検証シートの内容について［構造］ 

設備モデル講習 課題別検証シートの内容について［設備］ 
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（４）「審査図書のみを閲覧審査した場合」と「審査図書の元となる BIM モデル等を閲覧し、審査図

書に記載される内容の生成過程を踏まえた、審査図書の閲覧審査をした場合」とを比較した、

後者の場合における審査上の効用等 

 

次項以降へ、課題別検証テーマの単位で、下表の「◆課題別検証シート」、「◆課題別検証

シートの「審査側見解」に対する効用等の検証」の順に示す。 

◆課題別検証シート ・設定した課題別検証テーマ毎に、BIM モデルの入出力情報等

を活用した図書等（審査図書）の作成方法等と、作業協力を得

た設計側の所見等をまとめたシート。 

・最下欄の「審査側見解」は、審査側が図書等の作成元となった

BIM モデルを閲覧等していない状態において、シート内容に対

する審査側見解を記載したもの。 

◆ 課 題 別 検 証 シー トの

「審査側見解」に対する

効用等の検証 

・はじめに、「◆課題別検証シート」の最下欄「審査側見解」を示

す。 

・次に、「審査図書に記載される内容の生成過程を踏まえた、審

査図書の閲覧審査をした場合」として、審査側が、BIM 操作講

習を受けた結果、課題別検証シートの「審査側見解」に対する

見解等の変化を検証するため、BIM 操作講習後に審査側への

アンケートを実施した。アンケートにより得られた審査側意見等

（以下、「審査側意見等」という）を、【審査側見解の変化や効用

等に関する意見】、【課題に関するものと思われる意見】、【その

他の意見】に分類して示した。 

審査側は、BIM ソフトウエアを用いた設計実務を行う立場ではな

く、操作の細かい特性や操作が理解できていない。このため、審

査側意見等は、現に BIM ソフトウエア上で実現可能な意見も含

まれている可能性がある。 

・なお、「審査側意見等」に対する設計側の意見が得られたもの

については、該当する審査側意見等の下に「→設計側意見

等：」として示した。また、設計側意見等が複数の審査側意見等

に対するものである場合には、該当する審査側意見等へ凡例を

示した上で、欄外に設計側意見等を示した。 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

エリアごとに算出した面積が記載されており審査上重要である床面積として算入すべき部分に注

視できる。今後検討したい内容である。なお、規則上の面積算定に係る表現は、複数あることから

整理が必要である。寸法は適宜記載され、そのエリアごとの床面積を面積表に表現し、それが規

則における算式と考えられる。一方、計算過程を表示させる一つの方法として座標値を示してい

る。双方にとって有効であるかどうか、今後検討したい内容である。なお、規則上の面積算定に係

る表現は、複数あることから整理が必要である。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

図でエリア境界のポリラインで囲まれた範囲をクリックすると、自動で求積数値と集計表の数値が

連動表示で確認できることは、相互間の不整合がなくなり、審査上時間の短縮につながる。 

部屋が 3Ｄ要素、エリアが 2Ｄ要素であることが理解できた。エリアを選択する際に、端点等を基準

とした手動入力が必要ないことから、選択範囲の妥当性の確認が必要と考える。 

エリア別の床面積が自動算出されることで、求積図と算出した面積の不整合がなくなり、審査の効

率化が図れる。 

エリア別の床面積が自動算出されることで、人為的なミスがなくなり、床面積に関する審査に注力

できると考える。現時点では座標求積についての評価は判断が難しい。 

求積図がエリアと集計表によって作成されており、自動的に計算されていることが確認でき、信頼

性が高まった。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

エリア境界の指定（壁芯での求積、面積すべき算入部分について正しくエリア設定されているか）

が正しく BIM モデル化されていることの確認が改めて大切であると感じた（審査においては、エリア

の設定の寸法表記が必要と思われる）。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

算定の基準となる壁芯の考えがシステム的に確立していないと、審査側が当該設定の適性を確認

する等、余計な審査手間が増えるように思う。確認審査での床面積の算定基準は、個別に設計側

で作成するものではなく、全ての使用者（設計者）が利用できるよう、一括してシステム的に登録さ

れた何かが必要と思う。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

自動求積されていても、0.3 ㎡ルールなどの存在を知ってしまうと、やはり２Ｄ図面を見ながら面積

表と平面図の整合性を確認した方が確実ではないか。座標求積とすると（設計側、審査側）双方

の負担がかえって増えてしまうのではないか。 

→設計側意見等：（下線部について）：欄外Ｂ参照 

算式がない場合、面積表の数値を手動で修正できてしまうと、結果の信頼性が弱まるため、加筆、

修正がされていないかの確認が容易にできるとよい。複雑な平面プランでも、エリアの取り方さえ合

っていれば、自動計算された結果のみの記載でも審査に足りる。また、面積表のエリアプランが設

定されていない箇所を表示させる方法があれば、取りこぼしや、壁芯の取り方のずれなどが審査時

に気づきやすくなると思う。 

→設計側意見等：（下線部について）：欄外Ａ参照 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-39 -



 

設計者が意図せず、操作ミスにより壁芯が設定される可能性があると思われるため、正しい壁芯を

とらえられて図面が作成されたことの確認ができる図書の必要性を感じた。 

規則に定められる図面表示として座標求積を活用する方法が検討されているが、今の表現では設

計者のミスを過誤してしまう可能性があり、どのように客観性を持たせるのか技術的な裏付が必要

ではないかと感じた。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

各室面積は色分けにより一目で部屋範囲が理解でき、面積の確認は容易であるが、明示すべき

算式を座標値で行うのは、審査上確認のしようがないのではないか。算式を明示するのであれば

通常の算式を明示するしかない。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ｂ参照 

 

Ａ：設計側意見等 

エリア境界が正しく設定されているか（壁芯での求積、面積算入すべき部分）については、寸法記

載、計算式表示による視認が可能となっている。 

壁芯のずれチェック等は、エクステンション（拡張機能）の開発を行って頂くことで、実現できるとは

思う。ただし、設計側と審査側で共通のツールを使い、審査側でも再現可能な仕組み作りをどう構築

するかも合わせて考えておく必要がある。 

 

Ｂ：設計側意見等 

座標値での算式確認もエクステンション開発同様、審査側でも再現可能な仕組み作りをどう構築

するか考えておく必要がある。 

協議会の主旨として、試行を見てもらえたことはフィージビリティスタディの観点においても意義が

あったのではと思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題２） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

同一の居室を防煙垂れ壁により区画（A 区画、B 区画）されており、塗り潰しゾーンが同色のため

対角線表示などで防煙区画面積範囲を明示することが望ましい。排煙設備を求める各部分のチ

ェックがまとめられており、審査的に見やすくまた理解しやすい表現となっている。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

塗り潰し領域と集計表が連動していることから、不整合がなくなり審査の効率化が図れる。 

図面表現の際の区画の明瞭化や防煙垂れ壁の強調表示などが改善されると、より直感的かつ正

確な審査に繋がる。 

採光や排煙は、立体的な審査が必要な規定であり、3D モデルを基に 2D 図面として作成した図面

を審査するにあたり、2D 図面情報から 3D 情報に頭で置き換えながら審査している現状は、非常

に無駄なことと感じた。3D での適合確認ができる審査手法があるとよいと思う。 

集計表を使った検討方法は、BIM の特性を活かした良い方法である。 

立面ビューの切り出しは、逆に室内側からの展開図ビューで、床高さや天井高さとの関係性を一

目で把握できるとさらに分かりやすいのではないかと思う。 

塗りつぶし領域から面積を生成し自動的に必要面積を算出していることが確認でき、信頼性が高

まった。また、面する開口部情報から有効面積が表示されることは、計算ミスを無くすことができ、

設計者・審査者双方にメリットがあると感じた。 

防煙区画範囲もわかりやすく、排煙窓の姿図も一体で見れるので確認しやすい。必要開口面積と

有効開口面積が表示されれば判定を入力する必要はない。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

塗りつぶし領域においては柱型が抜かれる等、室面積のあり方として、設計者が正しい壁芯位置

を設定しているのかを確認できる図書が必要なのではないか。 

→設計者側意見等（下線部について）：塗りつぶし領域の壁芯のずれチェック等も、エクステンショ

ンの開発がなされることで実現できると思う。ただし、設計側と審査側で共通のツールを用い、

審査側でも再現可能な仕組み作りをいかにして構築するかも合わせて考えておく必要があ

る。 

計算表と建具の連動や、同色の防煙区画をそれぞれ確認する操作も理解できたが、実際の審査

において、1 つずつ確認することは難しいのではないかと思う。 

区画の明瞭化や防煙垂れ壁の強調表示などが改善されると、より直感的かつ正確な審査に繋が

ると思われる。 

→設計者側意見等（下線部について）：区画の明瞭化や防煙垂れ壁の強調表示などの改善は可

能と考える。今後も（審査側、設計側が）協働して検討を進められればと思う。 

排煙検討の場合の有効開口を算定する際に、天井や垂れ壁の高さなどがどこまで連動して評価

され、記載されているのかがわかりにくい。 

→設計者側意見等（下線部について）：天井や垂れ壁高さの連動は、現在自動連動は難しい状

況にあるが、エクステンションの開発がなされることで実現できるとは思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題３） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-44 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

乾式耐火壁の材料が内装の仕上げと一致するので整合性が図られる。略号と内装制限の欄をう

まく活用することで、更に適合確認がしやすくなると思われる。例えば内装制限とある項目が法令

上要求されているものか計画するものか不明なため、表記を内装計画とし、略号（不１：不燃材料、

不２不燃材料（下地共）の他、準不燃等の略号も追加）を明記することで、審査の簡素化につなが

ると考えられる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

複数の情報の連動により、整合性がとれていることを確認した。 

仕上情報が識別情報で一括管理されることで、図書内の整合性が担保され、審査の効率化を図

ることができると考える。 

「部屋」のプロパティに入力された情報が、集計表機能により表示されていることがわかり、信頼性

が高まった。不整合が防ぐことができ、法令チェックに注力することができるため、とても有効な手

法だと感じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

排煙設備と内装制限の情報も「部屋」の情報に入っているのであれば、併せて表示されていると法

令確認の効率が上がると感じた。また、排煙や内装制限情報から入力できる仕上材料を限定でき

る機能を持つことができれば、さらに合理化されるのではないかと期待している。 

審査側見解にもあるように、内装計画が法令上の要求なのか、任意の計画なのかが日頃分かりに

くいため、個人的には法的要求と内装計画は列を分けて作成して頂きたいところだが、それにより

設計者側の負担が増えてしまうようでは引き続きの課題となる。 

内装計画を不１、不２と記載するのは制限がわかりやすい。ただし、手動で不 1、不 2 設定をする

場合は、入力箇所が多いため操作ミスにつながりやすく感じる。告示番号と内装制限の規制の根

拠の記載を表に反映できれば、一目で審査しやすい。 

→設計者側意見等（下線部について）：告示番号と内装制限の規制根拠の記載は、同一表に反

映できると考える。 

内装制限は施行令第 5 章の 2（内装制限）によるものなのか、第 5 章第 3 節（排煙設備）の排煙告

示などを含めて表示しているのかを明示すると審査しやすい。認定品を使用した場合、認定番号

の表示はできないか（下地のボードについても、厚み認定番号の表示が必要ではないかと思

う。）。 

→設計者側意見等（下線部について）：認定番号の表示については、今後の検討課題と考える。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題４） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-46 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

耐火リスト、壁下地範囲図及び壁種別図凡例を見比べる審査方法となるため、審査時間がかかり

やすい感じを受けた。３つの図面を一つにまとめる、又は耐火リスト中に壁種別図凡例を記載しま

うなど、簡易な方法を検討したい。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

今のままで十分分かりやすいと思う。間仕切壁種別図と壁種別図凡例は一つの図面にまとまって

いた方が審査しやすい印象をもった。 

→設計側意見等（下線部について）：間仕切壁種別図と壁種別図凡例を一つの図面にまとめるこ

とは可能と考える。 

壁情報から耐火壁の色分け表示されることは、不整合が防ぐことができ有効な方法だと感じた。 

講習では実際触れることができなかったため詳細が分からないが、耐火壁以外の性能壁等や納ま

りの少しの違いで色分け凡例を追加表示しているのであれば、図面が煩雑になるため、耐火性能

や認定の種類のみで整理して表示等していただけると識別し易くなると感じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

講習では実際触れることができなかったため詳細が分からないが、耐火壁以外の性能壁等や納ま

りの少しの違いで色分け凡例が追加表示がされているのであれば、図面が煩雑になるため、耐火

性能や認定の種類のみで整理して表示等していただけると識別し易くなると感じた。 

主要構造部の全てを網羅した耐火リスト中に、凡例による使い分けを表示できるとわかり易い。 

また、仕様が異なる部分（例えば外壁等）についても同様に、凡例と使用する場所が連携するとわ

かり易い。 

（法令適合確認のため）1 つずつ、壁を選択し確認する必要がある場合は、審査の短縮化が図れ

ないと思う。 

使用されている壁種別のリスト化及び使用エリアを示す壁種別図凡例の生成が自動で行われ、同

図面内に表示されるとより効率的な審査が行えると考える。 

耐火リストをどこまで細かく作成するかによるが、間仕切壁すべての断面図や種別の位置を記載

するとチェック項目が多くなり過ぎると感じる。 

間仕切壁種別図と間仕切壁リストによる耐火リストにより、どの部分に設置しているかはわかりやす

いが、間仕切り壁種別図は防火区画図と一体で審査できるのか。各室内側で凡例を（二重）表示

するには作業が煩雑になるのではないか。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題５） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

階段詳細図によらず、階段の種別（避難階段等）及び階段の構造（寸法）が一見して分かりやす

い表現とされている。これに階段の耐火性能（RC 造など）も加わるとさらに良いと思われる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

階段情報が一覧で確認できるので、良いと思う。 

階段の法的な種別や幅員･蹴上等の寸法が明瞭化されているため、審査の効率化を図れると考

える。 

階段の種類、蹴上、踏面、最小巾寸法等の情報をタグで表示することは図面と寸法の整合性を担

保することができ、大変有効な方法だと感じた。 

今のままで十分分かりやすいと思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

耐火構造等の仕様は、図面間の整合が取れる為、耐火リストに「階段」の記載があれば足りると考

える。 

表にして各寸法を表示するのは見やすいが、平面図および断面図に各寸法を示すことが求めら

れる場合は配慮が必要となる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題６） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

本件は非常用エレベーターがあるため、代替進入口の設置は不要であるが、BIM 表現を検討す

るために計画されたものである。代替進入口の大きさは凡例に記載されているため、進入口の間

隔と進入を妨げない構造かどうかを確認する必要がある。間隔は平面図に記載されており、妨げ

ない構造とする認識を施工者含め共有化してはと思う。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

ファミリで管理することで表現方法が統一されることはよいことと感じた。 

また、それが立面図と平面図に自動表示されるのであれば、整合性が担保でき有効な方法だと感

じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

非常用の進入口と代替進入口は表現を区別した方が良い。 

→非常用進入口と代替進入口の凡例は検討済み。 

開口部の種類も平面図などに明示があると良い。 

平面図のファミリ情報との連動が強く望まれる。 

→設計側意見等（下線部について）：今後も継続して連動を検証していきたいと思う。 

代替進入口の位置は代替進入口の間隔ではなく、10ｍ以内の範囲にあることを明示する必要が

ある。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題７） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

昨年から検討している防火戸等の凡例にあっては、複数の凡例案を定め、建築計画において要

求される性能の表現が分かりやすくなっている。今後、新たな防火戸等（10 分防火設備など）も検

討し、凡例サンプルガイドを示し、普及させる必要がある。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

図の建具をクリックすると属性情報が確認でき、凡例シートと連動表示が確認できることは、相互間

の不整合がなくなり、審査上時間の短縮につながると思う。 

凡例等が連動していることについて、表現方法とルール化（標準ファミリ）の必要性について、それ

ぞれ操作を通じて確認することができた。 

共有パラメーターの仕組みが理解できた。凡例どおりの 2Ｄ表現（タグ）で図面表現されるための条

件を、審査側でもある程度理解しておくことで、ビューワでの審査を効率的に行うことができると考

える。 

→設計側意見等（下線部について）：凡例どおりの 2D 表現（タグ）で図面表現されるための条件

は、ファミリの関数にて制御している。ご指摘のとおり、審査側でもある程度理解して頂けると、

効率的審査に寄与することが可能と考える。 

ファミリ･タグ･集計表との連動により不整合がなくなるため、審査の簡略化を図れると考える。また、

図表現としても直観的で明瞭化された、ほぼ完全な凡例と思われる。 

建具情報に法令情報を設定し、タグにより凡例表示させることは、整合性担保につながり大変有

効であると感じた。 

凡例がソフト等で異なるのはやむを得ないと思う。ドアタグとドアファミリの連動により必要な性能が

わかりやすい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

防火区画や凡例については、区画ラインの色に少し透過性を持たせる設定が出来ればなお良い

（下絵の開口部や壁が少しでも可視出来た方がわかり易い）※自動表示される凡例の位置を手作

業でセットする手間も合理化されるのではないかと思う。 

紙審査を基準とした凡例の表示は、設計側の手間が多いように感じた。最終的には、画面上で設

備や構造の情報を確認して審査することを想定されていると思うが、その前段階としても、凡例を

上手く表示させて図面を作成する作業は無駄が多いように感じた。 

今のままで十分分かりやすいと思うが、建具表を一行ごとに自動で色分けするような機能があると

さらに見やすくなると思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題８） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-54 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

本課題は、確認申請において申請書の指摘等も多分にあることから、BIM から連動して確認申請

書に記載されるよう検討されたものである。BIM データを確認申請書へ反映させることは可能との

ことから、今後は指定確認検査機関側で確認申請書や建築計画概要書等も含めたエクセルによ

る共通フォーマットを作成したほうが望ましい。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

シートの数値と申請書の数値が連動表示で確認でき、相互間の不整合がなくなり、審査上時間の

短縮につながると思う。また、現在 Excel の申請書データ以外では、Revit と連動表示できないとの

ことだが、Excel の申請書データと BIM データをセットで提出確認できれば、審査上特に問題ない

と思う。 

BIM と連動して申請書を作成するのは整合性が取れてよい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

BIM のプロジェクト情報を常に更新したとしても、作成過程における労力に対して申請書に反映で

きる部分は限定的であり、それほど効率化されない。指定機関（行政を含めると ICBA 等）で共通

化できなければ逆に不合理であるとも考えられる。 

※指定機関は省令 28 条の帳簿の保存義務の為、申請書第２・第３面の記載内容を保存している。ICBA の申プロの申請書作

成ツールは、データを XML 吐出し可能となっており、機関側で XML を台帳に取りこむことが出来る仕組みとなっている。 

プロジェクト情報である計画概要書から確認申請書に転記できれば、図面と申請書の不整合を防

ぐことができ、審査の効率化が図れる。しかし、規則 1 条の 3 では、計画概要書の添付が求められ

ていないことから、BIM を活用した確認申請の際は、これに代わる図書作成が重要となる。 

図面からの転記機能は設計者として手間軽減になると思う。審査側としては、転記の方法が的確

かを審査することは無駄と思われるため、通常どおりの審査になると思う。申請書データを確認申

請プログラム（申プロ：ICBA）の形式で取込みが出来れば助かる（弊社のシステムとしては入力手

間や間違いが無くなる）。 

識別情報からの自動作成により、図書全体の整合性が担保され、審査の効率化を図れると考える

が、申請書の横断的な共通フォーマットは必要不可欠と考える。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

Excel で出力できるのは利便性が高いが、面積が計算表から連動できるとより確認が簡略化でき

る。 

求積図の集計表情報とは連携していない為、申請書と求積図との整合性を担保するものではな

い。集計表との連携も今後に期待したい。また、設計者などの情報も一元管理していただけると、

台帳への変換も可能になると思われる。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

 

Ａ：設計者側意見等 

ご指摘のとおり、今回の試行は申請書の横断的な共通フォーマットがあってこそ始めて成り立つと

考える。求積図との連携、設計者情報との一元管理も視野に今後も検討を継続する。 

 

【その他の意見】 

（特になし）  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題９） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-56 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

BIM を活用した建築確認を行うにあたり、どの表現が BIM から反映されたものか、２D 加筆したも

のかを判断する材料である。今後 BIM で申請するにあたり、申請者側で作成したファミリやその属

性を予め知るガイド的な役割であり、双方で BIM 申請のルール決めがなされれば、実際の BIM 申

請においては当該図面の添付は不要となる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

2D 加筆の可視化の重要性を実感した。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

基本的には 2D 加筆する部分を無くせるよう、双方の意見を抽出し、BIM そのものを改善すること

が望まれる。 

操作が容易な方法で書き込み箇所の確認ができると、申請図書としての信頼性が高まる。 

書き込み情報（２D）を認識することは、BIM の整合性担保の合理性を活用する上で大変重要だと

考える。 

しかし、色分け表示された情報が正しいかの確認が再度必要となってしまうため、BIM ソフト側が

2D 情報を簡便に色分け表示する機能を有している方が合理的と感じた。 

→設計側意見等（下線部について）：BIM ソフト側に 2D 情報を色分け表示する機能がある。 

一度ビューテンプレートに設定すれば、他のビューでも簡易に表現が可能である。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１０） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-58 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

BIM では反映されにくい確認審査上必要な２D 加筆は記載して頂く必要がある。一方、明示すべ

き事項においては施行規則第１条の 3 第６項にあるとおり、他の図書で明示されれば省略できるた

め、本件の例示にあるような部分が別の表現で可能かどうかを検討してはと考える 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

簡単な操作で様々な断面図が確認できるため便利である。 

壁や床の防火区画の情報をフィルタにより表示することや、室名にタグを利用することは図面間の

整合性が担保され有効な手法と感じた。スパンドレルの部分は、表示漏れがあっては困るが、設

計者の意図する位置に表示されるべき表現でもあるため、２D 加筆でもやむを得ないと思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

外壁のスパンドレル部分は２D 加筆とのことだが、耐火建築物であっても図面へ表現することが目

的ではない。審査では、当該スパンドレル部分の開口部の対応が確認したい事項であり、設備へ

の連携が必要なケースが生じると思われる。 

※設備モデルでスパンドレル部分の給気口等 FD 対応が必要となる等の確認が必要。 

→設計側意見等（下線部について）：今後も継続的に検証していきたいと思う。 

断面図に明示することで審査の効率化を図れる内容は、2D 加筆ではなくデータ連動による明示

が行えるよう改善が望まれる。 

2D 加筆は、設計者にとっては負担になると思うが、審査上は必要事項である。 

断面図の表現は、区画の色付けが設計者の負担ということであれば、特記等により省略することは

可能と思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１１） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

平均地盤面では、建築物が接する地盤高さ及び平均地盤面計算が、正しく計算されるだけでも審

査者側の負担は減少する。平均地盤面で審査者側が注視しなければならないのは、配置図と当

該計算レベルの整合及び平均地盤面の取り方（ライン）であるため、算定図や根拠式が自動作成

されることは審査時間の短縮化につながる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

審査のポイントと作成の操作が似ているため、良いと感じた。 

本内容がデータ連動により自動作成できることで、飛躍的に審査の簡略化及び効率化が望めると

考える。 

平均地盤算定図、地盤面積算定図、地盤面積根拠式は自動で計算されるため、整合性は担保さ

れていると思う。設計者・審査者双方に整合性確保のメリットがあり、大変有効な手法だと感じた。 

設計者がどのように平均地盤算定をする位置を設定するのかや、地盤の入力方法等がわかると、

審査の仕方が確立できると感じた（平均地盤算定図を作成する作業過程を講習で拝見したかっ

た。）。 

地盤面根拠式、算定図は自動計算により信頼できる。 

配置図に明示されている地盤高さと入力した地盤高さの整合確認をする際、配置図の地盤高さが

自動入力されると、設計者、審査者の負担が軽減できる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１２） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-62 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

集計表の数値が部分ごとの歩行距離を示しており、その合計値により規定に適合するかどうかが

判断できる。これにより、歩行の距離が正確に表現でき、審査的にも効率化が期待できる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

平面ビューの数値と集計表の数値を連動表示し確認できることは、相互間の不整合がなくなり、審

査上時間の短縮につながると思う。 

集計表と連動していることが確認できた。操作自体も簡単で、審査も容易ではないかと思う。 

色々な経路での歩行距離がチェックできるのは有益だと思う。「任意の地点からの一定距離の範

囲」がエリアとして逆算出来ればよいと思う。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照  
経路を指定することで距離が自動算定されれば、始点と終点の位置確認に注力できるため、審査

の負担軽減が見込めると考える。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照  
有窓無窓標記があることで、制限距離についても審査がしやすい。入力、確認も容易であり、自動

計算のメリットが大きい。 

ファミリによって自動的に避難歩行距離が生成され集計されることは、誤記などによる法令チェック

の過誤をなくすことができ、法適合確認をする上で大変有効な手法だと感じた。 

避難方向、歩行距離、重複距離が自動作成されれば、審査の負担が軽減できる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

経路を指定することで距離が自動算定されれば、始点と終点の位置確認に注力できるため、審査

の負担軽減が見込めると考える。（他同様意見あり） 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

 

Ａ：設計側意見等： 

エクステンションの開発がなされることで実現できるとは思う。ただし、設計側と審査側で共通のツ

ールを用い、審査側でも再現可能な仕組み作りをいかに構築するかも合わせて考えておく必要があ

る。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１３） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-64 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

採光無窓の場合、複数の法令の規定が適用されることになる。特に歩行距離（重複距離）にあっ

ては、有窓無窓の別によって大きく変わるため、必要に応じて確認図書へ反映されることが必要で

あることから、設計者及び審査者側にとって有益な表現である。ケースによっては採光補正係数が

必要となる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

情報が連動していることが確認できた。 

部屋のうち、居室のみをフィルタリングする機能や、必要面積、有効面積の計など、集計する対象

を正しく選択していることが理解できた。これらをもとに、有窓判定を自動で行えることからも、人為

的なミスを軽減する効果があると考える。 

組み込み型集計表を活用することで、必要面積を自動計算することは計算ミスを無くすことがで

き、大変有効な手法だと感じた。 

集計表を活用することは判定しやすく、審査が容易となる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

採光補正係数の算定についても、ファミリと集計表を活用して自動化していただけることを期待し

たい。 

一方で、室面積が正しい壁芯の位置で設定されているのかを確認できる方法も必要だと感じた。 

→設計側意見等（下線部について）：採光補正係数も入れて計算することは可能と考える。 

図の建具属性データ及び図の部屋面積データと、シートの建具データ及び部屋面積データが連

動表示できれば、相互間の不整合がなくなり、審査上時間の短縮につながると思う。 

「居室」として設定したエリアが漏れなく抽出できれば、チェック漏れがなくなるので有益と思う。 

集計表で作成した有窓判定の表が少し見づらい気がした。 

ケース毎に明示の要･不要の判断が必要となる場合に、BIM 側で自動判別して図書への表示･非

表示が行えれば、設計者側･審査者側のどちらにとっても負担軽減が見込めると考える。 

採光補正係数など式や根拠も一目で見られる方が、利便性は高い。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１４） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

本課題のような整理表が存在しないと、法令の適合性の表現を誰が行うのか不明瞭となり、ケース

によっては明示されないまま確認申請されてしまうおそれがある。一方、BIM で作成した情報を設

計担当者間で共有化でき、図面間の整合も図れる。このような設計者側の業務別パラメーターを

整理することは重要と思われる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

共有パラメーターの重要性を実感した。 

担当毎の担当領域を共有することで、責任の所在が明確化され、審査者側にとっても審査を進め

る上で有益であると考える。 

意匠・設備・電気で共有パラメーターを持つことで、同一情報を活用でき不整合がなくなる。設計

者・審査者共にメリットがあり、大変有効な手法だと感じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

情報量が増えると表示速度に大きく影響するところは、現状での課題だと思う。建築確認で必要な

最低限の情報の取り出しと、それを表示することに特化したビューアがあるとよいと思う。 

→設計側意見等（下線部について）：今後の課題としてビューア仕様要件に必要なものと考える。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題１） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

建築モデルと構造モデルの重ね合わせにより、柱位置、床開口位置、階高等の整合確認に有効

である。 

伏図との重ね合わせにおいては、上述のように建物用途に起因する荷重条件との整合確認の効

率化に繋がると思われる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

モデルを重ね合わせることによる意匠図・構造図の整合性確認は、有効と思われる。 

また、図面の重ね合わせや用途による色分けは、積載荷重の確認に対して有効と思われる。 

構造モデルと建築モデルの重ね合わせ（上段）については、柱位置、床開口位置の整合確認に

有効であることを再認識した。また、意匠設計側にて用途毎(荷重毎)の色付けをすることにより計

算書の荷重条件の整合確認効率化に繋がることも再認識した。 

構造モデルと建築モデルの重ね合わせ（中段）、構造モデルと設備モデルの重ね合わせ（下段）

による整合性確認については、設計側及び施工側の観点から納まりチェックや部材設計条件の

確認に有効と思われる。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

BIM を直接体験したことで、従来の紙（図面）との違いが体感できた。従来の図面、CAD とは異な

り各部材へ多くの情報を持たせることができ、うまく利用することで審査側の知りたい情報が得られ

る可能性があることを理解した。 

構造 BIM モデルと意匠 BIM モデルがパラレルで存在することが多いようだが、構造 BIM、意匠

BIM とも同種の BIM モデルでありビューアを工夫することでそれぞれの図を重ね合わせることが可

能なため、従来の CAD 図と比較するとスパン、部材配置、開口部の確認など整合性確認の迅速

化が図れると思われる。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

 

Ａ：設計側意見等 

効率化を目指すのであれば、図面間で整合確認する項目を整理して重ね合わせを行うオブジェク

トや情報を絞り込む必要がある。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

将来的に、従来の意匠図と構造図を目視により比較確認する手法ではなく、意匠・構造の両 BIM

モデル間の座標上での整合確認などは、デジタルデータで整合確認が可能であり、建築確認審

査の合理化迅速化に有益であることが理解できた。 

意匠モデルにおける構造骨組み（部材の配置や大きさ）が、構造モデルと整合している前提がある

が、ここが狂う恐れがある状況では、整合確認の効率化は元も子もなくなるため、意匠・構造モデ

ル整合の担保性確保にかかる工夫について検討を要する。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ｂ参照 

将来的に審査側において、Revit 上で重ね合わせの作業を行うことに関しては、システム面の整備

が必要である。 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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Ｂ：設計側意見等 

・本来的な BIM の在り方としては意匠と構造で同じ情報を二重入力するのは非効率的と考える。

BIM としての確認申請図のあり方を再考する必要があると考える。 

・意匠と構造で同じ躯体情報を入力するのは非効率だが、現状設計過程や表現したい形状・寸法

を考えると、不整合の課題はあるがどうしても二つ存在した方が設計時の効率的な BIM 化に繋が

るケースもあると感じられる。その場合、これまでの代表架構のみの整合では済まなくなる懸念があ

る。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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（余白） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題２） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

解析モデルと構造図の符号確認については、これまでの確認作業が別位置に記載されたものを

元に確認していたところ、本方法においては同一での確認となるため、上述の考察にあるように確

認作業は簡便に行えるものと思われる。一方、解析モデルと構造図の位置確認についても柱、梁

位置の寄り等、細かい差異は生じるものと思われるが、明らかに異なる配置などを容易に見つける

ことができる点で、整合性確認に有効である。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

計算書からアウトプットしたデータを活用した、構造モデルの作成・伏図ビューによる図面化は、計

算書と構造図の整合において有効と思われる。 

→設計側意見等（下線部について）：計算書内のデータと計算書からアウトプットした BIM の整合

確認または真正性確認が必要になるため、枠組みを考えていく必要がある。 

（ほか、欄外Ａを参照） 

上段の断面リストの比較（解析モデルと構造 BIM モデルから STB ファイル取り出しの上、差分比

較）については、各モデルの更新情報が重要になるが比較確認作業は容易に行えると思われる。 

 

Ａ：設計側意見等（その他） 

断面リストの比較など、デジタルに数値で比較できることは審査の効率化につながると思う。架構

形状の確認、解析上の「モデル化の妥当性」という視点では、目で見る審査の必要性は今後も残る

のではと思うし、構造図データと計算書データを比較するような独自のツールまたはビューアが必要

になると考える。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

構造モデルと計算書の作成過程における、時系列的なズレによる不整合（人為的ミス）への対応

策がなければ、極端な話、通常の審査をする必要があると思われる。BIM モデルと構造計算デー

タの同一性の確保にかかる工夫が必要と思われる。 

審査側にて最新データから STB ファイルを出力し、差分ソフトを利用の上、差分比較を行うとなる

と、システム上の問題があるほか、利用差分比較により生じる差異の評価が必要になる（設計者が

比較した結果を示す場合は差異の評価にコメントを付けられるが、書類の信憑性について問題と

なる）。 

下段の配置情報（解析モデルから変換した Revit モデル伏図と構 BIM モデルの比較）も整合性確

認に有効であることを再認識したが、審査側で重ね合わせの作業を行うことに関しては、システム

面の整備が必要である。 

→設計側意見等（下線部について）：「STB ファイル」と「計算書出力」のそれぞれに GUID を入れ

ることで同データか否かの確認は可能と考える（STB ファイルと BIM についても同様）。 

STB ファイルの比較自体は単純なテキストの比較になるため、審査で確認すべき STB の項

目が整理されれば開発のハードルはビューアよりも低いと考えられる（課題検証シートに記載

したツールを元に、差分チェックツールが開発・公開されており、誰でも使用可能である。）。 

https://github.com/NS-NS/STB-DiffChecker 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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一貫計算モデルと BIM モデルの時制が重要である。具体的な整合性確認作業で、例えば一貫計

算を計算書として出力したデータのタイムスタンプ付きの番号と、BIM モデルへ転送された一貫計

算データのタイムスタンプ付き番号が確認できれば、各項目に関して全数確認ではなく抜き取りで

整合性確認することもあるのではないかと思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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（余白） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題３） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

上述のように、BIM 利用にあたっては２D 加筆によるものをなくしていくことが望ましいと考えられる。 

なお、伏図と軸組図の整合性の審査や、計算書の略伏図と伏図の整合性の審査においては、伏

図に見上図か見下図かの表現と、各図面に BIM モデルの切断位置（平面・断面）が明記されてい

れば、審査上、有効である。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

BIM モデルを活用して機械的に図面化された内容は、不整合がないことは分かった。 

同一 BIM モデルから図面として切り出す限り、原則、不整合はないことを理解した。図面として切り

出したデータに一貫計算に含まれないデータを添付している場合には、従来通りの確認になること

も理解した。 

伏図・軸組図の連動については、Revit 上で伏図の符号を変えれば、軸組図の符号も連動して変

わることを実演にて確認できた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

加筆行為に起因する入力の誤りなどの人為的ミスをゼロにできない限りは、不整合の問題が残る

ためこれまで通りの取り扱いになると思われる。加筆部分について、今後、何らかの工夫や対策等

が必要と思われる。 

→設計側意見等（下線部について）：2D で追記されている内容の中には 

①共通事項表記など図面を見やすくするための加筆・修正 

②確認申請以外のために必要な加筆情報 

などがある。 

①については見栄えを気にしないのであれば、確認審査用ビューワー側でモデルから直接

的に単純な表示を行えば削減できる（全部材の全符号、レベル、寄りなどを伏図に表示する

など）。 

②についても、確認審査用ビューワー側で非表示とすればよいと考える。 

設計者は、確認申請だけを目的とした図面作成を行っている訳ではないため、申請時点で

必要な情報を確認審査ビュー側で、適宜 BIM モデルから抽出・表示するなどして欲しい。 

ただし、①②いずれも 2D 加筆情報で、BIM データ内のパラメータと重複する内容の場合は

不整合の元となるため、それらの整理は重要と考える。 

人為的なミスにより符号が抜けたり、ファミリの属性情報とは別に符号の書き込みも可能であること

から、ユーザーの使用状況に関しては、ソフト上の制限が必要になると思われる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題４） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

BIM モデルからの作成であるため、整合性は担保されているものと考えられる。確認審査における

整合性の確認にあたっては、通常の審査となる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

従来通りの図表形式にとらわれる必要がないこと、数値データの形式を計算書、BIM モデルと統

一化することで整合性確認の迅速化が可能であることは理解できた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

課題３の回答とも共通するが、加筆部分について BIM 的(機械的)な整合が担保されない以上は、

これまで通りの取り扱いにならざるを得ないと思われる。 

構造 BIM モデルの属性情報を元に断面リスト作成ツールを用いて作図しているため整合性は担

保されるが、２Ｄ加筆した一部の情報の伝達方法については工夫が必要と思われる。 

→設計側意見等（下線部について）１：課題３と同様。2D 加筆の情報がモデル内の情報との不整

合に関わる内容か否かの整理が必要。課題検証シートで例示されている「柱脚情報」などは

モデル内にそもそもない情報なため、モデルとの不整合には関係ない内容（2D 情報自体が

正）である。このような場合は 2D 情報と計算書の内容の整合確認には課題があると思われ

る。 

→設計側意見等（下線部について）２：設計者の設計する断面には、解析モデルで確認しようとし

ていること以外の要件に配慮して追加した部材や鉄筋があるため、１対１対応は難しいところ

をどう表現するかに工夫がいるかと思う（全て別途要領図を使うなど）。  
審査側としては、整合性の確認（各データの照合）をしたことのエビデンスをどうすべきかが課題に

なる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題５） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

将来的には、意匠・構造（構造計算モデル含む）・設備で一つの BIM モデルに集約されていること

が望ましい。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

設計サイドとして、従来手法に対し、より整合の精度を上げた取り組みとの印象をもった。 

（審査側としては、対応可否等の判断・評価は少し時期が早い印象があった。） 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

構造モデルと計算書のデータの差分比較については、例えば骨組み節点データなど設計者側の

計算書モデル作成時のモデル化の要件により実モデルとの差異が大きく異なってくるため、その

差異についてはコメントにより適宜、説明する必要があると思われる。ただし、確認申請時に利用

する場合は書類の信憑性を含め課題があると思われる。 

→設計側意見等（下線部について）：構造モデルと計算書の差異については、データでの比較で

あれば定量的な差分として出力できるため、現在よりもコメントの説明意図が分かりやすくなる

と思われる。確認申請時での書類の信ぴょう性という点では、現在の計算ソフトから出力され

た PDF や紙の計算書も同様であると思われる。 

建築・設備・構造モデルの変更履歴の情報共有を徹底することで、各モデル間の重ね合わせによ

る手法を利用した整合性確認は有効となり、結果としての整合性は確保されると思われる。 

修正・変更に対する管理が最も重要である。BIM モデルと計算モデルが、計算モデル側からの一

方通行である為、修正・変更に対し計算モデルへ戻る作業により不整合が生じやすくなるのではと

いう不安は感じた。 

→設計側意見等（下線部について）：BIM と計算書が異なるデータで存在する限りは、一方向であ

ろうと双方向であろうとデータの整合性確認が必要なことには変わりはないものと思われる。確

実で効率的な整合確認方法を模索することが重要であると考える。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題６） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

申請書類の保存については、法的な制約を含め、今後の課題となると思われる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

（特になし） 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

企業間のやり取りの新たな方法に対して、審査サイドとして特に意見すべきところはないが、審査

側としては、対応可否等の判断・評価は少し時期が早い印象を持った。 

設備・構造・建築モデルの作成に使用した BIM ソフトウエアの互換性、及び構造解析ソフトウエア

と BIM のパラメータの共有化に関する課題や、審査側の BIM 閲覧環境におけるビューアの整備

等の課題を再認識した。ただし、ビューア機能要件は、確認処分の前提を踏まえた議論が必要と

なる。 

データ形式を統一するなど、常に互換性の確保が重要である。ツール（ソフトウエア）を限定せずに

閲覧確認できるようになることを望む。 

→設計側意見等（下線部について）：日本の建築分野に適したデータ構造で公的な承認が得られ

たものの整備が望まれる（構造の確認申請を考慮すると、IFC のみでは日本の構造安全性の確

認への対応は不可能である。日本国内の一貫構造計算ソフトの連携を目指した ST-Bridge の

JIS または ISO 化や大臣認定などが出来れば可能性があると思われる。）。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-83 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題１） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-84 -



 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-85 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

[リンクビューを使った意匠図との区画の整合性確保] 

作図工程上、意匠図の変更が追随できていない設備図の意匠部分があることで、設備図と意匠

図との不整合が多い。同じデータであることが常にあることが重要であり、どう担保されるのかが不

明。 

[部屋や塗り潰し領域を使った、防煙区画面積の取得方法] 

塗りつぶし領域を活用することで転記ミスがなくなり、設備側での確認の省力化が図れると考えら

れる。 

一方、塗りつぶし領域の正確性を確保することが求められる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

・意匠図と設備図の区画ラインの整合性確認を省略できることは、審査速度の向上につながる。 

申請時点において、意匠と設備の間で部屋名、面積、高さ、用途等の整合が図られているのは、

審査側にとって非常にありがたい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

申請時点では意匠と設備の内容は整合が確保されているが、審査中の意匠の変更に対する設備

の変更・対応をいかに早急に行うかにより、審査の手戻りが少なくなる。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

区画ラインに用いる色レイヤーの優先順位に留意すべきである。例えば、隣り合う室の共有してい

る壁について、青色を前面に表示すべきところを背面表示とし、緑色が前面になっている場合は

区画が NG となってしまう。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

スライディングウォールによる部屋分割がある場合、その情報が設備へ確実に伝わるよう配慮願い

たい（換気、排煙、非常用照明では審査に必要な情報）。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

防火区画が複数の内容（例：面積区画と竪穴区画を兼ねる等）を含む場合、その内容が分かるよ

う配慮いただけるとありがたい（必要とされる設備の性能が異なる場合がある）。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

 

Ａ：設計側意見等 

意匠モデルにて対応が必要な内容である。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-86 -



 

 

（余白） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-87 -



 
◆ 課題別検証シート（設備－課題２） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-88 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

「スペース」の面積が意匠の情報と整合が取れているかどうかが不明。さらに、外気量の計算根拠

が不明であり、計算の詳細は明らかにしていただきたい。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

ALVS 表との整合性確認を省略できることは、審査速度の向上につながる。 

「スペースの必要外気量集計」と「空調機の外気量」が同様の表で示されるため、比較がしやす

い。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

現状は別紙の仕様書等で確認している「P-Q 線図」や「圧力損失計算書」との整合性についても

検討いただきたい。 

→設計側意見等（下線部について）：「P-Q 線図」は、メーカー協力の元、BIM 連携が具体化でき

る可能性が出てきているが、どのように審査可能なのかを見据えておく必要がある。「圧力損

失計算書」は、モデルとの整合性をどう審査するかなど、解決しなくてはいけない課題が多い

と思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題３） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-90 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

居室・非居室を色分け表示することで判断の視認性が増し、審査の効率化に繋がると考える。さら

にいえば、避難経路と面積も考慮したうえで判断できるようになれば、さらに省力化に繋がることが

できると考えられる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

平面図で居室に黄色で着色されるのは分かりやすかった。 

居室、廊下・階段等の避難経路に着色することで、非常照明の設置漏れを防ぐことができ、また、

審査がしやすく非常に有用である。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

壁等の障害物により、間接照明になってしまってしまう部分の抽出機能も検討願いたい。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照。 

壁や建具により光が遮られ、実際には照度が無い部分の円の表記が記載されると、より審査しや

すくありがたい。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照。 

 

Ａ：設計側意見等 

エクステンションの開発を行うことで実現できるとは思う。ただし、設計側と審査側で共通のツール

を用い、審査側でも再現可能な仕組み作りをどう構築するかも合わせて考えておく必要がある。 

 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題４） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-92 -



 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-93 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

[回転球体法での避雷設備保護範囲の確認について(1)] 

審査において非常に有効な手段と考えられる。 

 

[回転球体法での避雷設備保護範囲の確認について(2)] 

審査において非常に有効な手段と考えられるが、アイソメ表現の線分整理が出来るとわかりやす

い。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

（課題４ 避雷針の範囲について(1)(2)） 

このような表現ができると審査が容易である。特に、屋上が複雑な形状の場合は、形状が異なる毎

に断面が確認できることで非常に有用である。断面の保護範囲に着色されていると、視覚的に判

断しやすい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-94 -



 

（余白） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題５） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-96 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

区画貫通部に設置する設備機器を部品化することで、確実な区画貫通処理が担保され、審査の

効率化が図れる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

Dynamo による貫通部の漏れを抽出する機能は大変有難い。 

意匠の防火区画と整合している前提のため、審査が容易である。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

区画貫通部へのダンパー等の設置作業は人によるものと予想する。審査時、ダンパー等が少しで

も貫通位置からずれていると、ダンパー等から貫通位置までのダクト厚みが気になってしまう。設置

位置がズレないよう自動配置される機能があることを望む。 

→設計側意見等（下線部について）：ダンパー等から貫通位置までのダクト厚みについては、要領

図によることが多いと考えている。従来の CAD 図で、斜線表現している耐火ダクトについて

は、ダクトのオブジェクトに属性情報を加えたり、場合によっては厚みを与えることもあるが、ダ

ンパー廻りは厳密にモデル分けするのは困難と思う。  
 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題６） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-98 -



 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-99 -



 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-100 -



 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-101 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

[ダクトの用途・サイズの表現方法について] 

将来的には、BLCJ のオブジェクトライブラリーとの連携が図れるとさらに有効な手法となる。 

 

[防火ダンパーや防火防煙ダンパーの表現方法について] 

将来的には、BLCJ のオブジェクトライブラリーとの連携が図れるとさらに有効な手法となる。複線の

シンボル表現についても視認しやすい。 

 

[配管の用途・サイズの表現方法について（１）] 

将来的には、BLCJ のオブジェクトライブラリーとの連携が図れるとさらに有効な手法となる。 

 

[配管の用途・サイズの表現方法について（２）] 

将来的には、BLCJ のオブジェクトライブラリーとの連携が図れるとさらに有効な手法となる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

［課題６ ダクトの複線表示について］ 

意匠の防火区画と整合している前提のため、審査がしやすい。また、図面の表現として、必要な内

容が記載され非常に見やすい。 

［課題６ 配管の複線表示について］ 

図面の表現として、必要な内容が記載され非常に見やすい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-102 -



 

（余白） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題７） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-104 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

機械排煙設備の配管経路の確認には、有効な手段と考えられる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

詳細な審査の前段階として全体像を認識（イメージ）することができることは、実際の審査時に有用

である。 

衛生関係は配管が多く複雑になると予想するが、実際の審査物件において効果を体験し、確か

めてみたいところ。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題８） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-106 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

自動化で表現できることで記載の漏れを防ぐことができ、明示事項の正確性が増すことで、審査上

効率化が図れると考えられる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

図面の表現として、必要な内容が記載され非常に見やすい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題９） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-108 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

単線にした場合、24 時間換気の圧力換気計算の整合性を担保する必要がある。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

図面内の情報が煩雑にならず、確認が容易である。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題１０－１） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-110 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

審査上は支障なく、シンボル表現が正しく認識できれば良いと考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

実サイズ（下図面）の方が、ダクトが繋がっており確認しやすい。 

→設計側意見等（下線部について）：2D 前提で確立された製図基準を、BIM に歩み寄って緩和し

ていくことも必要と思われる。  
 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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◆ 課題別検証シート（設備－課題１０－２） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

[部屋の属性情報と、スペースの属性情報を活用した、換気計算書の作成例] 

部屋の属性情報のパラメータが、空間オブジェクトの「スペース」と一致するなど、面積の属性情報

の取り方に注意する必要がある。 

 

[属性情報を利用した空調機の機器表の作成例] 

将来的には、BLCJ のオブジェクトライブラリーとの連携が図れるとさらに有効な手法となる。 

 

[属性情報を利用した全熱交換器の機器表の作成例] 

将来的には、BLCJ のオブジェクトライブラリーとの連携が図れるとさらに有効な手法となる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

（特になし） 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

［換気関係］ 

・換気計算表において、建築基準法の必要換気量の算定は N 値によるので、N 値を表記して欲し

い（N 値も最大３or10 を審査する）。 

・シックハウス換気の自動判定において、0.5 回以外で申請されるものもあるため、基準値を変更で

きると良い。 

・シックハウス換気で、複数の室（例：居室+廊下+トイレ）を含んで計算する際の記載ができると良

い。 

・居室の換気を意匠側で対応している場合の情報が取り込めると良い。（例：窓による 1/20 確保、

窓による換気の不足分のみを機械換気） 

［空調機機器表関係］ 

・（特になし） 

［全熱交換器機器表関係］ 

・（特になし） 

→設計側意見等（下線部について）：複数の室を含んで計算する際の記載は、難しい状況にある

が、他の点については改善可能だと考えている。 

 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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（余白） 

 

■2.[一般建築]検討内容
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2-1-2-2) モデル B 

［大林組 Revit］ 

（１）BIM モデルデータの概要、作成環境等 

項目 モデルＢ 

使用 BIM ソフト 意匠 Revit 

構造 Revit 

設備 Revit 

BIM モデル作成作業協力者 ㈱大林組 

用途 共同住宅・物品販売業を営む店舗 

延べ面積 6,823.66 ㎡ 

 

モデル B パース：Revit で作成した BIM モデル外観 

 

（２）BIM モデル等閲覧環境 

項目 内容 

使用ソフトウエア BIM360Docs 

閲覧環境 （Microsoft Teams を利用した WEB 会議で操作講

習を実施。閲覧環境は、審査担当者が業務で利用

する PC を用い、BIM360Docs へ接続して操作。） 

 

（３）BIM 操作講習の概要 

項目 内容 

基礎講習 Revit 概要・基本操作 

BIM モデルを用いた図面、集計表等の作成や、図

書間の情報連携に関する基本的概念 

BIM360Docs と Revit との関係、BIM360Docs 操作

方法、指摘コメント活用方法 ほか 

意匠モデル講習 課題別検証シートの内容について［意匠］ 

構造モデル講習 課題別検証シートの内容について［構造］ 

設備モデル講習 課題別検証シートの内容について［設備］ 
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（４）「審査図書のみを閲覧審査した場合」と「審査図書の元となる BIM モデル等を閲覧し、審査図

書に記載される内容の生成過程を踏まえた、審査図書の閲覧審査をした場合」とを比較した、

後者の場合における審査上の効用等 

 

次項以降へ、課題別検証テーマの単位で、下表の「◆課題別検証シート」、「◆課題別検証

シートの「審査側見解」に対する効用等の検証」の順に示す。 

◆課題別検証シート ・設定した課題別検証テーマ毎に、BIM モデルの入出力情報等

を活用した図書等（審査図書）の作成方法等と、作業協力を得

た設計側の所見等をまとめたシート。 

・最下欄の「審査側見解」は、審査側が図書等の作成元となった

BIM モデルを閲覧等していない状態において、シート内容に対

する審査側見解を記載したもの。 

◆ 課 題 別 検 証 シー トの

「審査側見解」に対する

効用等の検証 

・はじめに、「◆課題別検証シート」の最下欄「審査側見解」を示

す。 

・次に、「審査図書に記載される内容の生成過程を踏まえた、審

査図書の閲覧審査をした場合」として、審査側が、BIM 操作講

習を受けた結果、課題別検証シートの「審査側見解」に対する

見解等の変化を検証するため、BIM 操作講習後に審査側への

アンケートを実施した。アンケートにより得られた審査側意見等

（以下、「審査側意見等」という）を、【審査側見解の変化や効用

等に関する意見】、【課題に関するものと思われる意見】、【その

他の意見】に分類して示した。 

審査側は、BIM ソフトウエアを用いた設計実務を行う立場ではな

く、操作の細かい特性や操作が理解できていない。このため、審

査側意見等は、現に BIM ソフトウエア上で実現可能な意見も含

まれている可能性がある。 

・なお、「審査側意見等」に対する設計側の意見が得られたものに

ついては、該当する審査側意見等の下に「→設計側意見等：」とし

て示した。また、設計側意見等が複数の審査側意見等に対するも

のである場合には、該当する審査側意見等へ凡例を示した上で、

欄外に設計側意見等を示した。 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

[床面積の求積図・面積表表現手法を合理的に表現し、不整合防止を図った]エリアで自動計算

されるにもかかわらず、合計を手計算で導き出すことは、結果として人為的ミスを招く可能性が 0 で

はなく、審査上の活用の範囲が限定される可能性がある。この課題は、Revit の機能として備わっ

ていないことに起因することから、BIM オーサリングソフト上での機能強化が望まれる。 

[各室及び防火区画・防煙区画の求積図・面積表表現手法を合理的に表現し、不整合防止を図

った] 

カラーチャートによる色分けは審査側にとっても、見やすく、審査しやすいものであった。Revit の機

能の中から、防火区画求積については「エリア」、各室求積については「部屋」を選択している点も

合理性が感じられる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

識別情報(名前)を入力したものが自動で図面へ表示されることで不整合が減り、審査の効率化が

図れる。 

エリアと表がリンクしており、プロパティを開く事でデータ構成が確認出来る事がわかった。平面図

と重ね合わせた図面はわかりやすい。 

BIM360Docs で審査をする場合、面積の確認は「BIM のエリア求積による」と明示することで検算が

不要な前提とできるのであれば、審査時間は短縮できる。従来どおり検算するのであれば操作に

時間がかかってしまうことが懸念される。 

法による制限が「面積」と「床面積」に区分されていることに対し、BIM ソフトの「部屋」と「エリア」をう

まく使い分けて効率的な検討がなされていると思われる。各室の床面積を積み上げて算定した合

計面積と、フロア単位の面積とが整合しないことについて、審査側の視点から不整合と判断するの

ではなく、それぞれの法適合のみを判断できれば良いと考える。 

審査の要点は、床面積の平面図等に対する算定範囲や、室用途による分類（容対、居室など）と

思うが、BIM 活用により計算結果を気にすることなく、ここに注力できることは良いことと思う。 

エリア→プロパティ→面積表の連動が一目で確認できるため、計算式の内容まで確認せずとも、

数値の根拠を信頼できる。 

Revit の面積算定機能である、「部屋」「エリア」を使い分けていることが確認できた。 

単線のみではなく平面図も表示されていることにより、審査漏れが無くなると感じた。 

審査側としては、室の範囲が正しく選択されているかどうかを確認できるため、室ごとに色分けされ

ているのは便利だと思う。 

各室ゾーンごとに色分けされ、用途や面積の確認が容易である。各室面積が採光・換気・排煙計

算の室面積に連動しているため、負担軽減になる。 
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【課題に関するものと思われる意見】 

エリア境界の指定（壁芯での求積、面積参入すべき部分について正しくエリア設定されているか）

が正しく BIM モデル化されていることの確認が改めて大切であると感じた（審査においては、エリア

の設定の寸法表記が必要と思われる。）。 

エリア設定が壁芯をとらえているのかを確認できる手法が必要。 

各室求積図は、階の床面積を算出するためではないため、全ての室を表示する必要はない。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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（余白） 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題２） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

排煙計算が同一図面で記載されているのは、設計者、審査者の双方の労力が削減されると考え

られる。採光・換気の有効開口面積も同一図面に記載されていることが望まれる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

室面積から必要面積が自動算出されたり、図面に色付けされることで、図書内での不整合や設計

者側の間違いが減り、審査の効率化が図れると思われる。 

自動算定した室面積から必要面積が自動算出され、図面の整合性が担保されるため、設計者審

査者双方の負担が軽減されると考える。 

対象の室に開口部情報がセットされているため、計上間違いが無いこと、実際は納まらない可能

性が少ないことなどは良いと思う。 

有効の値をどこで取るかなど設計者の加筆が必要な箇所が多いが、複数シートの該当箇所を一

目で比べられるため、審査の効率が良くなると感じた。 

シートに表記されている開口部が相互に連動していることが確認でき、図面の整合性確保に効果

的であると感じた。 

平面図と各計算書が同一図面で、なおかつ、局所詳細図も貼り付けてあるのでわかりやすい。 

開口部情報算定を自動的に行うことは、整合性の面で信頼できる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

2D 加筆による部分と、BIM の集計機能での自動表示部分の色分けが必要と感じた（各設計者の

モデルやシートの組み方によりモデルからの切り出し部分と２D 加筆部分が統一されない為）。 

開口部や部屋に設定された情報をもとに LVS 検討がされていることが確認できた。しかし、必要有

効面積や開口部算定の計算式の設定については会社ごとに異なるため、自動計算の為に入力さ

れた計算式をどこまで信頼のうえ、審査に活用してよいのかが不透明と感じた。 

BIM360 ビューアで審査をする場合、表示されている結果が正しい検討式でなされているのかにつ

いて審査する必要がある。集計表に表示される項目それぞれの根拠式や参照元を簡単に表示で

きる機能を備えてもらえると、画面でも審査ができるのではないかと感じた。 

判定式の一部を手入力で行う箇所は、人為的なミスが生じる可能性がある。このため、自動算出さ

れることが望まれる。 

採光や排煙は、建物周囲の状況や断面情報も考慮して適性の判断がなされるため、これを現状

の画面上から読み解くに難しく、システム側での何らかのサポートを期待したい。 

有効高さ等の手入力部分がある場合のミスは今までと変わらない。 

採光補正係数は、計算根拠と連動出来れば審査負担軽減になる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題３） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

2Ｄ加筆された部分がないため、整合性への信頼度は高まる。平面と内部仕上を同一図面で表現

することによって、排煙や内装制限の審査の効率化につながると感じられた。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

各室ごとに入力し、集計表にて一括表示することで、図書内での不整合や設計者側の間違いが

減り、審査の効率化が図れると思われる。 

集計表で「部屋」モデルに入力された情報を表示していることがわかり、信頼性が高まった。 

BIM モデルの属性情報から出力された情報であり、2D 加筆ではないことから、整合性の担保が図

られている。 

図表現についても、室ごと、部位ごとにまとめて表示されており、視認性がよく審査の効率化が図

れる。 

各部屋の情報として仕上が含まれており、仕上表からも平面図からも仕上の確認が可能なため、

お互いの整合性が担保されていれば審査へ活用できると思う。 

表にも内装の制限と根拠が記載されているが、さらに、仕上げ表と平面図を見比べやすいため、

告示やその他の但し書きや緩和による内装の強化なども含めて審査がしやすい。 

BIM モデルの属性情報を活用し、仕上げ表・塗分け図の作成を自動化していることが確認でき、

整合性への信頼度が高まった。 

詳しい内容、かつ、プロパティパレットにより、様々な情報が判別可能である。 

平面図と同一図面のため、非常に審査しやすい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

BIM360Docs で集計表を触っても何の情報も出てこないため、「集計表」でできているかを確認す

るには至れなかった。仕上表が「集計表」で作成されていることをまずビューアの機能で判別できる

とよいと感じた。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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-127 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題７） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-128 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

建具符号に属性情報を持たせることは、各図面の不整合をなくすための有効な手段であると感じ

られた。カラーリングも見やすく感じられる。審査上、鉄筋コンクリート造の柱型についてはこの表現

で十分であるが、鉄骨造等の場合は、別のルールとしての整理が望まれる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

直観的でわかりやすく、特に問題ないと思われる。 

建具のプロパティがタグ機能や集計表で表示されることや、相互に連携していること、また、壁の区

画凡例がプロパティから色分け表示されていることなど、情報と表示が連携していることがわかり信

頼性が高まった。 

建具符号の属性情報（プロパティ）がデータ上で連携しているため、不整合の防止や要求性能を

満たしているかどうかの確認を効率的に行えるようになると考えられる。 

区画壁等の仕様が情報として確認できることは良いことだと思う。同一種別の区画壁で囲まれてい

ること（切れが無いこと）や、囲まれた範囲の面積などが自動的に確認できると審査上の助けになる

と思う。 

BIM の属性情報を活用し、区画壁等の色分けを自動化されていることが確認でき、整合性への信

頼度が高まった。 

文字色、壁色が色分けしてあり、視覚的にもわかりやすい。 

図面的には非常に審査しやすい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

ビューアーソフトではタグ機能が使用されているのか認識できなかったため、簡単にわかるようにな

るとよいと感じた。 

スパンドレルは手動入力となるため、表現方法などの検討が必要になるかと思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-129 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題９） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-130 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

ＢＩＭにできることは全てＢＩＭでやることが目的でなく、設計者側、審査側双方にとって省力化を目

指すという意味で、適切な 2Ｄ加筆選択が望まれる。加筆部分の色を指定するルールは、審査側

にとって安心感につながる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

2D 加筆する部分の色や書体をルール化することで、加筆部分と自動表示の部分を明確に区別で

きるようになれば、審査の効率化が図れると思われる。 

審査側見解と同じく、加筆部分を色分け等することは必要と考える。 

加筆部分の色が指定されているため、とても分かりやすいと感じた。 

齟齬なく各図において可視化できることがすばらしい。 

申請図書の審査では 2D 加筆部分が重要と考える。加筆した部分が色分けされていることは、必

要な加筆、不要な加筆、未加筆について確認しやすい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

色分け表示は大変わかりやすく、認識し易いと感じた。しかし、色分けされた情報だけが２D 加筆

なのかを確認する必要が出てくるため、BIM ソフトウエアの機能又はビューア機能で色分け表示さ

れる機能がある方が合理的と感じた。 

規則に基づいた表現が必要となることから、2D 加筆の方が効率的な部分もあるため、ルール化が

重要である。 

加筆情報が特定色で判別できることは良い。一方で、他の情報はリンクされているため、補正時の

整合漏れは一般的な方法で書かれた図面以上に注意が必要になる。 

モデルより取得した情報として書かれている部分に、2D 加筆が紛れていることのチェックを簡易に

行えると、情報の信頼性が高まる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-131 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１０） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-132 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

スパンドレル等の審査に必要な最低限の情報のみ２D 加筆とすることが望まれる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

直観的でわかりやすく、今のままで特に問題ないと思われる。 

モデルの属性情報と連携して色表示していることがわかり、信頼性が高まった。不整合がなくなる

為、有効な手法と感じた。 

2D 加筆が最低限に抑えられており、断面位置での図表現がわかりやすく表現として十分である。 

整合性の確認に関する心配がないことはとても良い。 

断面図の図面の表現もわかりやすく、整合確認の手間がないため、非常に扱いやすい。 

断面詳細図同様の精度を保ち、寸法計測できる機能は、紙ベースの図面を計測する場合もある

ため助かる。 

複雑な形状の建物を審査する場合に、任意の位置の断面図を切り出せる機能は、特に審査効率

上メリットがあると思う。 

2D 加筆は必要最低限度とする方が整合性の観点からもよいと思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

外壁のスパンドレル部分は２D 加筆ということであるが、耐火建築物であっても図面へ表現すること

が目的ではない。審査において確認したいのは、当該スパンドレル部分の開口部の対応であり、

設備への連携が必要なケースが生じると思われる。 

※設備モデルでスパンドレル部分の給気口等 FD 対応が必要となる等の確認が必要。 

2D 加筆は設計者にとっては負担であると思うが、審査上は重要事項である。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題１） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-134 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

大略においては、意匠図と構造スラブの積載荷重の整合を見るのに、視覚的な塊としてとらえるこ

とができるという観点から荷重配置図は有効である。通常は、荷重配置図は添付されておらず、意

匠図で対象部位の用途と構造計算書の擦り合わせを行っている。特出すべき重量物がある場合

は書いているときもある。→要求図面出ないことからほとんど出されない。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

BIM モデル内で、意匠図と構造図の不整合がないことは理解できた。 

カラー表示など、視認性を高める工夫の提案があり、審査を補助するツールとしてわかりやすい。 

Revit の構成における説明の中で、ワンモデルの概念説明があった。これによれば、一つのファイ

ルへ意匠及び構造がそれぞれ編集可能としたもののため、不整合は生じ得ず整合性が担保され

ていると考えられる。 

意匠の部屋用途と荷重条件の整合については、意匠 BIM モデル及び構造 BIM モデル（構造解

析モデルとのリンクにより構造解析モデルの床荷重条件と整合が担保されている）におけるフィル

タ規則を設定することで、ビジュアル的なチェックが可能となり、審査において有効である。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

意匠部屋情報と構造積載荷重情報の整合をカラー表現により確認する方法は、審査へ活用でき

れば、審査効率化につながる可能性を感じた。現状は、申請図をもとに計算書を目視確認してい

る。審査側の活用にあたっては、必要な情報を整理し、どのような方法で構造計算プログラムの情

報を提出するかの整理が課題となる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題２） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-136 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

BIM モデル、一貫計算プログラムから、それぞれ掃き出したデータの整合性を表形式レベルで行う

ことは審査補助のツールとして有効である。ただし、審査機関側でのデータ抽出環境の整備や掃

き出しデータの信頼性精査などが必要である。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

構造計算書と構造図の整合を図るための、EXCEL を利用した設計者の手法が理解できたことは

有意義であり、審査者側が、整合確認のための検討を行う良い機会となった。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

別々のプログラムであるため、必ず人の手を介在せざるを得ない現状があると認識した。不整合を

発生させないための工夫を行っていることが理解できたが、審査者側としては、現状では、不整合

が発生していないことについて同様の確認を行うことは容易ではないとも感じた。 

符号配置情報の整合については、BIM モデルと構造解析モデルのそれぞれについて別プログラ

ムにより書き出したデジタルデータを照合ツールに貼り付けることで整合性確認を行っており、その

照合資料は、審査上の補助資料として有効と思われる。ただし、座標数値等の判定にあたって

は、人為的な作業が発生するため留意が必要と思われる。 

部材断面（断面・材質・配筋）の整合については、構造 BIM モデルに入力の部材断面情報と構造

解析モデルに入力の部材断面情報を断面情報照合ツールを用いて行っており、その照合資料は

審査上の補助資料として有効と思われる。 

しかし、いずれの整合性確認においても、当該資料の扱い（当該モデルからの出力かどうか等）に

ついては課題が残る。 

設計者により利用する構造計算プログラムが異なるため、構造計算プログラムから必要な情報を整

理することが課題となる。BIM、構造計算プログラムそれぞれ出力すべき情報と形式を定めることが

必要になる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題３） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-138 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

同一切り出しモデルであることの証として、例えば構造計算書に印字されるような出力日時等、同

時に出力されたことがわかる印字が望まれる※。伏せ図の切り出しあたっては従来からの伏せ図へ

の一般的な開口部位置の記載を踏まえ、切断面位置レベルに留意する必要がある。 

※同時にモデルに内包する図面を審査側で出力する方法もあり得る。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

BIM モデルから切り出した構造図（例えば伏図と軸組図）では不整合がないことが理解できた。 

Revit と同様な機能を持つ審査者向けの BIM360 における２つのビューの分割（平面とアクソメ図な

ど）により、平面上の任意の柱をクリックすると、アクソメ上の同一箇所の柱がハイライト表示される。 

構造部材には、パラメータとして位置情報や断面寸法及び鉄筋情報などが含まれているが、３D モ

デルから切り出された伏図上の特定された構造部材と、３D モデルから切り出された軸組上の特定

された構造部材は同一部材であるため、パラメータ情報は同じものとなり、整合性は担保されること

になると考えられる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

追加している文字等の 2 次元データの整合性確保は、課題と感じた。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-139 -



 

◆ 課題別検証シート（構造－課題４） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-140 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

表形式による断面リストは、上述のとおり、断面図内の鉄筋本数の照合をする必要がないため、省

力化となる。また、一貫計算プログラムとのデータ照合は、審査機関側でのデータ抽出環境の整

備が必要である。ただし、検査の場合は、検査員の視認性が劣る可能性がある。審査では、計算

書との照合であることから、図の有り無しを確認していない。検査はスターラップが分かれていて見

ずらい。柱は、寄筋があると表現しずらいのではないか。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

（特になし） 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

断面リストは、「構造解析モデル」から部材断面情報をデータベース化した「構造情報データベー

ス」を断面リスト形式にして作成している。この「構造情報データベース」は部材情報変更ツールを

用いて、構造 BIM モデルの部材断面情報と整合化が図られている。 

特徴として、全てデジタル値による表現となるため、別途配筋仕様の姿図が必要となる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題５） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-142 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

一貫計算プログラムと BIM モデルとのデータ連携により、構造図と構造計算書との整合性がより確

実に担保される。上述のように連携データと非連携データとの区分は必要不可欠であり、審査側

でそれらを把握できるような情報提供のしくみが必須である。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

一貫構造計算プログラムのデータを、ツールを使用することで BIM モデルへ変換し、その後ツール

を介して両者間の詳細情報を共有することで、構造 BIM モデルと一貫構造計算プログラムとのデ

ータ連携が図られていることの理解が深まった。データ連携により、符号や断面情報の整合性は

担保されると考える。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

審査者側で実施可能なワークフローとする必要があると感じる。 

データ連携されていない情報の把握方法などについて、課題があると思われる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題６） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-144 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

上述の部材配置、部材符号、断面配筋（材質含む）の構造情報を部材符号に特化した情報等を

記載した図面にすることで、確認すべき内容が明確化されるため整合性の審査における省力化が

期待できる。梁ＸＹ、柱・壁、小梁・スラブはそれぞれ同一図に集約でもよいと思われます。色付け

は工夫しなければならないかもしれません。ビューアーには、梁符号、レベル表示など必要情報に

応じた個々の表示ができれば解消される可能性がある。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

BIM のデータ形式としての符号位置情報（インスタンスパラメータ）と部材断面情報（タイプパラメー

タ）から、それぞれ部材配置及び部材符号に特化した「伏図・軸組図」、断面形状、材質、配筋情

報に特化した「断面リスト」が表現されることになっている。伏図・軸組図は、同一 BIM モデルから

の図面切り出しであり、伏図・軸組図の情報は整合している。この点は、CAD ベースの図面におい

て、伏図、軸組図が個別に描かれるため連動しておらず、整合性は人為的な配慮にて保たれてい

るという点で大きな違いがある。 

材質の表現は断面リストのみの表現とし、仕様書への表現を失くすことで、複数図面で生じがちな

不整合の要因を排除する点で有用と思われる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（BIM による設計に先駆的に取り組む）設計者からは、「BIM データを提出するため、これをもって

法令適合の判断をしてほしい」との要望が感じられるが、審査者側としては、やはり、規則 1 条の 3

に規定の明示すべき事項が明示されたシート等が揃った状態で BIM データが提供され、加えてそ

のデータを審査の補助ツールとして活用すること（審査者が、様々な操作を通じ、確認したい情報

を確認するなど）が望ましいと感じた。 

設計者、審査者の双方にとってメリットしかない状況まで整理することを、継続しなければならない

と感じた。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-145 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題１） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-146 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

延焼ラインが３D で表示することができれば、設備図で加筆する必要がなくなる。設計 変更や訂

正にも追随することから、正確性が担保される。特に複雑な形状の場合は、有効になると考えられ

る。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

同一モデル上で確認作業をしている限り、整合性は担保される。 

図面等、紙を横に並べて比較しながら確認するより良いと感じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

「同一モデルで作業している」ということ自体の確認手法が課題（申請者の宣言のみとなるのか

等）。 

申請提出直前に意匠図が変更になった場合、設備図では変更対応ができていない場合がある

が、これは BIM の問題ではなく、図面を決定していく上でのルールの問題で、永遠のテーマかもし

れない。意匠図の決定は〇月×日まで、以降変更無し、設備図、構造図の変更対応は△月〇日

といった履歴をみるのも一案かもしれない。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-147 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題１・２） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-148 -



 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-149 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

[換気計算書、排煙計算書関係 ①] 

建築基準法の床面積は、あくまで壁芯基準であり、「スペース」とは違いがある。 

[シックハウス第４面関係 ②] 

シックハウス計算が意匠図から引き継がれていることで、審査側での面積再計算の省力化が図れ

ると考えられる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

意匠図に変更がなければ、室のデータとして面積や容積がデータとして引き出せるため、整合性

は確保できる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（整合性確保のための）必要とされるプロパティについては、検討が必要かもしれない。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-150 -



 

（余白） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-151 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題３） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-152 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

審査において非常に有効な手段と考えられるが、メーカー情報との整合性は必要となる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

（特になし） 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

物陰による間接照明も自動で回避できると良い。 

非常照明は、最近では単体配置での円を表示するようになっているが、実際には配置の方法（メ

ーカーカタログにおける直線配置や四角配置）がとれる。設計者がメーカー情報との整合性を確

認しつつ、照度計算まで連動できる場合は、設計者、審査者の双方にとって効率性が上がるよう

で得れば、検討や対応の余地はあると思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-153 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題４） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-154 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

建築モデルを活用すること、屋上設置の設備機器を正確に反映されることから、審査上有効なも

のと判断できる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

回転球体法の場合、BIM を利用した審査に一番向いていると思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-155 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題６） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-156 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

審査側は複線表示でも良く、建物規模や用途等により複線表示が視認しやすい場合は複線表示

を活用することも可能である。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

複線表示でも審査上問題なし。BIM モデルのままでよいのではないか。あえて末端を単線にする

必要はないと思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

表現がリアルになったが故の FD 等の設置位置が気になってしまう（平 12 告 1376 号）。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-157 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題７） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-158 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

配管が複雑である、分岐が多いなどの場合は、アクソメ図での視認性を複雑にする可能性がある

が、系統図を再作図することの手間や不整合への懸念を考慮鵜すると、主要な竪管のみを表示

するなど表現方法を工夫することにより、アクソメ図を活用する可能性もあると考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

排煙ダクト、静圧の計算が求められるシックハウス系統のダクト、消火配管は、有効と思われる。 

系統図は、設計側で分かりやすく整えた図面であり、全ての位置関係を把握することは困難だが、

比較的見やすい図面であると思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

アクソメは、位置関係の把握が正確になるが、実際の審査を想定した場合は解読に時間を要する

と感じた。 

給排水はかえって煩雑になり、系統を追えなくなる可能性がある。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-159 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題９） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-160 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

審査側は、設計者側が作図に効率化されたものであればよく、注記による表現でも構わない。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

加筆部位を特定色で示すというルールが設定されると、（加筆部分に）注視できるので有効であ

る。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

過渡的な現状ではやむを得ない。将来的には、プロパティへ各種情報が漏れなく格納となった場

合、例えばプロパティからの情報を活用した、仮想空間での完了検査等が可能になるかもしれな

い。 

 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-161 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題１０） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-162 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

将来的には、BLCJ のオブジェクトライブラリーとの連携が図れるとさらに有効な手法となる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

プロパティの情報から一覧表を作成すれば済むため、是非取り組んでほしい（機器リストの定型化

といった課題はあるが）。 

審査側としては、必要な情報が明示されれば良いため、設計者の作業効率化が見込めるのであ

れば、積極的に活用いただきたい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-163 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題１１） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-164 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

BIM の機能を有効に利用していることで、誤記がなくなり審査上有効になると考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

重なりによる文字判別が困難になることが避けられれば良い。 

（設計側の）手間はかかると思われるが、審査上はプロパティで確認できれば良い（ビューア検討

にあたり、マウスで配管やダクトをクリックすると、代表的なプロパティがマウスのポインターの先に出

るなどのビュー提案につながると良い）。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-165 -



 

（余白） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-166 -



 

参考：BIM360Docs に関する審査側としての意見等 

【アクセス環境について】 

（審査側として審査への活用を想定した効用等に関する意見） 

特に支障なかった。 （他、同様意見 6 件） 

閲覧のために特別なアプリケーションのインストールも不要であり、WEB ブラウザからメールアドレス

と ID 入力で簡易にアクセスできるため、非常に使い始めやすかった。  （他、同様意見 2 件） 

インターネットに接続していればどこでも使用できる。タブレットなどの通信環境でもレスポンスがよ

いのかは要確認。 

今までの（BIM そのものの操作）環境とは異なり、動作の遅さで気になることは少なかった。 

 

（審査側として、審査への活用を想定した場合の課題等に関するものと思われる意見） 

アクセス環境は、現システムにおいて出来るものと判断した（PC の性能と思われるが、分割ビュー

モードにするとダウンした。）。 

クラウドへアクセスしての操作のため、操作における反応速度の遅さが気になった。 

個人に貸与されているノート PC（通常業務で使用するもの）で、社内で有線接続したが、サクサク

とまではいかなったものの動作した（ただし、別アプリは同時起動していない状態。）。 

一般的な環境で動作は問題ないが、審査に使用するにあたり大画面のモニタがあったほうが良

い。 

審査へ活用するうえでは、複数の画面を同時に確認するため、ディスプレイはデュアルディスプレ

イ以上の環境が必要と考える。構造図と構造計算書の審査では、複数の図を同時比較という操作

を繰り返し行う。そのような方法ができるようになることが審査活用に有効である。 

 

【操作性について】 

（審査側として審査への活用を想定した効用等に関する意見） 

特に支障なかった。分かりやすく、直感的で操作しやすい。 （他、同様意見 5 件） 

機能が絞られているが、審査側として利用するには十分であり、その分わかりやすく、初めて使う方

でも問題なく使えると思う。 

操作に不慣れであったため、現時点では手探り状態ではあるが、慣れれば問題なく操作できると

思う。  （他、同様意見 1 件） 

使い込むことが必要と思われるが、シンプルな操作性で良いと思われる。 

CAD 操作に慣れていれば、操作性に支障を感じることは少ないと思う。 

基本操作に関しては画面上にアイコンが表示されているため、各アイコンの動作内容を理解でき

れば操作は容易になると思う。 

 

（審査側として、審査への活用を想定した場合の課題等に関するものと思われる意見） 

一つ一つの図面を開くため、審査活用には反応や切り替え時間がかかり過ぎると感じた。 

操作性は問題ないが、確認審査に必要な操作は限定的なため、よりシンプルな操作で済むように

なることが望まれる。 
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【視認のしやすさについて】 

（審査側として審査への活用を想定した効用等に関する意見） 

特に支障はなかった。 （他、同様意見 4 件） 

審査箇所がワンクリックで色分けできるところが良い。 

意匠図と構造図または設備図を、サブウィンドウも利用して二画面表示することで、段差の収まり

やその他の関係性がイメージしやすい。 

選択した部分を複数のシートで表示させたり、自動計算の部分を図面と表で比較したり、効率的

に図面閲覧ができると思う。気になる箇所は、審査側も３D 情報で確認できるため、２Ｄ図面での表

現が難しい箇所など、従来設計者へ細かく確認しなければ進まなかった部分もわかりやすくなると

感じた。 

 

（審査側として、審査への活用を想定した場合の課題等に関するものと思われる意見） 

プロパティに多くの情報が表示され、（必要な情報を）スクロールして探すことが多く、審査側で確

認したい情報が読み取れない部分もある。 

図面の重ね合わせはできるが、表現を重ね合わせているのみであり、正確な位置、縮尺で重ね合

わせはできない為、現状は審査には活用しきれないと感じた。 

13 インチのモバイル PC で受講したが、さすがに画像拡大しないと文字等の読み取りが困難であ

った。20 インチ以上のデスクトップでなければ実務上支障があると思う。また、画像のコマ落ちや反

応遅延等があったため、PC の推奨スペックを明示していただけるとありがたい。 

ディスプレーサイズに左右される。デュアルディスプレイが望ましい。 

最低限 24 インチモニター2 台は必要。できればもっと大きいサイズの画面が欲しい。 

 

【指摘事項機能について】 

（審査側として審査への活用を想定した効用等に関する意見） 

実際に補正のやり取りをする中で改善点等は見つかると思うが、現時点では特に問題ないと思わ

れる。 （他、同様意見 1 件） 

マークアップ機能を活用することで、審査側と設計者側が情報共有しやすくなる。ステータスが管

理できることも、進捗状況を把握しやすくなり効率化が図れる。 

指摘と図面の場所が連動しているため一目でわかりやすい。指摘をまとめて連絡できるようになれ

ば、より使いやすい。 

補助的な機能として便利である。 

指摘事項の機能は、設計者とのコミュニケーション方法と履歴管理という面では有効である。 

 

（審査側として、審査への活用を想定した場合の課題等に関するものと思われる意見） 

審査補助機能としてはよいと思うが、この機能のみ（指摘箇所単位のやり取り）を用いての審査運

用は難しいと考える。 

指摘したい位置へ指摘事項を入力するため、指摘内容のみ記載すればよく、現場管理・図面管

理の観点からは直感的で良い方法と思う。その半面、指摘したい位置に指摘内容のみ記載する

ため、指摘事項を文字で一覧にした際に、指摘内容（何に対する指摘か）がわからなくなる。 
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指摘事項の内容が一括管理でき、内容確認をもっと簡便なものとした上で、指摘事項一覧をダウ

ンロードしたデータが見やすいものであってほしい。 

指摘箇所のマーキング機能は良いが、個々の指摘の度にメール送信されるのは運用しづらい。 

（他、同様意見 1 件）  
設計者と審査担当者とのやりとりをメールで行うが、複数の指摘事項に対して複数のメールを送ら

なければならないのは非効率で、送受信ミスの原因になると考えられる。複数の指摘事項を一度

に送受信できるようになれば良いと思う。  （他、同様意見 1 件） 

1 項目ごとのメールになるが、多項目・種類・種別毎にもメール出来ると良い。 

指摘の機能は問題ないが、指摘事項は各図面に対して残るのか。多人数（意匠、構造、設備）の

指摘が入力順にまとまってしまう場合、指摘回答の確認が難しい。また、指摘回答の記録保管が

必要だが、どのような状態で残すかは課題。 

構造図に関する数点の指摘事項においては有効と思うが、構造審査は構造計算書における指摘

の割合が多いため、総合的に考えると通常使用する指摘方法に併せ、補助的使用するのが現実

的である。補助的使用において、マークアップ機能は有効である。 

構造審査の場合、別途提出される構造計算書への指摘も生じるため、図面（BIM）に対する指摘と

構造計算書に対する指摘をソフトウエア別に行なう。これを効率的に行う方法の検討が課題。 

 

【全体を通した課題等について】 

（審査側として、審査への活用を想定した場合の課題等に関するものと思われる意見） 

より多くの方がもっと簡単に、BIM360Docs に触れられる環境が整えば、多くの意見や改善点が見

つかり、より良い BIM360Docs にしていけると思う。 

Revit でパブリッシュされたものと、BIM360Docs で閲覧するデータが同じもの（申請に必要な最新

の状態）であることを容易に確認出来る機能を望む（何度か質疑訂正をした際の、最新版の確認

の為）。 

建築確認で利用するには、根拠となる計算式や情報参照元、タグや集計表であることの属性等を

表示できる機能が必要になると思う。 

図面を一枚一枚呼び出して使用するにはレスポンスが悪い。呼び出した複数の図面はタブなどで

切り替えられる等、表示形式に工夫が必要ではないか。 

指摘事項の使い勝手には改良が必要であると思う。 

多数のユーザーが存在する建築計画において、情報共有がしやすい一方で、申請の意思表示の

確認が課題になるのではないか。 

更新情報の管理や、PDF 出力されたファイルと BIM モデルが同一のものであることを担保する機

能が必要と思われる。 

審査機関の申請システムへのファイル受け渡しなど、データ連携を検討していく必要がある。 

審査に必要な情報の殆どはデータとして含まれており、それを駆使すれば適合性の審査が可能で

あろうことは感じたが、審査側でそれを全て行うことは困難であり、審査で使用する固有情報（プロ

グラム）のようなものが必要になると思う。 

設計者が加筆した項目、BIM と連動した項目の判別が困難。フィルターやプロパティで判別できる

機能があると良いと思う。 
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導入費用が高額である。 

課題は、導入費用／社内研修／若手審査者不足 

審査業務も、今後はテレワークが増えると思われる。情報セキュリティの面で安全性がより一層求

められる。 

審査図面が最終版とは限らず、審査の途中でデータがアップデートされた場合に、容易に変更箇

所が確認できるようにする必要がある。 

どのような使い方・使われ方が求められ、一般にどこまで普及するか・当たり前のツールとなるかが

課題と感じた。 

実際の運用にあたっては、設計者側と審査側の使い勝手等について、両者間の協議が必要と思

われる。 

画面上に複数の図面情報を同時に表示することができるとよい。その際に、3D 情報と 2D 情報の

いずれかでプロパティを指定した場合、双方の画面で確認できると良い。 

構造図は BIM で、構造計算書は PDF で審査することを想定すると、複数の図面情報を同時に見

比べ操作を繰り返し行うため、操作に対するレスポンスの良さが審査効率に繋がる。 

プロパティをクリックして、プロパティウィンドウが表示される機能は、審査側にとって活用できる機

能である。どのような情報をプロパティウィンドウに表示させるか、整理が必要になる。 

図面リストの情報が、ビューア画面上に表示される機能が必要となる。 

 

【その他の意見】 

パブリッシュした Revit データと PDF データの同一性を証明するタイムスタンプのようなものがある

と、申請の効率化に寄与するのではないかと思う。 

BIM で算定した値は正確であり、不整合がないことを前提とすると、現在行っている審査の大部分

を省力化できることが分かった。今後、BIM を活用した確認申請が普及したときに審査側に求めら

れるものが大きく変わっていくものと考えさせられた。 

図面同士の整合確認をシートの重ね合わせで確認できる機能はとても便利である。図面の変更が

あった場合に、変更箇所の明示についても、漏れがなく表記またはチェックできると、審査しやす

いと思う。 

2 次元 CAD から貼り付け図面や追加図があったが、今後、BIM 環境で完結されることを望む。審

査側もスムーズに進められると思う。 

日々の審査の中で、求めている言葉がどこに明示されているか一生懸命探す時がある。この時、

間違い探しをしているような感覚になり、令和の時代に何をしているのかと思うときもある。BIM 審

査が実現すれば、このような事も無くなることを期待している。 
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［竹中工務店 ARCHICAD］ 

（１）BIM モデルデータの概要、作成環境等 

項目 モデルＢ 

使用 BIM ソフト 意匠 ARCHICAD 

構造 － 

設備 － 

BIM モデル作成作業協力者 ㈱竹中工務店 

用途 共同住宅・物品販売業を営む店舗 

延べ面積 6,823.66 ㎡ 

 

モデル B パース：ARCHICAD で作成した BIM モデル外観 

 

（２）BIM モデル等閲覧環境 

項目 内容 

使用ソフトウエア ARCHICAD 

閲覧環境 ARCHICAD インストール PC 

 

（３）BIM 操作講習の概要 

項目 内容 

基礎講習 ARCHICAD 概要・基本操作 

BIM モデルを用いた図面、集計表等の作成や、図

書間の情報連携に関する基本的概念 ほか 

意匠モデル講習 課題別検証シートの内容について［意匠］ 
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（４）「審査図書のみを閲覧審査した場合」と「審査図書の元となる BIM モデル等を閲覧し、審査図

書に記載される内容の生成過程を踏まえた、審査図書の閲覧審査をした場合」とを比較した、

後者の場合における審査上の効用等 

 

次項以降へ、課題別検証テーマの単位で、下表の「◆課題別検証シート」、「◆課題別検証

シートの「審査側見解」に対する効用等の検証」の順に示す。 

◆課題別検証シート ・設定した課題別検証テーマ毎に、BIM モデルの入出力情報等

を活用した図書等（審査図書）の作成方法等と、作業協力を得

た設計側の所見等をまとめたシート。 

・最下欄の「審査側見解」は、審査側が図書等の作成元となった

BIM モデルを閲覧等していない状態において、シート内容に対

する審査側見解を記載したもの。 

◆ 課 題 別 検 証 シー トの

「審査側見解」に対する

効用等の検証 

・はじめに、「◆課題別検証シート」の最下欄「審査側見解」を示

す。 

・次に、「審査図書に記載される内容の生成過程を踏まえた、審

査図書の閲覧審査をした場合」として、審査側が、BIM 操作講

習を受けた結果、課題別検証シートの「審査側見解」に対する

見解等の変化を検証するため、BIM 操作講習後に審査側への

アンケートを実施した。アンケートにより得られた審査側意見等

（以下、「審査側意見等」という）を、【審査側見解の変化や効用

等に関する意見】、【課題に関するものと思われる意見】、【その

他の意見】に分類して示した。 

審査側は、BIM ソフトウエアを用いた設計実務を行う立場ではな

く、操作の細かい特性や操作が理解できていない。このため、審

査側意見等は、現に BIM ソフトウエア上で実現可能な意見も含

まれている可能性がある。 

・なお、「審査側意見等」に対する設計側の意見が得られたもの

については、該当する審査側意見等の下に「→設計側意見

等：」として示した。また、設計側意見等が複数の審査側意見等

に対するものである場合には、該当する審査側意見等へ凡例を

示した上で、欄外に設計側意見等を示した。 
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（余白） 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-174 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

「各室ごとのゾーン面積を合計する場合（足し算方式）」と「各階の外壁の中心線で囲まれた部分と

する場合（引き算方式）」で、求積結果に誤差が生じる。適正な表示となるよう配慮が必要。一方、

容積対象部分と容積対象外部分のそれぞれが色分けで表現されていることは、審査するうえでも

視認性がよくわかりやすい。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

運用時の配慮が容積対象かどうかをゾーンで最初から仕分けし、一覧作成できるところは非常に

効率が良いと思う。ゾーン設定での取りこぼしの空間がないかの確認も容易にできるのかは気にな

った。 

面積表と求積図が自動作成されるため、図面間の整合性が担保され、審査の効率化が図れる。 

表の表示面積が図のプロパティ情報と連動表示の確認ができれば、相互間の不整合がなくなり、

審査上時間の短縮につながると思う。 

各室ゾーンごとに色分けされ、用途や面積の確認がしやすい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

床面積算定における壁芯の取り方は気になるところ。 

予めシステム的に通達等による芯の位置や地域性による違い等がプログラムされており、設定によ

り自動的に算定してくれるものがあれば、設計側、審査側にとっても有効と思われる（予めプログラ

ム適性が認定等により担保されていれば、その部分に関しては審査省略を可能にするなど、制度

的な課題もある。）。 

面積表と求積図が連動しているため、面間の整合性が担保されるが、一度集計した後で求積図を

編集した場合、手動で『更新』をする操作が必要となるため、面積表へ記載された数値の妥当性

確認が必要と考えられる。 

面積表の各階の床面積は小数点第二位で表示されるが、計算は端数処理なしになっているた

め、面積表内の算定に誤差が生じる。容積対象面積は、面積表内で行う必要がある。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題２） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

居室の開口部の情報が自動取得されることで、設計側の表示のミスや審査側の整合性確認の審

査時間の削減になると考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

排煙窓は、天井の位置、防煙垂れ壁の高さ等の関係が重要になるため、任意に断面関係を確認

できることは有益である。 

操作を通じて、開口部の情報が自動で取得することの理解ができた。整合性確認の短縮が図れる

と思う。 

開口部の情報から自動生成されることで、人為的なミスが減り、審査側の負担が軽減されると考え

る。 

これまで紙申請では、建具の呼称寸法を基に算定することもあったが、建具のガラス部分の面積

など詳細情報が整備されることで、採光上・換気上・排煙上有効な面積をより正確な値で確認でき

るようになる。 

表の居室の面積、窓の有効面積は、図のプロパティ情報と連動表示の確認ができれば、相互間

の不整合がなくなり、審査上時間の短縮につながると思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

採光では、補正係数の適性が審査時のポイントになると思う。この設定を確認するための分かりや

すい手法があると良い。可能であれば、補正係数の考えがプログラムされており、建築物の 3D デ

ータ等から開口部の採光上の有効性を算出してくれるとなお良いと思う。 

判定結果だけでなく、採光補正係数や、居室の用途別の採光に有効な部分のその床面積に対す

る割合など算定式の内容も、プロパティまで入り込まずに表示されていると、審査がスムーズだと感

じる。 

開口部情報は、自動取得により表示ミス等はないと思われるが、手入力部分にミスがないか確認

することが重要な部分となり、その確認が必要である限り今までと変わらないのではないか。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-177 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題３） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-178 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

仕上表に認定番号が記載されることで、使用材料の性能が即時に把握できる。なお、ゾーン設定

画面には、排煙免除の根拠も入力欄もあるので、排煙免除と内装制限の両方の規制を仕上表に

反映できれば、設計者と審査者の双方に有効と考えられる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

ゾーンの中に情報が集約されているため、複数の図面間を相互に確認する作業の簡略化が期待

できる。 

仕上表においても、ゾーンの中に情報が集約されているため、複数の図面間を相互に確認する作

業の簡略化が期待できる。 

表の室名をクリックすると図の該当室を表示する機能は、相互間の不整合がなくなり、審査上時間

の短縮につながる。 

各仕上材に不燃・準不燃番号が記載されているのは非常に審査しやすい（下地の認定番号が必

要な場合は、列を増やして対応することが想定される）。内装制限、排煙告示番号等を記載すれ

ば、内装制限の根拠がわかりやすくなる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

避難規定との連携で表示できると良い（排煙告示の不燃、歩行距離の準不燃など）。 

ゾーンでの一元管理ができることは理解できたが、情報が豊富なため、審査側で抽出することは難

しく感じた。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-179 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題４） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-180 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

主要構造部ごとの耐火構造の構造方法は、各部材ひとつひとつに示す必要はないので、標準化

したリストによる表示とすることで、手間の削減、ミスの減少につながると考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

プロパティへ耐火情報を入力せず、標準化リストのみの方が、入力ミスや手間の削減になると考え

られる。 

図の柱や梁のプロパティ情報へ耐火情報を入力し、耐火リストの作成が可能とあるが、審査上どの

ような確認方法ができるのか、実際に確かめてみたい。 

標準化リストでの確認で手間が省ける。耐火構造等の構造詳細図と同時表示が出来れば、確認

しやすくなる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

BIM データで各部位ごとに確認すること（操作すること）は、相当な手間となる。 

これまでの紙申請でも、模式図としてリスト化した図面が提出されるため、2Ｄ表現でも足りると考え

る。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-181 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題５） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-182 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

表現方法としてはこれまでの設計図書と差がないので支障はない。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

基準を設定した上で、その範囲内で自動的に階段が設計されることは、設計側、審査側ともにミス

の防止として有益と思う。 

数値を変更すると関連する箇所も連動するため、訂正間違いが低減すると思う。 

条件範囲内で踏面、蹴上などが設定され、適法の範囲内の階段が計画されるため、審査側の負

担も軽減されると考える。 

踏面、蹴上などの最小値、最大値を設定することで、法に適合した範囲内での階段の計画がしや

すくなっていることが理解できた。図面表現についても、これまでの設計図書と差が無いので支障

ない。 

図のプロパティ情報が表と連動できており、相互間の不整合がなくなり、審査上時間の短縮につな

がる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

階段平面図、断面図での記載は必要ではないか。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-183 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題７） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-184 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

防火区画の位置や種別（面積、異種用途など）や防煙区画の位置や排煙設備の種類（機械、自

然、告示適用など）を 1 枚の設計図書で把握できることは審査効率が高まる。なので、設計図書作

成の上で効率的であるなら非常に有効であると考える。課題をあげるなら、建築基準法上、様々な

「区画」が存在するので、それぞれ凡例の色分けをすることは図面表現を複雑にするだけなので、

最低限の凡例の中で、審査側は意図を汲むことが必要であると考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

防火区画図と、キープラン、建具表の不整合がなく、同じ画面から開口部の情報などの審査項目

が確認できるため、BIM 活用が非常に有効であると感じた。 

防火区画や排煙区画の位置が、凡例の色分けにより視認しやすくなり、審査上効率的である。 

区画に用いる建具のラベル（法的情報）の表示方法を標準化することで、審査側、設計者側ともに

作業の負担が軽減すると考える。 

図のプロパティ情報が、凡例と連動できており、相互間の不整合がなくなり、審査上時間の短縮に

つながると思う。 

防火区画、防煙区画、防火設備の表示は、通常行っている表現のため審査しやすい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

画面上での審査を想定すると、色分けは適度で良く、区画の種類（面積、竪穴、異種など）は、画

面上に指示した際に表示されればよいと思う。 

多数の情報が表示されているため、確認したい情報を選択するのに手間であった。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-185 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題８） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-186 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

建築物の情報から確認申請書に正しい面積が連動して入力がされることだけでも、設計側、審査

側の手間の削減になると考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

面積の数値が連動することで、最初に設定確認を行うと、後の申請書の確認に際し手戻りが少な

くなると感じた。 

操作を通じて連動することが確認できた。 

申請書の面積等が図面と連動することで、不整合の防止につながり、手間の削減になると考える。

図面の変更に追随する点も、不整合の防止に有効である。 

プロジェクト情報の入力値が、面積表の数値と連動表示の確認ができれば、相互間の不整合がな

くなり、審査上時間の短縮につながる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

引用されている数値が表の抜粋となっており、入力時は操作しやすいが、確認作業時には少し扱

いづらく感じた。 

人の手の介在する部分が多いと、審査側でのメリットは少ないと思う。 

審査側としては、ICBA（申プロ）に準拠した xml 形式でのデータでなれば、電子申請から行政報告

まで一貫して活用できるため便利である。 

規則 1 条の 3 で明示すべき事項と明示されていない情報をデータのどこに保存するべきかを検討

する必要がある。申請書を図面の一部として作成されているが、各機関または行政庁の基幹シス

テムに取り込みやすいよう、Excel などにエクスポートできるようにすることで、台帳入力など二次的

な利用につながることが期待される。 

申請書との連携は、面積のみでも十分ではないかと思う。但し、課題 1 で示した面積表内の整合

に注意が必要。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-187 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題９） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-188 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

設計図書で法適合確認するうえで、A:表現されていないと審査できないもの、B:表現されていると

審査が効率的であるもの、C:表現されていなくても支障がないものがある。書き込み情報（ピンク）

のうち、例えば、⑨のバリアフリー法などの特定の審査が 必要な箇所以外は、C といえるので、２Ｄ

加 筆の手間がかかるものは A～C を判断して、設計負担を減らしていくことができると考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

これまで 2D 図面では表現できない項目について、文字や数値の表現で補ってきたが、（将来的

に）3D モデルにより直接確認できるようになった場合は、可視化させる項目を減らし、設計者の負

担軽減が期待できる。 

モデルにより自動取得した情報を表示し、確認できる機能は、審査上時間の短縮につながると思

う。 

申請図書の審査では 2D 加筆部分が重要と考える。加筆した部分が色分けされていることは、必

要な加筆、不要な加筆、未加筆について確認しやすい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

2D 情報としての書込みが、設計側としては手間であり、審査側としても紙申請と同様の通常の注

意を払う必要がある場合、あまりメリットを感じない。敷地そのものも 3D モデルとして登録ができ、各

辺の種別等が設定できるとよいと思う（道路なども同様）。 

モデルから取得した情報（黒、赤）に、2D 加筆部分が紛れていないことの確認を簡易に行えると、

情報の信頼性が高まると感じた。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-189 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１０） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-190 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

壁、スラブの属性内の区画情報を取得することができれば、 区画の位置を誤って 2D 加筆するこ

とを防げるので、不整合による手戻りや、審査の効率化につながる と考えられる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

画面上で審査することを考慮すると、任意の位置で断面を切ることが出来るのは非常に有益であ

る。 

断面図の切断面と平面図の不整合の確認作業がなく、区画の色分けも平面同様、表現の上書き

による確認が扱いやすく、効率的に活用できると感じた。防煙区画の確認も、断面上での高さ関

係の把握が容易になるため、表現できるとよいと思う。 

防火区画の位置を断面図の色分けにより表現することで、視認性が高まり審査の効率化が期待さ

れる。 

防火区画図のプロパティ情報が、断面図と連動できており、相互間の不整合がなくなり、審査上時

間の短縮につながると思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

規則 1 条の 3 第 6 項では、当該図面に明示すべき事項を他の図面に明示した場合においては、

当該図面に明示することを要しないとされていることから、省略できる事項と明示すべき事項を整

理していく必要がある。 

2D 加筆は設計者にとっては負担であると思うが、審査上は重要事項になる。断面図の表現につ

いて、区画の色付けが設計者の負担であれば、特記等により省略することは可能と思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-191 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１１） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-192 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

地盤面算定の整合性、算式の信頼性が確保されれば、審査側の地盤面における審査の主眼で

ある建築物が接する地盤の位置や高さが適切であるか否かに注力ができる。また、地盤面の算定

結果が断面図と連動されることで、高さの齟齬も減らすことができると考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

単純作業なため、設定のみを確認して後は結果を見るだけで足りるならば、審査側としても負担の

軽減になる（建築物の高さがこれに連動している場合、これも有益だと思う）。 

自動生成されるため、とても有益である。確認のための操作も、それほど手間ではないと感じた。 

図の建物外周をなぞると、周長、設置地盤高さの情報を読み取り、平均地盤面を自動計算して平

均地盤算定表を作成する機能は、相互間の不整合がなくなり、審査上時間の短縮につながると思

う。 

地盤面根拠式、算定図は、自動計算により信頼できる。配置図に明示されている地盤高さと入力

した地盤高さの整合確認をする際、配置図の地盤高さが自動入力されると設計者、審査者の負

担が軽減できる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

からぼりなど、周長の位置と実際の算定の高さが異なる場合は、同様の入力や表現となるのか気

になった。 

建築基準法の高さの基準は複数あることから、それぞれの制限において正しく算定されているかど

うかの確認が必要になる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-193 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１２） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-194 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

排煙免除根拠と室に着色した凡例の不整合はこれまでの申請図書では見受けられるので、室名+

告示+着色が正しく表現されるのは、効率的な申請図書の作成と、審査に寄与すると考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

室名、告示、着色の表現方法がルール化され、連動することが確認できた。 

求積図と排煙区画図が自動作成されることから、人為的なミスが防止され、審査の効率化が図れ

ると考える。 

求積図と排煙区画図が、一意な情報（ゾーン）から作成されているため、不整合の防止が期待され

る。 

目的に応じて色分けされていることは、審査の負担軽減が期待できる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

連動するところと連動しないところを明確に把握しておくことが重要である。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１３） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-196 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

防火区画内の各室の面積を足し算して得た面積と、防火区画のエリアと若干の誤差が生じいる。

ただし、サンプルモデルでは、防火区画のエリアの面積より、各室の面積を足し算して得た面積の

方が、大きい結果のため問題はない。逆に小さい面積とならないように入力のチェックをする必要

があると考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

防火区画面積の集計が見やすく、審査側でもわかりやすい。 

各区画面積が色と番号で表現されているため、審査の正確性向上が図れる。 

防火区画面積色分図と面積表が、一意な情報（ゾーン）から作成されているため、不整合の防止

が期待される。 

各区画面積を色と番号で表現することで、確認しやすい表現である。 

図のプロパティ情報が、面積表の数値と連動しているため、相互間の不整合がなくなり、審査上時

間の短縮につながる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

各室を色分けして各色の面積を表示しているのは分かりやすいが、番号も同時に併記しているた

め、全ての室で色を分ける必要はないと思う。各室面積はその室に対しての規制を確認するため

端数処理した数値が必要になる。階の合計床面積とは別で表示すべきではないかと思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１４） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-198 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

歩行距離や重複距離が自動作成されれば、設計側も審査側も、歩行距離の値が正しいか否かに

注力することがなくなる。そのため、歩行距離をチェックすべき始点の位置や歩行距離の限度値が

適切であるかどうかのチェックをすればよく、双方の効率化に繋がると考えられる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

経路ツールが扱いやすく、経路の合計値の確認が容易である。 

歩行距離が自動作成されるため、人為的なミスが防止され、始点の位置等のそれ以外の審査に

注力できると考える。 

歩行距離や重複距離が信頼性のある数値であれば、始点と経路の位置が正しいかどうかの確認

に注力できるようになる。 

図に表示してある歩行距離が、表の数値と連動できており、相互間の不整合がなくなり、審査上時

間の短縮につながると思う。 

避難方向、歩行距離、重複距離が自動作成されているため、審査の負担が軽減できる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

仕上など、関連する情報も一緒に表示されると便利だと思う。 

歩行距離の限度値との比較は、２D 加筆で記載が必要になるのではないかと思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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（余白） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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［清水建設 Rebro］ 

（１）BIM モデルデータの概要、作成環境等 

項目 モデルＢ 

使用 BIM ソフト 意匠 － 

構造 － 

設備 Rebro 

BIM モデル作成作業協力者 清水建設㈱ 

用途 共同住宅・物品販売業を営む店舗 

延べ面積 6,823.66 ㎡ 

 

モデル B パース：Rebro で作成した BIM モデル平断面（設備） 

 

（２）BIM モデル等閲覧環境 

項目 内容 

使用ソフトウエア Rebro 

閲覧環境 Rebro インストール PC 

 

（３）BIM 操作講習の概要 

項目 内容 

基礎講習 Rebro 概要・基本操作 

ソフトの操作性・作図の手法・その他機能について 

意匠モデル講習 課題別検証シートの内容について［設備］ 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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（４）「審査図書のみを閲覧審査した場合」と「審査図書の元となる BIM モデル等を閲覧し、審査図

書に記載される内容の生成過程を踏まえた、審査図書の閲覧審査をした場合」とを比較した、

後者の場合における審査上の効用等 

 

次項以降へ、課題別検証テーマの単位で、下表の「◆課題別検証シート」、「◆課題別検証

シートの「審査側見解」に対する効用等の検証」の順に示す。 

◆課題別検証シート ・設定した課題別検証テーマ毎に、BIM モデルの入出力情報等

を活用した図面・図書等（審査図書）の作成方法等と、作業協力

を得た設計側の所見等をまとめたシート。 

・最下欄の「審査側見解」は、審査側が図面・図書等の作成元と

なった BIM モデルを閲覧等していない状態において、シート内

容に対する審査側見解を記載したもの。 

◆ 課 題 別 検 証 シー トの

「審査側見解」に対する

効用等の検証 

・はじめに、「◆課題別検証シート」の最下欄「審査側見解」を示

す。 

・次に、「審査図書に記載される内容の生成過程を踏まえた、審

査図書の閲覧審査をした場合」として、審査側が、BIM 操作講

習を受けた結果、課題別検証シートの「審査側見解」に対する

見解等の変化を検証するため、BIM 操作講習後に審査側への

アンケートを実施した。アンケートにより得られた審査側意見等

（以下、「審査側意見等」という）を、【審査側見解の変化や効用

等に関する意見】、【課題に関するものと思われる意見】、【その

他の意見】に分類して示した。 

審査側は、BIM ソフトウエアを用いた設計実務を行う立場ではな

く、操作の細かい特性や操作が理解できていない。このため、審

査側意見等は、現に BIM ソフトウエア上で実現可能な意見も含

まれている可能性がある。 

・なお、「審査側意見等」に対する設計側意見等が得られている

場合、該当する審査側意見等の下に「→設計側意見等：」として

示し、設計側意見等が複数の審査側意見等に対するものである

場合は、該当する審査側意見等へ凡例を示した上で、欄外に

設計側意見等を示した。 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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（余白） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題１） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

審査側が IFC データと DWG データの一致をどう確認すればよいのか、設備に記載された意匠形

状が最新であることをどう確かめるかが課題。また、一度出力された設備図に設計変更があった場

合は、どうするのか。Rebro に外部データを取り込む際にそのデータが最新であることの担保が必

要である。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

設備図に防火区画のレイヤーが重ねられていない図面は良くあるため、この方法が普及すると審

査スピードが向上する。設計者による防火ダンパー等の設置漏れも減ると予想されるため、精度の

高い図面になると考える。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

引き続き、意匠形状が最新であること確認方法は課題と感じた。 

・行政庁独自の防火区画（例：東京都安全条例第８条区画）や排煙告示による区画、めったに出

ない区画（防火床・壁等）をもれ無く取り込み、その旨の表記を望む。 

・建築で、スプリンクラー設備等設置による免除が行われている場合、その情報が設備に伝達され

ることが必要。 

・スパンドレル区画等の情報が立面でももれなく表示されることを望む。 

・審査中の建築変更の情報が、設備側に伝達されることが必要。 

・設備の大臣認定で、建築に関する制限・条件がある場合、その部分の確認が出来るようにして頂

きたい。 

BIM で解決できる問題ではないかと思う。意匠図の直前の変更までは CAD でも BIM でも対応で

きない。ある時点以降意匠図の設計変更を禁止するような仕組みが必要ではないか。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題２） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

整合性を確保し審査効率化を図る意味で、Rebro と Revit の情報共有ができることが望ましい。ま

た、BLCJ のジェネリックオブジェクトの整備に期待したい。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

Revit 情報を取り込むため、建築と設備で数値の整合は図られると考える。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

審査中の建築変更の情報が、設備側に伝達されることが必要。 

また、シックハウス換気計算等で、複数室をとりまとめた計算手法があると良い。 

BIM で解決できる問題ではないかと思う。意匠図の直前の変更までは CAD でも BIM でも対応で

きない。ある時点以降意匠図の設計変更を禁止するような仕組みが必要ではないか。 

意匠図の情報をベースに計算している限り、意匠図の変更があれば、整合性は担保できない。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題３） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

審査において非常に有効な手段と考えられるが、他メーカーからも提供いただき、更なる整備がな

されるとよい。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

天井高さにより自動的に円の径が変わるのは、審査をするうえで非常にありがたい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

壁などによる物陰も考慮した設置が自動対応していただけると尚良いと考える。 

機種により １ ルクス or ２ ルクスと必要な照度が異なるため、図示の円が何ルクスを示しているの

かが、判別できるようにして欲しい。なお、国内で流通しているメーカーの情報が得られれば、なお

良いと思う。 

３次元ビューを利用するメリットは少ない（2 次元の図面でも問題ない。電気の器具は小さいので納

まり上、BIM で検討するケースは少ない。）。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-209 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題４） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

作図の作業量など様々なケースがあると考えられるが、従来通りの表現であることから審査上の効

率化は望めない。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

BIM の活用が一番成果を上げる領域と思われる（建物全体の形までは変更の可能性は少な

い。）。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題６）①②（２枚はる） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

［BIM ソフトの標準機能を利用したダクトの複線表示・単線表示］ 

審査側は複線表示でも良く、建物規模や用途等により複線表示が視認しやすい場合は、複線表

示を活用することも可能である。 

 

［ダクトの圧損計算］ 

24 時間換気のダクト静圧計算が可能なため、審査上の正確性が増し、審査上有効な手段と考え

られる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

単線表示は、審査する際に見やすく有用と考える。 

審査側としては、単線表示でも複線表示でもどちらでもよいと思う。 

ダクトの圧損計算が自動的にできれば、設計者・審査者両者にとって有用と考える。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-214 -



 

（余白） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-215 -



 

 

◆ 課題別検証シート（設備－課題７） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-216 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

配管が複雑である、分岐が多いなどの場合は、アクソメ図での視認性を複雑にする可能性がある

が、系統図を再作図することの手間や不整合への懸念を考慮すると、主要な竪管のみを表示する

など表現方法を工夫することにより、アクソメ図を活用する可能性もあると考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

アクソメ図により審査することはあまりないと考えるが、全体像を把握するには有用と考える。 

なお、通気の場所や、ガス設備の場所などの把握には、有用と考える。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

複雑なものが複雑なまま提出されるのではないかとの懸念がある。現状の系統図は、設計者がシ

ンプルに情報整理してくれた図面なため判断が容易である。 

ケースバイケースだが、消防設備の系統図ではアイソメを求められたことがある。 

アイソメの方が系統を理解しやすい場合、積極的に利用すべきではないか。アイソメによりかえって

記載が煩雑になり、系統が理解しにくくなる場合もあるため、どのような設備図がアイソメに向いて

いるかどうか検討が必要と思われる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-217 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題９） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-218 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

審査側は、設計者側が作図に効率化されたものであればよく、注記による表現でも構わない。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

換気計算表や排水桝リストを画面への貼り付けできるのは、非常に見やすい。 

また、表の内容は自動で作成できるため、転記ミスが無く安心感がある。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

審査で必要とする情報をすべて BIM 上のデータとするのは、BIM のシステムに負担がかかると思

われるため、２D 加筆でもよいのではないか。将来的には BIM の 3 次元モデリングデータの審査活

用も考えられるが、当面、今までと同じような 2 次元の図面が必要と思われる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-219 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題１０） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-220 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

図面表現が BIM の属性情報と連携することで、配管サイズや機器番号等設備図に記載されるさ

まざまな文字情報の誤記等がなくなり、審査者には明示事項の正確性が増すことで、審査の効率

化にも寄与できる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

機器の位置が簡単に見つけられるのは、ルート確認時などに役立つので有難い。 

転記ミスが無い為、安心感がある。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

2 次元の図面を出図するのであれば、現状と同じようなサイズ・機器記号が必要である。BIM 上で

チェックするならば、最低限のプロパティ表示が必要か（配管種別、材質、サイズ程度） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-221 -



 

（余白） 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-222 -



 

2-1-2-3) モデル C 

（１）BIM モデルデータの概要、作成環境等 

項目 モデルＣ 

使用 BIM ソフト 意匠 Revit 

構造 Revit 

設備 CADWe’ll Tfas 

BIM モデル作成作業協力者 大和ハウス工業㈱ 

用途 ホテル・飲食店 

延べ面積 9,485.29 ㎡ 

 

モデル C パース 1： Revit で作成した BIM モデル外観 

 

モデル C パース 2：Tfas で作成した BIM モデル設備(衛生・換気・設備) 

 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-223 -



 

（２）BIM モデル等閲覧環境 

項目 内容 

使用ソフトウエア Revit、CADWe’ll Tfas 

閲覧環境 Revit、CADWe’ll Tfas インストール PC 

 

（３）BIM 操作講習の概要 

項目 内容 

基礎講習 Revit、CADWe’ll Tfas 概要・基本操作 

BIM モデルの見方、オブジェクト情報の構成と集計

表の仕組み、図書間の情報連携に関する基本的

概念 ほか 

意匠モデル講習 課題別検証シートの内容について［意匠］ 

構造モデル講習 課題別検証シートの内容について［構造］ 

設備モデル講習 課題別検証シートの内容について［設備］ 

 

（４）「審査図書のみを閲覧審査した場合」と「審査図書の元となる BIM モデル等を閲覧し、審査図

書に記載される内容の生成過程を踏まえた、審査図書の閲覧審査をした場合」とを比較した、

後者の場合における審査上の効用等 

 

次項以降へ、課題別検証テーマの単位で、下表の「◆課題別検証シート」、「◆課題別検証

シートの「審査側見解」に対する効用等の検証」の順に示す。 

◆課題別検証シート ・設定した課題別検証テーマ毎に、BIM モデルの入出力情報等

を活用した図書等（審査図書）の作成方法等と、作業協力を得

た設計側の所見等をまとめたシート。 

・最下欄の「審査側見解」は、審査側が図書等の作成元となった

BIM モデルを閲覧等していない状態において、シート内容に対

する審査側見解を記載したもの。 

◆ 課 題 別 検 証 シー トの

「審査側見解」に対する

効用等の検証 

・はじめに、「◆課題別検証シート」の最下欄「審査側見解」を示

す。 

・次に、「審査図書に記載される内容の生成過程を踏まえた、審

査図書の閲覧審査をした場合」として、審査側が、BIM 操作講

習を受けた結果、課題別検証シートの「審査側見解」に対する

見解等の変化を検証するため、BIM 操作講習後に審査側への

アンケートを実施した。アンケートにより得られた審査側意見等

（以下、「審査側意見等」という）を、【審査側見解の変化や効用

等に関する意見】、【課題に関するものと思われる意見】、【その

他の意見】に分類して示した。 

審査側は、BIM ソフトウエアを用いた設計実務を行う立場ではな

く、操作の細かい特性や操作が理解できていない。このため、審

査側意見等は、現に BIM ソフトウエア上で実現可能な意見も含

まれている可能性がある。 

・なお、「審査側意見等」に対する設計側の意見が得られたものに

ついては、該当する審査側意見等の下に「→設計側意見等：」とし

て示した。また、設計側意見等が複数の審査側意見等に対するも

のである場合には、該当する審査側意見等へ凡例を示した上で、

欄外に設計側意見等を示した。 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-224 -



 

（余白） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-226 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

運用改善マニュアルに基づき、使用した BIM ソフト及びアドイン名を記載することが必要であること         

には変わりがなく、設計側は各室求積の算出方法を明記することが必要となる。また、検算するこ

とが可能となる各辺の寸法を記載し、各室の足し算方式により算出することはよい。設計変更や訂

正などに即座に反映されるような仕組みを構築することにより、計算結果の正確性を高めていくこと

で、審査の効率化に有効なものになると考えられる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

表示の設定を変えることにより、求積図と平面図などを見比べることが可能なため、審査の効率化

に繋がると思う。 

BIM モデル情報から求積表を自動作成できれば、相互間の不整合がなくなり、審査上時間の短

縮につながると思う。 

作成段階において平面図を下絵にしていることから、壁の厚みや構造ごとに異なる区画の中心線

の設定を間違えずに行うことができ、精度の高い算定を行うことが期待される。 

面積 BIM ソフトによる自動計算された値はグレーアウトで表示され編集ができないため、人為的な

ミスの防止につながる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

エリアプランと集計表機能を使用して面積が自動的に算出されていることがわかり、信頼性が高ま

った。 

辺の長さ表示が自動的に表示されない為、変更修正などした際に誤記が発生すると思われる。自

動追従機能に期待したい。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-227 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題２） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-228 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

採光上必要とされる面積はわかりやすい。一方、例えば、非居室の場合の自然排煙計算が反映さ

れる形となっていないため、追記が必要となる。また、室別面積表と法チェック表の各室床面積と

が連動していれば、互いの整合性の確認に効率的である。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

必要開口面積が自動的に算出されることがわかり、信頼性が高まった。 

BIM モデル情報と表記載の数値が連動表示できれば、相互間の不整合がなくなり、審査上時間

の短縮につながると思う。 

室毎の必要開口面積を凡例に置き換えて表示することで視認性がよい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

室面積が室面積算定図と連動し、有効面積も建具表と連動して法チェック図が自動化されること

にも期待したい。 

エリアパラメータの確認方法などが簡素化されれば、審査しやすいと思う。 

有効排煙面積計算も自動算定されるとさらに良い。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題３） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-230 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

プロパティ情報を一元管理することで、図面間の整合性における審査上の信頼度が高まる。一

方、仕上・下地材の範囲が、建築基準法上の範囲と同一かどうかについては、課題が残る。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

部屋の要素の中に情報が一元管理されており、それと連動して仕上表が集計表で作成されてい

る。不整合がなくなる為、有効な手法だと感じた。 

プロパティ情報を一元管理することにより、各図面間の整合性が確保されているため、審査上の信

頼度が高まった。 

BIM モデル情報と仕上表の記載内容が連動表示できれば、相互間の不整合がなくなり、審査上

時間の短縮につながると思う。 

壁のモデルと部屋の要素を別々に格納しているため、建築基準法の制限の対象となる範囲と整合

がとれている。 

新たなツールとして、使用材料の情報を建材メーカーのデータベースと連携することで、高品質・

高精度な建築生産・維持管理が期待される。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

別図の材料表との連携があると一層有効性が高まると思われる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題４） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-232 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

従来通りの表現であることから審査上の効率化は望めないが、作図上の観点を尊重する。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

耐火リストの図表現が２D であったとしても何ら審査上変化がないため、設計者の作業効率が良い

のであれば、あえて３D としない選択は有効と感じた。 

BIM モデル情報と仕上表の記載内容が連動表示できれば、相互間の不整合がなくなり、審査上

時間の短縮につながると思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題５） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-234 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

文字で表現される階段寸法がＢＩＭモデルとリンクすることで、転記ミスがなくなり正確性が向上す

る。また、視認性が良いことから、設計者側の事前チェックにも役立つと考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

タグにより蹴上、踏面などの表現がされることで、図と寸法値の整合性が担保され、誤記の削減に

つながる。設計者、審査者共に法令チェックを正確に行うことが出来るため、有効な手段と感じた。 

情報が連動しているため不整合の防止になり、審査の効率化に繋がると感じた。 

BIM モデル情報と文字記載の内容が連動表示で確認でき、相互間の不整合がなくなり、審査上

時間の短縮につながると思う。 

建物各部の寸法はビューから直接確認することもできるが、審査側の担当者が能動的に BIM モデ

ルを直接操作・確認することは難しいことから、階段の寸法をタグで表示することで、モデルとの整

合性も担保され、確認しやすい表現となっている。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-235 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題６） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-236 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

従来通りの表現であることから審査上の効率化は望めないが、作図上の観点を尊重する。今後ソ

フト上で、少なくとも平面図で表現されたものが連動して表現できるようになるよう、表現の正確性

向上に期待したい。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

ファミリで表示することで表現が統一されることは良い事と感じた。 

BIM モデル情報の内容と連動して立面図に表現できれば、相互間の不整合がなくなり、審査上時

間の短縮につながると思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

進入口の凡例表示を入れた際に、開口部の有効サイズが進入口に適合するのかを同時にチェッ

クされる機能を付してくれることに期待したい。 

作業の効率化を考えると 2D 加筆となることはやむを得ないが、システムで自動チェックを行う将来

のためには、可能な限り BIM モデルの属性情報として保持したい。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-237 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題７） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-238 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

パラメータを活用して２Ｄ加筆を減らすことで、図面間の精度が上がり、整合性確認の効率化が図

れると考える。パラメータによる表現化がさらに進めば、データを活用した審査に繋がることから、更

に活用範囲を拡大することに期待したい。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

パラメータ情報から壁や開口部の凡例が連動して表示されることがわかった。図面間での不整合

がなくなるため、審査者及び設計者にとってメリットがあると感じた。 

パラメータを活用することで、不整合の防止になり、審査の効率化に繋がると感じた。また、色分け

等で表現されるため、審査しやすい感じた。 

BIM モデル情報の内容と連動して、建具性能等を表現できれば、相互間の不整合がなくなり、審

査上時間の短縮につながると思う。 

BIM モデルのパラメータに連動して、予め定めた凡例のとおりに図面表現されるため、設計変更が

あった際にも不整合が起こりにくくなり、図面間の整合性が担保される。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-239 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題８） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-240 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

確認申請書と図面の面積がモデルから出力されデータ連動することにより、図面間の不整合が無

くなることから、審査の効率化に有効であると考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

求積図のデータが申請書に直接反映される為、整合性が担保され大変有効な手法だと感じた。 

モデルの情報が申請書に反映されているため不整合の防止になり、審査の効率化に繋がると感じ

た。 

申請書記載内容と BIM モデル内の面積情報が連動表示で確認でき、相互間の不整合がなくな

り、審査上時間の短縮につながると思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

建築基準法の法令にかかわる面積毎に集計されるよう、テンプレート化や連動されるようなプロパ

ティ情報の整備に期待したい。さらには各社共通のプロパティ格納方法により共通のデータベース

化ができるよう整備されることに期待をしたい。 

各機関の台帳入力や、確認審査報告書等などへの利用も考えると、BIM ソフトウエアからエクスポ

ートできる形式が良いと考える。 

申請書のフォーマット上で BIM データの引用先を常時変更できる仕様となっているが、申請書は

法令様式のため、予め引用先を固定した方が不整合の防止が図れると考える。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-241 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題９） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-242 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

BIM を活用した確認申請が行うには、２D 加筆の部分の抽出は必要不可欠であり、双方で BIM 申

請のルール決めは必要となる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

ビューテンプレートの設定を変更することにより、簡単に加筆した箇所が確認でき、審査の効率化

に繋がると感じた。また、色分けもされているため視認しやすいと感じた。 

２D 加筆の部分の抽出ができることで安心感をもって審査を行うことができる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

ビューテンプレートを切り替えることにより２D 情報が確認できることが分かった。現在のビューワー

ソフトでは切り替えることができない為、ビューワーソフトの機能として２D 情報と３D 情報の切り替え

表示ができる方が合理的だと感じた。また、２D 情報のみを可視化することも有効だが、ほぼ何も見

えなくなってしまうため、３D 情報のみを可視化できる又は色を変える等の方が活用できる情報が

浮彫になるのではないかとも感じた。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-243 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１０） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-244 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

断面図は平面図と連動するため、図面間の整合性の確認における効率化が図れる。ＢＩＭを使うこ

とで自由在に断面を切ることができるため、２Ｄ加筆に配慮しながら正確性がさせることが重要であ

る。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

プロパティ情報と連動するビューテンプレートの設定で自動的に色分け表示がされることがわかっ

た。整合性が担保される為、大変有効な機能だと感じた。 

自由自在に切断面を設定できるので、審査の効率化に繋がると感じた。また、他の図面とも連動し

ており、整合性の確認も容易に行えるため、審査の効率化に繋がると感じた。 

BIM モデル内の平面図と断面図が連動表示で確認でき、相互間の不整合がなくなり、審査上時

間の短縮につながると思う。 

自在に断面位置を設定できることで、建物の空間構成が把握しやすくなる。意匠、構造、設備の

整合性の確認も容易になる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-245 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１１） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-246 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

建築物が接する地盤の位置や高さが地盤面算定の算式と一致しており、算出方法の信頼性が確

保できれば、審査の省力化に効率的であると考える。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

算定根拠となる情報（モデルの情報）と地盤面算定が連動されれば、審査の効率化に繋がると感

じた。 

BIM モデル内の配置図記載の地盤面、周長と算定表記載の数値が連動表示で確認でき、相互

間の不整合がなくなり、審査上時間の短縮につながると思う。 

地盤面算定表はシンプルな単線で表示され、審査しやすい表現となっている。 

複雑な形状の建物や、建物が接する地面に起伏がある場合、従来の審査では確認作業が煩雑

になることがあったが、整合性のとれたモデルから自動算定を行うことで省力化が図れる。 

３D データの地盤レベルと建物外周長さを自動的に読み取り、自動的に面積を算出できるようにな

るのであれば、整合性が担保される為有効な手法となると感じた。人為的ミスが発生しないような

操作手順の確立が出来ることに期待したい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-247 -



 

◆ 課題別検証シート（構造－課題２） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-248 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

申請モデルと計算モデルからそれぞれ抽出したデータの整合性を差分ソフトにより行うことは、審

査補助のツールとして有効である。ただし、審査機関側でのデータ抽出環境の整備や掃き出しデ

ータの信頼性精査などが必要である。なお、申請モデル、計算モデルとも、申請時のモデルから

掃き出されたデータであることの証（タイムスタンプ等）が必要である。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

差分データの抽出を行う独自開発のソフトの一般性や信頼性の問題はあるが、抽出データを一般

的なソフトの Excel でデータ比較できることはありがたいと思う。独自ソフトの使用演習の感想として

は、比較的操作内容が分かりやすい印象があった。 

一貫構造計算から STB ファイルにより BIM へデータ変換をして構造 BIM モデルを作成していく手

順を理解することが出来た。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

申請者（設計者）が使用するツールとしては非常に有効と思うが、一般的な計算ソフトから CAD へ

の変換ファイルと同様、審査側においては参考程度の扱いになる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-249 -



 

◆ 課題別検証シート（構造－課題３）２つはる 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-250 -



 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-251 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

［2D 加筆確認ビューによる図面の整合性確認］ 

BIM の確認申請が行われる中で、審査機関側で Revit の所有を前提として考えると、２D 加筆の

部分の抽出は必要不可欠である。 

 

［部材の符号タグの有無の確認］ 

設計者側での作業として、確認申請図書作成の精度を高めることができ、より確実な図書作成に

つながると思われる。BIM の確認申請が行われる中で、明示事項の記載漏れの抽出を行ったうえ

で申請がなされることで、審査機関側の整合性等の確認において効率化に繋がると考えられえ

る。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

BIM のメリット活かし、取り出す図面間不整合が基本的に発生しないこと、図面間の連動に関して

理解出来た。 

BIM を使う一番のメリットだと思う。審査側も BIM で行うようになると、これら整合性のチェックが省略

できる可能性が大きい。 

構造に関係するファミリの構成、プロパティ中の部材仕様にどのような情報を定義しているのかが、

理解できた。審査に必要な情報整理と審査活用に役立つ機会となった。 

構造の部材を選択することで、部材情報を得ることができることは、審査過程における効率に繋が

る点がありうると感じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-252 -



 

（余白） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-253 -



 

 

◆ 課題別検証シート（構造－課題４） ２つはる 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-254 -



 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-255 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

［集計表による鉄骨断面リスト］ 

申請モデルと断面リストが、リンクしていることの証（タイムスタンプ等）が必要と思われる。設計変更

や訂正等があった場合など、図面出力のタイミングがずれることで申請モデルと申請時の断面リス

トの不整合が起こり得ると考えられる。その不整合を防止するための何らかの策が必要である。 

 

［モデル内パラメータと連動した地中梁リスト］ 

鉄筋の配置や鉄筋径の違いによる記号が鉄筋の姿図とリストに自動表現されることは、設計者側

の人為的ミスをなくすことに有効である。また、審査側も鉄筋の配置が姿図とリストで整合している

ことは、相互の整合確認の効率化に繋がる可能性がある。申請モデルと断面リストが、リンクしてい

ることの証（タイムスタンプ等）が必要と思われる。設計変更や訂正等があった場合など、図面出力

のタイミングがずれることで申請モデルと申請時の断面リストの不整合が起こり得ると考えられる。そ

の不整合を防止するための何らかの策が必要である。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

BIM 的に不整合が起こりえない作成方法であると思われる。データのバージョン管理などの課題は

ある。 

審査側の確認方法が確立できれば、審査の円滑化に高い効果が期待できると考える。 

断面リストの作成についても、BIM 的に作成できることは、設計・審査の領域だけでなく、従来のビ

ジュアル表現が可能な分、施工・管理の正確性も期待できる（従前と同じ感覚で取り扱えるため、

間違いリスクが増加しない）と考えられる。 

表形式への出力、ビューア開発とその運用方法がしっかりしており、かなり自由度が高い作業がで

きることが判った。 

本数が図内で相違していることを防ぐ効果はあると思われる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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（余白） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題５） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

本手法は、鉄筋コンクリート造の耐力壁がある場合において、耐力壁の長さや開口部の大きさ、位

置などの整合性を確認するうえで特に有効になると考えられる。また、設計者が申請前に各モデ

ル、各申請図を重ねることで小梁位置や開口部の位置等の不整合をプレチェックするができ、申

請図書の精度確保に役立つと考えられる。一方、審査機関側においてチェックを行うことを想定す

ると、ソフトの機能や操作の習得、及びソフト導入等の課題がある。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

図面の相違については、迅速に確認できるかと思われる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

確認審査業務において、BIM は審査時間の短縮などでメリットが大きいことは理解できたが、実際

の BIM の運用体制に少し不安を感じた。 

・BIM ソフトが事実上、外資のメーカー１社となってしまう事 

・オペレーション作業に海外の外注が利用されている事 

・確認申請で BIM が正式に採用された場合、各審査機関、行政は BIM メーカーのクラウドへアク

セスし閲覧することになったとした場合のセキュリティの問題。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題６） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

今後、BIM データのビューアーソフトを活用した審査が行われた際には、色分された３D ビューを

設定しておくことで、審査側は建物構成の把握・理解度が高まり、審査の一助となりうる。また、申

請モデルと計算モデルで、同一の色分けがなされれば、不整合の判別など視認性が高まり、審査

上有効になると考えられる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

STB ファイルを逆変換して、BIM で変更した内容を構造解析、一貫計算に反映させることを開発

中と聞いた。期待している。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

色分けのみで確認ができるような建物であれば有効だと思うが、結局、個別に部材リストなどで確

認する必要があるのではないか。大梁と小梁、柱では異なる材種を用いることが多い。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

■2.[一般建築]検討内容
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◆ 課題別検証シート（設備－課題１）２つはる 
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■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

［防火区画の位置の確認］ 

審査側が IFC データと DWG データの一致をどう確認すればよいのか。設備に記載された意匠形

状が最新であることをどう確かめるかが課題。一度出力された設備図に設計変更があった場合

は、どうしたらよいのか。 

 

［延焼ラインの位置の確認］ 

敷地境界線だけではなく、複数棟の場合の延焼線も考慮するとよい。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

・複数の防火区画を兼ねる場合、行政庁独自の区画や排煙告示による区画等が漏れなく建築サ

イドから取り込み、判別しやすい表記・凡例にしてほしい。 

・スプリンクラー設置による免除が行われている場合、その情報が設備に伝達されることが必要。 

・審査中における意匠・構造の設計変更の情報が設備側にも伝達されることが必要。 

・建築図の取り込みで「参照」とした場合、いつ時点の建築図を参照したのか、明確にわかるように

してほしい。 

・法改正のあった延焼ラインでも、建築サイドから取り込めることを確認しておいてほしい。 

BIM で解決できる問題ではないかと思う。意匠図の直前の変更までは CAD でも BIM でも対応で

きない。ある時点以降意匠図の設計変更を禁止するような仕組みが必要ではないか。 

Rebro と同様と感じた。 

→引き続き、意匠形状が最新であること確認方法は課題だと感じた。 

→設備図に防火区画のレイヤーが重ねられていない図面はよくあるため、重ねる方法が普及する

と審査スピードが向上する。設計者による防火ダンパー等の設置漏れも減ると予想するため、精度

の高い図面になると考える。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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（余白） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題２） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

建築情報を利用することにより、審査側の再計算の省力化が図れると考えられる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

病院等の居室が多数ある案件は大変効果が高いと思う。「居室名称」「居室高さ」「居室面積」の

不整合で苦労している。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

複数室を含めてのシックハウス計算が審査しやすいようにしてほしい。 

意匠図の情報をベースに計算している限り、意匠図の変更があれば、整合性は担保できない。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題６） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

審査側は複線表示でも良く、建物規模や用途等により複線表示が視認しやすい場合は複線表示

を活用することも可能である。BIM を活用した場合はモニターによる審査が考えられ、カラー表示

の多用も可能となる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

（特になし） 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

・審査に当たり、複線表示より単線の方が、審査がしやすいと感じた。 

・ダクトをカラー表示した際、色の凡例が必要 

・サンプル図面では、ＦＤ表示はあるが建築の防火区画の色が見えない。建築の防火区画の表示

は無いのか。 

→設計側意見等（下線部について）：サンプル図面は、FD 表示の表現方法の確認を行うための 

ものであり、防火区画の表現は、可能である。 

３次元ビューを利用するメリットは少ない（2 次元の図面でも問題ない。電気の器具は小さいため、

納まり上、BIM で検討するケースは少ない。）。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（設備－課題１０） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-270 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

タグの活用により転記ミスがなくなり、整合性が担保され審査効率化に寄与する。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

転記ミスや図面間の不整合が無い為、審査にあたり安心感がある。 

審査に有効な表現方法であると思われる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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（余白） 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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2-1-2-4) モデル D 

（１）BIM モデルデータの概要、作成環境等 

当サンプルモデルは、BIM による確認申請図面の表現標準を検討し、表記方法について議論

することを目的に作成されたオリジナルの建築モデルである。モデリングに当たっては GLOOBE に

搭載された法規制に係る作図機能を用いて作成した。 

設計における現実的なワークフローを前提に、確認申請図書に必要な情報を入力した。そのた

め、技術的に入力は可能であるが現実的な設計ワークフローの中では時間的に入力出来ないも

のは採用していない。 

項目 モデル D 

使用 BIM ソフト 意匠 GLOOBE 

構造 － 

設備 － 

BIM モデル作成作業協力者 福井コンピュータアーキテクト㈱（J-BIM 研究会） 

用途 サービス付き高齢者住宅 

(確認申請支援ツール活用サンプルモデル） 

延べ面積 2,338.69 ㎡ 

 

 

モデル D パース１：GLOOBE で作成した BIM モデル外観 

 

（２）BIM モデル等閲覧環境 

項目  内容  

使用ソフトウエア  GLOOBE 

閲覧環境  GLOOBE インストール PC  

 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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（３）BIM 操作講習の概要 

項目  内容  

基礎講習  GLOOBE 概要・基本操作  

BIM モデルの見方、オブジェクト情報の仕組み、図書間

の情報連携に関する基本的概念 ほか  

意匠モデル講習  課題別検証シートの内容について［意匠］  

 

（４）「審査図書の元となる BIM モデル等を閲覧し、審査図書に記載される内容の生成過程を踏ま

えた、審査図書の閲覧審査をした場合」における審査上の効用等 

モデルＤは、モデルから作図した建築確認図書（2D）のみについて、審査機関による試審査を実施

していない。このため、課題別検証シートでは、モデルから建築確認図書を作成する際の、モデル作

成側の考察までが記載されている。 

このため、次項以降の構成については、他のモデルとは異なり以下構成の順とした。 

◆課題別検証シート ・設定した課題別検証テーマ毎に、BIM モデルの入出力情報等

を活用した図書等（審査図書）の作成方法等と、作業協力を得

た設計側の所見等をまとめたシート。 

◆BIM モデルから作成さ

れた建築確認図書を併せ

て閲覧した場合の効用等

の検証 

・まず、審査機関側が、審査環境の前提として、建築確認図書の作

成元となる BIM モデルそのものを操作・閲覧することに加えて、BIM

モデルから作成された建築確認図書を併せて閲覧した場合を想定

した。 

・その上で、審査側が、BIM 操作講習を受けた結果及び作業協

力を得た設計側の所見等を踏まえた審査側意見を、【効用等に関

する意見】、【課題に関するものと思われる意見】、【その他の意

見】に分類して示した。 

審査側は、BIM ソフトウエアを用いた設計実務を行う立場ではな

く、操作の細かい特性や操作が理解できていない。このため、審

査側意見等は、現に BIM ソフトウエア上で実現可能な意見も含

まれている可能性がある。 

・なお、「審査側意見等」に対する設計側の意見が得られたものに

ついては、該当する審査側意見等の下に「→設計側意見等：」とし

て示した。また、設計側意見等が複数の審査側意見等に対するも

のである場合には、該当する審査側意見等へ凡例を示した上で、

欄外に設計側意見等を示した。 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
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（余白） 

  

■2.[一般建築]検討内容
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１－１） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-276 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

BIM に共通することとして、図面間の不整合が無いことはとても良い。 

加えて、壁芯での算定、重複の自動的なチェックなど、法令上の床面積を算定する上でも有益な機能

だと感じた。 

これにより、審査では「正しく壁芯を拾っているか？」や「設定に、重複や隙間ができていないか？」など

に時間を掛ける必要が少なくなり、本来の審査で必要な「壁芯の設定位置は適切か？」や「算定すべ

き範囲、計上すべき部分などを漏れなく拾っているか」などに注力できるようになると思う。 

スペースに容積率対象及び対象外である旨の情報があり、色分け等で表示されるので審査しやすいと

感じた。 

入力漏れのチェック機能の精度が上がれば、寸法の整合の信頼性が高まる。 

自動的にかつ建築基準法に則した形で求積表が作成されることが確認できた。 

さらに求積寸法も自動で表示されるため、信頼性が高まる。 

設計者の手が入る部分が少なくヒューマンエラーが起きにくい性質をもっている。 

BIM の機能として建築基準法に即した表示がされる為、大変審査もしやすいと感じた。 

スペースと求積表とが連動しているため、図面間の不整合がなくなることで設計側審査側双方の負担

が軽減する。 

スペースから数クリックで行える自動面積算定でも、壁芯を自動的に判定し、求積対象となる範囲全体

をもれなく算出できるため人為的なミスの軽減が図れる。 

即物的な性質をもつ BIM モデルにおいて、面積求積で吹き抜けという概念があることが有用である。 

多角形の求積において、四角形に置き換えた積み上げ計算に自動生成されることも、確認しやすい表

現と考えられる。 

BIM モデル内の情報と計算表記載の数値が連動表示で確認でき、相互間の不整合がなく、計算数値

も自動計算されるため、審査上時間の短縮につながると思う。 

入力も簡便で、平面図との整合性が確保されているため安心して審査できる印象を持った。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

手元の資料の延面積計算表では、容積率不算入面積合計が小数点第三位を切り上げているのが少

し気になった。おそらく自動で切り捨てる設定にもできると思うが、この数値を切り上げてしまうと危険側

の判定になる。 

→設計側意見等（下線部について）：申請面積用の丸め設定で、「切り上げ/切り捨て/四捨五入」およ

び「小数点以下桁数」の初期値をセットできるようになっている。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１－２） 

 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１－２） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-278 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

計算上の誤りを気にする必要性が減り、審査すべき部分と考える「不算入の範囲が適切か」に注力した

審査ができる。 

申請書も GLOOBE 内で作成でき、BIM モデル情報と連動するなら良いと思う。 

確認申請書と同じ区分けとなっており、審査しやすい。また、容積率対象及び対象外の情報が申請書

へ反映されるため、整合確認が容易である。 

申請書の延べ面積のみでなく、容積不算入の部分まで連動しているのは、非常に利便性が高い。 

求積情報の中に建築基準法の容積率に関連した情報が組み込まれ、BIM の機能として仕分けされて

いることがわかった。この機能は大変有意義であり、設計者や審査者にとってメリットがあると感じた。 

また、申請書に容積率緩和情報を含めて自動反映する部分も良い。 

BIM のソフトウエア自体に法的な情報を保持することで、容積率の自動算定が可能となっており、審査

側は、設計者が割り当てた面積が正しいかどうかを確認することに注力できるようになる。 

法的な情報に基づいた面積の区分けがされることで、申請書等にも利用でき、他のソフトウエアとの連

携も期待される。 

BIM モデル内の情報と計算表記載の数値が連動表示で確認でき、相互間の不整合がなく、計算数値

も自動計算されるため、審査上時間の短縮につながる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

容積不算入の上限値の比較も同時に表示されると審査しやすい。 

確認申請書へ自動反映させるためにも、BIM の設計テンプレートの中に基準法に即した用途の仕分

けができるようにしておくと良いと思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題２） 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題２） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-280 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

建具の位置や大きさの変更が LVS 判定や断面等に自動的に反映されるのは、手戻りがなく整合性も

取れるため、審査側としても大変ありがたい機能である。 

算定根拠となる情報が連動しており、整合確認が容易であると感じた。 

有効高さが自動算定されると天井高さとの整合確認が容易なため、設計者、審査者ともにミスに気づき

やすい。 

以下機能が BIM ソフトウエア側に備わっていることがわかった。 

・窓のサイズと位置から自動的に採光補正係数を算出し、その断面も自動的に表示される。 

・さらに天井からの排煙有効高さを設定するだけで、排煙有効面積を自動的に算出される。 

・窓のサイズと位置情報から LVS がすべて自動的に算出される。 

設計者、審査者にとって整合性と法令チェックの時間短縮となり、大きなメリットがあると感じた。 

採光・換気・排煙に共通して、有効開口の面積算定と BIM モデルの建具とが連動しているため、図面

間の不整合がない。 

採光では採光補正係数を、排煙では排煙上有効な開口部の高さを、それぞれ断面図と比較して審査

することが可能なため視認性が高く、審査負担が軽減する。 

用途地域毎の法的な情報を活用することで、採光補正係数の算定も省力化が図れる。 

BIM モデル内の情報と計算表記載の数値が連動表示で確認でき、相互間の不整合がなく、計算数値

も自動計算されるため、審査上時間の短縮につながる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

採光・換気・排煙等は、適合性の判断をするにあたり、室の用途・面積・天井位置、開口部の位置・構

造、屋外の状況など、係わる部分が多く自動的に適否の判定をするには複雑な規定と思うが、一定の

範囲、条件のもとで自動的に適合性の判定が行われれば、特殊な部分に限っての詳細な審査で足り

ることになり、時間的な効率は上がると思う。 

なお、二次元データを部品として貼り付ける何かは、機械的に整合性などの担保性が高い BIM にあっ

て人に頼る部分となるため、変更等があった場合に危険な部分になるように感じた。  
課題の観点から少し外れるが、非常用進入口や避難上有効なバルコニーの判定なども同時に行える

ようになるとなお良いと思う。 

排煙の場合、自然排煙だけでなく告示を選択した場合にも、天井からの垂れ壁の長さを自動算定で確

認できると設計者のミスが減り、検査での指摘の軽減になると思われる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題３） 

 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題３） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

自動生成される仕上表が計画とリンクしているため、審査側としては大変ありがたい。 

防火性能や認定番号については、仕上表とは別に一覧表をフォーマットで作成して仕上表の材質の

表記と揃えておけば、貼り付けるだけで整合性が確認できると思う。 

モデルの情報が仕上表へ自動反映されていることの確認ができた。 

下地の情報も含め BIM データに設定された各室の仕上を表にできることが分かった。建築基準法の

審査の中では下地の情報も重要であることから、BIM ソフトの機能として下地を設定できることは良いと

思った。 

BIM モデル情報の仕様と仕上表の記載内容が連動表示で確認でき、相互間の不整合がなくなり、審

査上時間の短縮につながると思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

モデルに変更に伴い仕上表が連携するとことは、共通する BIM の利点だと思う。 

課題２でも述べたとおり、2D での加筆等は人に頼る部分となり、他の部分が自動的に整合される BIM

にあっては整合漏れとなる懸念がある。  
仕上げ表に、その部屋に対応する排煙告示や、その他の制限による内装規制が記載されれば、審査

の効率化につながると思う。 

内装制限等などの法的な仕上げは、建物の構造から切り離された制限であることから、壁や天井など

の部位と区別した情報として整理することも考えられる。 

仕上材が防火性能、認定番号とともに法的な情報として整理され、失効情報なども取得できるようにな

ると、確認審査のみでなく確認検査や維持管理において利用の範囲が広がるのではないか。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題４） 

 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題４） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

手書きやＣＡＤなどでも従来から表現されていた方法だが、図面に着色がされていると見易く審査もし

やすい。スパンドレルなども自動で描画できるのか。 

→設計側意見等（下線部について）：スパンドレルは２Ｄデータでの入力となる。 

範囲を指定することで、柱も含め閉じた区画が形成されることは素晴らしいと思う。 

設計者が設定する区画性能情報によって、自動的に壁や床の色分け表示されることがわかった。 

識別し易く、設計者、審査者共に法令チェックがしやすくなると感じた。 

3D モデルにおいて、割り当てられた耐火性能を色分け表示されることで、区画の位置などを視覚的に

捉えやすくなる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

耐火等の情報が色分け等で表示されることの確認はできたが、情報の整理が必要であると感じた。 

耐火性能は部材ごとにひとつずつ確認するよりは、まとめたリストを作成する方法の方がよい。まれに

耐火リストへの記載漏れの箇所があることがあるため、リスト以外の耐火を使っていないかのチェックが

できると良い。 

面積区画では、同一区画内の面積が一定以下である必要がある。扉の性能が一定以下の場合は、隣

の区画も同一の区画となり、階段や EV 等があれば、これらを介して階を跨いだ範囲での合計を検討

する必要がある。これらを考慮した壁、扉等の性能により同一区画の面積が自動的にチェック出来れ

ば、設計者、審査員ともに正確な面積区画の確認ができると思う。 

各部位の詳細な仕様については、2D 表現の方が適しているように思われる。 

BIM モデル情報から耐火リストを自動作成できれば、相互間の不整合がなくなり、審査上時間の短縮

につながると思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題５） 

 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題５） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

確認申請図書に表示される情報は必要最小限でよいため、モデル情報が自動で反映されると数値の

入力ミスなどを防げると思う。 

BIM モデル情報と文字情報が連動表示で確認できれば、相互間の不整合がなくなり、審査上時間の

短縮につながると思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

分かりやすくてよいと思うが、あまり BIM ならではという目新しさはないように感じた。 

審査において、すべての階段の一段一段の寸法を能動的に確認することは考えにくいことから、各部

の寸法は 2D 凡例で表記された方が良いと思われる。ビューアの機能が整備され、パラメータの数値を

まとめて確認することも考えられる。 

2D 部品の表示内容とモデルの整合性が担保できればよいが、そうでなければ入力モデルの数値をそ

のまま表示できる方がよいように思う。 

階ごとに異なる数値の階段であれば、それぞれの組合わせが一覧表示されれば、それらの全てを基準

以上（以下）であることの確認で審査ができる。 

階段の寸法表示が自動で表現できないが、２D 表現で法令に適合していることが確認できれば特に支

障がない。 

実際の蹴上踏面巾寸法が法令に適合しているかのチェックが BIM 機能としてできるのであれば、さら

に信頼度が高まるかと思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題６） 

 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題６） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

開口部の情報として「非常用進入口・代替え進入口」などの情報を持っているのは、開口部に一定の

制約があることが常に共有され、とてもよいことと思う。併せて開口部の間隔について法令チェックがで

きると便利になると思う。 

BIM モデル内の記載内容と立面図の記載内容が連動表示で確認でき、相互間の不整合がなく、計算

数値も自動計算されるため、審査上時間の短縮につながると思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

進入口・代用進入口は、意外と見落としや設計者の誤解が多い条文と思われる。開口部の有効開口

寸法は確保されているか、道または道に面する４ｍ以上の通路のどちらに面するのか、４０ｍ、１０ｍの

範囲はどこなのか、外壁が折れ曲がっている時はどう考えるのか など。 

この辺りも設計者をサポートできるようになっていると良いが、解釈がまちまちとなる部分なため、その対

応も難しいと思われる。 

平面、立面の整合のみでなく、大きさやガラスの仕様の確認までがしやすい。凡例を記載した箇所に

寸法まで適合状況が表示されていると、一目でわかりやすい。 

建具のモデル情報とリンクして平面図や立面図に凡例がつくようになれば、整合性確保の上で有意義

だと感じた。 

建具モデルに代替進入口の情報を入力した利用が望ましいと思われる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題７） 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題７） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

とても分かりやすい機能である。数値的チェックもできるようになるとよいと思う。 

1 つの図面で凡例表示を切り替えることができるため、防火区画と防煙区画の関連性など確認しやす

いと感じた。 

「防火区画」「防煙区画」などの区画の種類ごとに図面を切り替え表示できることが分かった。設計者が

設定した情報がわかりやすく識別でき審査効率がよくなると感じた。建具に対する性能設定も簡単で、

設計者にとっても操作性がよく間違いが減ると思う。 

3D モデルにおいて、割り当てられた耐火性能を色分けして表示されることで区画の位置などを視覚的

に捉えやすくなる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

区画図が自動作成されるのは大変ありがたい機能と思うが、あまり BIM ならではという目新しさはない

ように感じた。 

区画の状況を３D、２D、凡例、プロパティ情報で確認でき、相互間の不整合がなく、審査上時間の短縮

になり、区画壁の情報が耐火リストと連動表記できればなお良いと思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-291 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題８） 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題８） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-292 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

自動的に作成されるため、申請書の作成方法が分からなくなりそうでもあるが、審査側としては間違い

や漏れ等が減り、それに対する指摘数も減ることになるため効率化に繋がる。 

BIM データが確認申請書に直接反映されるため、審査の効率化に繋がると感じた。 

不整合や記載ミスが減るため、審査の効率化への影響が大きい。 

BIM データと申請書が連携していて大変良い機能だと感じた。 

建築基準法に則して面積情報を区分けされており、スムーズに申請書に変換できている。建築確認に

活用する BIM データには建築基準法に即した面積仕分情報を組み込むことで申請書にも活用できる

メリットが生まれることを、講習を受けて感じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

申請書が GLOOBE 内で作成でき、かつ BIM モデル情報と連動するなら良いと思う。 

3D モデルが保有している面積や高さ等の数的な情報をそのまま利用することで、申請書と図面の不

整合がなくなることで、審査の省力化が図れる。 

GIS との連携が可能になれば、地名地番や用途地域、その他の地域地区などの情報を取得してチェッ

カー機能の一部としての利用も考えられるのではないか。 

BIM モデル内の属性情報を申請書に反映できるため、相互間の不整合がなく、計算数値も自動計算

されるため、審査上時間の短縮につながると思う。どの検査機関でも閲覧できる申請書作成ツールが

あれば、なお良いと思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題９） 

 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題９） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

法令チェックに必要な２D 表現が用意されていることが分かった。図面表現が統一され認識しやすくな

るため、設計者及び審査者にとって３D でなくともメリットがあると感じた。 

２D 情報の色を変えて表示することで３D 情報との判別ができるようになり便利だと感じた。 

２D 書込みの方が表現しやすい部分もあるため、３D モデルから出力された情報と色分けして表示され

ることで、審査しやすい表現となっている。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

見やすく、分かりやすくなる効果があり、また、現状は規則の明示事項を満足するためにも必要なもの

かと思うが、BIM データの活用では出来るだけ避けた方が良いように思う。 

将来的には積算などと連動して、もっともコストパフォーマンスが良い区画方法などが自動生成される

ようになると便利だと思う。 

情報連動の有無の確認のため、改めて書き込み情報の可視化の必要性を感じた。 

2D 加筆部分と自動入力との違いを審査者が明確に理解することが、審査で重要と思われるので、加

筆部分のみ表示できるとわかりやすい。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１０） 

 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１０） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

壁、床の性能が、他の図面と整合されて凡例で表示されるのは、とても分かりやすくて良い機能であ

る。審査においても、区画の見落としが減り審査スピードもアップするように思う。 

BIM ならではの機能であり、図面間の整合性が取れるため審査が手戻りなく進むと思う。 

情報が連動しているため、整合確認が容易であると感じた。 

属性により色分けされているため、視認性が高く審査しやすい表現となっている。 

自動で室名、天井高さが表現されることがわかり信頼性が高い。 

モデル情報から床や壁の区画情報等が色分けされる為、平面図などと不整合が起こらないことが確認

できた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

排煙・換気の有効開口寸法が自動算出されるのであれば、防煙垂れ壁についても、そのようなチェック

ができるとより設計や審査の向上になると思われる。 

天井から窓の天端までの高さやバルコニーの手すり高さなども自動で表示される機能があると、さらに

確認審査にはメリットがあるため、期待したい。 

平面図、断面図と凡例の相互間の不整合がなくなり、審査上時間の短縮につながると思う。防煙壁等

の情報も平面図と連動できればなお良いと思う。 

防煙垂れ壁の高さ、排煙口の位置、有効排煙面積の関係は、確認すべき情報が多くチェックが煩雑に

なる部分。BIM のデータで必要な情報は揃っていると思うため、自動的に法令チェックができるように

なることを期待する。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１１） 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１１） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

建物形状が複雑になれば計算箇所数も増えてミスの可能性も高まるので、相互に整合された値で自

動計算されるのは有益な機能だと思う。 

審査時は、算定の元となる地盤レベル、周囲の地盤面レベル、建築物の周長と設定した位置などが審

査項目になるため、ここに注力ができる。 

平均地盤面は、配置図と算定図との不整合、算定表と算定図の不整合が意外と多く、地味ではあるが

審査にあたり大切な部分でもあり手間がかかるところ。それがすべて連動しているのは大変ありがた

い。 

設定地盤情報から自動的に平均地盤算定図を作成できることが確認できた。 

操作も簡単で複雑な作業を伴わない為、誤りが起こりにくく、設計者や審査者に取ってメリットがある機

能だと感じた。 

建物高さ算定において重要な要素であるため、自動算定されることで申請図書の精度が高くなること

が期待される。従来の煩雑な作業が省力化され、算定位置が正しいかどうかの確認に注力することが

できる。 

図記載の地盤面、周長の情報と算定表記載の数値が連動表示で確認でき、相互間の不整合がなく、

算定表の計算も自動計算されるため、審査上時間の短縮につながると思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

算定根拠となる情報（レベル等）の整合性の確保（自動で反映等）があればよいと思う。 

周長と地盤高さを編集できるということであるため、編集された部分を、自動算定の部分と区別できると

わかりやすい。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１２） 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１２） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

整合性が担保されるのは、とても良いことだと思う。建物の変更に対する対応も漏れなく行えるため、と

ても良い機能だと思う。 

平均地盤面、隣地の平均地盤面などの情報とも連携し日影図が作成されるとよいと思うが、既にそのよ

うな機能が備わっているのか。 

→設計側意見等（下線部について）：計算値は敷地地盤の高さに採用されるため、平均地盤面がそ

のまま日影計算でも採用される。 

建築物の形状や地盤面の高さを変更した場合、日影図も自動的に反映される仕組みなのか。 

→設計側意見等（下線部について）：リアルタイムではなく、日影を再計算することで反映される。 

また、逆日影と逆天空率は互いにリンクしてどちらも不適合にならないような仕組みになっているか。 

→設計側意見等（下線部について）：リンクはせず、それぞれ個別に計算する。 

情報が連動していれば、日影や天空率の条件の入力値の信頼性が高くなり、審査の効率化につなが

る。 

BIM データを利用して日影図、天空率の検討をできるということは、不整合がなくなりとても良い機能だ

と感じた。 

日影図や天空率図が簡単な操作で自動的に作成される為、設計者や審査者にとってメリットがあり、不

整合がないことから信頼性が高いものだと認識できた。 

アドインソフトを使用せずに算定できることが良い。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

制限の異なる地域にわたる敷地においても算定できるため、精度の高い設計図書が申請されることが

期待される。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１３） 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１３） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

色分けもでき、求積表とも連動しているのでよいと思う。 

容積率算定から、申請書の入力まで一連のデータで行えると利便性が高い。 

用途境の設定、用途地域の設定の方法が大変簡便で、日本の建築基準法に則したテンプレートが用

意されている。さらに、用途別敷地求積図や求積表が自動的に作成されるため、計算の間違い等が発

生しない。大変信頼性が高く、設計者、審査者共にメリットがあると感じた。 

用途地域毎の面積がそれぞれ算定されるため、過半の用途地域の判別、敷地に建築可能な容積率、

建蔽率の限度（加重平均）の確認が容易である。 

敷地求積表においても用途地域毎の面積小計と敷地面積の両方が表示され、確認しやすい表現とな

っている。 

図と表記載内容が連動表示で確認でき、相互間の不整合がなくなり、審査上時間の短縮につながると

思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

土地家屋調査士が作成した敷地面積求積図が設計図書として添付されてくることもあるが、そちらとの

面積や敷地境界線の延長距離との整合性はどのようにして確保できるのかが気になる。 

これが都市計画情報と連携して作成できるようになれば、計画（審査）の基礎情報は正確に取得できて

いることになるため、大変有益な機能になると期待している。 

平面図、配置図記載の敷地図との連動ができればなお良いと思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１４－１） 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１４－１） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

図面間の不整合が意外と多い項目である。自動的に作成され抵触する開口部がハイライトされるのは

とても良い機能だと思う。作成された延焼ラインは編集できないものか(日影図等も同様だが、自動算

定されラインが編集できると整合性に疑義が生じる） 

→設計側意見等（下線部について）：編集は可能。 

延焼の恐れのある部分を 3D で把握できるだけでなく、性能規定による緩和や実際に対象範囲に開口

部があるかの確認までが一連で判断できるため、審査も効率的に行える。 

自動的に「延焼するおそれのない部分」の領域を作成してくれる為、人為的誤りが生じない。また、３D

でその領域を可視化できるため、認識しづらい高さ方向への理解スピードも高まる。 

設計者、審査者にとってメリットがあり、大変信頼性が高いものだと感じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

設計者が電卓を叩くことなく自動で算定してくれるのはありがたい機能だが、審査側としては水平距離

の検討式なども自動で作成されるのかが気になる。こういった機能は国産 BIM ならではのものであり、

他の規定についても増やしてほしい。 

→設計側意見等（下線部について）：計算式は、Excel にエクスポートして図面に張り付けることができ

る。 

法改正により防耐火や避難関係法令の性能規定化が進んでいるため、設計自由度が高まることから、

審査に求められる作業も複雑化している。このため、ソフトウエアを活用して行うことで省力化や審査過

誤の防止が図れるのではないか。 

自動で判定される場合、その判定根拠の表現が分かりやすいと審査の効率化に繋がると思う。 

複雑な計算も自動計算し、図の入力値に間違いがなければ、審査上時間の短縮につながるが、審査

上は計算内容の確認は必要と思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１４－２）１４－１ 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１４－２） 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

図面間の不整合が意外と多い項目である。自動的に作成され抵触する開口部がハイライトされるのは

とても良い機能だと思う。作成された延焼ラインは編集できないものでしたか？(日影図等も同様だが、

自動算定されラインが編集できると整合性に疑義が生じる） 

→設計側意見等（下線部について）：編集は可能。 

これも意外と設計者が見落としがちなところであるので、審査側も安心して審査が出来るが、逆に性能

を解除する必要性が分からない。これは自動判定された防火設備を後から「燃焼するおそれのない部

分」の判定を行った際に外すための機能なのか。 

→設計側意見等（下線部について）：設計中に、建具の位置を変更した場合など、延焼ラインから外れ

た場合に解除機能を使う。 

延焼の恐れのある部分の建具が自動でチェックされるため、審査の効率化に繋がると思う。 

自動チェックにより、防火設備とした場合も建具表等の一連のデータが修正され、図面間の不整合が

なくなるため、審査の手戻りが少なくなる。 

延焼のおそれのある部分の建具に自動的に何らかの設定を求める表示が現れることが確認できた。 

設計図書への明示すべき事項の表示漏れがなくなる為、設計者、審査者にとってメリットがある機能だ

と感じた。 

申請前の設計段階において、延焼のおそれのある部分の建具の自動チェックを行うことで、精度の高

い設計図書の作成を行うことができ、申請以降の手戻りが軽減する。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１５） 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１５） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

区画すべき壁を指定して壁の構造を設定する方法しかイメージになく、範囲を指定して区画する壁を

設定させる方法は新鮮だった。 

一般的に、区画は閉じていることが重要だが、審査では、途中で切れており指摘の対象となることは多

い。スペースを指定して区画を設定する方法であれば、閉じていない区画が発生する危険性が少なく

良い方法だと思う。 

凡例表示を切り替えることで、区画範囲を分かりやすく可視化でき、審査の効率化に繋がると思う。 

令 114 条区画の区画設定が部屋を選択するという簡単な操作で設定できる事が確認できた。 

操作が複雑でない為、人為的ミスが起こりづらいと感じた。 

日本の法規に合わせたプロパティ情報を設定できるところも信頼性が高いものであると感じた。 

その他法令による区画同様に属性の割り当てが可能であり、色分けして表現されることから、視覚的に

捉えることができ、確認しやすい表現となっている。 

区画の状況を３D、２D、凡例、プロパティ情報で確認でき、相互間の不整合がなく、審査上時間の短縮

につながると思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

分かりやすくて良いと思うが、あまり BIM ならではという目新しさはないように感じた。 

防火区画とは別に、114 条区画の範囲を設定できるのは便利である。対象の範囲の面積の判断が必

要な場合もあるため、わかりやすい表示方法があればなお良い。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１６） 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１６） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

視認しやすいため、審査の効率化に繋がると思う。 

壁、床だけでなく、庇や細かい柱まで、色分けで確認できるのは非常にわかりやすく、確認漏れが減る

と思われる。 

耐火時間の情報がより具体的に図面から読み取ることができる為、理解するスピードが上りよい機能だ

と感じた。 

色分けして表現されることから、視覚的に捉えることができ、確認しやすい表現となっている。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

分かりやすく、確認しやすい機能だと思う。これも、取りあえず最上階から数えて・・・で色分けをしてく

れるとよいと思う。 

分かりやすくて良いと思うが、あまり BIM ならではという目新しさはないように感じた。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１７） 

 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１７） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

階数・高さ確認の表はそのまま図面に貼り付けが出来るのか。そうであれば大変便利な機能である。 

→設計側意見等（下線部について）：Excel にエクスポートして図面に張り付けることができる。 

自動的に階数に算入されるかを判断してくれるため、間違いが発生しない。 

日本の法規に合わせてあり、人為的ミスをなくすことが出来るため、良い機能だと感じた。 

建築基準法の独自の階数や高さといった概念を BIM ソフトウエアの自動判定に落とし込めており、他

の課題と違った試みで非常に有用だと感じた。 

不整合を防止するための連動や引用だけでない仕組みとなっており、他のソフトウエアとの連携も期待

される。 

建物求積図の建築面積情報と塔屋面積情報が連動しているのであれば、相互間の不整合がなくなり、

審査上時間の短縮につながると思う。 

→設計側意見等（下線部について）：各面積情報は連動している。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

建築物の高さの算定における屋上の 1/8 検討では、屋上にある設備機器等も検討の対象になる。設

備図との連携によりこれらの水平投影面積が考慮されたものとなれば、適合性のチェックに利用できる

と思う。一方で、設備等との連携が無い場合は、高さの算定において間違えた算定結果で設計をして

しまう危険性があるように思う。 

→設計側意見等（下線部について）：設備図や設備 BIM データと連携していない。それらを参照して、

床面積データ（「床面積対象外」属性のもの）を手入力する対応となる。設備形状と面積領域が視覚的

に確認しやすくなっている。 

判定根拠の確認・表示方法（算定式等）が必要になると思う。 

高さは、地盤面算定図、立面図、申請書での不整合が非常に多い項目なため、自動で連動されると、

非常に確認しやすい。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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（余白） 
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2-1-3) 事前審査段階における標準的な BIM モデル等閲覧環境の設定と、建築確認図書と BIM モデ

ルとの供覧に係る技術的な課題の整理 

「2-1-1 事前審査段階における BIM モデル等閲覧環境の設定」及び「2-1-2 建築確認図書と

BIM モデルとの供覧による審査上の効用等の検証」の結果を踏まえ、事前審査段階における標準

的な BIM モデル等閲覧環境について、建築確認図書と BIM モデルとの供覧に係る技術的、制度的

な展望と課題を以下(1)、(2)により整理した。 

 

(1) 提出を予定される図書等の作成過程を BIM モデル等により確認するために必要な作業環境、

閲覧ソフトウエアの機能等に関する技術的仕様等 

「2-1-1-3) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証の設定」

において区分、整理した審査機関側の閲覧環境は、以下のＡ及びＢのとおりである（再掲）。 

 

Ａ 審査機関側において設計者側と同じ設計作業環境を構築し、BIM モデルデータを閲覧する環境 

（概要） 

・審査機関側が、設計者と同じ作業環境を導入（設計者が使用する BIM オーサリングソフトウエア毎に

その導入が必要。なお、当該ソフトウエアの動作推奨環境を満たすクライアント PC の導入等が併せて

必要。）。 

・審査機関側が、BIM オーサリングソフトウエア固有のデータ（以下、「ネイティブデータ」という。）を設

計者から受け取り、ネイティブデータに含まれる BIM モデル（3D 情報）、BIM モデルを基に作成した図

面等二次元表現（2D 情報）を閲覧することを想定。 

 

Ｂ BIM ソフトウエアベンダーが提供するビューアソフトウエアにより、BIM モデルデータを閲覧する環境 

（概要） 

・審査機関側が、設計者が設計した BIM モデルデータの閲覧が可能な「ビューアソフトウエア」を導入

（当該ソフトウエアの動作推奨環境を満たすクライアント PC の導入等が併せて必要。）。 

・「ビューアソフトウエア」は、WEB ブラウザ上で動作するものも存在し、この場合、原則として審査機関

側のクライアント PC へ、固有のソフトウエアインストールは不要である。 

・「ビューアソフトウエア」のライセンス条件によっては、設計者側が保有するライセンスの一時的な貸与

を受け、対応することも想定される。 

・審査機関側が、BIM オーサリングソフトウエア固有のデータ（以下、「ネイティブデータ」という。）を設

計者から受け取り、ネイティブデータに含まれる BIM モデル（3D 情報）、BIM モデルを基に作成した図

面等二次元表現（2D 情報）を閲覧することを想定。 
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(2) 現在、確認審査がおかれている状況に対して、建築確認図書と BIM モデルとの供覧を実施する

場合の技術的、制度的な支障となりうる課題やその解決への展望について 

現在、確認審査がおかれている状況に対して、建築確認図書と BIM モデルとの供覧を実施する

場合の技術的、制度的な支障となりうる課題やその解決への展望について、以下各観点を対象に

整理する。 

（整理観点） 

１◆費用 

２◆事前審査段階における閲覧記録の方法と法的位置づけ 

３◆閲覧するデータを預かる場合におけるその取り扱い 

４◆申請者側環境へのアクセスによる閲覧を行う場合の、法的支障の有無 

 

（各観点の整理） 

１◆費用 

①事前審査に用いるビューアとして利用するソフトウエアの操作方法等に関する講習の習得にかかる

技術的課題等（区分 A 及び B 共通） 

・「2-1-1 事前審査段階における BIM モデル等閲覧環境の設定」における審査機関を対象とした

調査の結果、「事前審査段階における BIM モデル等の閲覧の対象」は、多くの機関が、3D モデルとオ

ブジェクトの属性データを閲覧している。3D モデルの参照による空間構成の把握や、壁、柱、防火設

備等のオブジェクトの属性データから、仕様、性能等を視覚的情報とともに確認する等、併せて提出さ

れる平面図、断面図、立面図等の建築確認図書のみを閲覧するのと比較して、事前審査において効

率化が期待される。 

事前審査の効率化に資するためには、利用するソフトウエアに習熟していなければこの効率化が期待

できない。また、ソフトウエアが異なれば操作方法も異なる。このため、審査機関側が、利用するソフトウ

エアの操作方法の習得と、これにかかる審査機関側の費用負担、操作方法の習得までに要する期間

が、技術的課題として挙げられる。 

 

②審査機関側クライアント PC の処理性能、画面サイズ・解像度等、閲覧環境にかかる技術的課題等

（区分 A 及び B 共通） 

・①による効率化のためには、利用するソフトウエアが処理や表示遅延がなく動作することが求められる。

また、3D モデルと 2D 図書を同時に表示し、比較参照を行うことが想定されるため、画面サイズが大き

く、解像度が高いほど効率化に寄与する。審査機関側の PC 環境、モニタ環境の水準が低い場合、新

たに BIM モデルデータの閲覧環境を構築する必要があり、ハードウエア購入・整備への投資が必要に

なることも技術的課題として挙げられる。以下に、「クライアント PC の処理性能」、「モニタ環境（画面サ

イズ・解像度等）」の要求水準の目安となる情報を整理した。 

［クライアント PC の処理性能］ 

区分 A の環境は、BIM オーサリングソフトウエアの推奨環境を満たすクライアント PC 導入が求

められる。BIM オーサリングソフトウエアにより推奨環境は異なるが、共通していることは、より高速

な CPU、多くのメインメモリ容量、外部グラフィック機能の実装等、いわゆるワークステーションクラ

スの高い PC 性能が要求される。 

区分 B の環境の場合、ビューアソフトウエアの推奨動作環境によれば、区分 A ほどの高い PC

性能は要求されない傾向にあるが、BIM モデルの画面上のレンダリング処理は発生するため、区

分 A と同様に高い性能の PC を利用することが望まれる。参考までに、「2-1-2 建築確認図書と
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BIM モデルとの供覧による審査上の効用等の検証」で実施された操作講習実績によると、

Intel Corei5、CPU 内蔵グラフィック機能という環境では、BIM の操作に 3D 描画の遅延が多く

発生し、実用には厳しいとの意見も出ている。 

［モニタ環境（画面サイズ・解像度等）］ 

フル HD 解像度以上で、24 インチワイド画面（A3 版資料がおおむね実寸で表示可能なサイズ）

以上が望ましい。これに満たない場合、モニタ環境整備にかかるコスト負担が発生するため、これ

が技術的課題となる。 

 

③審査機関側において設計者側と同じ設計作業環境を構築するための課題（区分 A） 

・区分 A の閲覧環境を構築するためには、審査機関側が、設計者と同じ作業環境を導入（設計者が使

用する BIM オーサリングソフトウエア毎）する必要がある。 

BIM オーサリングソフトウエアは設計ツールであり、導入ライセンス数によるが、年間数十万の費用を要

し、これが毎年必要となる。審査機関側は閲覧のみ行うビューアとして利用するために、このような多く

の費用をかけて環境を構築し維持しなければならないことは、課題として挙げられる。 

 

（各観点の整理） 

２◆事前審査段階における閲覧記録の方法と法的位置づけ 

・審査機関側では、事前審査段階においても、重要と思われる事項については、Microsoft 

Word･Excel などオフィスアプリケーションにより、テキスト情報として記録・保存をしているのが実態

である。 

・今回、審査者は、区分 B の閲覧環境として「BIM360Docs」を操作した。その操作において、

「BIM360Docs」の指摘事項という機能を利用した閲覧記録の収集方法について体験した。

「BIM360Docs」の指摘事項は、BIM モデルデータに含む 3D・2D のビューを表現し、その 3D・2D

のビュー上の特定の場所へマークアップし、指摘事項をコメントとしてテキスト入力するというもので

ある。このとき、設計者、審査者が相互に BIM モデルデータに含む 3D・2D のビューを共有してい

ることで、指摘コメントの対象部位、内容を相互に識別しながら、審査者による事前審査、設計者

による指摘事項の確認と内容補正、当該補正内容の審査者による再確認を繰り返し、事前審査を

進めることが可能であることを確認している。 

なお、蓄積された指摘事項はリスト化され、CSV ファイル形式のテキスト情報でダウンロードし、

活用することが可能である。しかし、このテキスト情報には、指摘事項の対象部位を特定する情報

が含まれていないことから、このテキスト情報のみでは指摘事項の対象部位を特定することが困難

となってしまうため、審査担当者からは、閲覧記録の方法として活用するには不十分という指摘が

複数寄せられている（質疑応答等を進めるにあたり、補助的な機能として活用するには良い機能と

の評価はある。）。 

・このため、事前審査段階における閲覧記録の方法は、指摘事項が BIM モデルデータに含む 3D・

2D のビューとともに蓄積されるか、指摘事項の対象部位が特定できるテキスト情報等とセットで蓄

積され、蓄積された情報は編集可能な情報としてダウンロード可能であり、後に審査記録・閲覧記

録の作成に活用可能となる機能の実装が望まれる。 

 

（各観点の整理） 
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ける BIM モデル等閲覧環境の設定」における審査機関を対象とした通信環境調査の結果、大容量

ファイル転送等のクラウドサービスを介したデータ共有や送受信による方法が前提となる。 

BIM モデルデータのサイズは、事前審査対象の建築物等規模や、BIM モデルの詳細度によるが、

少なくとも電子メールによる送受信は困難なサイズとなる。USB メモリなど大容量記録メディアによる方

法ではデータ受け取りまでに期間を要し即時性がなく、また、受取側のセキュリティーポリシーにより、

大容量記録メディア利用が制限される場合もある。これらの考えられる様々な要因と、通信環境が整っ

た現在においては、クラウドサービスをデータ環境として利用することが現実的な対応と考えられる。 

・データ環境の提供者は、「データストレージサービス提供事業者」、「BIM ソフトウエアベンダー」、「審

査機関」のいずれかが考えられ、また、データ環境の契約主体は、審査機関、申請者（設計者）の双方

が考えられる。実際には、案件毎に、審査機関、申請者（設計者）のいずれが持つデータ環境（クラウド

サービス）を利用するか個別に決め、対応されることが想定される。 

・なお、設計者側、審査機関側のいずれか又は双方が、上記の前提とする大容量ファイル転送等のク

ラウドサービスを介したデータ共有や送受信による方法に適さない通信環境にある場合、これが技術

的課題となる。この場合、USB メモリや CD、DVD メディアに保存したデータとその送付によるオフライン

でのデータやり取りでの対応が考えられるが、近年、セキュリティーポリシー上、外部メディアの利用制

限をする企業等があることや、CD、DVD メディアへの記録、読み取り装置をそもそも備えないクライアン

ト PC の利用も想定されることから、通信環境に加え PC 環境そのものも、場合により技術的課題として

挙げられることとなる。 

・事前審査段階での BIM 活用という条件において、設計者に著作権を有する BIM データを、審査機

関が預かる行為、設計者のクラウド環境に保存されたデータを審査機関側で参照する行為などに対す

る制度的課題の有無については、事前審査に必要なものとして設計者、審査者間における合意の下

でデータが取り扱われる以上、制度的な制約等は特に想定されない。取り扱うデータ自体の取り扱い

についても、あらかじめ設計者、審査機関の間で取り決めがなされ、これに従い事前審査で利用を終

えたデータは取り決めに従い返却や削除されれば良いものと考えられる。 

 

（各観点の整理） 

４◆申請者側環境へのアクセスによる閲覧を行う場合の、法的支障の有無 

・事前審査で用いるデータに対し、データの取り扱いに関する法的支障とみなされる制度的な課

題は考えにくいものの、事前審査段階において、審査機関が何を閲覧したのかという根拠となるデ

ータの取り扱いや、事前審査過程での指摘事項等の閲覧結果の記録の保存については、その方

法の検討が必要である。 
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2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビュ

ーの検討 

2-2-1) モデルビューの検討対象項目の整理 

モデルビューが対象とする建築確認審査対象の整理は、BIM モデル等から抽出される数値等の

情報を利用したモデルビューにより、図書を代替する方法に適する審査対象を整理した。 

図書を代替する方法に適する審査対象としては、「2-1） 事前審査段階における審査対象項目

の BIM モデル等による確認方法の検証」と同様に、設計者による設計作業の軽減及び審査者によ

る審査行為の効率化について効果が高いと思われるもの（図書を代替することによる効果が大きいも

の）として、意匠、構造、設備の各分野で設定した「課題別検証テーマ」に掲げた各テーマから選定

した。対象としたテーマは、表中の下線部のテーマである。 

 

表－課題別検証テーマ（表中、下線部を検討項目として設定） 

意 匠 構 造 設 備 

1)求積図について 

2)採光・換気・排煙等の開口部

算定について 

3)各室仕上表について 

4)耐火リストについて 

5)階段の種類、寸法等の表記

について 

6)非常用･代替進入口の設置位

置寸法の表現標準化について 

7)凡例（消防設備、防火区画

図）について 

8)申請書について 

9)書込み情報の可視化につい

て 

10)断面図の表現について 

11)地盤面算定について 

12)その他、特筆すべきテーマ 

1)意匠図と構造図の整合性に

ついて 

2)計算書と構造図の整合性に

ついて 

3)構造図間の整合性について 

4)断面リストの表現方法につい

て 

5)整合性確保のためのワークフ

ローについて 

6)その他、特筆すべきテーマ 

1)意匠図と設備図の整合性に

ついて 

2)計算書と設備図の整合性に

ついて 

3)居室における非常用照明の

設置について 

4)避雷針の範囲について 

5)幹線の防火区画貫通部措置

について 

6)ダクトの複線表示について 

7)系統図をアクソメ図とする可能

性について 

8)他ソフトとの連携 

9)書き込み情報の整理 

10)その他、特筆すべきテーマ 
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（余白） 
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2-2-2) 各審査項目における建築確認の事前審査に資するモデルビューの検討 

各審査項目における建築確認の事前審査に資するモデルビューの検討は、「2-2-1) モデルビューの

検討対象項目の整理」で整理対象とした「課題別検証テーマ」の各テーマを対象に、モデルビューにより

建築確認審査を実施することを想定した、建築確認図書を代替するために必要となる表示事項を整理し

た。この整理にあたっては、以下①から③の方法の順により実施した。 

 

① 「審査内容の項目リスト」の整理 

平成 22 年 6 月 1 日前の平成 19 年国土交通省告示第 885 号（指針に従って審査を行ったことを証す

る書類）の様式に沿い、それ以降の法令改正の内容を反映し、明示すべき事項等をまとめた「審査内容

の項目リスト（建築物の規模・用途に応じて、建築物の確認審査に求められる、図面の種類ごとの明示す

べき事項の審査内容の項目をリスト化したもの。）」を作成し、かつ、意匠、構造、設備の別で設定した「課

題別検証テーマ」のテーマ番号を丸囲み数字で示すことで、各テーマに適用される法令、図書へ明示す

べき事項等が抽出できるよう配慮した。 

 

 

 

 

 

 

 

図：「審査内容の項目リスト」の整理 

 

  

Ⅲ課題別検証テーマ Ⅰチェックリスト Ⅱ審査内容の項目リスト 
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② 審査者視点における審査手順、審査項目の整理 

意匠、構造、設備の分野別に検討対象とした「課題別検証テーマ」のそれぞれについて、審査者の視

点における審査手順と審査項目を整理し、事前審査に BIM を用いる場合のモデルビューの条件を整理

した。 

 

図：意匠 容積率にかかる審査手順の整理（例） 

 

 
図：意匠 容積率にかかる審査手順に応じた審査項目の整理（例） 
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③ 事前審査に資するモデルビューの検討と課題の整理 

①及び②の整理を踏まえ、意匠、構造、設備の分野別に検討対象とした「課題別検証テーマ」それぞ

れについて、BIM モデルの情報等を活用したモデルビューを検討した。検討にあたっては、モデルビュー

を得るために必要となる、BIM モデルデータの属性情報への入出力要件についても課題等として示した。

今後、設計者、審査者双方の負担軽減や効率化の視点において、継続検討を要することも課題となる。 

なお、検討したモデルビューは、事前審査時に審査者が閲覧することを想定したものであるが、BIM モ

デルデータの将来的な活用も視野に、以下１）、２）の視点のいずれにあたるかについて、凡例で明示す

ることとした。 

１）BIM モデル等から抽出される数値等の情報を表現し、審査員が表現される内容を視認するにより、

図書と同様の審査が可能となるもの 

（建築研究所が定義する BIM 建築確認の開発ステップの Step2+に相当） 

２）BIM モデル等から抽出される数値等の情報と、判断に必要となる算式に当たる情報を表現し、審査

員が、表現される算式の妥当性と算式の結果を視認することにより、図書と同等の審査が可能となる

もの 

（建築研究所が定義する BIM 建築確認の開発ステップの Step3-に相当） 
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① 「審査内容の項目リスト」の整理 

確認審査は、建築基準法第 18 条の３及び平成 19 年国土交通省告示第 835 号（建築審査等に関す

る指針）の規定により、建築基準法施行規則（以下、「規則」という。）第１条の３第１項表１などに掲げる図

書に記載された明示すべき事項に基づいて行うこととされている。 

このため、意匠、構造、設備の別で設定した「課題別検証テーマ」毎のモデルビュー検討に先立ち、確

認審査に必要な図面表現等を整理することを目的として、確認審査における図面の種類と明示すべき事

項の整理をした。この整理にあたっては、平成 22 年 6 月 1 日より前の平成 19 年国土交通省告示第 885

号（確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件）の様式

が、概ね明示すべき事項に沿って整理された内容となっていたため、当該様式を利用することとし、それ

以降の法令改正の内容を反映し、明示すべき事項の「審査内容の項目リスト」を作成した。 

「審査内容の項目リスト」は、法令の規定、図書の種類、明示すべき事項及び記載要綱（審査内容）等

について、表形式でまとめた。 

令和元年６月２５日施行の改正までを盛り込み、かつ、チェックリストと明示すべき事項を改めて整理し

た結果、項目リスト中、削除となる部分があるが、今後の検討連続性を考慮して通し№は変更していない。

一方、新たに挿入した内容は、枝番を付して記載した。 

今回は、さらに令和２年４月１日施行の改正までを盛り込み、かつ、チェックリストと明示すべき事項を改

めて整理した。ただし、「課題別検証テーマ」のうち、今回のモデルビューの検討対象とした部分について

ピックアップし、その結果の要約を記載している。 

 

＜表説明＞ 

名称 内容 

通し№ ・整理のため、項目ごとに番号を付した 

Ⅰチェックリスト 

①法令など 

②図書の種類 

③明示、記載、審査事項 

 

・チェックリスト（平成 19 年国交告 885 号（指針に従って審査を行った

ことを証する書類。平成 22 年まで使用した旧様式））に、令和元年６

月施行分までを加えた。 

・入力値「予めの記載」は、繰り返し出てくる審査項目を示す。 

Ⅱ審査内容の項目リスト 

①主な法文 

②図面１ 

③図面２ 

④図面３ 

⑤記載事項 

 

・「①主な法文」は、主たる法文を記載。入力値「基本」とは、施行規則

１条の３表１を示し、「BF 法」とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）第 14 条の要件等

を示す。 

・「②図面」から「④図面」は、図面の種別に応じて記載事項を表現す

るために用意した欄。一つの記載事項が複数の図面に表現されるこ

とを想定して用意した。 

・「⑤記載事項」は、明示すべき事項を簡潔にまとめたもの。 

Ⅲ課題別検証テーマ ・意匠、構造、設備の別で設定した「課題別検証テーマ」の対応につ

いて、意匠のテーマは「意匠抽出」の列へ、設備のテーマ番号は「設

備抽出」の列へ、それぞれ対応番号を丸囲み数字で示した。 

・構造は、平成 19 年国交告 885 号に基づき、別途整理とした。 
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注：通し№右、「削」の列の凡例 

a：これまでの作業項目ではないものとして削除するもの（認定書の添付も、これに含む） 

b：通常の建築物において審査する項目ではないもの 

c：記載が重複するものとして割愛するもの（削除もこれに含む） 

 

なお、「意匠」関係の防火設備は、近年の性能規定化により、防火設備の種類が増加していることを踏

まえ、昨年度報告書の凡例素案に加えて、適合状況を確認するための図面上の凡例検討を要すると考

え、令和元年度以降の法改正で新たに追加された「10 分間防火設備」などの凡例素案を検討した。 

検討にあたっては、「75 分間準耐火構造」「90 分間準耐火構造」は、主要構造部等に要求される性能

であることから区画の凡例ではなく、耐火構造リスト等に明示する内容であると考え、検討項目から除外し

た。 

なお、この凡例素案は、これに掲載されていない凡例の利用を妨げるものではなく、また、凡例に使用

する色もこれに制限することを意図したものではない。あくまでも凡例表現の選択肢として参照・活用され

ることを期待し、まとめたものである。  

以降に、［意匠］の凡例素案を示す。  
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の
ほ
か
、
容
積
緩
和
対
象
（
自
動
車
車
庫

等
、
住
宅
等
の
地
階
、
共
同
住
宅
等
の
共
用
廊
下
等
、
昇
降
機
の
昇
降
路
、
備

蓄
倉
庫
、
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
な
ど
）
と
な
る
部
分
ご
と
の
床
面
積
）

・
各
階
ご
と
の
床
面
積
の
合
計

・
棟
ご
と
の
床
面
積
の
合
計

・
延
べ
面
積
（
総
計
）

＜
建
築
面
積
＞

・
建
築
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の
各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

・
棟
ご
と
の
建
築
面
積
の
合
計

・
建
築
面
積
（
総
計
）

①
�②

2
8
c
表
１

間
取
、
各
室
の
用
途
及
び
床
面
積

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

3
3
a
表
１

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

表
１

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

4
2
a
表
１

基
礎
伏
図

縮
尺
並
び
に
構
造
耐
力
上
主
要
な

部
分
の
材
料
の
種
別
及
び
寸
法

例
え
ば
、
木
造
平
屋
寄
宿
舎
で
延
べ
面
積
2
0
0
㎡
超
の
場
合
な
ど

①

4
3
a
表
１

各
階
床
伏
図

縮
尺
並
び
に
構
造
耐
力
上
主
要
な

部
分
の
材
料
の
種
別
及
び
寸
法

例
え
ば
、
木
造
平
屋
寄
宿
舎
で
延
べ
面
積
2
0
0
㎡
超
の
場
合
な
ど

①

4
4
a
表
１

小
屋
伏
図

縮
尺
並
び
に
構
造
耐
力
上
主
要
な

部
分
の
材
料
の
種
別
及
び
寸
法

例
え
ば
、
木
造
平
屋
寄
宿
舎
で
延
べ
面
積
2
0
0
㎡
超
の
場
合
な
ど

①

4
5
a
表
１

構
造
詳
細
図

縮
尺
並
び
に
構
造
耐
力
上
主
要
な

部
分
の
材
料
の
種
別
及
び
寸
法

例
え
ば
、
木
造
平
屋
寄
宿
舎
で
延
べ
面
積
2
0
0
㎡
超
の
場
合
な
ど

①

5
2

主
要
用
途

確
認
申
請
書

確
認
申
請
書
に
記
載

⑧
5
3

延
べ
面
積

確
認
申
請
書

確
認
申
請
書
に
記
載

⑧
7
0
a

確
認
申
請
書

構
造

⑧
9
9
a

確
認
申
請
書

構
造

⑧
1
1
5
a

確
認
申
請
書

構
造

⑧
1
3
3

確
認
申
請
書

構
造

確
認
申
請
書

確
認
申
請
書
に
記
載

⑧
1
5
3

確
認
申
請
書

構
造

確
認
申
請
書

確
認
申
請
書
に
記
載

⑧
1
7
2
a

確
認
申
請
書

構
造

⑧
1
9
7
a

確
認
申
請
書

構
造

⑧

4
3
5
a

各
項
共

通
確
認
申
請
書

延
べ
面
積
、
用
途
、
階
数
な
ど

①
�⑧

4
4
0
a

防
火
区
画
の
位
置
及
び
面
積

①
�⑦

4
5
0
a

壁
等
に
よ
る
区
画
の
位
置
及
び
面
積

①

4
6
2

確
認
申
請
書

そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は

街
区
、
４
面
屋
根
な
ど

法
2
2

確
認
申
請
書

【
3
-5
．
そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は
街
区
】
に
法
第
2
2条
区
域
内
の
場
合

は
記
載

併
せ
て
【
4
-
13
.屋
根
】
に
大
臣
認
定
番
号
を
記
載
（
告
示
の
場
合
は
記
載
不

要
）
。
な
お
【
4
-
14
.外
壁
】
及
び
【
4
-
1
6
.軒
裏
】
も
同
様

⑧

4
6
5
b

各
室
の
用
途
及
び
床
面
積

法
2
2

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

4
6
9

確
認
申
請
書

そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は

街
区

法
2
3

確
認
申
請
書

【
3
-5
．
そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は
街
区
】
に
法
第
2
2条
区
域
内
外
の
別

を
記
載

⑧

4
7
5

確
認
申
請
書

そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は

街
区

法
2
4

確
認
申
請
書

【
3
-5
．
そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は
街
区
】
に
法
第
2
2条
区
域
内
外
の
別

を
記
載

⑧

4
7
8

確
認
申
請
書

延
べ
面
積

法
2
5

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

①
�⑧

4
7
9

配
置
図

申
請
に
係
る
建
築
物
と
他
の
建
築
物

と
の
別

法
2
5

配
置
図

求
積
図

２
以
上
の
建
築
物
の
床
面
積
の
合
計
が
1
0
0
0
㎡
を
超
え
る
か
ど
う
か
を
記
載
（
確

認
申
請
書
、
他
図
面
で
明
ら
か
な
場
合
は
記
載
不
要
）

①

4
8
1
c

各
室
の
用
途
及
び
床
面
積

法
2
5

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

4
8
3

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
2
5

求
積
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①丸
囲
み
数
字
：
対
応
テ
ー
マ

Ⅲ
課
題
別
検
証
テ
ー
マ

①
法
令
な
ど

予
め
の
記
載

各
階
平
面
図

法
第
2
0

条

建
築
基
準
法
施
行

令
第
３
章
第
２
節

確
認
申
請
書

令
第
３
章
第
５
節

令
第
３
章
第
４
節

令
第
３
章
第
４
節
の
２

令
第
３
章
第
６
節
の
２

令
第
３
章
第
３
節

令
第
３
章
第
６
節

令
第
３
章
第
７
節

各
階
平
面
図

法
第
2
2
条
（
屋
根
）

各
階
平
面
図

法
第
2
3
条
（
外
壁
）

法
第
2
1

条
（
大
規

模
の
建

築
物
の

主
要
構

造
部
等
）

第
１
項

各
階
平
面
図

第
2
項

法
第
2
4
条
（
建
築
物
が
第
二
十

二
条
第
一
項
の
市
街
地
の
区
域

の
内
外
に
わ
た
る
場
合
の
措

置
）

法
第
2
5
条
（
大
規
模
の
木
造
建

築
物
等
の
外
壁
等
）

各
階
平
面
図

■
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
（
令
和
２
年
４
月
１
日
施
行
�
建
築
基
準
法
改
正
対
応
版
）

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

（Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

（
Ⅱ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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意
匠

設
備

（Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

（
Ⅱ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

4
8
6

確
認
申
請
書

延
べ
面
積
、
用
途
な
ど

法
2
6

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

①
�⑧

4
9
2
a

防
火
壁
及
び
防
火
床
に
よ
る
区
画
の

位
置
及
び
面
積

①

4
9
3
a

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
2
6

①

5
0
4
a

各
室
の
床
面
積

①

5
0
9
a

令
第
1
1
5
条
の
２
第
１
項
第
７
号
に
規

定
す
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
及
び

令
第
1
2
6
条
の
３
の
規
定
に
適
合
す
る

排
煙
設
備
の
位
置

②

5
1
6

確
認
申
請
書

用
途
、
階
数
、
各
階
床
面
積
な
ど

法
2
7

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

①
�⑧

5
1
9

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
2
7

求
積
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

5
2
3
b

防
火
区
画
の
位
置
及
び
面
積

法
2
7

法
3
6
条
で
対
応

①
�⑦

5
5
2

確
認
申
請
書

用
途
地
域
、
用
途
な
ど

法
2
8

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
基
準
を
確
認

②
�⑧

5
5
3

敷
地
の
接
す
る
道
路
の
位
置
及
び
幅

員
並
び
に
令
第
2
0条
第
２
項
第
１
号

に
規
定
す
る
公
園
、
広
場
、
川
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
空
地
又
は
水
面

の
位
置
及
び
幅

法
2
8

配
置
図

各
階
平
面
図

採
光
補
正
係
数
を
求
め
る
た
め
に
必
要
な
各
境
界
線
の
位
置
、
各
部
分
の
水
平

距
離
を
記
載

②

5
5
5

各
階
平
面
図

法
第
2
8
条
第
１
項
に
規
定
す
る
開
口

部
の
位
置
及
び
面
積

法
2
8

各
階
平
面
図

開
口
部
の
位
置
と
面
積
（面
積
に
あ
っ
て
は
、
計
算
表
又
は
建
具
表
に
記
載
し
て

も
よ
い
）
を
記
載

①
�②

5
5
6
c

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
2
8

求
積
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

5
5
7

二
面
以
上
の
立
面
図

令
第
2
0
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す

る
垂
直
距
離

法
2
8

立
面
図

採
光
補
正
係
数
算
定
の
た
め
の
寸
法
（
い
わ
ゆ
る
D
/
H
）
を
記
載
（
断
面
図
で
も

可
）

②
�⑩

5
5
8

二
面
以
上
の
断
面
図

令
第
2
0
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す

る
垂
直
距
離

法
2
8

断
面
図

採
光
補
正
係
数
算
定
の
た
め
の
寸
法
（
い
わ
ゆ
る
D
/
H
）
を
記
載
（
立
面
図
で
も

可
）

②
�⑩

5
5
9

居
室
の
床
面
積

法
2
8

求
積
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

5
6
0

開
口
部
の
採
光
に
有
効
な
部
分
の
面

積
及
び
そ
の
算
出
方
法

法
2
8

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表

採
光
計
算
表

①
�②

5
6
1

確
認
申
請
書

用
途

法
2
8

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

⑧

5
6
2

居
室
に
設
け
る
換
気
の
た
め
の
窓
そ

の
他
の
開
口
部
の
位
置
及
び
面
積

法
2
8

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表

開
口
部
の
位
置
と
面
積
（面
積
に
あ
っ
て
は
、
計
算
表
又
は
建
具
表
に
記
載
し
て

も
よ
い
）
を
記
載

①
�②

②

5
6
7

中
央
管
理
室
の
位
置

法
2
8

各
階
平
面
図

非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
場
合
及
び
各
構
え
の
床
面
積
が
1
,0
00
㎡
を

超
え
る
地
下
街
の
場
合
、
換
気
設
備
平
面
図
に
中
央
管
理
室
の
位
置
を
記
載

し
、
機
械
換
気
設
備
及
び
中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
の
制
御
・
作
動
状

態
の
監
視
を
記
載
。

①

5
7
0

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
2
8

求
積
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①
②

5
7
4
a

給
気
口
の
有
効
開
口
面
積
又
は
給

気
筒
の
有
効
断
面
積
及
び
そ
の
算

出
方
法

法
2
8

計
算
書

自
然
換
気
方
式
に
よ
り
換
気
を
行
う
場
合
、
有
効
開
口
面
積
、
有
効
断
面
積
等
の

計
算
書

①
�⑩

5
7
5
a

排
気
口
の
有
効
開
口
面
積
又
は
排

気
筒
の
有
効
断
面
積
及
び
そ
の
算

出
方
法

法
2
8

計
算
書

自
然
換
気
方
式
に
よ
り
換
気
を
行
う
場
合
、
有
効
開
口
面
積
、
有
効
断
面
積
等
の

計
算
書

①
�⑩

5
7
6
a

煙
突
の
有
効
断
面
積
及
び
そ
の
算

出
方
法

法
2
8

計
算
書

自
然
換
気
方
式
に
よ
り
換
気
を
行
う
場
合
、
有
効
開
口
面
積
、
有
効
断
面
積
等
の

計
算
書

①
�⑩

5
7
7
a

給
気
口
の
中
心
か
ら
排
気
筒
の
頂
部

の
外
気
に
開
放
さ
れ
た
部
分
の
中
心

ま
で
の
高
さ

法
2
8

計
算
書

自
然
換
気
方
式
に
よ
り
換
気
を
行
う
場
合
、
有
効
開
口
面
積
、
有
効
断
面
積
等
の

計
算
書

①
�⑩

5
8
9

内
装
の
仕
上
げ
に
用
い
る
建
築
材
料

の
種
別
及
び
面
積

法
2
8条

の
２

仕
上
表

使
用
建
築
材
料
は
F
☆
☆
☆
☆
（
天
井
裏
は
F
☆
☆
☆
以
上
）又
は
規
制
対
象
外

材
料
を
使
用
す
る
旨
を
記
載

（
上
記
以
外
の
材
料
を
使
用
す
る
場
合
は
、
面
積
制
限
等
を
記
載
）

石
綿
及
び
ク
ロ
ル
ピ
リ
ホ
ス
を
使
用
し
な
い
旨
を
記
載

①
�③

法
第
2
6

条
（
防
火

壁
及
び

防
火
床
）

本
文

各
階
平
面
図

法
第
2
7

条
（
耐
火

建
築
物

等
と
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い

特
殊
建

築
物
）

第
１
項

各
階
平
面
図

た
だ
し
書

各
階
平
面
図

法
第
2
8

条
（
居
室

の
採
光

及
び
換

気
）

第
１
項
及
び
第
４
項

配
置
図

開
口
部
の
採
光
に
有
効
な
部
分
の

面
積
を
算
定
し
た
際
の
計
算
書

第
２
項
か
ら
第
４
項
ま

で

各
階
平
面
図

給
気
口
及
び
排
気
口
の
有
効
開
口

面
積
等
を
算
定
し
た
際
の
計
算
書

■2.[一般建築]検討内容
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意
匠

設
備

（Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

（
Ⅱ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

5
9
0
a

令
第
2
0
条
の
7
第
1
項
第
1
号
に
規
定

す
る
第
1
種
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ト
発
散

建
築
材
料
（
以
下
こ
の
表
及
び
第
3
条

の
2
第
1
項
第
1
2号
の
表
に
お
い
て
単

に
�「
第
1
種
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ト
発
散

建
築
材
料
」
と
い
う
。
）
、
令
第
2
0
条
の

7
第
1
項
第
2号
に
規
定
す
る
第
2
種
ホ

ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ト
発
散
建
築
材
料
（
以

下
こ
の
表
及
び
第
3
条
の
2
第
1
項
第

1
1
号
の
表
に
お
い
て
単
に
「
第
2
種
ホ

ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ト
発
散
建
築
材
料
」
と

い
う
。
）
又
は
令
第
2
0
条
の
7
第
1
項
第

2
号
に
規
定
す
る
第
3
種
ホ
ル
ム
ア
ル

デ
ヒ
ト
発
散
建
築
材
料
（
以
下
こ
の
表

及
び
第
3
条
の
2
第
1
項
第
11
号
の
表

に
お
い
て
単
に
「第
3種
ホ
ル
ム
ア
ル

デ
ヒ
ト
発
散
建
築
材
料
」
と
い
う
。
）
を

使
用
す
る
内
装
の
仕
上
げ
の
部
分

の
面
積
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単

に
「
内
装
の
仕
上
げ
の
部
分
の
面

積
」
と
い
う
。
）

①
�③

5
9
0
-
1
a

内
装
の
仕
上
げ
の
部
分
の
面
積
に
、

内
装
の
仕
上
げ
に
用
い
る
建
築
材
料

の
種
別
に
応
じ
令
第
2
0条
の
7
第
1
項

第
2
号
の
表
の
(1
)項
又
は
(2
)項
に
定

め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
面
積
の
合

計

①
�③

6
0
3

確
認
申
請
書

用
途
、
階
数
な
ど

法
29

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

⑧
6
0
5
c

各
室
の
用
途
及
び
床
面
積

法
2
9

求
積
図

各
階
平
面
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

6
0
7
c

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

令
2
2条

の
2

求
積
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

6
1
4

居
室
の
床
面
積

令
2
2条

の
2

求
積
図

各
階
平
面
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

6
1
5

開
口
部
の
換
気
に
有
効
な
部
分
の
面

積
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
2
2条

の
2

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表

換
気
の
た
め
の
窓
の
計
算
を
記
載

①
�②

6
1
7

確
認
申
請
書

用
途

法
3
0

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

⑧

6
2
3

確
認
申
請
書

そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は

街
区
（
下
水
道
処
理
区
域
の
内
外
の

別
及
び
改
良
便
槽
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
旨
の
規
定
が
条
例
で
設
け
ら

れ
て
い
る
区
域
の
内
外
の
別
）

法
3
1

確
認
申
請
書

【
3
-5
．
そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は
街
区
】
に
下
水
道
処
理
区
域
内
外
の

別
を
記
載

⑧

6
2
5

確
認
申
請
書

そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は

街
区
（
下
水
道
処
理
区
域
の
内
外
の

別
）

法
3
1

確
認
申
請
書

【
3
-5
．
そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は
街
区
】
に
下
水
道
処
理
区
域
内
外
の

別
を
記
載

（
浄
化
槽
の
場
合
【
4
-
1
0
】
浄
化
槽
を
記
載
）

⑧

6
2
8
a

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
3
1

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

6
6
1

確
認
申
請
書

建
築
物
の
高
さ
等

法
3
4

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

⑧

6
6
7

確
認
申
請
書

用
途
、
階
数
な
ど

法
35

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

⑧

6
6
9

各
室
の
床
面
積

法
3
5

求
積
図

各
階
平
面
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

必
要
に
応
じ
て
各
階
の
居
室
面
積
の
合
計
を
記
載

①

6
7
0

令
第
1
1
6
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
規

定
す
る
窓
そ
の
他
の
開
口
部
の
面
積
法
3
5

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表
に
記
載
（
採
光
：
歩
行
距
離
な
ど
採
光
有
窓
と
し
て
計

画
す
る
場
合
の
み
）

①
�②

6
7
1

令
第
1
1
6
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
規

定
す
る
窓
そ
の
他
の
開
口
部
の
開
放

で
き
る
部
分
の
面
積

法
3
5

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表
に
記
載
（
排
煙
：排
煙
設
備
に
つ
い
て
排
煙
有
窓
と

し
て
計
画
す
る
場
合
の
み
）

①
�②

6
7
6

開
口
部
及
び
防
火
設
備
の
位
置

令
1
23

各
階
平
面
図

防
火
区
画
の
開
口
部
の
位
置
と
そ
の
構
造
（
構
造
は
凡
例
に
よ
る
）
を
記
載

④
�⑦

6
7
8

防
火
区
画
の
位
置
及
び
面
積

令
1
2
3
各
階
平
面
図

求
積
図

各
避
難
階
段
の
防
火
区
画
（凡
例
）
を
記
載

（
令
1
1
2
条
防
火
区
画
は
法
3
6
条
の
た
め
）

①
�④
�⑦

6
7
9

階
段
の
配
置
及
び
構
造

令
1
2
3
各
階
平
面
図

・
階
段
の
種
別
（
屋
内
と
屋
外
の
別
、
直
通
階
段
か
避
難
階
段
の
別
）
を
記
載

・
階
段
の
構
造
（
例
え
ば
避
難
階
段
の
構
造
に
適
合
す
る
旨
を
凡
例
等
用
い
て
表

現
）を
記
載

・
屋
外
避
難
階
段
に
あ
っ
て
は
、
当
該
階
段
か
ら
２
ｍ
範
囲
を
記
載

⑦

法
第
2
8

条
の
２

（石
綿
そ

の
他
の

物
質
の

飛
散
又

は
発
散

に
対
す
る

衛
生
上

の
措
置
）

第
３
号

使
用
建
築
材
料
表

法
第
2
9
条
（
地
階
に
お
け
る
住

宅
等
の
居
室
）

各
階
平
面
図

開
口
部
の
換
気
に
有
効
な
部
分
の

面
積
を
算
定
し
た
際
の
計
算
書

法
第
3
0

法
第
3
1

条
（
便

所
）

第
１
項

第
２
項

法
第
3
4

条
（
昇
降

機
）

第
２
項

法
第
3
5
条
（
特
殊
建
築
物
等
の

避
難
及
び
消
火
に
関
す
る
技
術

的
基
準
）

各
階
平
面
図

■2.[一般建築]検討内容
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意
匠

設
備

（Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

（
Ⅱ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

6
8
0

階
段
室
、
バ
ル
コ
ニ
ー
及
び
付
室
の

開
口
部
、
窓
及
び
出
入
口
の
構
造
及

び
面
積

令
1
23

各
階
平
面
図

求
積
図

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表

階
段
の
種
別
に
よ
り
、

・
階
段
室
、
バ
ル
コ
ニ
ー
及
び
付
室
の
開
口
部
の
構
造
（
凡
例
等
を
用
い
て
表
現
）

を
記
載

・
付
室
に
設
け
る
外
気
に
向
か
っ
て
開
く
窓
の
構
造
と
面
積
を
記
載

・
開
口
部
の
大
き
さ
（
開
口
面
積
3
㎡
、
潜
り
戸
な
ど
）を
記
載

・
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
の
面
積
を
記
載

①
�②

6
8
1

歩
行
距
離

令
1
20

各
階
平
面
図

仕
上
表

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表

・
２
以
上
の
直
通
階
段
の
位
置
を
記
載

・
避
難
階
以
外
の
歩
行
距
離
を
記
載
記
載
（
内
装
の
記
載
→
仕
上
表
、
採
光
有
窓

→
採
光
・
換
気
・
排
煙
計
算
）

・
重
複
距
離
を
記
載

・
避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー
を
記
載

・
メ
ゾ
ネ
ッ
ト
型
共
同
住
宅
の
歩
行
距
離
を
記
載

・
避
難
階
の
居
室
及
び
階
段
か
ら
の
歩
行
距
離
を
記
載

・
避
難
階
の
令
1
25
条
出
口
、
屋
外
避
難
階
段
出
口
の
位
置
を
記
載

②
�③

6
8
3

避
難
階
段
及
び
特
別
避
難
階
段
に

通
ず
る
出
入
口
の
幅

令
1
24

各
階
平
面
図

求
積
図

・
避
難
階
段
及
び
特
別
避
難
階
段
の
階
段
幅
と
そ
の
合
計
を
記
載

・
当
該
階
段
に
通
ず
る
出
入
口
の
幅
を
記
載

・
屋
上
広
場
の
位
置
、
面
積
を
記
載

①

6
9
1

令
1
17
条
第
2項
第
二
号
及
び
令
第

12
3
条
第
3
項
第
二
号
の
規
定
に
適

合
す
る
こ
と
の
確
認
に
必
要
な
図
書

令
第
1
2
3
条
第
３
項
第
2
号
に
規
定
す

る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審
査
に
必

要
な
事
項

令
1
23

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表

外
気
に
向
か
っ
て
開
く
こ
と
の
で
き
る
窓
、
又
は
排
煙
設
備
を
記
載
。

(令
1
17
条
2
項
2
号
は
№
6
7
5
に
記
載
）

②

6
9
2

確
認
申
請
書

用
途
、
階
数
、
延
べ
面
積
な
ど

令
1
26

条
の
2
確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

①
�⑧

6
9
6

排
煙
の
方
法
及
び
火
災
が
発
生
し
た

場
合
に
避
難
上
支
障
の
あ
る
高
さ
ま

で
煙
又
は
ガ
ス
の
降
下
が
生
じ
な
い

建
築
物
の
部
分

令
1
26

条
の
2
各
階
平
面
図

求
積
図

仕
上
表

令
1
2
6
条
の
２
第
１
項
各
号
に
該
当
す
る
適
用
除
外
部
分
を
記
載
。

特
に
同
項
第
５
号
に
あ
っ
て
は
、
H
1
2
年
建
告
1
4
36
号
の
適
合
性
に
必
要
な
事
項

（
凡
例
、
天
井
高
さ
（H
≧
3ｍ
）
、
防
煙
壁
の
位
置
・
構
造
・高
さ
、
室
・居
室
の
別
、

各
室
面
積
、
内
装
な
ど
）
を
凡
例
等
を
用
い
て
記
載

①
�②
�③

⑩

6
9
7

令
第
1
1
6
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
該

当
す
る
窓
そ
の
他
の
開
口
部
の
位
置
令
1
16

条
の
2
各
階
平
面
図

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表
に
記
載
（排
煙
無
窓
）

①
�②

6
9
8

防
火
区
画
及
び
令
第
1
2
6
条
の
２
第
１

項
に
規
定
す
る
防
煙
壁
に
よ
る
区
画
令
1
26

条
の
3
各
階
平
面
図

求
積
図

防
火
区
画
及
び
防
煙
壁
の
区
画
の
位
置
、
及
び
防
煙
区
画
の
面
積
を
記
載

①
�②
�⑦

6
9
9

排
煙
口
の
位
置

令
1
26

条
の
3
各
階
平
面
図

建
具
表

排
煙
窓
の
位
置
、
排
煙
口
ま
で
の
距
離
（
3
0
ｍ
以
下
）
を
記
載

②

7
0
1

排
煙
口
に
設
け
る
手
動
開
放
装
置
の

使
用
方
法
を
表
示
す
る
位
置

令
1
26

条
の
3
各
階
平
面
図

手
動
開
放
装
置
の
位
置
を
記
載
（
高
さ
は
特
記
で
措
置
す
る
も
の
と
す
る
）

②
�⑩

7
0
2

排
煙
口
の
開
口
面
積
又
は
排
煙
機

の
位
置

令
1
26

条
の
3
採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表
建
具
表

各
階
平
面
図

排
煙
計
算
を
記
載
（
排
煙
窓
の
大
き
さ
は
建
具
表
又
は
計
算
に
記
載
。
ま
た
外
倒

し
窓
な
ど
の
場
合
は
、
開
放
角
度
も
併
せ
て
記
載
）

機
械
排
煙
の
場
合
、
排
煙
機
の
位
置
を
記
載
。

①
�②

7
0
3

法
第
3
4
条
第
２
項
に
規
定
す
る
建
築

物
又
は
各
構
え
の
床
面
積
が
1
0
0
0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
地
下
街
に
設

け
る
排
煙
設
備
の
制
御
及
び
作
動
状

態
の
監
視
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
中
央

管
理
室
の
位
置

令
1
26

条
の
3
各
階
平
面
図

非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
場
合
及
び
各
構
え
の
床
面
積
が
1
,0
00
㎡
を

超
え
る
地
下
街
の
場
合
、
中
央
管
理
室
に
て
排
煙
設
備
の
制
御
及
び
作
動
状
態

の
監
視
を
行
う
こ
と
を
記
載
。
又
、
中
央
管
理
室
の
位
置
を
記
載
。

①

7
0
8

床
面
積
求
積
図

防
火
区
画
及
び
令
第
1
2
6
条
の
２
第
１

項
に
規
定
す
る
防
煙
壁
に
よ
る
区
画

の
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

令
1
26

条
の
3
求
積
図

各
階
平
面
図

各
室
、
各
居
室
の
求
積
（
排
煙
区
画
（
防
火
区
画
は
№
6
6
7
に
記
載
）
）
を
記
載

①
�②
�⑦

7
1
0
c

排
煙
口
に
設
け
る
手
動
開
放
装
置
の

位
置

令
1
26

条
の
3

平
面
図
に
記
載

②

7
1
1

排
煙
口
及
び
当
該
排
煙
口
に
係
る
防

煙
区
画
部
分
に
設
け
ら
れ
た
防
煙
壁
令
1
26

条
の
3
建
具
表

各
階
平
面
図

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表
防
煙
壁
（
下
が
り
壁
）と
排
煙
開
口
部
高
さ
の
比
較
を
し
、
有
効
高
さ
と
な
っ
て
い
る

か
ど
う
か
を
記
載

②
�⑩

7
1
3
a

給
気
口
の
開
口
面
積
及
び
給
気
室

の
開
口
部
の
開
口
面
積

令
1
26

条
の
3

①

7
1
7

排
煙
口
の
構
造

令
1
26

条
の
3
建
具
表

各
階
平
面
図

排
煙
口
（
煙
で
接
す
る
部
分
）
は
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
を
記
載
。

令
12
6
条
の
3
第
1
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
六
号
、
又
は
H
1
2告
1
4
3
6
号
第
一
号

ハ
（
告
示
第
一
号
適
用
の
場
合
）
に
適
合
す
る
こ
と
の
記
載
。

②

7
1
8

排
煙
口
に
設
け
る
手
動
開
放
装
置
の

使
用
方
法

令
1
26

条
の
3
各
階
平
面
図

平
面
で
確
認

令
12
6
条
の
3第
1項
第
四
号
、
第
五
号
、
又
は
H
1
2
告
1
43
6
号
第
一
号
ニ
（
告
示

第
一
号
適
用
の
場
合
）
に
適
合
す
る
こ
と
の
記
載

②

7
2
4

確
認
申
請
書

用
途
、
階
数
、
延
べ
面
積
な
ど

令
1
26

条
の
4
確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

①
�⑧

7
2
8

令
1
26

条
の
5
各
階
平
面
図

「
告
示
1
4
1
1
号
適
用
の
場
合
、
屋
外
へ
の
出
口
ま
で
の
歩
行
距
離
又
は
室
面
積

を
記
載

①

令
第
５
章
第
２
節

廊
下
、
避
難
階
段
及

び
出
入
口

各
階
平
面
図

令
第
５
章
第
３
節

排
煙
設
備

各
階
平
面
図

二
面
以
上
の
断
面
図

排
煙
設
備
の
構
造
詳
細
図

令
第
５
章
第
４
節

非
常
用
の
照
明
装

置
各
階
平
面
図

■2.[一般建築]検討内容
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意
匠

設
備

（Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

（
Ⅱ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

7
3
7

確
認
申
請
書

延
べ
面
積
な
ど

令
12
7
確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

①
�⑧

7
3
9

配
置
図

敷
地
内
に
お
け
る
通
路
の
幅
員

令
1
2
8
配
置
図

各
出
口
か
ら
位
置
を
確
認
の
上
、
敷
地
内
通
路
、
大
規
模
建
築
物
の
周
囲
の
通

路
を
記
載

敷
地
内
に
複
数
棟
あ
る
場
合
は
、
各
棟
の
延
べ
面
積
及
び
耐
火
建
築
物
等
の
種

別
を
一
覧
表
に
し
て
記
載
（
３
ｍ
通
路
等
の
要
否
が
分
か
る
も
の
）

①
�③

7
4
4
b

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
3
5

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

7
5
1
b

地
下
道
の
床
面
積

①

7
5
6
b

地
下
道
の
床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
地
下
道
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

7
5
9

確
認
申
請
書

用
途
、
延
べ
面
積
、
階
数
な
ど

令
1
28

条
の
5
確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

①
�③
�⑧

7
6
2

令
第
1
2
8
条
の
３
の
２
第
１
項
に
規
定

す
る
窓
の
そ
の
他
の
開
口
部
の
開
放

で
き
る
部
分
の
面
積

令
1
28

条
の
3
の

2
採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表
に
記
載
（
排
煙
無
窓
）

た
だ
し
、
準
不
燃
材
料
の
仕
上
げ
で
行
う
場
合
は
記
載
不
要

①
�②
�③

7
6
3

令
第
1
2
8
条
の
5
第
７
項
に
規
定
す
る

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
建
築
物
の

部
分
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
に
必
要
な
事
項

令
1
28

条
の
5
各
階
平
面
図

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表
求
積
図

「
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
防
火
上
支
障
が
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
避
難
上
支
障
の
あ
る
高
さ
ま
で
煙

又
は
ガ
ス
の
降
下
が
生
じ
な
い
建
築
物
の
部
分
を
定
め
る
件
」
（
R
2
年
国
交
告
2
5
1

号
）を
適
用
す
る
場
合
、
各
号
に
定
め
る
構
造
方
法
を
記
載

①
�②
�③

7
6
4
c

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
3
5

確
認
申
請
書
で
確
認
、
Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記

載
①
�③

7
6
6
b

確
認
申
請
書

用
途

⑧

7
6
7

各
階
平
面
図

令
第
1
1
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
窓

そ
の
他
の
開
口
部
の
面
積

法
3
5条

の
3

各
階
平
面
図

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表

採
光
有
窓
（
採
光
計
算
は
法
2
8
条
を
準
用
）
、
避
難
開
口
部
の
位
置
、
大
き
さ
を

記
載

①
�②

7
6
8
-
1

令
第
1
11
条
第
1項
に
規
定
す
る
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
の
確
認
に
必
要
な
図
書

令
第
1
1
1
条
第
1
項
に
規
定
す
る
国
土

交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
居
室
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項

法
3
5条

の
3

各
階
平
面
図

求
積
図

「
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
等
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
避
難
上
支
障
が
な
い
居

室
の
基
準
を
定
め
る
件
」
（
R
2
年
国
交
告
2
49
号
）
を
適
用
す
る
場
合
、
各
号
に
定

め
る
構
造
方
法
を
記
載

①

7
6
9

令
2
1

仕
上
表

断
面
図

確
認
申
請
書

居
室
の
天
井
高
さ
2
.1
m
以
上
を
記
載
（
平
面
図
に
記
載
し
て
も
可
）

⑧
�⑩

7
8
2

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
消
火
設
備
の

配
置

令
1
12

求
積
図

各
階
平
面
図

自
動
式
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
を
設
け
た
範
囲
を
求
積
図
に
記
載

①

7
8
3

防
火
設
備
の
位
置
及
び
種
別
並
び

に
戸
の
位
置

令
1
1
2
各
階
平
面
図

建
具
表

防
火
設
備
の
位
置
と
当
該
防
火
設
備
の
凡
例
を
記
載

⑦

7
8
4

防
火
区
画
の
位
置
及
び
面
積

令
1
1
2
各
階
平
面
図

求
積
図

仕
上
表

面
積
、
高
層
、
竪
穴
、
異
種
用
途
区
画
に
対
応
す
る
凡
例
を
記
載

防
火
区
画
が
規
定
の
面
積
以
内
で
あ
る
こ
と
を
求
積
図
な
ど
に
記
載

防
火
区
画
の
た
だ
し
書
を
適
用
す
る
場
合
は
そ
の
措
置
を
記
載

ス
パ
ン
ド
レ
ル
の
位
置
と
当
該
ス
パ
ン
ド
レ
ル
の
凡
例
を
記
載

①
�③
�④

⑦
�⑩

7
8
7

令
第
1
1
2
条
第
1
8
項
に
規
定
す
る
区

画
に
用
い
る
壁
の
構
造

令
1
1
2
各
階
平
面
図

異
種
用
途
区
画
の
位
置
を
記
載
（
凡
例
を
記
載
）

⑦

7
8
8

令
第
1
1
2
条
第
1
6
項
に
規
定
す
る
外

壁
の
位
置
及
び
構
造

令
1
12

断
面
図

立
面
図

層
間
区
画
、
ス
パ
ン
ド
レ
ル
の
位
置
と
当
該
部
分
の
凡
例
を
記
載
（
立
面
図
で
も

可
）

⑦
�⑩

7
8
9

令
第
1
1
2
条
第
1
8
項
に
規
定
す
る
区

画
に
用
い
る
床
の
構
造

令
1
1
2
断
面
図

異
種
用
途
区
画
の
位
置
を
記
載
（
凡
例
を
記
載
）

⑦
�⑩

7
9
0

耐
火
構
造
等
の
構
造
詳
細
図

主
要
構
造
部
及
び
防
火
設
備
の
断

面
の
構
造
、
材
料
の
種
別
及
び
寸
法
令
1
1
2
耐
火
構
造
等
の
詳
細
図

建
具
表

防
火
区
画
に
用
い
ら
れ
る
主
要
構
造
部
の
耐
火
構
造
等
の
断
面
構
造
（
材
料
の

種
別
、
寸
法
な
ど
）
の
記
載
。
防
火
設
備
の
告
示
番
号
（
大
臣
認
定
品
は
認
定
番

号
）を
記
載
。

③
�④
�⑦

⑩

7
9
0
-
2

令
第
1
12
条
第
4項
の
規
定
に
適
合

す
る
こ
と
の
確
認
に
必
要
な
図
書

令
第
1
1
2
条
第
4
項
に
規
定
す
る
防
火

上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
部
分
に
該
当
す
る

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事

項

令
1
12

各
階
平
面
図

断
面
図

求
積
図

防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
の
適
用
除
外
（
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
設
置
部

分
）
に
関
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載

防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
部
分
に
該
当
す
る
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

①
�③
�④

⑩

7
9
1
-
1

令
第
1
12
条
第
18
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
適
合
す
る
こ
と
の
確
認
に
必
要

な
図
書

令
第
1
1
2
条
第
1
8
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

令
1
12

各
階
平
面
図

「
警
報
設
備
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
の
基
準
を
定
め
る
件
」

（
R
2
年
国
交
告
2
5
0
号
）
を
適
用
す
る
場
合
、
構
造
方
法
を
記
載

⑦

7
9
3

耐
火
構
造
等
の
構
造
詳
細
図

主
要
構
造
部
、
天
井
及
び
防
火
設
備

の
断
面
の
構
造
、
材
料
の
種
別
及
び

寸
法

令
1
12

各
階
平
面
図

建
具
表

凡
例
（
防
火
設
備
の
告
示
番
号
（
大
臣
認
定
品
は
認
定
番
号
）
）
を
記
載

③
�④
�⑦

⑩

令
第
５
章
第
６
節
�敷

地
内
の
避
難
上
及

び
消
火
上
必
要
な

通
路
等

非
常
用
の
排
煙
設
備
の
構
造
詳
細

図

法
第
3
5
条
の
２
（
特
殊
建
築
物

等
の
内
装
）

各
階
平
面
図

法
第
3
5
条
の
３
（
無
窓
の
居
室

等
の
主
要
構
造
部
）

令
第
２
章
第
２
節

居
室
の
天
井
の
高

さ
、
床
の
高
さ
及
び

防
湿
方
法

令
第
1
1
2
条
（
防
火

区
画
）
第
１
項
か
ら
第

18
項
ま
で

各
階
平
面
図

二
面
以
上
の
断
面
図

令
第
1
1
2条
第
1
9
項

第
１
号

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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意
匠

設
備

（Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

（
Ⅱ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

7
9
6

耐
火
構
造
等
の
構
造
詳
細
図

防
火
設
備
の
構
造
、
材
料
の
種
別
及

び
寸
法
並
び
に
戸
の
構
造

令
1
1
2
各
階
平
面
図

建
具
表

凡
例
（
防
火
設
備
の
告
示
番
号
（
大
臣
認
定
品
は
認
定
番
号
）
）
を
記
載

③
�④
�⑦

8
0
5

確
認
申
請
書

用
途
、
建
築
面
積
な
ど

令
1
1
4
確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

①
�⑦
�⑧

8
0
8

界
壁
又
は
防
火
上
主
要
な
間
仕
切

壁
の
位
置

令
1
1
4
各
階
平
面
図

界
壁
又
は
防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
の
位
置
と
当
該
部
分
の
凡
例
を
記
載

④
�⑦

8
0
9

強
化
天
井
の
位
置

令
1
14

各
階
平
面
図

強
化
天
井
の
位
置
、
構
造
の
記
載
（
令
1
1
2
条
4項
1号
、
2
号
）

⑦

8
1
0

令
第
1
14
条
第
1項
又
は
第
2
項
の
規

定
に
適
合
す
る
こ
と
の
確
認
に
必
要

令
1
14

各
階
平
面
図

断
面
図

№
8
0
8
、
№
8
1
9
で
確
認
可

④
�⑦

8
1
1

界
壁
、
防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
又

は
隔
壁
を
貫
通
す
る
風
道
に
設
け
る

防
火
設
備
の
位
置

令
1
14

各
階
平
面
図

ダ
ク
ト
平
面
図
で
ダ
ク
ト
経
路
、
11
4
条
区
画
貫
通
位
置
及
び
ダ
ン
パ
ー
種
別
を
記

載
。

⑦

8
1
3

建
築
面
積
求
積
図

建
築
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築

物
の
各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

令
1
1
4
各
階
平
面
図

求
積
図

建
築
面
積
30
0
㎡
を
超
え
る
木
造
隔
壁
の
位
置
を
記
載

①
�⑦

8
1
4
b

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
3
6

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①
�⑦

8
1
5
c

小
屋
組
の
構
造

⑦

8
1
6

界
壁
、
防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
又

は
隔
壁
の
位
置

令
1
14

断
面
図

界
壁
,防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
又
は
隔
壁
の
位
置
と
当
該
部
分
仕
様
及
び
小

屋
裏
ま
で
達
す
る
旨
を
凡
例
に
記
載
（
特
記
で
も
可
）

⑦
�⑩

8
1
9

耐
火
構
造
等
の
構
造
詳
細
図

界
壁
、
防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
又

は
隔
壁
の
断
面
及
び
防
火
設
備
の

構
造
、
材
料
の
種
別
及
び
寸
法

令
1
1
4
耐
火
構
造
等
の
詳
細
図

令
1
1
4
条
区
画
に
用
い
ら
れ
る
主
要
構
造
部
の
耐
火
構
造
等
の
断
面
構
造
（
材
料

の
種
別
、
寸
法
な
ど
）
の
記
載
。
防
火
設
備
の
告
示
番
号
（
大
臣
認
定
品
は
認
定

番
号
）
を
記
載
。

④
�⑦
�⑩

8
1
9
-
1

令
第
1
14
条
第
1項
の
規
定
に
適
合

す
る
こ
と
の
確
認
に
必
要
な
図
書

令
第
1
1
4
条
第
1
項
に
規
定
す
る
防
火

上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
部
分
に
該
当
す
る

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事

項

令
1
14

各
階
平
面
図

断
面
図

求
積
図

・
防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
の
適
用
除
外
（
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
設
置

部
分
）
に
関
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載

・
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
部
分
に
該
当
す
る

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

①
�③
�④

⑩

8
1
9
-
2

令
第
1
14
条
第
2項
の
規
定
に
適
合

す
る
こ
と
の
確
認
に
必
要
な
図
書

令
第
1
1
4
条
第
2
項
に
規
定
す
る
防
火

上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
部
分
に
該
当
す
る

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事

項

令
1
14

各
階
平
面
図

断
面
図

求
積
図

・
防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
の
適
用
除
外
（
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
設
置

部
分
）
に
関
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審
査
に
必
要
な
事
項
を
記
載

・
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
部
分
に
該
当
す
る

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

①
�③
�④

⑩

8
2
7

各
階
平
面
図

便
所
に
設
け
る
採
光
及
び
換
気
の
た

め
直
接
外
気
に
接
す
る
窓
の
位
置
又

は
当
該
窓
に
代
わ
る
設
備
の
位
置
及

び
構
造

令
2
8条

各
階
平
面
図

通
常
、
照
明
設
備
、
換
気
設
備
で
対
応
し
て
い
る
（
戸
建
て
で
あ
れ
ば
窓
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
）

窓
に
代
わ
る
設
備
を
設
け
る
場
合
、
水
洗
便
所
、
換
気
設
備
、
照
明
設
備
を
記

載
。

②

8
3
0
a

水
洗
便
所
以
外
の
大
便
所
に
設
け
る

窓
そ
の
他
換
気
の
た
め
の
開
口
部
の

構
造

②

8
5
4
a

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
定
式

法
3
6

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

9
0
1
a

確
認
申
請
書

階
数

令
第

12
9
条
の

２
の
6

確
認
申
請
書

地
階
を
除
く
階
数
が
11
以
上
で
あ
る
か
を
確
認

⑧

9
1
1

床
面
積
求
積
図

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
機
械
室
の
床
面
積

及
び
昇
降
路
の
水
平
投
影
面
積
の

求
積
に
必
要
な
建
築
物
の
各
部
分
の

寸
法
及
び
算
式

令
1
29

条
の
7
各
階
平
面
図

機
械
室
の
床
面
積
が
、
昇
降
路
の
水
平
投
影
面
積
の
2
倍
以
上
で
あ
る
こ
と
を
記

載
。

①

9
3
3
a

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の
床
面
積

①

9
5
4
a

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段
面
の
水
平

投
影
面
積

①

法
第
3
6

条
（
こ
の

章
の
規

定
を
実

施
し
、
又

は
補
足

す
る
た
め

必
要
な

技
術
的

基
準
）

令
第
1
1
4
条
（
建
築

物
の
界
壁
、
間
仕
切

壁
及
び
隔
壁
）

各
階
平
面
図

二
面
以
上
の
断
面
図

令
第
1
1
2
条
第
1
9
項

第
２
号

令
第
2
8
条
（
便
所
の

採
光
及
び
換
気
）か

ら
令
第
3
1
条
（
改
良

便
槽
）
ま
で
、
令
第

33
条
（
漏
水
検
査
）

及
び
令
第
3
4条
（便

所
と
井
戸
と
の
距
離
）
便
所
の
構
造
詳
細
図

令
第
1
2
9
条
の
２
の
４

給
水
、
排
水
そ
の
他

の
配
管
設
備
の
設

置
及
び
構
造
）

令
第
1
2
9
条
の
２
の
６

（冷
却
塔
設
備
）

令
第
1
2
9
条
の
３
第
１

項
第
１
号
及
び
第
２

項
第
１
号
（適
用
の

範
囲
）
並
び
に
令
第

12
9
条
の
４
（
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
の
構
造
上

主
要
な
部
分
）か
ら

令
第
1
2
9
条
の
11

（適
用
の
除
外
）

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
荷
重
を
算
定
し
た

際
の
計
算
書

令
第
1
2
9
条
の
３
第
１

項
第
２
号
及
び
第
２

項
第
２
号
並
び
に
令

第
1
29
条
の
1
2
（エ
ス

カ
レ
ー
タ
ー
の
構

造
）

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
荷
重
を
算
定
し

た
際
の
計
算
書

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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意
匠

設
備

（Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

（
Ⅱ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

9
6
3

非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
乗
降
ロ

ビ
ー
の
位
置

令
1
29

条
の
1
3
各
階
平
面
図

乗
降
ロ
ビ
ー
で
あ
る
旨
、
耐
火
構
造
の
床
・
壁
で
区
画
さ
れ
て
い
る
旨
（凡
例
）
、
乗

降
ロ
ビ
ー
の
面
積
を
記
載

①
�③
�⑦

9
6
4
c

バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
外
気
に
向
か
っ
て

開
く
こ
と
が
で
き
る
窓
若
し
く
は
排
煙

令
1
29

条
の
1
3

開
放
性
の
あ
る
バ
ル
コ
ニ
ー
で
あ
る
構
造
、
外
気
に
向
か
っ
て
開
く
窓
の
位
置
・
構

造
と
大
き
さ
、
又
は
排
煙
設
備
を
記
載

②

9
6
6

非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
乗
降
ロ

ビ
ー
の
床
及
び
壁
（
窓
若
し
く
は
排
煙

設
備
又
は
出
入
口
を
除
く
。
）
の
構
造

令
1
29

条
の
1
3

の
3

各
階
平
面
図

凡
例
を
記
載

②

9
7
2

非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
の

床
及
び
壁
（
乗
降
ロ
ビ
ー
に
通
ず
る

出
入
口
及
び
機
械
室
に
通
ず
る
鋼

索
、
電
線
そ
の
他
の
も
の
の
周
囲
を

除
く
。
）
の
構
造

令
1
29

条
の
1
3

の
3

各
階
平
面
図

仕
上
表

非
常
用
E
V
２
基
以
内
ご
と
の
耐
火
構
造
区
画
、
昇
降
路
内
の
内
装
を
記
載

③
�⑦

9
7
5

床
面
積
求
積
図

非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
乗
降
ロ

ビ
ー
の
床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建

築
物
の
各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

令
1
29

条
の
1
3

の
3

求
積
図

各
階
平
面
図

非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
台
数
、
乗
降
ロ
ビ
ー
の
面
積
を
記
載

①

9
8
4
-
1

令
第
1
2
9
条
の
1
3
の
3第
13
項
の
規

定
に
適
合
す
る
こ
と
の
確
認
に
必
要

な
図
書

令
第
1
2
9
条
の
1
3
の
３
第
1
３
項
に
規

定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審
査

に
必
要
な
事
項

令
1
29

条
の
1
3

の
3

仕
様
書

各
階
平
面
図

構
造
詳
細
図

外
気
に
向
か
っ
て
開
く
こ
と
の
で
き
る
窓
、
又
は
排
煙
設
備
を
記
載
。

②

9
9
3

確
認
申
請
書

都
市
計
画
区
域
及
び
準
都
市
計
画

区
域
の
内
外
の
別
等

法
4
1条

の
2

確
認
申
請
書

都
市
計
画
区
域
、
準
都
市
計
画
区
域
内
外
の
別
を
確
認

⑧

9
9
4

確
認
申
請
書

道
路
、
許
可
・
認
定
な
ど

法
4
3

確
認
申
請
書

確
認
申
請
書
の
記
載
内
容
を
確
認

⑧
1
0
0
8
a

確
認
申
請
書

許
可
・
認
定
等

当
該
許
可
又
は
認
定
等
の
年
月
日
及
び
番
号
を
記
載
（写
し
を
添
付
）

⑧
1
0
2
5
a

確
認
申
請
書

主
要
用
途

審
査
要
件
に
該
当
し
な
い

⑧
1
0
4
4

確
認
申
請
書

用
途
地
域
な
ど

法
4
8

確
認
申
請
書

確
認
申
請
書
の
記
載
内
容
を
確
認

⑧

1
0
5
2

用
途
地
域
の
境
界
線

法
4
8

配
置
図

求
積
図

各
境
界
線
の
位
置
、
用
途
地
域
の
境
界
線
、
用
途
地
域
（
無
指
定
含
む
）
ご
と
の

敷
地
求
積
図
、
工
作
物
（
機
械
式
自
動
車
駐
車
場
（
築
造
面
積
））
を
記
載

①

1
0
5
4
a

各
室
の
用
途
及
び
床
面
積

法
4
8

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

1
0
5
4
-
1

法
4
8

各
階
平
面
図

求
積
図

用
途
地
域
（
無
指
定
も
含
む
）
の
建
築
物
用
途
規
制
に
対
し
て
、
建
築
物
用
途
（２

以
上
の
建
築
物
用
途
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
用
途
ご
と
）
の
延
べ
面
積
、
階

に
お
け
る
建
築
物
用
途
を
確
認

①

1
0
5
5
a

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
4
8

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載
（
床
面
積
）

①

1
0
6
2
a

確
認
申
請
書

そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は

法
5
1

確
認
申
請
書

確
認
申
請
書
の
記
載
内
容
を
確
認

⑧

1
0
7
3
a

卸
売
市
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建

築
物
調
書

法
第
5
1
条
に
規
定
す
る
建
築
物
の
用

途
及
び
規
模

法
5
1

配
置
図

各
階
平
面
図

求
積
図

都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
用
途
及
び
規
模
を
記
載
（
又
は
卸

売
市
場
等
の
調
書
）

法
第
5
1
条
た
だ
し
書
前
段
の
許
可
書
の
写
し

法
第
5
1
条
た
だ
し
書
後
段
の
政
令
で
定
め
る
用
途
及
び
規
模
の
範
囲
内
で
あ
る

こ
と
を
記
載
（
又
は
卸
売
市
場
等
の
調
書
）

①

1
0
7
5

確
認
申
請
書

延
べ
面
積
な
ど

法
5
2

確
認
申
請
書

確
認
申
請
書
の
記
載
内
容
を
確
認

①
�⑧

1
0
8
0

敷
地
の
位
置

法
5
2

付
近
見
取
図

方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物
、
敷
地
の
位
置
（
容
積
率
）
を
確
認

容
積
率
の
異
な
る
区
域
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記
載

①

1
0
8
4

敷
地
境
界
線
、
敷
地
内
に
お
け
る
建

築
物
の
位
置
及
び
申
請
に
係
る
建
築

物
と
他
の
建
築
物
と
の
別

法
5
2

配
置
図

表
１

①

1
0
8
5

指
定
さ
れ
た
容
積
率
の
数
値
の
異
な

る
地
域
の
境
界
線

法
5
2

配
置
図

指
定
さ
れ
た
容
積
率
の
数
値
の
異
な
る
地
域
の
境
界
線
を
記
載

①

1
0
8
6

敷
地
の
接
す
る
道
路
の
位
置
、
幅
員

及
び
種
類

法
5
2

配
置
図

表
１

①

1
0
8
7

法
第
5
2
条
第
12
項
の
壁
面
線
等

法
52

配
置
図

法
第
5
2
条
第
1
2
項
の
壁
面
線
等
を
記
載

①

1
0
8
8

令
第
1
3
5
条
の
1
9
に
掲
げ
る
建
築
物

の
部
分
の
位
置
、
高
さ
及
び
構
造

法
5
2

配
置
図

容
積
率
の
算
定
に
当
た
り
建
築
物
か
ら
除
か
れ
る
部
分
（
法
第
5
2
条
第
12
項
→
令

第
1
3
5
条
の
1
9
）
の
位
置
、
高
さ
及
び
構
造
を
記
載

①

1
0
9
0

各
室
の
用
途
及
び
床
面
積

法
5
2

各
階
平
面
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載
（
各
室
用
途
面
積
）

①

1
0
9
0
-
1

蓄
電
池
設
置
部
分
、
自
家
発
電
設
備

設
置
部
分
、
貯
水
槽
設
置
部
分
又
は

宅
配
ボ
ッ
ク
ス
設
置
部
分
の
位
置

法
5
2

各
階
平
面
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載
（
各
室
用
途
面
積
）
に

記
載
し
て
い
る
、
法
第
5
2
条
の
緩
和
を
適
用
す
る
室
名
を
記
載

①

1
0
9
1

床
面
積
求
積
図

蓄
電
池
設
置
部
分
、
自
家
発
電
設
備

設
置
部
分
、
貯
水
槽
設
置
部
分
又
は

宅
配
ボ
ッ
ク
ス
設
置
部
分
の
床
面
積

の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の
各
部
分

の
寸
法
及
び
算
式

法
5
2

求
積
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載
（
床
面
積
）

①

1
0
9
4

各
階
の
床
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い

場
合
は
、
屋
根
）
の
高
さ

法
5
2

断
面
図

№
10
9
6
で
算
出
し
た
地
盤
面
を
、
各
階
の
床
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
は
、

屋
根
）
の
高
さ
と
併
せ
て
記
載
（地
階
緩
和
の
場
合
）

①
�⑩

1
0
9
5

敷
地
面
積
求
積
図

敷
地
面
積
の
求
積
に
必
要
な
敷
地
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
5
2

求
積
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載
（
敷
地
面
積
）

①

1
0
9
6

建
築
物
が
周
囲
の
地
面
と
接
す
る
各

位
置
の
高
さ

法
5
2

平
均
地
盤
面
算
定
図

平
均
地
盤
面
算
定
に
よ
り
、
地
階
で
あ
る
こ
と
（
地
面
の
接
す
る
位
置
：
当
該
階
の

周
長
1
/
2
、
平
均
地
盤
面
：地
盤
面
下
1/
3以
上
）
の
算
式
（
地
階
緩
和
の
場
合
）
①
�⑪

法
第
4
1
条
の
２

令
第
1
2
9
条
の
1
3
の

２
（
非
常
用
の
昇
降

機
の
設
置
を
要
し
な

い
建
築
物
）及
び
令

第
1
29
条
の
1
3
の
３

（非
常
用
の
昇
降
機

の
設
置
及
び
構
造
）

各
階
平
面
図

法
第
4
4
条

法
第
4
3
条

法
第
4
8
条

配
置
図

各
階
平
面
図

法
第
4
7
条

法
第
5
2
条

付
近
見
取
図

配
置
図

各
階
平
面
図

二
面
以
上
の
断
面
図

地
盤
面
算
定
表

法
第
5
1
条
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意
匠

設
備

（Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

（
Ⅱ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

1
0
9
9
a

法
第
5
2
条
第
８
項
第
２
号
に
規
定
す

る
空
地
の
面
積
及
び
位
置

法
5
2

そ
の
他

配
置
図

法
第
5
2
条
第
８
項
第
２
号
に
規
定
す
る
空
地
の
面
積
及
び
位
置
、
道
路
に
接
し
て

有
効
な
部
分
の
面
積
及
び
位
置
、
敷
地
内
に
お
け
る
工
作
物
の
位
置
、
敷
地
内

の
空
地
の
規
模
等
（
令
第
13
5
条
の
1
7第
３
項
の
表
（
い
）
欄
各
項
に
掲
げ
る
地
域

の
境
界
線
）
を
示
し
た
専
用
の
図
面
に
記
載
（
配
置
図
で
も
可
）

算
定
式
を
記
載

①

1
1
0
0
a

道
路
に
接
し
て
有
効
な
部
分
の
面
積

及
び
位
置

同
上

①

1
1
0
8

確
認
申
請
書

建
築
面
積
な
ど

法
5
3

確
認
申
請
書

確
認
申
請
書
の
記
載
内
容
（
角
地
な
ど
の
緩
和
条
件
も
）
を
確
認

①
�⑧

1
1
2
1

敷
地
面
積
求
積
図

敷
地
面
積
の
求
積
に
必
要
な
敷
地
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
5
3

求
積
図

各
階
平
面
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載
（
敷
地
面
積
）

①

1
1
2
2

建
築
面
積
求
積
図

建
築
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築

物
の
各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
5
3

求
積
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載
（
建
築
面
積
）

①

1
1
2
5
a

確
認
申
請
書

敷
地
面
積
な
ど

法
5
3条

の
2

確
認
申
請
書

確
認
申
請
書
の
記
載
内
容
を
確
認

①
�⑧

1
1
3
2
a

敷
地
面
積
求
積
図

敷
地
面
積
の
求
積
に
必
要
な
敷
地
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
5
3条

の
2

求
積
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載
（
敷
地
面
積
）

①

1
1
3
5
a

用
途
地
域
の
境
界
線

法
5
3条

の
2

配
置
図

用
途
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
で
定
め
ら
れ
た
敷
地
面
積
を
記
載
（
２
以
上
の
地

域
に
ま
た
が
る
場
合
の
み
）

①

1
1
4
0
a

確
認
申
請
書

用
途
地
域
な
ど

法
5
4

確
認
申
請
書

確
認
申
請
書
の
記
載
内
容
を
確
認

⑧

1
1
5
0
a

令
第
1
3
5
条
の
2
1
に
掲
げ
る
建
築
物

又
は
そ
の
部
分
の
用
途
、
高
さ
及
び

床
面
積

法
5
4

配
置
図

立
面
図

一
低
層
、
二
低
層
又
は
田
園
内
に
お
け
る
外
壁
の
後
退
距
離
に
対
す
る
制
限
の

緩
和
（
令
第
1
35
条
の
2
1
）を
適
用
す
る
建
築
物
又
は
そ
の
部
分
の
用
途
、
高
さ
及

び
床
面
積
を
記
載

①
�⑩

1
1
5
2
a

確
認
申
請
書

用
途
地
域
な
ど

法
5
5

確
認
申
請
書

確
認
申
請
書
の
記
載
内
容
を
確
認

⑧
1
1
7
1

確
認
申
請
書

用
途
地
域
な
ど

法
5
6

確
認
申
請
書

確
認
申
請
書
の
記
載
内
容
を
確
認

⑧

1
1
8
5

令
第
1
3
0
条
の
1
2
に
掲
げ
る
建
築
物

の
部
分
の
用
途
、
位
置
、
高
さ
、
構
造

及
び
床
面
積

法
5
6

配
置
図

＜
道
路
＞

・
当
該
前
面
道
路
に
お
け
る
最
小
後
退
距
離
の
緩
和
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
距
離

・
上
記
緩
和
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
令
1
3
0
条
の
1
2（
門
塀
等
の
高
さ
な
ど
）

が
、
当
該
規
定
に
適
合
す
る
旨

を
記
載

①
�⑩

1
1
9
5
a

各
室
の
用
途
及
び
床
面
積

法
5
6

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

1
1
9
6
a

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
5
6

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

1
2
0
8
a

令
第
1
3
0
条
の
1
2
に
掲
げ
る
建
築
物

の
部
分
の
用
途
、
位
置
、
高
さ
、
構
造

及
び
床
面
積

法
5
6

①

1
2
9
3

確
認
申
請
書

そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は

街
区

法
5
6条

の
2

確
認
申
請
書

【
3
-5
．
そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は
街
区
】
に
規
制
時
間
及
び
測
定
面
の

高
さ
を
記
載

⑧
�⑩

1
3
3
4
a

確
認
申
請
書

主
要
用
途

⑧

1
3
4
6
a

確
認
申
請
書

そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は

街
区

⑧

1
3
5
4
a

確
認
申
請
書

そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は

街
区

⑧

1
3
7
3
a

確
認
申
請
書

そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は

街
区

⑧

1
3
7
4
a

敷
地
面
積

①
1
3
7
6
a

建
築
面
積

①

1
3
8
3
a

敷
地
面
積
求
積
図

敷
地
面
積
の
求
積
に
必
要
な
敷
地
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

1
3
8
4
a

建
築
面
積
求
積
図

建
築
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築

物
の
各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

1
3
8
6
a

確
認
申
請
書

そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は

街
区

法
5
8

確
認
申
請
書

【
3
-5
．
そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は
街
区
】
に
当
該
高
度
地
区
の
規
制
を

記
載

⑧

1
4
0
4
a

確
認
申
請
書

そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は

⑧
1
4
0
7
a

敷
地
面
積

①
1
4
0
8
a

建
築
面
積

①

1
4
2
4
a

敷
地
面
積
求
積
図

敷
地
面
積
の
求
積
に
必
要
な
敷
地
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

1
4
2
5
a

建
築
面
積
求
積
図

建
築
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築

物
の
各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

1
4
2
9
a

確
認
申
請
書

許
可
・
認
定
等

確
認
申
請
書

【
3
-1
4
．
許
可
・
認
定
等
】
に
当
該
許
可
又
は
認
定
等
の
年
月
日
及
び
番
号
を
記

載
⑧

法
第
5
3
条
の
２

配
置
図

第
８
項

法
第
5
2条
第
８
項
第
２
号
に
規
定
す

る
空
地
の
う
ち
道
路
に
接
し
て
有
効

な
部
分
（
以
下
「
道
路
に
接
し
て
有

効
な
部
分
」
と
い
う
。
）
の
配
置
図

法
第
5
3
条

法
第
5
6
条

配
置
図

各
階
平
面
図

二
面
以
上
の
断
面
図

法
第
5
4
条

配
置
図

法
第
5
5
条

法
第
5
6
条
の
２

法
第
5
7
条
の
２

法
第
5
7
条
の
４

法
第
5
7
条

法
第
5
9
条

法
第
5
7
条
の
５

法
第
5
8
条

法
第
5
9
条
の
２
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意
匠

設
備

（Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

（
Ⅱ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

1
4
3
1
a

確
認
申
請
書

⑧
1
4
5
3
a

各
室
の
用
途
及
び
床
面
積

法
6
0

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

1
4
5
4
a

敷
地
面
積
求
積
図

敷
地
面
積
の
求
積
に
必
要
な
敷
地
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

1
4
5
5
a

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
6
0

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

1
4
5
8
a

確
認
申
請
書

⑧

1
4
8
3
a

敷
地
面
積
求
積
図

敷
地
面
積
の
求
積
に
必
要
な
敷
地
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

1
4
8
4
a

建
築
面
積
求
積
図

建
築
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築

物
の
各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

1
4
9
0
a

敷
地
面
積
求
積
図

敷
地
面
積
の
求
積
に
必
要
な
敷
地
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

1
4
9
1
a

建
築
面
積
求
積
図

建
築
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築

物
の
各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

1
4
9
3

確
認
申
請
書

防
火
地
域
、
延
べ
面
積
、
階
数
な
ど
法
6
1

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

①
�⑧

1
5
0
1

耐
力
壁
及
び
非
耐
力
壁
の
位
置

法
6
1

各
階
平
面
図

耐
力
壁
及
び
非
耐
力
壁
の
別
（
記
載
が
な
く
て
も
適
合
す
る
こ
と
が
分
か
れ
ば
記

載
不
要
）
及
び
主
要
構
造
部
に
該
当
す
る
間
仕
切
壁
等
の
位
置
を
記
載

延
焼
防
止
建
築
物
の
場
合
は
、
防
火
区
画
及
び
面
積
を
記
載

①
�④
�⑦

1
5
0
4

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
6
1

求
積
図

防
火
、
準
防
火
地
域
内
に
お
け
る
耐
火
性
能
の
別
を
確
認

延
焼
防
止
建
築
物
の
場
合
は
、
防
火
区
画
面
積
を
記
載

①
�④
�⑦

1
5
0
5

二
面
以
上
の
立
面
図

開
口
部
の
面
積
、
位
置
、
構
造
、
形

状
及
び
寸
法

法
6
1

立
面
図

延
焼
防
止
建
築
物
、
準
延
焼
防
止
建
築
物
に
お
け
る
開
口
率
制
限
の
適
用
を
受

け
る
場
合
に
記
載

①

1
5
0
6
a

換
気
口
の
位
置
及
び
面
積

法
6
1

各
階
平
面
図

断
面
図

各
階
平
面
図
（
換
気
設
備
図
）
に
防
火
ダ
ン
パ
ー
を
記
載

床
下
換
気
口
の
措
置
を
記
載

①
�④

1
5
0
7
a

窓
の
位
置
及
び
面
積

法
6
1

各
階
平
面
図
又
は
立
面
図
に
記
載
済

①
1
5
1
4

確
認
申
請
書

防
火
地
域
な
ど

法
6
2

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

⑧
1
5
1
7
c

確
認
申
請
書

防
火
地
域

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

⑧
1
5
2
0
a

確
認
申
請
書

防
火
地
域

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

⑧
1
5
2
4
a

確
認
申
請
書

防
火
地
域

法
6
5

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

⑧

1
5
5
4
a

確
認
申
請
書

そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は

街
区

⑧

1
5
7
6
a

確
認
申
請
書

そ
の
他
の
区
域
、
地
域
、
地
区
又
は

街
区

⑧

1
5
7
7
a

敷
地
面
積

①

1
5
9
5
a

敷
地
面
積
求
積
図

敷
地
面
積
の
求
積
に
必
要
な
敷
地
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

1
6
0
1
a

確
認
申
請
書

許
可
・
認
定
等

確
認
申
請
書

【
3
-1
4
．
許
可
・
認
定
等
】
に
当
該
許
可
又
は
認
定
等
の
年
月
日
及
び
番
号
を
記

載
⑧

1
6
0
3
a

確
認
申
請
書

許
可
・
認
定
等

確
認
申
請
書

【
3
-1
4
．
許
可
・
認
定
等
】
に
当
該
許
可
又
は
認
定
等
の
年
月
日
及
び
番
号
を
記

載
⑧

1
6
0
5
a

確
認
申
請
書

許
可
・
認
定
等

確
認
申
請
書

【
3
-
14
．
許
可
・
認
定
等
】
に
当
該
許
可
又
は
認
定
等
の
年
月
日
及
び
番
号
を
記

載
⑧

1
6
0
7
a

確
認
申
請
書

許
可
・
認
定
等

確
認
申
請
書

【
3
-1
4
．
許
可
・
認
定
等
】
に
当
該
許
可
又
は
認
定
等
の
年
月
日
及
び
番
号
を
記

載
⑧

1
6
0
9
a

確
認
申
請
書

許
可
・
認
定
等

確
認
申
請
書

【
3
-
14
．
許
可
・
認
定
等
】
に
当
該
許
可
又
は
認
定
等
の
年
月
日
及
び
番
号
を
記

載
⑧

1
6
1
1
a

確
認
申
請
書

許
可
・
認
定
等

確
認
申
請
書

【
3
-
14
．
許
可
・
認
定
等
】
に
当
該
許
可
又
は
認
定
等
の
年
月
日
及
び
番
号
を
記

載
⑧

1
6
1
3
a

確
認
申
請
書

許
可
・
認
定
等

確
認
申
請
書

⑧

1
6
1
8
a

確
認
申
請
書

防
火
地
域

法
8
4条

の
2

確
認
申
請
書

適
用
さ
れ
る
建
築
物
か
ど
う
か
の
確
認

⑧

1
6
2
0
a

各
室
の
床
面
積

法
8
4条

の
2

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①

1
6
2
1
a

壁
及
び
開
口
部
の
位
置

法
8
4条

の
2

各
階
平
面
図

建
具
表

区
画
部
分
の
位
置
、
開
放
部
分
の
記
載

⑦

1
6
2
3
a

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
8
4条

の
2

求
積
図

各
室
、
各
居
室
の
求
積
図
（
防
火
区
画
も
兼
ね
る
）、
Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①
�⑦

1
6
2
6
a

柱
、
は
り
、
外
壁
及
び
屋
根
の
断
面

の
構
造
及
び
材
料
の
種
別

法
8
4条

の
2

耐
火
構
造
等
の
詳
細
図

耐
火
構
造
等
の
構
造
詳
細
を
記
載

④
�⑦
�⑩

1
6
4
7
a

敷
地
面
積
求
積
図

敷
地
面
積
の
求
積
に
必
要
な
敷
地
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

1
6
4
8
a

建
築
面
積
求
積
図

建
築
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築

物
の
各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

法
第
6
0
条
の
２

法
第
6
0
条

各
階
平
面
図

法
第
6
0

条
の
3

第
1
項
た
だ
し
書

法
第
6
1

条
本
文

各
階
平
面
図

二
面
以
上
の
断
面
図

法
第
6
8
条

法
第
6
2
条

法
第
6
3
条

法
第
6
4
条

法
第
6
5
条

法
第
6
7
条

法
第
6
8
条
の
５
の
５

法
第
6
8
条
の
５
の
６

法
第
6
8
条
の
７

法
第
8
4
条
の
２

各
階
平
面
図

耐
火
構
造
等
の
構
造
詳
細
図

法
第
6
8
条
の
３

法
第
6
8
条
の
４

法
第
6
8
条
の
５
の
２

法
第
6
8
条
の
５
の
３

令
第
1
3
7
条
の
７
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意
匠

設
備

（Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

（
Ⅱ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

1
6
5
4
a

敷
地
面
積
求
積
図

敷
地
面
積
の
求
積
に
必
要
な
敷
地
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

1
6
5
5
a

建
築
面
積
求
積
図

建
築
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築

物
の
各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

①

1
6
7
9
a

構
造
詳
細
図

映
写
室
の
壁
、
柱
、
床
及
び
天
井
の

断
面
の
構
造
、
材
料
の
種
別
及
び
寸

法
⑦
�⑩

1
6
8
5
a

屋
外
広
告
物
法
第
５
条
の
条
例
の

規
定
に
適
合
す
る
こ
と
の
確
認
に
必

要
な
図
書

当
該
条
例
で
定
め
ら
れ
た
制
限
に
係

る
広
告
物
の
形
状
、
面
積
、
意
匠
そ

の
他
表
示
の
方
法
又
は
掲
出
物
件

の
形
状
そ
の
他
設
置
の
方
法
に
関
す

る
事
項

①

1
7
6
5
b

使
用
建
築
材
料
表

令
第
1
0
8
条
の
３
第
２
項
第
１
号
に
規

定
す
る
部
分
の
表
面
積
並
び
に
当
該

部
分
に
使
用
す
る
建
築
材
料
の
種
別

及
び
発
熱
量

①

1
7
7
6
a

防
火
区
画
の
位
置
及
び
面
積

令
1
29

そ
の
他

避
難
安
全
検
証
法
図
に
各
条
件
（
各
室
の
面
積
、
天
井
高
さ
、
内
装
、
積
載
可
燃

物
発
熱
量
、
防
火
設
備
の
位
置
・
構
造
な
ど
）
を
記
載

①
�④
�⑦

⑩

1
7
9
0
a

防
火
区
画
の
位
置
及
び
面
積

令
1
29
の

2
そ
の
他

避
難
安
全
検
証
法
図
に
各
条
件
（
各
室
の
面
積
、
天
井
高
さ
、
内
装
、
積
載
可
燃

物
発
熱
量
、
防
火
設
備
の
位
置
・
構
造
な
ど
）
を
記
載

①
�④
�⑦

⑩

令
第
1
3
7
条
の
９

屋
外
広
告
物
法
第
５
条

消
防
法
第
1
5条

令
第
1
2
9
条
の
2第
1
項
の
全
館

避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
全
館

避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
こ
と
を

確
か
め
た
建
築
物

全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
検

証
し
た
際
の
平
面
図

令
第
1
2
9
条
第
1
項
の
階
避
難
安

全
検
証
法
に
よ
り
階
避
難
安
全

性
能
を
有
す
る
こ
と
を
確
か
め
た

階
を
有
す
る
建
築
物

階
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
検
証
し

た
際
の
平
面
図

令
第
1
0
8
条
の
３
（
耐
火
建
築
物

の
主
要
構
造
部
に
関
す
る
技
術

的
基
準
）

■2.[一般建築]検討内容
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凡例素案（意匠）�令和元年度以降�建築基準法改正対応版 2021/3/4

図⾯に明⽰する凡例 ⻩⾊字は今回追記部分

図記号 ⽂字記号１ ⽂字記号２ ⽂字記号３

使⽤頻度が⾼

いと思われる

凡例

図記号を⽂字

化した場合の

凡例
※１

図記号を⽂字

化した場合の

凡例
※２

J-BIM研究会の

凡例
※３

��特 - 特定防⽕設備（令第112条第1項）

��防 [防] 防⽕設備（令第109条の2）

特□ [特] [特閉] 常時閉鎖式特定防⽕設備（令第112条第19項第1号）

特□_S [特]S [特閉S] 常時閉鎖式特定防⽕設備�遮煙性能（令第112条第19項第2号）

防□ [防] [防閉] 常時閉鎖式防⽕設備（令第112条第19項第1号）

防□_S [防]S [防閉S] 常時閉鎖式防⽕設備�遮煙性能（令第112条第19項第2号）

特○ (特) [特開] 随時閉鎖式（熱・煙感知）特定防⽕設備（令第112条第19項第1号）

特○_S (特)S [特開S] 随時閉鎖式（煙感知）特定防⽕設備�遮煙性能（令第112条第19項第2号）

防○ (防) [防開] 随時閉鎖式（熱・煙感知）防⽕設備（令第112条第19項第1号）

防○_S (防)S [防開S] 随時閉鎖式（煙感知）防⽕設備�遮煙性能（令第112条第19項第2号）

SS (SS) [SS特開] 随時閉鎖式（熱・煙感知）特定防⽕設備シャッター（令第112条第19項第1号）

SS_S (SS)S [SS特開S] 随時閉鎖式（煙感知）特定防⽕設備シャッター�遮煙性能（令第112条第19項第2号）

不□ [不] [不] 常時閉鎖式不燃⼾

不○ (不) [不S] - 随時閉鎖式（煙感知）不燃⼾

性能規定化により、防⽕設備の種別が増加していることから、下記のような凡例が案として考えられる。

��防● - - ●分間防⽕設備（以下、令第112条第12項に規定する10分間防⽕設備を例にとり表⽰する）

防○10 [防10] - - 常時閉鎖式10分間防⽕設備（令第112条第19項第1号）

防□10_S [防10]S - - 常時閉鎖式10分間防⽕設備�遮煙性能（令第112条第19項第2号）

防○10 (防10) - - 随時閉鎖式（熱・煙感知）10分間防⽕設備（令第112条第19項第1号）

防○10_S (防10)S - - 随時閉鎖式（煙感知）10分間防⽕設備�遮煙性能（令第112条第19項第2号）

FA＊＊㎡ [FA＊＊㎡] - 防⽕区画⾯積

SA＊＊㎡ [SA＊＊㎡] - 防煙区画⾯積

防⽕区画

防⽕上主要な間仕切壁

防煙区画

防煙垂れ壁

可動_垂壁 (垂壁) [可] 可動防煙垂れ壁

⾃然排煙

機械排煙

→ 煙排出⽅向

OP ●OP 排煙⼿動開放装置（⾼さ800から1500の間の位置）

※※※ �(令※） - 令第126条の2第1項第⼀号から第四号�/�※は⽂⾔⼜は該当番号

四ロ 建設省告⽰第1436号第四号ロ

四ハ 建設省告⽰第1436号第四号ハ

四ニ1 建設省告⽰第1436号第四号ニ(1)

四ニ2 建設省告⽰第1436号第四号ニ(2)

四ニ3 建設省告⽰第1436号第四号ニ(3)

四ニ4 建設省告⽰第1436号第四号ニ(4)

四ホ 建設省告⽰第1436号第四号ホ

歩⾏
歩⾏経路

（歩⾏距離）＜重複距離＞/（上段歩⾏距離）（下段重複距離）/ （距離）

��▼ ��▼進
⾮常⽤の進⼊⼝

（有効：幅75cm⾼さ1.2m以上、下端FL+80cm以下）

��▽ ��▽代
⾮常⽤の進⼊⼝に代わる開⼝部

（有効：幅75cm⾼さ1.2m以上⼜は1m以上内接円）

延焼 (3m)・(5m) 延焼のおそれのある部分

※５�防⽕設備と同様、準耐⽕構造において75分間準耐⽕構造なども加わっている。凡例にあっては特に定めず耐⽕構造等の詳細図で判断することとし、部位によって耐⽕構造等の詳細図

で審査すれば⾜りると考えている。

凡例の内容
「建防協」

の推奨案
※４

※１�⽂字数を少なくするため、アンダーバーを削除する⽅法もある。（例：特□_S→特□S）

※２�主に⽂字記号１の□を[�]、○を（�）及びSをsに変更している。

※３�J-BIM研究会を転記したもので、空欄は凡例を定めていない。

※４�20分間防⽕設備（屋内⾯に限る）は除く。

⾯

積

区

画

排

煙

進

⼊

⼝

防

⽕

⼾

・

不

燃

⼾

SS s

ロ

ハ

1

2

3

4

ホ

不

●OP

特

特

防

防

ｓ

ｓ

ｓ

ｓ

特

特

防

防

SS

不

FA:＊＊㎡

SA:＊＊㎡

可

四ニ３

四ニ２

四ニ１

四ニ４

四ホ

四ロ

四ハ

126‐2/1/※

③

②

①

④

（ホ）

（ロ）

（ハ）

（＊ｍ）

（＊ｍ）

（＊ｍ） （＊ｍ）＜＊ｍ＞ （＊ｍ）

特 1

特 2

防

防 1

防 2

1防 1防

2特

1特 1特

2防

SS� 1

SS� 2

不扉

ロ

ハ

ニ

ニ

ニ

ニ

ホ

-(1)

-(2)

-(3)

-(4)

（＊ｍ）

（＊ｍ）

OP

＊ｍ

＊ｍ

（H≧500⼜はH≧300+常閉⼜は煙感知器連動不燃⼾）

歩⾏距離＊m

重複＊m

防10 ｓ

防10

防10 ｓ

防10

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討

-336 -



設
備
�
テ
ー
マ
抽
出

※
構
造
は
、
平
成
1
9
年
国
交
告
88
5
号
に
基
づ
き
、
別
途
整
理

通
し
№

削

意
匠

設
備

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

抽
出

抽
出

56
2

居
室
に
設
け
る
換
気
の
た
め
の
窓
そ

の
他
の
開
口
部
の
位
置
及
び
面
積

法
28

採
光
、
換
気
、
排
煙
計
算
表

開
口
部
の
位
置
と
面
積
（
面
積
に
あ
っ
て
は
、
計
算
表
又
は
建
具
表
に
記
載
し
て

も
よ
い
）
を
記
載

①
�②

②

56
3

給
気
機
又
は
給
気
口
の
位
置

法
28

各
階
平
面
図

2
項
た
だ
し
書
き
（換
気
上
無
窓
居
室
）
又
は
3
項
（
劇
場
等
又
は
火
気
使
用
室
）
の

換
気
設
備
の
設
置
を
要
す
る
場
合
、
換
気
設
備
平
面
図
に
給
気
機
若
し
く
は
給

気
口
の
位
置
を
記
載

②

56
4

排
気
機
若
し
く
は
排
気
口
、
排
気
筒

又
は
煙
突
の
位
置

法
28

各
階
平
面
図

2
項
た
だ
し
書
き
（換
気
上
無
窓
居
室
）
の
換
気
設
備
の
設
置
を
要
す
る
場
合
、
換

気
設
備
平
面
図
に
排
気
機
若
し
く
は
排
気
口
の
位
置
を
記
載
。

3
項
（
劇
場
等
又
は
火
気
使
用
室
）
の
換
気
設
備
の
設
置
を
要
す
る
場
合
、
換
気

設
備
平
面
図
に
排
気
筒
又
は
煙
突
の
位
置
を
記
載
。

②

56
5

か
ま
ど
、
こ
ん
ろ
そ
の
他
設
備
器
具
の

位
置
、
種
別
及
び
発
熱
量

法
28

各
階
平
面
図

火
気
使
用
が
あ
る
場
合
（
令
2
0
条
の
3
第
1
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
）、
換
気
設

備
平
面
図
に
器
具
の
位
置
、
燃
料
の
種
別
及
び
発
熱
量
を
記
載
。

②

56
6

火
を
使
用
す
る
室
に
関
す
る
換
気
経

路
法
28

各
階
平
面
図

火
気
使
用
が
あ
る
場
合
（
令
2
0
条
の
3
第
1
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
）、
換
気
設

備
平
面
図
に
給
排
気
換
気
経
路
を
記
載
。
排
気
フ
ー
ド
が
あ
る
場
合
、
排
気
フ
ー

ド
の
構
造
を
記
載
。

②

57
0

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
2
8

求
積
図

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

①
②

57
1

換
気
設
備
の
有
効
換
気
量

法
2
8

仕
様
書

機
械
換
気
方
式
に
よ
り
換
気
を
行
う
場
合
、
換
気
量
計
算
書
に
よ
り
有
効
換
気
量

を
算
定
し
、
仕
様
書
（
機
器
表
）
に
記
載
。

②

57
2

中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備

の
有
効
換
気
量

法
28

仕
様
書

中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
に
よ
り
換
気
を
行
う
場
合
、
S
45
告
1
8
3
2
号
第

一
号
に
基
づ
く
換
気
計
算
書
（
V
＝
2
0
A
f/
N
の
A
fは
居
室
の
床
面
積
「
換
気
上
有

効
な
開
口
部
を
減
じ
な
い
」
）
に
よ
り
有
効
換
気
量
を
算
定
し
、
仕
様
書
（機
器
表
）

に
記
載
。

②

57
3
a

換
気
設
備
の
構
造
詳
細
図

火
を
使
用
す
る
設
備
又
は
器
具
の
近

く
の
排
気
フ
ー
ド
の
材
料
の
種
別

法
28

構
造
詳
細
図

火
気
使
用
室
の
換
気
で
排
気
フ
ー
ド
を
用
い
る
換
気
方
式
の
場
合
、
排
気
フ
ー
ド

の
材
料
が
不
燃
材
料
で
あ
る
こ
と
を
構
造
詳
細
図
に
記
載
。
又
、
火
気
使
用
換
気

に
用
い
る
排
気
フ
ー
ド
が
S
4
5
年
建
告
1
8
2
6
号
の
排
気
フ
ー
ド
Ⅰ
型
又
は
排
気

フ
ー
ド
Ⅱ
型
の
構
造
を
構
造
詳
細
図
に
記
載
。

②

58
2

給
気
機
又
は
給
気
口
及
び
排
気
機

又
は
排
気
口
の
位
置

法
28
条

の
2

各
階
平
面
図

居
室
を
有
す
る
建
築
物
は
、
換
気
設
備
平
面
図
に
給
排
気
フ
ァ
ン
及
び
給
排
気

口
の
位
置
並
び
に
ア
ン
ダ
ー
カ
ッ
ト
等
を
設
け
る
場
合
は
そ
の
位
置
を
記
載
。

②

58
4

中
央
管
理
室
の
位
置

法
28
条

の
2

各
階
平
面
図

中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
に
よ
り
換
気
を
行
う
場
合
、
H
1
5国
交
告
2
7
4

号
第
2
第
一
号
に
基
づ
く
換
気
計
算
書
「V
r＝
1
0
（
E
+
0
.0
2
n
・A
）」
に
よ
り
有
効
換

気
量
を
算
定
し
、
中
央
管
理
室
の
位
置
を
平
面
図
に
記
載
。

②

58
6
a

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の

各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

法
28
条

の
2

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
⑤
主
な
法
文
�
基
本
に
記
載

②

59
1

有
効
換
気
量
又
は
有
効
換
気
換
算

量
及
び
そ
の
算
出
方
法

法
28
条

の
2

計
算
書

機
械
換
気
設
備
に
よ
る
場
合
、
有
効
換
気
量
の
算
出
方
法
を
計
算
書
に
記
載
。

空
気
を
浄
化
し
て
供
給
す
る
方
式
を
用
い
る
機
械
換
気
設
備
（
一
般
的
に
中
央
管

理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
）
に
よ
る
場
合
、
有
効
換
気
換
算
量
の
算
出
方
法
を
計

算
書
に
記
載
。

②

59
2

換
気
回
数
及
び
必
要
有
効
換
気
量

法
28
条

の
2

計
算
書

機
械
換
気
設
備
又
は
空
気
を
浄
化
し
て
供
給
す
る
方
式
を
用
い
る
機
械
換
気
設

備
（
一
般
的
に
中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
）に
よ
る
場
合
、
計
算
書
に
換

気
回
数
と
必
要
有
効
換
気
量
を
記
載
。

②

59
3

給
気
機
又
は
排
気
機
の
給
気
又
は

排
気
能
力
及
び
そ
の
算
出
方
法

法
28
条

の
2

計
算
書

機
械
換
気
設
備
に
よ
る
場
合
、
給
気
機
又
は
排
気
機
の
風
量
が
、
有
効
換
気
量

以
上
で
あ
る
こ
と
を
計
算
書
に
記
載
。
空
気
を
浄
化
し
て
供
給
す
る
方
式
を
用
い
る

機
械
換
気
設
備
（
一
般
的
に
中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
）
に
よ
る
場
合
、

給
気
機
又
は
排
気
機
の
風
量
が
、
有
効
換
気
換
算
量
以
上
で
あ
る
こ
と
を
計
算
書

に
記
載
。

②

59
4

換
気
経
路
の
全
圧
力
損
失
（
直
管
部

損
失
、
局
部
損
失
、
諸
機
器
そ
の
他

に
お
け
る
圧
力
損
失
の
合
計
を
い

う
。
）
及
び
そ
の
算
出
方
法

法
28
条

の
2

計
算
書

有
効
換
気
量
又
は
有
効
換
気
換
算
量
に
対
す
る
ダ
ク
ト
の
全
圧
力
損
失
を
計
算

書
に
記
載
。

②

63
6

常
用
の
電
源
及
び
予
備
電
源
の
種

類
及
び
位
置

法
32
条
各
階
平
面
図

常
用
の
電
源
の
種
類
（特
別
高
圧
受
電
、
高
圧
受
電
、
低
圧
受
電
な
ど
）
、
位
置

を
記
載
。

予
備
電
源
の
種
類
（
自
家
用
発
電
装
置
、
蓄
電
池
設
備
、
内
燃
機
関
な
ど
）
、
位

置
を
記
載
。

⑤

64
5

配
置
図

建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ

法
3
3

配
置
図

建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
を
記
載

⑩
④

64
6

建
築
物
の
高
さ
が
2
0
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
部
分

法
3
3条

立
面
図

立
面
図
に
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
2
0
m
を
超
え
る
ラ
イ
ン
を
記
載
。

⑩
④

64
7

雷
撃
か
ら
保
護
さ
れ
る
範
囲

法
33
条
立
面
図

回
転
球
体
法
の
球
体
半
径
や
保
護
角
法
の
保
護
角
で
保
護
さ
れ
る
範
囲
を
記

④
64
8

受
雷
部
シ
ス
テ
ム
の
配
置

法
33
条
立
面
図

突
針
、
水
平
導
体
又
は
メ
ッ
シ
ュ
導
体
の
配
置
を
記
載
。

④
64
9

二
面
以
上
の
断
面
図

建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ

法
3
3

断
面
図

屋
上
に
設
け
る
建
築
設
備
も
含
め
、
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
を
記
載

⑩
④

65
2

小
屋
伏
図

受
雷
部
シ
ス
テ
ム
の
配
置

法
33
条
小
屋
伏
図

突
針
、
水
平
導
体
又
は
メ
ッ
シ
ュ
導
体
の
配
置
を
記
載
。

④

法
第
3
2条
（電
気
設
備
）

各
階
平
面
図

二
面
以
上
の
立
面
図

法
第
2
8

条
の
２

（
石
綿
そ

の
他
の

物
質
の

飛
散
又

は
発
散

に
対
す
る

衛
生
上

の
措
置
）

第
３
号

各
階
平
面
図

有
効
換
気
量
又
は
有
効
換
気
換
算

量
を
算
定
し
た
際
の
計
算
書

給
気
機
又
は
排
気
機
の
給
気
又
は

排
気
能
力
を
算
定
し
た
際
の
計
算

書

法
第
2
8

条
（居
室

の
採
光

及
び
換

気
）

第
２
項
か
ら
第
４
項
ま

で

各
階
平
面
図

換
気
設
備
の
仕
様
書

①
法
令
な
ど

■
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
（
令
和
２
年
４
月
１
日
施
行
�
建
築
基
準
法
改
正
対
応
版
）

Ⅱ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

（
Ⅱ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

（
Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

丸
囲
み
数
字
：
対
応
テ
ー
マ

Ⅲ
課
題
別
検
証
テ
ー
マ

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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意
匠

設
備

（
Ⅱ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

（
Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
�
各
項
目
）

65
3

雨
水
等
に
よ
り
腐
食
の
お
そ
れ
の
あ

る
避
雷
設
備
の
部
分

法
33
条
構
造
詳
細
図

屋
外
に
設
け
ら
れ
る
部
分
と
屋
内
又
は
埋
設
さ
れ
る
部
分
の
判
別
が
で
き
る
も
の

を
記
載
。

④

65
4

日
本
産
業
規
格
Ａ
4
2
0
1
－
19
9
2
又

は
日
本
産
業
規
格
Ａ
4
2
0
1
－
2
00
3

の
別

法
33
条
構
造
詳
細
図

日
本
工
業
規
格
Ａ
4
2
0
1
－
1
9
9
2
又
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
4
2
0
1
－
20
0
3の
ど
ち
ら

の
規
定
を
適
用
し
た
の
か
を
記
載
。

④

65
5

受
雷
部
シ
ス
テ
ム
及
び
引
下
げ
導
線

の
位
置
及
び
構
造

法
33
条
構
造
詳
細
図

引
下
げ
導
線
の
位
置
、
材
料
、
サ
イ
ズ
等
が
JI
S
で
規
定
す
る
構
造
に
適
合
し
て
い

る
こ
と
を
記
載
。

④

65
6

接
地
極
の
位
置
及
び
構
造

法
3
3
条
構
造
詳
細
図

接
地
極
の
位
置
、
形
状
、
材
料
、
寸
法
、
埋
設
深
さ
等
を
記
載
。

④

65
7

避
雷
設
備
の
使
用
材
料
表

腐
食
し
に
く
い
材
料
を
用
い
、
又
は
有

効
な
腐
食
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講

じ
た
避
雷
設
備
の
部
分

法
33
条
構
造
詳
細
図

腐
食
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
と
し
て
記
載
し
た
部
分
の
材
料
が
、
銅
、
ア
ル
ミ
、
ス

テ
ン
レ
ス
な
ど
腐
食
し
に
く
い
材
料
か
、
鋼
材
な
ど
腐
食
し
や
す
い
材
料
を
使
用
す

る
場
合
は
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
な
ど
の
防
食
措
置
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
記
載
。

④

80
0

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管
と
令

第
1
1
2
条
第
2
0
項
に
規
定
す
る
準
耐

火
構
造
の
防
火
区
画
と
の
す
き
間
を

埋
め
る
材
料
の
種
別

令
11
2
各
階
平
面
図

配
管
及
び
風
道
の
防
火
区
画
貫
通
部
の
す
き
間
を
埋
め
る
材
料
（
不
燃
材
料
）
を

記
載
。

⑤

80
2

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管
と
令

第
1
1
2
条
第
2
0
項
に
規
定
す
る
準
耐

火
構
造
の
防
火
区
画
と
の
す
き
間
を

埋
め
る
材
料
の
種
別

令
1
12

断
面
図

各
階
平
面
図

区
画
に
接
す
る
ス
パ
ン
ド
レ
ル
貫
通
な
ど
、
断
面
情
報
が
必
要
な
場
合
に
記
載
。

⑤

81
2

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管
と
界

壁
、
防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
又
は

隔
壁
と
の
隙
間
を
埋
め
る
材
料
の
種

別

令
11
4
各
階
平
面
図

配
管
及
び
風
道
の
防
火
区
画
貫
通
部
の
す
き
間
を
埋
め
る
材
料
（
不
燃
材
料
）
を

記
載
。

⑤

84
9

配
管
設
備
の
種
別
及
び
配
置

令
第

1
2
9条
の

２
の
４

各
階
平
面
図

各
階
平
面
図
に
配
管
種
別
（
給
水
、
排
水
・
通
気
、
ガ
ス
、
冷
暖
房
、
空
気
調
和
設

備
、
電
力
配
管
・配
線
、
生
産
用
配
管
な
ど
）及
び
各
配
管
経
路
を
記
載
。

⑤

85
0

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管
が
防

火
区
画
等
を
貫
通
す
る
部
分
の
位
置

及
び
構
造

令
第

1
2
9条
の

２
の
４

各
階
平
面
図

配
管
平
面
図
に
防
火
区
画
位
置
及
び
配
管
材
料
が
不
燃
材
料
で
な
い
場
合
は

H
1
2
建
告
1
42
2号
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
又
は
大
臣
認
定
工
法
の
場
合
、
大

臣
認
定
番
号
を
記
載
。

⑤

85
5
c

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管
が
防

火
区
画
等
を
貫
通
す
る
部
分
の
構
造

平
面
図
に
記
載

⑤

88
0

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管
が
防

火
区
画
等
を
貫
通
す
る
部
分
の
位
置

令
第

1
2
9条
の

２
の
４

系
統
図

各
階
平
面
図
で
表
現
で
き
な
い
防
火
区
画
貫
通
等
の
位
置
を
記
載
。

⑤

令
第
1
2
9
条
の
２
の
４

給
水
、
排
水
そ
の
他

の
配
管
設
備
の
設

置
及
び
構
造
）

各
階
平
面
図

二
面
以
上
の
断
面
図

配
管
設
備
の
系
統
図

法
第
3
6

条
（
こ
の

章
の
規

定
を
実

施
し
、
又

は
補
足

す
る
た
め

必
要
な

技
術
的

基
準
）

令
第
1
12
条
第
20
項

及
び
第
2
1
項

各
階
平
面
図

二
面
以
上
の
断
面
図

令
第
1
14
条
（
建
築

物
の
界
壁
、
間
仕
切

壁
及
び
隔
壁
）

各
階
平
面
図

法
第
3
3条
（避
雷
設
備
）

避
雷
設
備
の
構
造
詳
細
図
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② 審査者視点における審査手順、審査項目の整理 

意匠、構造、設備の分野別に検討対象とした「課題別検証テーマ」それぞれについて、審査者の視点

における審査手順と審査項目を整理することで、事前審査に用いるモデルビューの条件を整理した。 

 

②－１ 意匠 

検討対象 

意匠 

1)求積図について 法第 52 条 容積率 

法第 53 条 建蔽率 

2)採光・換気・排煙等の開口部算定について 法第 28 条 採光・換気・排煙 

7)凡例（消防設備、防火区画図）について 令第 112 条 防火区画 

令第 114 条 防火上主要な間仕切壁 

8)申請書について － 
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（余白） 
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①モデルビューに必要なものの内容及びその条件の整理

③明⽰、記載、審査事項②図書の種類 条件内容部位

＜敷地⾯積＞
敷地⾯積の算定基準の確認

＜敷地⾯積＞
・敷地⾯積に必要な敷地の各部分の⼨法
・算式

＜床⾯積＞
床⾯積の算定基準の確認

＜床⾯積＞
・床⾯積に必要な建築物の各部分の⼨法
・算式
・各室、各居室の⽤途
・各室、各居室（⽤途別含む）の床⾯積
・各階ごとの床⾯積の合計
・棟ごとの床⾯積の合計
・延べ⾯積（総計）

＜建築⾯積＞
建築⾯積の算定基準の確認

＜建築⾯積＞
・建築⾯積に必要な建築物の各部分の⼨法
・算式
・棟ごとの建築⾯積の合計
・建築⾯積（総計）

延べ面積など確認申請書1075 確認申請書 審査内容の記載は省略

各室の用途及び床面積1090
⾯積
室⽤途

№5に含まれる№5に含まれる

1090-1

蓄電池設置部分、自家発電
設備設置部分、貯水槽設置
部分又は宅配ボックス設置部
分の位置

⾯積
室⽤途

№5に含まれる№5に含まれる

床面積求積図1091

蓄電池設置部分、自家発電
設備設置部分、貯水槽設置
部分又は宅配ボックス設置部
分の位置

⾯積
室⽤途

№5に含まれる№5に含まれる

1095 敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷
地の各部分の寸法及び算式

⾯積
敷地形状

№5に含まれる№5に含まれる

建築面積など確認申請書1108 確認申請書 審査内容の記載は省略

敷地面積求積図1121
敷地面積の求積に必要な敷
地の各部分の寸法及び算式

⾯積
敷地形状

№5に含まれる№5に含まれる

建築面積求積図1122
建築面積の求積に必要な建
築物の各部分の寸法及び算
式

⾯積
建物形状

№5に含まれる№5に含まれる

法第52条　容積率
法第53条　建蔽率

⾯積

法第52条

各階平面図

モデルビューに必要なものの内容及びその条件

法第53条

Ⅰチェックリスト

5

NO.
①法令など

床面積求積図予めの記載

床面積の求積に必要な建築
物の各部分の寸法及び算式
各室の用途及び床面積
用途別床面積
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②具体的な確認審査の内容の整理

１．モデルビューを得るための要件

【⼿順1】 【⼿順2】 【⼿順3】 【⼿順4】
敷地の容積率の限度 敷地⾯積 容積率対象床⾯積 容積率の⽐較

敷地の位置、境界線
敷地⾯積の求積に必要な敷地の各部分の⼨法及
び算式

床⾯積の求積に必要な建築物の各部分の⼨法及
び算式

敷地の容積率の限度

⽤途地域 敷地境界線 各室、各居室の⽤途及び床⾯積 敷地⾯積
都市計画による容積率 ⽤途別床⾯積 容積率対象床⾯積
前⾯道路の位置及び幅員 各階ごとの床⾯積の合計
容積率の数値の異なる地域の境界線及びその敷
地⾯積

棟ごとの床⾯積の合計

法第52条第12項の壁⾯線等 延べ⾯積（総計）
令第135条の19の建築物の部分の位置、構造 地階の判定（①〜➃）
法第52条第8項の内容（①〜➃） ①地⾯レベル，当該階の床レベル
 ①空地の⾯積及び位置 ②地盤⾯（当該階における）
 ②道路に接して有効な部分の⾯積及び位置 ③床⾯から地盤⾯までの⾼さ
 ③敷地内の⼯作物の位置 ➃階の天井⾼さ
 ➃令第135条の17第3項の表の地域の境界線 容積率対象床⾯積不算⼊における地階の判定
 ⑤算定式 ①地盤⾯，地階の天井レベル
法第52条第9項（特定道路）の内容（①〜③）
 ①前⾯道路が接続する特定道路の位置及び幅
員
 ②特定道路から敷地が接する前⾯道路の部分
の直近の端までの延⻑
 ③算定式
許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備、⽤
途に関する事項

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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２．審査フロー

1.都市計画による容積率の指定の確認
2.前⾯道路の幅員による容積率の確認
3.敷地が容積率制限の異なる地域の2以上にわたる場合の加重平均算定の確認
4.⼀定の空地があることによる容積率の緩和の確認
5.特定道路による容積率の緩和の確認
6.計画道路に接する敷地等の場合の緩和の確認
7.壁⾯線の指定がある場合の緩和の確認
8.住居系等の⽤途地域における壁⾯線の指定がある場合の緩和の確認
9.機械室等に係る容積率の緩和の確認

1.敷地⾯積が⽔平投影⾯積となっているかの確認
2.敷地⾯積の算定範囲の確認
3.敷地が容積率制限の異なる地域にわたる場合、地域毎の敷地⾯積となっているかの確認

1.床⾯積が壁等の区画の中⼼線で囲まれた部分の⽔平投影⾯積となっているかの確認
2.容積率に算⼊しない部分（床⾯積）の確認

①⾃動⾞⾞庫等部分，②備蓄倉庫部分，③蓄電池設置部分，④⾃家発電設備設置部分
⑤貯⽔槽設置部分，⑥宅配ボックス設置部分
⑦住宅および⽼⼈ホーム等の地階部分
⑧昇降機の昇降路の部分
⑨共同住宅および⽼⼈ホーム等の共⽤の廊下、階段等の部分

1.計画建物の容積率は容積率対象床⾯積の敷地⾯積に対する割合となっているかの確認
2.計画建物の容積率は申請敷地の容積率の限度以下となっているかの確認

【⼿順1】
敷地の容積率の
限度は正しいか

【⼿順2】
敷地⾯積は
正しいか

【⼿順3】
容積率対象床⾯積
は正しいか

【⼿順4】
計画建物の容積率
は申請敷地の容積
率の限度以下か

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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②具体的な確認審査の内容の整理

１．モデルビューを得るための要件

【⼿順1】 【⼿順2】 【⼿順3】 【⼿順4】
敷地の建蔽率の限度 敷地⾯積 建築⾯積 建蔽率の⽐較

敷地の位置、境界線
敷地⾯積の求積に必要な敷地の各部分の⼨法及び
算式

建築⾯積の求積に必要な建築物の各部分の⼨法及
び算式

敷地の建蔽率の制限

敷地の位置 敷地境界線
地階で地盤⾯上1ｍ以上にある建築物の部分の確
認

敷地⾯積

都市計画による建蔽率 地階の判定（①〜➃） 建築⾯積
許認可等による建蔽率制限の緩和 ①地⾯レベル，当該階の床レベル
防⽕地域、準防⽕地域の指定 ②地盤⾯（当該階における）
耐⽕等の種別 ③床⾯から地盤⾯までの⾼さ
街区の⾓地等の基準 ➃階の天井⾼さ

壁⾯線による指定
軒、ひさし、はね出し縁等でその端から１ｍの部
分の確認
棟ごとの建築⾯積の合計
建築⾯積（総計）
H5建告第1437号で指定する構造（①〜④）
①外壁を有しない部分が連続して4.0ｍ以上で

あること
②柱の間隔が2.0ｍ以上であること
③天井の⾼さが2.1ｍ以上であること
④地階をを除く階数が1であること

■2.[一般建築]検討内容
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２．審査フロー

1.都市計画による建蔽率の指定の確認（法第53条第1項）

5.壁⾯線の指定等がある場合の緩和の確認（法第53条第4項）
6.建ぺい率が適⽤されない場合の確認（法第53条第6項）
7.敷地が防⽕地域内外等にわたる場合の確認（法第53条第7項、8項）
8.許認可により建蔽率の緩和を⾏う確認

1.敷地⾯積が⽔平投影⾯積となっているかの確認
2.敷地⾯積の算定範囲の確認
3.敷地⾯積が建蔽率制限の異なる地域にわたる場合、地域毎の敷地⾯積となっているか確認

2.地階の建築物の部分で地盤⾯上1ｍ以上にある部分の確認
3.建築⾯積に算⼊しない部分の確認

①軒、ひさし、はね出し縁等でその端から１ｍの部分
4.国⼟交通⼤⾂が⾼い開放性を有すると求めて指定する構造の確認（H5建告第1437号）

①⾼い開放性を有すると認めて指定する建築物⼜はその部分
5..敷地内の建築物が複数棟ある場合、棟ごとの建築⾯積の総計の確認

1.計画建物の建蔽率は申請敷地の建蔽率の限度内となっているかの確認【⼿順4】
計画建物の建蔽率
は申請敷地の建蔽
率の限度内か

【⼿順1】
敷地の建蔽率の
限度は正しいか

2.敷地が建蔽率制限の異なる地域の2以上にわたる場合の加重平均算定の確認（法第53条第2項）
3.防⽕地域⼜は準防⽕地域内における耐⽕建築物・準耐⽕建築物等による緩和の確認（法第53条第3項⼀号）
4.街区の⾓にある敷地⼜はこれに準ずる敷地で特定⾏政庁が指定するものによる緩和の確認（法第53条第3項⼆号）

【⼿順2】
敷地⾯積は
正しいか

【⼿順3】
建築⾯積は
正しいか

1.建築⾯積が外壁⼜はこれに代わる柱の中⼼線で囲まれた部分の
 ⽔平投影⾯積となっているかの確認

■2.[一般建築]検討内容
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①モデルビューに必要なものの内容及びその条件の整理

②図書の種類 ③明示、記載、審査事項 部位 内容 条件

552 確認申請書 用途地域、用途など 確認申請書 審査内容の記載は省略

553

敷地の接する道路の位置及び
幅員並びに令第20条第２項第
１号に規定する公園、広場、川
その他これらに類する空地又
は水面の位置及び幅

554
令第20条第２項第１号に規定
する水平距離

555 各階平面図
法第28条第１項に規定する開
口部の位置及び面積

開口部
居室の窓その他の開口部で採光に有効

な部分の面積
開口部の位置と面積の確認

556 床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物
の各部分の寸法及び算式

居室 居室床面積の算定範囲の確認
・居室床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法

・算式

557 二面以上の立面図
令第20条第２項第１号に規定
する垂直距離

558 二面以上の断面図
令第20条第２項第１号に規定
する垂直距離

559 居室の床面積 居室 居室床面積の算定範囲の確認

560
開口部の採光に有効な部分の
面積及びその算出方法

開口部
開口部の採光に有効な部分の面積とそ

の算出方法

第２項から第４項

まで
各階平面図

居室に設ける換気のための窓
その他の開口部の位置及び面
積

開口部
居室に設ける換気のための窓その他の開口

部の要件

換気計算表等による計算結果の確認

・居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置

・居室に設ける換気のための窓その他の開口部の面積

令第116条の２第１項第１号に
規定する窓その他の開口部の
面積

開口部 採光計算表等による計算結果

採光計算表等による計算結果の確認

・居室の床面積

・居室の開口部で採光に有効な部分の面積とその算出方

法

令第116条の２第１項第２号に
規定する窓その他の開口部の
開放できる部分の面積

開口部 排煙計算表等による計算結果

排煙計算表等による計算結果の確認

・居室の床面積

・居室の開口部で排煙に有効な部分の面積とその算出方

法

692 確認申請書 用途、階数、延べ面積など 確認申請書 審査内容の記載は省略

693 削除

694
敷地内における建築物の位置
及び申請に係る建築物と他の
建築物との別

削除予定 ― ―

695
土地の高低及び建築物の各部
分の高さ

削除予定 ― ―

696

排煙の方法及び火災が発生し
た場合に避難上支障のある高
さまで煙又はガスの降下が生
じない建築物の部分

・用途

・階数

・面積

・壁（内装仕上、防火区画、防煙壁

（防煙区画））

・各室・居室、

排煙免除の要件

令126条の２第１項各号に該当する適用除外部分の確

認。

・H12年建告1436号の適合性に必要な事項の確認（凡

例、天井高さ（H≧3ｍ）、

・防煙壁の位置・構造・高さ

・室・居室の別

・各室面積、内装など

697
令第116条の２第１項第２号に
該当する窓その他の開口部の
位置

開口部 排煙無窓でないことの確認

排煙計算表等による計算結果の確認

・居室の開口部で排煙に有効な部分の面積とその算出方

法

698
防火区画及び令第126条の２
第１項に規定する防煙壁による
区画の位置

・壁（防火区画、防煙壁（防煙区

画））
防火区画及び防煙区画の設置状況

・防火区画及び防煙壁の区画の位置

・防煙区画の面積

699 排煙口の位置 開口部 排煙口の位置と距離（30ｍ以下）
・排煙口の位置

・排煙口までの距離（30ｍ以下）

700 排煙風道の配置 風道 排煙ダクトの経路 排煙ダクトの経路

701
排煙口に設ける手動開放装置
の使用方法を表示する位置

手動開放装置

手動開放装置である旨の表示とその位

置

（高さ含む）

手動開放装置である旨の表示とその位置

（高さ含む）

702
排煙口の開口面積又は排煙
機の位置

開口部、排煙機 排煙口の大きさ、排煙機の位置

排煙計算表等による計算結果の確認

・排煙窓の大きさ

・外倒し窓などの場合は、開放角度

・機械排煙の場合、排煙機の位置

法28条　採光・換気・排煙

注）・令第126条の二第2項の規定を除く
　　・排煙設備のうち、機械給気併用自然排煙方式を除く。

NO.
Ⅰチェックリスト

①法令など

モデルビューに必要なものの内容及びその条件

各階平面図
法第35条（特殊建築物等の避
難及び消火に関する技術的基

準）

法第28
条（居
室の採
光及び
換気）

採光計算表等による計算結果の確認

・居室の床面積

・開口部の採光に有効な部分の面積とその算出方法

第１項及び第４項

配置図

開口部の採光に有効な部分の
面積を算定した際の計算書

道路

敷地

外構

採光補正係数を求めるために必要な要

件

・採光補正係数を求めるために必要な各境界線の位置の

確認

・各部分の水平距離の確認

開口部
採光補正係数を求めるために必要な要

件

・開口部の直上にある建築物の各部分から開口部の中心

までの垂直距離

配置図

各階平面図

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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703

法第34条第２項に規定する建
築物又は各構えの床面積が
1000平方メートルを超える地下
街に設ける排煙設備の制御及
び作動状態の監視を行うことが
できる中央管理室の位置

非常用エレベーター

中央管理室

中央管理室の位置、その要件（中央管

理室が必要な場合）

中央管理室が必要な条件かどうかの確認

・非常用エレベーターを設置する場合

・各構えの床面積が1,000㎡を超える地下街の場合

中央管理室の位置

・中央管理室が排煙設備の制御及び作動状態の監視を行

える機能を有しているかの確認

704 予備電源の位置 予備電源

発電機設備（電気設備図）又は内燃機

関（排煙機付属）の位置

（予備電源を必要とする排煙設備を設

置する場合）

・発電機設備（電気設備図）の位置

・内燃機関（排煙機付属）の位置

（予備電源を必要とする排煙設備を設置する場合）

705
不燃性ガス消火設備又は粉末
消火設備の位置

対象外 ― ―

706
給気口を設けた付室（以下「給
気室」という。）及び直通階段の
位置

対象外 ― ―

707

給気口から給気室に通ずる建
築物の部分に設ける開口部
（排煙口を除く。）に設ける戸の
構造

対象外 ― ―

708 床面積求積図

防火区画及び令第126条の２
第１項に規定する防煙壁による
区画の面積の求積に必要な建
築物の各部分の寸法及び算式

防火区画、防煙壁
防火区画、防煙区画における床面積の

算定基準の確認

・防火区画及び令第126条の２第１項に規定する防煙壁による

区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法

・算式

709 建築物の高さ等 建築物高さ 排煙告示の適用要件
地盤面からの建築物高さが31mを超えるか否かを確認す

る

710
排煙口に設ける手動開放装置
の位置

対象外 ― ―

711
排煙口及び当該排煙口に係る
防煙区画部分に設けられた防
煙壁の位置

排煙口、防煙煙 排煙窓の有効高さ
・防煙壁（下がり壁）と排煙開口部高さの比較をし、有

効高さとなっているかどうかを確認

712 給気口の位置 対象外 ― ―

713
給気口の開口面積及び給気
室の開口部の開口面積

対象外 ― ―

714
建築物が周囲の地面と接する
各位置の高さ

対象外 ― ―

715 地盤面を算出するための算式 対象外 ― ―

716 使用建築材料表
建築物の壁及び天井の室内に
面する部分の仕上げに用いる
建築材料の種別

壁（仕上、下地） 防煙壁の要件

・防煙壁の仕上げを確認

（排煙告示により下地まで要求される場合は、下地も含

む）

717 排煙口の構造 排煙口 排煙口の構造方法

・排煙口（煙で接する部分）は不燃材料で造ることを確

認。

・令126条の3第1項第二号、第三号、第六号、又はH12

告1436号第一号ハ（告示第一号適用の場合）に適合する

ことの確認。

718
排煙口に設ける手動開放装置
の使用方法

手動開放装置 手動開放装置の使用方法

・令126条の3第1項第四号、第五号、又はH12告1436号

第一号ニ（告示第一号適用の場合）に適合することの確

認

719 排煙風道の構造 排煙風道 排煙風道の構造方法

・令126条の3第1項第二号、第七号、第九号、又はH12

建告1436号第二号ホ（告示第二号適用の場合）に適合す

ることの確認。

720
排煙設備の電気配線に用いる
配線の種別

電源、制御配線
排煙設備の電気配線に用いる配線の構

造方法

・電源及び制御配線（耐火ケーブル、耐熱ケーブルな

ど）がS45告1829号に適合することの確認

721 給気室の構造 対象外 ― ―

722
排煙機の空気を排出する能力
を算定した際の計算書

排煙機の空気を排出する能力
及びその算定方法

排煙機 排煙機の能力とその根拠 ・排煙機の排煙風量算定の計算書を確認

723 排煙設備の使用材料表
排煙設備の給気口の風道に用
いる材料の種別

対象外 ― ―

723-1
令第126条の二第2項第一号の
規定に適合することの確認に必
要な図書

令第126条の二第2項第一号に
規定する構造方法への適合性
審査に必要な事項

対象外 ― ―

723-2
令第126条の二第2項第二号の
規定に適合することの確認に必
要な図書

令第126条の二第2項第二号に
規定する構造方法への適合性
審査に必要な事項

対象外 ― ―

令第５章第３節　排煙設備

二面以上の断面図

地盤面算出表

排煙設備の構造詳細図
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②具体的な確認審査の内容の整理

１．モデルビューを得るための要件

⼿順１ ⼿順２ ⼿順３ ⼿順４
法28条採光の規定 必要採光⾯積 有効採光⾯積 計算結果

建物の⽤途 採光対象居室の床⾯積 採光に有効な開⼝部の⾯積・位置 採光対象居室の床⾯積
居室 施⾏令第19条３項で定める割合 採光補正係数 施⾏令第19条３項で定める割合
地階 ・・・ ⽤途地域 採光に有効な開⼝部の⾯積
室の⽤途 隣地境界線等までの⽔平距離 採光補正係数

昭和55年建告1800号
平成15年国交告300号

２．審査フロー

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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③確認審査の方法に基づくビューアソフトウエアの仕様（審査者視点による検討たたき台）

項⽬ 仕様 明⽰すべき事項の置き換え

室の⽤途
室をクリックすると、その⽤途及び、採光対象居室かどう
か確認できる。

(要検討)

居室の位置（地階） 居室をクリックすると、その居室の階数を確認できる。 (要検討)

採光対象居室の床⾯積
採光対象居室をクリックすると、その範囲と⾯積を確認で
きる。

「居室の床⾯積」を左記の⽅法で置換

開⼝部の⾯積
開⼝部をクリックすると、開⼝部の採光に有効な部分の⾯
積が確認できる。

「開⼝部の採光に有効な部分の⾯積」を左記の⽅法で置換

開⼝部の位置
開⼝部をクリックすると、令第20条第2項第⼀号に規定す
る⽔平距離及び垂直距離が確認できる。

(要検討)

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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②具体的な確認審査の内容の整理

１．モデルビューを得るための要件

⼿順１ ⼿順２ ⼿順３ ⼿順４

建物の⽤途、 居室の形態 居室⾯積､換気設備の形態
室の⽤途、床⾯積、天井⾼さ、
居室・室の別

室の⽤途、床⾯積、天井⾼さ、
居室・室の別

室の形態 有効開⼝⾯積 開⼝部の位置､⾯積

必要換気量の計算 設備機器の能⼒
換気扇等の能⼒

２．審査フロー

手順3 手順4手順１ 手順2

① 1室のみ
② 随時開放することがで

きる2室⇒1室

③ 居室の用途

換気設備の必要

な居室又は室
居室の形態

換気上有効開口

① 必要開口面積（1/20）
② 有効開口面積

機械換気設備

① 必要換気量計算
② 有効換気量（換気扇等

の風量）

中央管理方式必要換気量

① 必要換気量計算
② 有効換気量（空気調和

設備）

① 法2条第四項による居
室

② 法別表第1（い）欄（1）

項の特殊建築物の居

室

③ 火を使用する室

換気設備の形態
有効開口、換気

設備の適合確認

換気のための窓その他の

開口部の位置
① 開口部の位置

② 開口部の寸法

機械換気設備

① 換気扇等の能力
② 換気扇等の位置

空気調和設備設備

① 空気調和設備の能力
② 中央管理室の位置

自然換気設備

① 排気塔の有効断面関
② 給気口及び排気口の

有効開口面積

自然換気設備

① 換気扇等の能力
② 給気口及び排気口の

位置、構造
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③確認審査の方法に基づくビューアソフトウエアの仕様（審査者視点による検討たたき台）

項⽬ 仕様 明⽰すべき事項の置き換え

居室、⾮居室の確認 室の属性情報で確認できる 「各室の⼨法及び求積」を左記の⽅法で置換

床⾯積 エリアをクリックすると、その範囲と室⾯積を確認できる 「各室の⽤途」を左記の⽅法で置換

居室に設ける換気のための窓その他の
開⼝部の位置及び⾯積

開⼝部オブジェクトで⾼さ、⼨法を確認できる (要検討)

給気機⼜は給気⼝の位置 (要検討) (要検討)
排気機若しくは排気⼝、排気筒⼜は煙
突の位置

(要検討) (要検討)

かまど、こんろその他設備器具の位
置、種別及び発熱量

(要検討) (要検討)

⽕を使⽤する室に関する換気経路 (要検討) (要検討)
中央管理室の位置 (要検討) (要検討)
換気設備の有効換気量
中央管理⽅式の空気調和設備の有効換
気量

(要検討) (要検討)

■2.[一般建築]検討内容
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②具体的な確認審査の内容の整理

１．モデルビューを得るための要件

⼿順１ ⼿順２ ⼿順３ ⼿順４

建物の⽤途、階数、延べ⾯積、⾼さ 建物の⽤途 防煙区画の位置（範囲）、⾯積
室の⽤途、床⾯積、天井⾼さ、居
室・室の別

室の⽤途、床⾯積、天井⾼さ、居
室・室の別

室の⽤途 排煙⼝の位置、構造、開⼝⾯積 内装の下地・仕上げの材料

室の防煙壁の位置、構造 ・・・ ⼿動開放装置の位置、⾼さ 区画の間仕切壁と⼾の構造
区画の間仕切壁と⼾の構造 防煙区画の排煙有効⾼さ 建物の⽤途、延べ⾯積、⾼さ
令第116条の2第2号の開⼝部の位置、
⼨法

防煙壁の⾼さ 排煙⼝の位置、構造、開⼝⾯積

・・・ 排煙機の位置 防煙区画の位置（範囲）、⾯積
排煙機の能⼒ ・・・
予備電源の位置
排煙⾵道の構造⽅法
・・・

２．審査フロー

排煙設備の規定が
適⽤されるか ⾃然排煙＊

＊平12建告1436号1〜3号含む

告⽰
(平12建告1436号4号)

以下に該当する建築物・部分
① 法別表第1(い)欄(1)〜(4)項の⽤

途で500㎡超の建築物
② 階数3以上、500㎡超えの建築物
③ 令第116条の2第2号の無窓居室
④ 1,000㎡超えの建築物の200㎡

超えの居室
(但し書きの⽤途・部分除く)
1. 法別表第1(い)欄(2)項の建築物

で100㎡(共同住宅の住⼾200
㎡)以内で区画

2. 学校等
3. 階段・昇降路等
4. 機械製作⼯場等

令第126条の3の基準
平12建告1436号1･2･3号の基準
 防煙区画(500㎡)
 ⼿動開放装置
 排煙⼝の位置(30m)
 排煙⼝の設置⾼さ
 排煙有効⾯積

平12建告1436号4号
イ、ロ、ハ、ホの基準
ニ (1)(2)室、(3)(4)居室の基準
 下地・仕上げの材料
 内部建具の構造⽅法
 防煙区画

⼿順１ ⼿順３ ⼿順４

機械排煙
令第126条の3の基準
 略

建築物の各部分ごとの

排煙⽅法を把握

 ⾃然排煙（開⼝部）＊

＊平12建告1436号1〜3号含む
 機械排煙
 告⽰(平12建告1436号4号)

防煙区画の審査

 防煙区画の⾯積
(500㎡、最⼤防煙区画、100㎡以下)
 必要排煙量
 排煙⼝の位置(30m以内)
 排煙有効⾼さ
(天井⾼さ、内部建具⾼さ)
 防煙壁
(垂壁⾼さ、内部建具の構造)

⼿順２

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討

-352 -

035841
テキストボックス
（排煙）

035841
テキストボックス
（排煙）



③確認審査の方法に基づくビューアソフトウエアの仕様（審査者視点による検討たたき台）

室 機能 明⽰すべき事項の置き換え

床⾯積
エリアをクリックすると、その範囲と室⾯積を確認でき
る

「各室の⼨法及び求積」を左記の⽅法で置換

⽤途 室の属性情報で確認できる 「各室の⽤途」を左記の⽅法で置換
室の位置（地階、避難階、避難階の直
上階、31m超えの階）

エリアをクリックすると、その室の階数、31m超えの階
に該当するか確認できる

（要検討）

防煙区画の⾯積
エリアあるいは壁をクリックすると、間仕切壁や床の耐
⽕種別、下地、仕上げの材料の種別、防煙区画の⾯積が
確認できる

「防煙区画の位置」「防煙区画の⼨法、求積」を左記の
⽅法で置換

開⼝部オブジェクト、建具⼨法、⼾の防⽕設備等の種
別・構造⽅法を確認できる
エリアをクリックすると、その範囲の天井⾼さと平均天
井⾼さを確認できる

間仕切壁の構造（準耐⽕、耐⽕）
エリアあるいは壁をクリックすると、間仕切壁や床の耐
⽕種別、防⽕区画の⾯積が確認できる

「壁、天井の室内に⾯する部分の仕上げに⽤いる建築材
料の種別」を左記の⽅法で置換

⼾（防⽕設備、閉鎖性）の構造、⾼さ
開⼝部オブジェクト、建具⼨法、⼾の防⽕設備等の種
別・構造⽅法を確認できる

「排煙⼝及び当該排煙⼝に係る防煙区画部分に設けられ
た防煙壁の位置」を左記の⽅法で置換

天井⾼さ、平均天井⾼さ
エリアをクリックすると、その範囲の天井⾼さと平均天
井⾼さを確認できる

（要検討）

下地・仕上げの建築材料（不燃材料、
準不燃材料）

エリアをクリックすると、壁天井の下地、仕上げの材料
の種別を確認できる

「壁、天井の室内に⾯する部分の仕上げに⽤いる建築材
料の種別」を左記の⽅法で置換

排煙設備 機能 明⽰すべき事項の置き換え

位置、⾼さ、⼨法 開⼝部オブジェクトで⾼さ、⼨法を確認できる 「排煙⼝の開⼝⾯積」を左記の⽅法で置換

構造⽅法（不燃材料、開放⽅法）
開⼝部オブジェクトで排煙⼝の構造⽅法、開放⽅法（オ
ペレーター）が確認できる

「排煙⼝の構造」を左記の⽅法で置換

「排煙⼝に設ける⼿動開放装置の使⽤⽅法」を左記の⽅
法で置換
「排煙⼝に設ける⼿動開放装置の位置」を左記の⽅法で
置換

防煙区画の排煙有効⾼さ
「排煙⼝及び当該排煙⼝に係る防煙区画部分に設けられ
た防煙壁の位置」を左記の⽅法で置換

⼿動開放装置の位置、⾼さ
開⼝部オブジェクトでオペレーターの設置⾼さを確認で
きる

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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①モデルビューに必要なものの内容及びその条件の整理

①法令など ②図書の種類 ③明示、記載、審査事項 部位 内容 条件

781 耐力壁及び非耐力壁の位置 壁（内装仕上、下地含む）
耐力壁及び非耐力壁の別、及び主要

構造部に該当する間仕切壁等の位置

・外壁（耐力壁で延焼のおそれのある部分と当該部分以外の

部分）

・外壁（非耐力壁で延焼のおそれのある部分と当該部分以外

の部分）

・間仕切壁（耐力壁）

・間仕切壁（非耐力壁）

782
スプリンクラー設備等消火設備
の配置

自動式スプリンクラー設備等
自動式スプリンクラー設備等を設け

た範囲

・自動式スプリンクラー設備等を設置する部分

・当該部分の床面積

783
防火設備の位置及び種別並
びに戸の位置

開口部 防⽕設備の位置及び種別、⼾の位置
・特定防⽕設備、防⽕設備、⼾の位置

・当該開口部における令第112条第19項第1号及び第2号の別

784 防火区画の位置及び面積

壁（内装仕上、下地含む）

床

開口部

面積

階

スパンドレル

防⽕区画（面積、高層、竪穴、異種

用途）の位置、防⽕区画面積<規定

面積、防⽕区画のただし書適用の場

合の措置、スパンドレルを記載

・防⽕区画（面積、高層、竪穴、異種用途）の位置

・防⽕区画（面積、高層）の面積

・防⽕区画のただし書適用の場合の措置

・外壁部分（スパンドレル部分及び令第112条第17項の開口

部も含む。以下同じ）の位置

785 強化天井の位置 対象外 ー ー

786 削除 削除

787
令第112条第18項に規定する
区画に用いる壁の構造

壁（内装仕上、下地含む） №781に含まれる №781に含まれる

788
令第112条第16項に規定する
外壁の位置及び構造

外壁部分

床

庇

層間区画、及びスパンドレルの位置

と構造（明示すべき事項は外壁スパ

ンドレルとされているが、審査にお

いて外壁部分とそれに接する床（層

間区画）や外壁部分に代わる庇も含

まれるとしている）

・外壁部分、床及び庇の位置

・外壁部分、床及び庇の構造

789
令第112条第18項に規定する
区画に用いる床の構造

床 №788に含まれる №788に含まれる

790 耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の
断面の構造、材料の種別及び
寸法

主要構造部

開口部

防⽕区画に用いられる主要構造部の

耐⽕構造等の断面構造並びに特定防

⽕設備、防⽕設備及び⼾の告示番号

・防⽕区画に用いられる主要構造部の耐⽕構造等の

 断面構造→材料の種別、寸法など

・特定防⽕設備、防⽕設備及び⼾の仕様

 →告示番号、大臣認定番号及び断面構造

790-1
令第112条第3項の規定に適
合することの確認に必要な図
書

令第112条第3項に規定する構
造方法への適合性審査に必
要な事項

対象外 ー ー

790-2
令第112条第4項の規定に適
合することの確認に必要な図
書

令第112条第4項に規定する防
火上支障がないものとして国
土交通大臣が定める部分に該
当することを確認するために必
要な事項

対象外 ー ー

791
令第112条第15項の規定に適
合することの確認に必要な図
書

令第112条第15項に規定する
国土交通大臣が定める建築物
の竪穴部分に該当することを
確認するために必要な事項

未制定 未制定 未制定

791-1
令第112条第18項ただし書の
規定に適合することの確認に
必要な図書

令第112条第18項ただし書に
規定する場合に該当すること
を確認するために必要な事項

警報設備

「警報設備を設けることその他これ

に準ずる措置の基準を定める件」

（R2年国交告250号）を適用する場

合、その構造方法

・室用途

・警報設備の位置と構造

・ただし書き適用をする階とそれ以外の階との区画の位置と

構造

・同一階において、ただし書き適用をする部分とその他の部

分との区画の位置と構造

792 各階平面図 防火設備の位置及び種別 開口部
・№783に含まれる（位置及び種

別）
・№783に含まれる（位置及び種別）

793 耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、天井及び防火設
備の断面の構造、材料の種別
及び寸法

主要構造部、天井、開口部 ・№790に含まれる（構造） ・№790に含まれる（構造）

794 対象外 ー ー

795 各階平面図
防火設備の位置及び種別並
びに戸の位置

開口部
・№783に含まれる（位置及び種

別）
・№783に含まれる（位置及び種別）

796 耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別
及び寸法並びに戸の構造

主要構造部、天井、開口部 ・№790に含まれる（構造） ・№790に含まれる（構造）

797 対象外 ー ー

112条　防火区画（意匠関係）

NO.
Ⅰチェックリスト モデルビューに必要なものの内容及びその条件

令第112条（防火区画）第１項
から第18項まで

各階平面図

二面以上の断面図

令第112条第19項第１号

令第112条第19項第１号に係る認定書の写し

令第112条第19項第２号

注）・火災時倒壊防止建築物、避難時倒壊防止建築物、延焼防止建築物及び準延焼防止建築物を除く（全般）
　　・防火上主要な間仕切壁に関する面積区画緩和を除く
　　・一戸建て住宅、長屋を除く（竪穴区画緩和）
　　・特定空間を除く

令第112条第19項第２号に係る認定書の写し

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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①法令など ②図書の種類 ③明示、記載、審査事項 部位 内容 条件

798 風道の配置
●ダクト

●ダクト付属品（制気口）
ダクト経路

【風道（ダクト）の配置確認】

●防⽕区画等貫通位置

●2層以上にわたる系統

●異種用途区画間の制気口有無

●竪穴区画間の制気口有無

●スパンドレル

799

令第112条第20項に規定する
準耐火構造の防火区画を貫通
する風道に設ける防火設備の
位置及び種別

●ダクト

●ダクト付属品・器具（制気口）

●ダクト付属品・器具（ダンパー）

防⽕ダンパー等種別（FD、SFD、

SDなど）

【風道（ダクト）の配置確認】

●防⽕区画等貫通位置

●2層以上にわたる系統

●異種用途区画間の制気口有無

●竪穴区画間の制気口有無

●スパンドレル

【防⽕設備種別確認】

●防⽕ダンパー（FD）

●防煙ダンパー（SD）

●防⽕防煙ダンパー（SFD）

●耐⽕ダクト

800

給水管、配電管その他の管と
令第112条第20項に規定する
準耐火構造の防火区画とのす
き間を埋める材料の種別

対象外 ー ー

801

令第112条第20項に規定する
準耐火構造の防火区画を貫通
する風道に設ける防火設備の
位置及び種別

●ダクト

●ダクト付属品・器具（制気口）

●ダクト付属品・器具（ダンパー）

区画に接するスパンドレル貫通

【風道（ダクト）の配置確認】

●防⽕区画等貫通位置

●2層以上にわたる系統

●異種用途区画間の制気口有無

●竪穴区画間の制気口有無

●スパンドレル

【防⽕設備種別確認】

●防⽕ダンパー（FD）

●防煙ダンパー（SD）

●防⽕防煙ダンパー（SFD）

●耐⽕ダクト

802

給水管、配電管その他の管と
令第112条第20項に規定する
準耐火構造の防火区画とのす
き間を埋める材料の種別

対象外 ー ー

803 耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別
及び寸法 ●ダクト付属品・器具（ダンパー）

防⽕ダンパー等（FD、SFD、SD）

がS48告2565号に定める構造で、

H12告1376号により設けられている

こと

【防⽕設備種別確認】

●防⽕ダンパー（FD）

●防煙ダンパー（SD）

●防⽕防煙ダンパー（SFD）

●耐⽕ダクト

804
●ダクト

●ダクト付属品・器具（制気口）
ダクト経路、及びダンパー種別

【風道（ダクト）の配置確認】

●防⽕区画等貫通位置

令第112条第20項及び第21項

各階平面図

二面以上の断面図

令第112条第21項に係る認定書の写し

NO.
Ⅰチェックリスト モデルビューに必要なものの内容及びその条件

112条　防火区画（設備関係）

注）・「幹線の防火区画貫通処理」は、BIMデータ有効活用を鑑み、「幹線」を「風道（ダクト）」に置き換えて検討。
　　・配管等に係る審査項目（防火区画と防火設備の隙間を埋める材料等）は検討対象外とする。
　　・令第113条「木造等の建築物の防火壁及び防火床」に係る審査項目は検討対象外とする。

　　・防火設備の煙感知器連動制御は、建築基準法の設置基準に合致する消防法の⾃動⽕災報知設備による場合が多い為、除く。

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討

-355 -



②具体的な確認審査の内容の整理

１．モデルビューを得るための要件

竪⽳部分

防⽕区画位置とその構造⽅法（スパンドレル
含む）

開⼝部
特定防⽕設備、防⽕設備の別
令112条19項1号⼜は2号の別

警報設備 警報装置を設けた室の別

延べ⾯積

階数
区画⾯積 防⽕区画⾯積求積

⽤途

【⼿順1】 【⼿順2】 【⼿順3】 【⼿順4】

主要構造部 主要構造部の耐⽕性能の別
延焼のおそれのある部分 延焼のおそれのある部分の外壁開⼝部の別
耐⽕、準耐⽕建築物 耐⽕、準耐⽕建築物の別

法27条、法61条の対象別 法27条各項各号の部分の別

内装 不燃、準不燃材料の別
⾃動式スプリンクラー設備等 ⾃動式スプリンクラー設備等の設置⾯積

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討

-356 -

035841
テキストボックス
（防火区画）



２．審査フロー

⾯積区画 ⾼層区画 竪⽳区画 異種⽤途区画

⾯積区画 ⾼層区画 竪⽳区画 異種⽤途区画

【⼿順１】

防⽕区画の規定が
適⽤されるかどう

か

【⼿順２】

防⽕区画の緩和の
規定を適⽤してい

るか

・１）主要構造部が
耐⽕、イ準耐⽕⼜は
ロ準耐⽕のいずれか
であって、延べ⾯積
が1500㎡を超えるか
・２）法令の規定に
よりイ-2準耐⽕建築
物⼜はロ-1準耐⽕建
築物とされたもので
あって、延べ⾯積が
500㎡を超えるか
・３）法令の規定に
よりイ-1準耐⽕建築
物⼜はロ-2準耐⽕建
築物とされたもので
あって、延べ⾯積が
1000㎡を超えるか

・建築物が11階以上
であるかどうか

・３階以上⼜は地階
に居室を有するかど
うか、かつ、主要構
造部が耐⽕⼜はイ準
耐⽕であるか
・竪⽳部分があるか
どうか

・建築物の部分が法
27条各項各号のいず
れかに該当するか

・⾃動式スプリンク
ラー設備等を設けた
部分の床⾯積の合計
の1/2に相当する床⾯
積を除いているか
・１）について、⽤
途が劇場等の客席若
しくは体育館等の部
分⼜は階段室等の部
分であって、やむを
得ない場合であるか
・２）⼜は３）につ
いて、⽤途が体育館
等の部分であって、
内装の仕上げが不燃
⼜は準不燃材料であ
るか、また階段室等
の部分であるかどう
か

・⾃動式スプリンク
ラー設備等を設けた
部分の床⾯積の合計
の1/2に相当する床⾯
積を除いているか

・避難階の直上階⼜
は直下階のみに通ず
る竪⽳部分につい
て、下地仕上げを不
燃材料としているか
・階数が３以下かつ
延べ⾯積共同住宅の
住⼾

・R2年国交告250号
「警報設備を設ける
ことその他これに準
ずる措置の基準を定
める件」を適⽤して
いるか

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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⾯積区画 ⾼層区画 竪⽳区画 異種⽤途区画

⾯積区画 ⾼層区画 竪⽳区画 異種⽤途区画

⾯積区画 ⾼層区画 竪⽳区画【⼿順５】

外壁の防⽕区画の
位置を確認

・当該防⽕区画が接する外壁について、防⽕区画がされているか
（スパンドレル部分）

【⼿順３】

【⼿順４】

防⽕区画の構造⽅
法を確認

・各区画の床⼜は壁が、法令が求める耐⽕構造⼜は準耐⽕構造となっているか
・各区画の開⼝部が、法令が求める特定防⽕設備⼜は防⽕設備であって、その構造⽅法が
令112条19項１号若しくは２号の規定に適合するものとなっているか
・複数の区画を兼⽤する床若しくは壁⼜は開⼝部が、各区画で求められる構造を満たして
いるか

・【⼿順２】の緩和部分を踏まえた上で、以下の防⽕区画を⾏っているかどうか

・１）について、延
べ⾯積1500㎡以内ご
とに区画されている
か
・２）について、延
べ⾯積500㎡以内ご
とに区画されている
か
・３）について、延
べ⾯積1000㎡以内ご
とに区画されている
か

・階数が11階以上で
あって、
＊100㎡以内ごとに
区画
＊200㎡以内ごとに
区画（下地仕上げが
準不燃材料の場合）
＊500㎡以内ごとに
区画（下地仕上げが
不燃材料の場合）
されているか

・竪⽳部分と竪⽳部
分以外とが区画され
ているか

・法27条各項各号の
いずれかに該当する
建築物の部分とその
他の部分とが区画さ
れているか

防⽕区画部分の位
置を確認

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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③確認審査の方法に基づくビューアソフトウエアの仕様（審査者視点による検討たたき台）

（要検討）
（要検討）

外壁（スパンドレル部分） （要検討）

（⾒れば分かるもの。ただし直上直下緩和の範囲は
何らかの表現で知りたい）
設備図の警報設備範囲
部屋の⽤途
開⼝部オブジェクト開⼝部

（要検討）

（要検討）

（要検討）

（要検討）

ビューア 要件 機能 明⽰すべき事項の置き換え

（要検討）主要構造部 壁等オブジェクト

防⽕区画ビューア

（要検討）

（要検討）

（要検討）

「各部分の⼨法及び算式」を左記の⽅法で置換

延焼のおそれのある部分（加筆︖）と開⼝部オブ
ジェクト

（確認申請書第四⾯と上記２つにより判断されるも
の）

平⾯図と重ねて表現されたエリアの集計
平⾯図の防⽕区画ラインと重ねて表現されたエリア
の集計
（確認申請書第四⾯と⾒れば分かるもの）

延焼のおそれのある部分

耐⽕、準耐⽕建築物

延べ⾯積

区画⾯積

階数
⽤途

竪⽳部分

警報設備
法27条、法61条の対象別

⾃動式スプリンクラー設備等

内装

設備図の⾃動SP等ラインと重ねて表現されたエリア
の集計
壁等か、部屋かのオブジェクト

（要検討）

（要検討）
（要検討）部屋の⽤途

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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①モデルビューに必要なものの内容及びその条件の整理

①法令など ②図書の種類 ③明示、記載、審査事項 部位 内容 条件

805 確認申請書 用途、建築面積など 確認申請書 審査内容の記載は省略

806 削除

807 削除

808
界壁又は防火上主要な間仕切
壁の位置

壁
住⼾間の界壁⼜は防⽕上主要な間仕

切壁の位置

・室用途

・室数

・面積

・界壁⼜は防⽕上主要な間仕切壁の位置

809 強化天井の位置 対象外 ー ー

810
令第114条第1項又は第2項の
規定に適合することの確認に
必要な事項

割愛（一般に他の明示すべき事項で

足りる）
ー ー

811
界壁、防火上主要な間仕切壁
又は隔壁を貫通する風道に設
ける防火設備の位置

ダクト

ダクト付属品・器具（制気口）
ダクト経路、及びダンパー種別

【風道（ダクト）の配置確認】

・防⽕区画貫通位置

812

給水管、配電管その他の管と
界壁、防火上主要な間仕切壁
又は隔壁との隙間を埋める材
料の種別

ダクト
風道の防⽕区画貫通部のすき間を埋

める材料

【防⽕区画と防⽕設備の隙間を埋める材料の確認】

・不燃材

813 建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築
物の各部分の寸法及び算式

対象外 ー ー

814 床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物
の各部分の寸法及び算式

面積
床面積の求積に必要な建築物の各部

分の寸法及び算式
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

815 小屋組の構造 対象外 ー ー

816
界壁、防火上主要な間仕切壁
又は隔壁の位置

壁
界壁⼜は防⽕上主要な間仕切壁の位

置

・界壁⼜は防⽕上主要な間仕切壁が小屋裏等まで達せし

めていること

817
界壁、防火上主要な間仕切壁
又は隔壁を貫通する風道に設
ける防火設備の位置

ダクト

ダクト付属品・器具（制気口）
ダクト経路、及びダンパー種別

【風道（ダクト）の配置確認】

・防⽕区画貫通位置

818

給水管、配電管その他の管と
界壁、防火上主要な間仕切壁
又は隔壁との隙間を埋める材
料の種別

ダクト
ダクトの防⽕区画貫通部のすき間を

埋める材料

【防⽕区画と防⽕設備の隙間を埋める材料の確認】

・不燃材（ロックウール等）

819 耐火構造等の構造詳細図
界壁、防火上主要な間仕切壁
又は隔壁の断面及び防火設備
の構造、材料の種別及び寸法

壁

防⽕設備

界壁⼜は防⽕上主要な間仕切壁の断

面構造、防⽕設備の構造

・界壁⼜は防⽕上主要な間仕切壁の耐⽕構造等の断面構

造（材料の種別、寸法など）

・防⽕設備の構造：防⽕ダンパー等がS48建告2565号に

定める構造で、H12告1376号により設けられていること

を明示

819-1
令第114条第1項の規定に適合
することの確認に必要な図書

令第114条第1項に規定する防
火上支障がないものとして国土
交通大臣が定める部分に該当
することを確認するために必要
な事項

対象外 ー ー

819-2
令第114条第2項の規定に適合
することの確認に必要な図書

令第114条第2項に規定する防
火上支障がないものとして国土
交通大臣が定める部分に該当
することを確認するために必要
な事項

対象外 ー ー

820 対象外 ー ー

114条　防火上主要な間仕切壁

注）・自動式スプリンクラー設備等の緩和、強化天井の緩和を除く

  ・木造小屋組み隔壁を除く

  ・防⽕避難規定の解説2016（日本建築行政会議）を参考

二面以上の断面図

令第114条第５項において読み替えて準用する令第112条第21
項に係る認定書の写し

NO.

令第114条（建築物の界壁、間
仕切壁及び隔壁）

Ⅰチェックリスト モデルビューに必要なものの内容及びその条件

各階平面図

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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②具体的な確認審査の内容の整理

１．モデルビューを得るための要件

２．審査フロー

【⼿順２】

１）共同住宅等にあっては、住⼾相互間の界壁
２）のうち、以下の壁が防⽕上主要な間仕切壁（法令上、具体的な位置づけがないため参考）
・厨房の壁
・学校にあっては、教室相互間の壁及び教室と廊下等の避難経路との壁
・マーケットにあっては、店舗相互間の壁のうち、重要なもの
・ホテル等（学校及びマーケットを除く）にあっては、病室、就寝室等の相互間の壁であっ
て、３室以下かつ100㎡以内ごとの壁及び宿泊室等と廊下等の避難経路との壁

令114条区画の
位置を確認

【⼿順３】

１）の界壁、２）の防⽕上主要な間仕切壁が、耐⽕構造⼜は準耐⽕構造となっているか令114条区画の
構造⽅法を確認

【⼿順1】 【⼿順2】 【⼿順3】

⽤途 界壁の位置 界壁が耐⽕構造⼜は準耐⽕構造
厨房の位置 厨房の壁が耐⽕構造⼜は準耐⽕構造
教室の位置 教室の壁が耐⽕構造⼜は準耐⽕構造

マーケットの各店舗の位置
マーケット店舗相互間の壁が耐⽕構造⼜は準
耐⽕構造

区画⾯積 病室の位置
病室の壁のうち、３室以下100㎡以内ごとの
壁が耐⽕構造⼜は準耐⽕構造

就寝室の位置
就寝室の壁のうち、３室以下100㎡以内ごと
の壁が耐⽕構造⼜は準耐⽕構造

【⼿順１】

以下の建築物⼜は建築物の部分があるかどうか
１）⻑屋、共同住宅（以下、共同住宅等）
２）学校、病院、有床診療所、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎⼜はマーケット
（以下、ホテル等）

令114条区画の
規定が適⽤される

かどうか

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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③確認審査の方法に基づくビューアソフトウエアの仕様（審査者視点による検討たたき台）

ビューア 要件 機能 明⽰すべき事項の置き換え

壁 壁オブジェクト （要検討）
⽤途 部屋の⽤途 （要検討）

区画⾯積
平⾯図の令114条区画ラインと重ねて表現されたエリアの
集計

（要検討）
114条区画ビューア

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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②具体的な確認審査の内容の整理

１．モデルビューを得るための要件

【⼿順1】 【⼿順2】 【⼿順3】 【⼿順4】
様式 設計者及び⼯事監理者 敷地条件 図書との整合性

施⾏規則別記第⼆号様式 設計者及び⼯事監理者の確認 都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等 主要⽤途
施⾏規則別記第⼆号様式（注意） 防⽕地域 構造

その他の区域、地域、地区⼜は街区 建築⾯積
⽤途地域 延べ⾯積、⽤途、階数など
道路、許可・認定など ⽤途、階数、各階床⾯積など

建築物の⾼さ等
道路

確認申請書

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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２．審査フロー

1.申請された様式の確認（施⾏規則別記第⼆号様式）
2.施⾏規則別記第⼆号様式（注記）の通りに記⼊されている事を確認

1.設計者及び⼯事監理者がそれぞれ同法第3条第1項、
 第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築⼠⼜は同法第3条の2第3項の規定
 に基づく条例に規定する建築⼠であることを確認
2.設計者の⽒名と、設計者が作成した設計図書の記名が整合していることを確認

1.都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等の確認
2.防⽕地域の確認
3.その他の区域、地域、地区⼜は街区の確認
4.⽤途地域の確認
5.道路の確認
6.容積率の限度の確認
7.建蔽率の限度の確認
8.許可・認定などの確認

（第三⾯関係）建築物及びその敷地に関する事項の確認
 6.ｲ.幅員 ﾛ.敷地と接している部分の⻑さ
 7.ｲ.敷地⾯積 ﾛ.⽤途地域等
 ﾊ.建築基準法第52条第１項及び第２項の規定による建築物の容積率 
 ﾆ.建築基準法第53条第１項の規定による建築物の建蔽率 ﾎ.敷地⾯積の合計
 ﾍ.敷地に建築可能な延べ⾯積を敷地⾯積で除した数値
 ﾄ.敷地に建築可能な建築⾯積を敷地⾯積で除した数値 ﾁ.備考
 10.建築⾯積 11.延べ⾯積 ｲ.建築物全体 ﾛ.地階の住宅⼜は⽼⼈ホーム等の部分
 ﾊ.エレベーターの昇降路の部分 ﾆ. 共同住宅⼜は⽼⼈ホーム等の共⽤の廊下等の部分 
 ﾎ.⾃動⾞⾞庫等の部分 ﾍ.備蓄倉庫の部分 ﾄ.蓄電池の設置部分 ﾁ.⾃家発電設備の設置部分
 ﾘ.貯⽔槽の設置部分 ﾇ.宅配ボックスの設置部分 ﾙ.住宅の部分 ｦ.⽼⼈ホーム等の部分 
 ﾜ.延べ⾯積 ｶ.容積率  12.建築物の数 13.ｲ.最⾼の⾼さ ﾛ.階数 ﾊ.構造 
 ﾆ.建築基準法第56条第７項の規定による特例の適⽤の有無
 ﾎ.適⽤があるときは、特例の区分

（第四⾯関係）建築物別概要の確認
 1.番号 2.⽤途 3.⼯事種別 4.構造 5.主要構造部 
 6.建築基準法第21条及び第27条の規定の適⽤ 7.建築基準法第61条の規定の適⽤
 8.ｲ.地階を除く階数 ﾛ.地階の階数 ﾊ.昇降機塔等の階の数 ﾆ.地階の倉庫等の階の数
 9.ｲ.最⾼の⾼さ ﾛ.最⾼の軒の⾼さ 10.建築設備の種類 12.床⾯積 ｲ.階別 ﾛ.合計
 13.屋根 14.外壁 15.軒裏 16.居室の床の⾼さ 17.便所の種類

（第五⾯関係）建築物の階別概要の確認
  1.番号 2.階 3.柱の⼩径 4.横架材間の垂直距離 5.階の⾼さ 
  6.天井 ｲ.居室の天井の⾼さ ﾛ.建築基準法施⾏令第39条第3項に規定する特定天井
  7.⽤途別床⾯積

（第六⾯関係）建築物独⽴部分別概要の確認
  1.番号 2.延べ⾯積 3.建築物の⾼さ等 ｲ.最⾼の⾼さ ﾛ.最⾼の軒の⾼さ ﾊ.階数 ﾆ.構造
  4.特定構造計算基準⼜は特定増改築構造計算基準の別 5.構造計算の区分
  6.構造計算に⽤いたプログラム ｲ.名称 ﾛ.区分
  7.建築基準法施⾏令第137条の2各号に定める基準の区分

【⼿順1】
様式は正しいか

【⼿順2】
建築⼠等は正しい

か

【⼿順3】
敷地条件は
正しいか

【⼿順4】
図書との整合性

の確認
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③確認審査の方法に基づくビューアソフトウエアの仕様（審査者視点による検討たたき台）

ビューア 要件 機能 明⽰すべき事項の置き換え

申請書ビュー 施⾏規則別記第⼆号様式 （要検討） （要検討）
Excel(xml) 施⾏規則別記第⼆号様式 （要検討） （要検討）
図⾯リストビュー
各図枠ビュー

設計者の建築⼠資格と⽒名 （要検討） （要検討）

都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等 （要検討） （要検討）
防⽕地域の確認 （要検討） （要検討）
その他の区域、地域、地区⼜は街区の確認 （要検討） （要検討）
⽤途地域の確認 （要検討） （要検討）
道路の確認 （要検討） （要検討）
容積率の限度の確認 （要検討） （要検討）
建蔽率の限度の確認 （要検討） （要検討）
許可・認定などの確認 （要検討） （要検討）

概要ビュー
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   （余白）
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②－２ 構造 

検討対象 

構造 

2)計算書と構造図の整合性について 

3)構造図間の整合性について  
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①モデルビューに必要なものの内容及びその条件の整理

建築物の構造 鉄筋コンクリート造

法第20条の規定

②図書の種類
⑤明示、記
載、審査事項

部位 内容

・屋根の部分毎に伏図表現ができる。

・伏図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口
部位置・形状

区分②： 開口部寸法、位置(レベル）

区分③： 特記事項の記載、屋根版敷込方向(一方向版の
場合)

区分④： 同一部材の色別表示、積載荷重の色別表示、
「指定することで表現されるもの」
部材厚さ、スパンの寸法

・各階の床の部分毎に伏図表現ができる。

・伏図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口
部位置・形状

区分②： 開口部寸法、位置(レベル）

区分③： 特記事項の記載、屋根版敷込方向(一方向版の
場合)

区分④： 同一部材の色別表示、積載荷重の色別表示、
「指定することで表現されるもの」
部材厚さ、スパンの寸法

・各階の屋根又は床の部分毎に伏図表現ができる。

・伏図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状

区分②： 位置(レベル)

区分③： 特記事項の記載

区分④： 同一部材の色別表示、同一レベルの色別表
示、
「指定することで表現されるもの」
部材断面寸法、スパンの寸法

・各階の屋根又は床の部分毎に伏図表現ができる。

・伏図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 同上

区分②： 同上

区分③： 同上

区分④： 同上

・各階の部分毎に伏図表現ができる。

・伏図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状

区分②：

区分③： 位置(基準からの寸法)、特記事項の記載

区分④： 同一部材の色別表示、
「指定することで表現されるもの」
部材断面寸法

表中の条件欄の区分の位置付け
区分①：モデルビューの表現に必ず表現される内容
区分②：モデルビューの該当部分を指定することで表現される内容
区分③：モデルビューで表現されず、別途、表現される内容
区分④：構造計算書の審査にあたり、モデルビューで表現されることが望ましい内容

審査内容の項目リスト
代替とするモデル
ビュー モデルビューに必要なものの内容及びその条件

①法令

法第20
条

建築基準法
施行令
第３章第６
節

各階床伏図
小屋伏図

柱、はり、
床、壁（耐力
壁、耐力壁以
外の壁）の位
置の記載
構造スリット
の位置の記載
開口部の位置
の記載

各階床伏ビュー
屋根伏ビュー

条件

符号
位置
厚さ

小はり 符号
位置
断面寸法

柱 符号
位置
断面寸法

屋根版

符号
位置
厚さ

床版

大はり 符号
位置
断面寸法

別表1
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法第20条の規定

②図書の種類
⑤明示、記
載、審査事項

部位 内容

審査内容の項目リスト
代替とするモデル
ビュー モデルビューに必要なものの内容及びその条件

①法令 条件

・各階の部分毎に伏図表現ができる。

・伏図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口
部位置

区分②：

区分③： 特記事項の記載

区分④： 同一部材の色別表示、
「指定することで表現されるもの」
部材厚さ、開口部形状・寸法

・各階の部分毎に伏図表現ができる。

・伏図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口
部位置、構造スリット位置

区分②：

区分③： 特記事項の記載、構造スリット寸法

区分④：
「指定することで表現されるもの」
部材寸法(袖壁)、部材厚さ

・各通り毎に軸組図表現ができる。

・軸組図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 位置(部材配置)・外形形状

区分②： 位置(レベル)

区分③： 特記事項の記載

区分④：

・各通り毎に軸組図表現ができる。

・軸組図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 同上

区分②： 同上

区分③： 同上

区分④：

・各通り毎に軸組図表現ができる。

・軸組図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状

区分②： 位置(レベル)

区分③： 特記事項の記載

区分④： 同一部材の色別表示、コンクリート強度の色
別表示、
「指定することで表現されるもの」
部材断面寸法、スパンの寸法

・各通り毎に軸組図表現ができる。

・軸組図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 位置(部材配置)・外形形状

区分②： 位置(レベル)

区分③： 特記事項の記載

区分④：

・各通り毎に軸組図表現ができる。

・軸組図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)、外形形状

区分②：

区分③： 位置(基準からの寸法)、特記事項の記載

区分④： 同一部材の色別表示、コンクリート強度の色
別表示、
「指定することで表現されるもの」
部材断面寸法、スパンの寸法

柱、はり、壁
（耐力壁、耐
力壁以外の
壁）の位置の
記載
耐力壁の開口
部の位置,形状
及び寸法の記
載
耐力壁以外の
壁の開口部の
位置の記載
構造スリット
の位置の記載
コンクリート
強度の記載

軸組ビュー二面以上の軸
組図

大はり 符号
位置
断面寸法

(小はり) 位置

耐力壁 符号
位置
厚さ
開口部位置

非耐力壁 符号
位置
厚さ
開口部位置
構造スリッ
ト(鉛直)位
置

柱 符号
位置
断面寸法

(床版) 位置

(屋根版) 位置

■2.[一般建築]検討内容
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法第20条の規定

②図書の種類
⑤明示、記
載、審査事項

部位 内容

審査内容の項目リスト
代替とするモデル
ビュー モデルビューに必要なものの内容及びその条件

①法令 条件

・各通り毎に軸組図表現ができる。

・軸組図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口
部位置・形状

区分②： 開口部寸法

区分③： 特記事項の記載

区分④： 同一部材の色別表示、
「指定することで表現されるもの」
部材厚さ

・各通り毎に軸組図表現ができる。

・軸組図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口
部位置・形状、構造スリット位置

区分②：

区分③： 特記事項の記載、構造スリット寸法

区分④：
「指定することで表現されるもの」
部材寸法(垂壁・腰壁・袖壁)、部材厚さ

耐力壁 符号
位置
厚さ
開口部位
置・形状・
寸法

非耐力壁 符号
位置
厚さ
開口部位
置・形状
構造スリッ
ト(鉛直・水
平)位置

■2.[一般建築]検討内容
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①モデルビューに必要なものの内容及びその条件の整理

建築物の構造 鉄筋コンクリート造

法第20条の規定

②図書の種類
⑤明示、記
載、審査事項

部位 内容

区分①： 部材符号、断面寸法、鉄筋配置・主筋径と本
数、帯筋径と間隔、柱はり接合部内帯筋と間
隔、材料種別(鉄筋種類）

区分②： 材料種別(コンクリート強度)

区分③： 鉄筋の継手・定着の構造方法、補助筋（配
置・径と本数・材料種別(鉄筋種類））、特記
事項の記載

区分④：

区分①： 部材符号、断面寸法、鉄筋配置・主筋径と本
数、カットオフ長さ、あばら筋径と間隔、材
料種別(鉄筋種類）

区分②： 材料種別(コンクリート強度)

区分③： 鉄筋の継手・定着の構造方法、腹筋（配置・
径と本数・材料種別（鉄筋種類)）、特記事項
の記載

区分④：

区分①： 部材符号、断面寸法、鉄筋配置・主筋径と本
数、あばら筋径と間隔、材料種別(鉄筋種類）

区分②：

区分③： 鉄筋の継手・定着の構造方法、腹筋（配置・
径と本数・材料種別（鉄筋種類））、材料種
別(コンクリート強度）、特記事項の記載

区分④：

区分①： 部材符号、部材厚さ、鉄筋配置・鉄筋径と間
隔、材料種別(鉄筋種類)

区分②：

区分③： 開口補強筋(鉄筋径・本数、材料種別(鉄筋種
類))、鉄筋の継手・定着の構造方法、材料種
別（コンクリート強度）、特記事項の記載

区分④：

表中の条件欄の区分の位置付け
区分①：モデルビューの表現に必ず表現される内容
区分②：モデルビューの該当部分を指定することで表現される内容
区分③：モデルビューで表現されず、別途、表現される内容
区分④：構造計算書の審査にあたり、モデルビューで表現されることが望ましい内容

条件

柱リストビュー 柱 符号
断面寸法
主筋径・本
数・配置
帯筋径・間
隔
材料種別

モデルビューに必要なものの内容及びその条件

・部材断面リスト表現に以下の区分による内容
　が表現される。

審査内容の項目リスト
代替とするモデル
ビュー

・各階の符号毎に表形式又は図形式で部材断面
　リスト表現ができる。

大はりリスト
ビュー

大はり 符号
断面寸法
主筋径・本
数・配置
あばら筋
径・間隔
材料種別

・各階の符号毎に表形式又は図形式で部材断面
　リスト表現ができる。

①法令

法第20
条

建築基準法
施行令
第３章第６
節

構造詳細図 杭、基礎、
柱、はり、
床、耐力壁の
寸法、構造方
法、材料種別
の記載
鉄筋の配置、
径、継手、定
着の寸法、構
造方法、材料
種別の記載
開口部の位
置、形状、寸
法の記載

小はりリスト
ビュー

小はり 符号
断面寸法
主筋径・本
数・配置
あばら筋
径・間隔
材料種別

・符号毎に表形式又は図形式で部材断面リスト
　表現ができる。

・部材断面リスト表現に以下の区分による内容
　が表現される。

・部材断面リスト表現に以下の区分による内容
　が表現される。

スラブリスト
ビュー

床版
屋根版

符号
厚さ
鉄筋の径・
間隔
材料種別

・符号毎に表形式又は図形式で部材断面リスト
　表現ができる。

・部材断面リスト表現に以下の区分による内容
　が表現される。

別表1
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法第20条の規定

②図書の種類
⑤明示、記
載、審査事項

部位 内容 条件

モデルビューに必要なものの内容及びその条件審査内容の項目リスト
代替とするモデル
ビュー

①法令

区分①： 部材符号、部材厚さ、鉄筋配置・鉄筋径と間
隔、材料種別(鉄筋種類)

区分②：

区分③： 開口補強筋(鉄筋径・本数、材料種別(鉄筋種
類))、鉄筋の継手・定着の構造方法、材料種
別（コンクリート強度）、特記事項の記載

区分④：

区分①： 部材符号、部材厚さ、鉄筋配置・鉄筋径と間
隔、材料種別(鉄筋種類)

区分②：

区分③： 開口補強筋(鉄筋径・本数、材料種別(鉄筋種
類))、鉄筋の継手・定着の構造方法、材料種
別（コンクリート強度）、特記事項の記載

区分④：

非耐力壁 符号
厚さ
鉄筋の径・
間隔
材料種別

・符号毎に表形式又は図形式で部材断面リスト
　表現ができる。

・部材断面リスト表現に以下の区分による内容
　が表現される。

壁リストビュー 耐力壁 符号
厚さ
鉄筋の径・
間隔
材料種別

・符号毎に表形式又は図形式で部材断面リスト
　表現ができる。

・部材断面リスト表現に以下の区分による内容
　が表現される。

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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①モデルビューに必要なものの内容及びその条件の整理

建築物の構造 鉄骨造

法第20条の規定

②図書の種類
⑤明示、記
載、審査事項

内容部位

・屋根の部分毎に伏図表現ができる。

・伏図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口
部位置・形状

区分②： 開口部寸法、位置(レベル）

区分③： 特記事項の記載、屋根版敷込方向(一方向版の
場合)

区分④： 「指定することで表現されるもの」
同一部材の色別表示、積載荷重の色別表示、
構造諸元(合成スラブ版・鋼板屋根版等)、部
材厚さ、スパンの寸法

・各階の床の部分毎に伏図表現ができる。

・伏図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状、開口
部位置・形状

区分②： 開口部寸法、位置(レベル）

区分③： 特記事項の記載、床版敷込方向(一方向版の場
合)

区分④： 同一部材の色別表示、積載荷重の色別表示、
「指定することで表現されるもの」
構造諸元(合成スラブ版等)、部材厚さ、スパ
ンの寸法

・各階の屋根又は床の部分毎に伏図表現ができる。

・伏図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状、継手
位置、梁端部接合方法(剛接・ピン接)

区分②： 位置(レベル)、継手位置(通り芯からの寸法)

区分③： 特記事項の記載

区分④： 同一部材の色別表示、同一レベルの色別表示
、
「指定することで表現されるもの」
部材断面寸法、スパンの寸法

・各階の屋根又は床の部分毎に伏図表現ができる。

・伏図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状・継手
位置・梁端部接合方法(剛接・ピン接)、横補
剛材の位置（部材配置）

区分②： 位置(レベル)、継手位置(通り芯からの寸法)

区分③： 横補剛材の配置寸法、特記事項の記載

区分④： 同上

・各階の部分毎に伏図表現ができる。

・伏図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状

区分②：

区分③： 位置(基準からの寸法)、特記事項の記載

区分④： 同一部材の色別表示、
「指定することで表現されるもの」
部材断面寸法

符号
位置
断面寸法

小はり
(横補剛材含
む。)

符号
位置
断面寸法
継手位置
梁端部接合
仕様(仕口)
横補剛材配
置寸法

法第20
条

建築基準法
施行令
第３章第５
節

各階床伏図
小屋伏図

柱、はり、
床、斜材、横
補剛材の位置
の記載
継手の位置の
記載
開口部の位置
の記載

各階床伏ビュー
屋根伏ビュー

屋根版

柱
(間柱含
む。）

符号
位置
厚さ

符号床版
位置
厚さ

符号大はり
位置
断面寸法
継手位置
梁端部接合
仕様(仕口)

表中の条件欄の区分の位置付け
区分①：モデルビューの表現に必ず表現される内容
区分②：モデルビューの該当部分を指定することで表現される内容
区分③：モデルビューで表現されず、別途、表現される内容
区分④：構造計算書の審査にあたり、モデルビューで表現されることが望ましい内容

審査内容の項目リスト
代替とするモデル
ビュー モデルビューに必要なものの内容及びその条件

①法令 条件

別表1

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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法第20条の規定

②図書の種類
⑤明示、記
載、審査事項

内容部位

審査内容の項目リスト
代替とするモデル
ビュー モデルビューに必要なものの内容及びその条件

①法令 条件

・各階の部分毎に伏図表現ができる。

・伏図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状

区分②：

区分③： 特記事項の記載

区分④： 同一部材の色別表示、
「指定することで表現されるもの」
部材断面寸法

・各通り毎に軸組図表現ができる。

・軸組図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 位置(部材配置)・外形形状

区分②： 位置(レベル)

区分③： 特記事項の記載

区分④：

・各通り毎に軸組図表現ができる。

・軸組図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 同上

区分②： 同上

区分③： 同上

区分④：

・各通り毎に軸組図表現ができる。

・軸組図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状、継手
位置、梁端部接合方法(剛接・ピン接)

区分②：
位置(レベル)、継手位置(基準からの寸法)

区分③： 特記事項の記載

区分④： 同一部材の色別表示、鋼材種別の色別表示、
「指定することで表現されるもの」
部材断面寸法、スパンの寸法

・各通り毎に軸組図表現ができる。

・軸組図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状、継手
位置、梁端部接合方法(剛接・ピン接)

区分②： 位置(レベル)、継手位置(基準からの寸法)

区分③： 特記事項の記載

区分④：

・各通り毎に軸組図表現ができる。

・軸組図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号、位置(部材配置)・外形形状、継手
位置、柱端部接合方法(剛接、ピン接)

区分②： 継手位置(基準からの寸法)

区分③： 位置（基準からの寸法）、特記事項の記載

区分④： 同一部材の色別表示、鋼材種別の色別表示、
「指定することで表現されるもの」
部材断面寸法、スパンの寸法

符号斜材
位置
断面寸法

二面以上の軸
組図

柱、はり、斜
材の位置の記
載
継手の位置の
記載

位置（屋根版）軸組ビュー

位置

符号大はり
位置
断面寸法
継手位置
梁端部接合
仕様(仕口)

（小はり
(耐風梁含
む。)）

位置

柱
(間柱含
む。)

符号
位置
断面寸法
継手位置
柱端部接合
仕様(仕口)

（床版）

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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法第20条の規定

②図書の種類
⑤明示、記
載、審査事項

内容部位

審査内容の項目リスト
代替とするモデル
ビュー モデルビューに必要なものの内容及びその条件

①法令 条件

・各通り毎に軸組図表現ができる。

・軸組図表現に以下の区分による内容が表現される。

区分①： 部材符号・位置(部材配置)・外形形状、継手
位置、斜材端部接合方法(剛接、ピン接)

区分②： 部材断面寸法、継手位置(基準からの寸法)

区分③： 特記事項の記載

区分④： 同一部材の色別表示、鋼材種別の色別表示、
「指定することで表現されるもの」
部材断面寸法、スパンの寸法

符号
位置
断面寸法
継手位置
斜材端部接
合仕様(仕
口)

斜材

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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①モデルビューに必要なものの内容及びその条件の整理

建築物の構造 鉄骨造

法第20条の規定

②図書の種類
⑤明示、記
載、審査事項

部位 内容

区分①： 部材符号、部材断面寸法、材料種別(鋼材種
類)

区分②：

区分③： 継手・仕口の構造方法
(溶接、高力ボルト(ボルト)の径と本数・配
置・材料種別（強度）、プレートの寸法・材
料種別（鋼材種類）)、
柱脚の構造方法
(ベースプレート寸法・材料種別（鋼材種
類）、アンカーボルトの径と本数・配置・材
料種別（強度）・定着長さ)、
礎柱の構造方法
（断面寸法・鉄筋配置・主筋径と本数・帯筋
径と間隔・材料種別（鉄筋種類・コンクリー
ト強度））、
柱はり接合部の構造方法
(ダイアフラム寸法・材料種別（鋼材種
類)）、
スタッドボルトの径と長さ・本数・配置、材
料種別（強度）、有効細長比、特記事項の記
載

区分④： 「指定することで表現されるもの」
柱脚回転剛性、
柱脚の構造方法
(ベースプレート寸法・材料種別（鋼材種
類）、アンカーボルトの径と本数・配置・材
料種別（強度）・定着長さ)

区分①： 部材符号、部材断面寸法、材料種別(鋼材種
類)

区分②：

区分③： 継手・仕口の構造方法
(溶接、高力ボルト(ボルト)の径と本数・配
置・材料種別（強度）、プレートの寸法・材
料種別（鋼材種類））、
スタッドボルトの径と長さ・本数・配置、材
料種別（強度）、特記事項の記載

区分④： 「指定することで表現されるもの」
継手・仕口の構造方法
(高力ボルト(ボルト)の径と本数・配置・材料
種別（強度）、プレートの寸法・材料種別
（鋼材種類））

表中の条件欄の区分の位置付け
区分①：モデルビューの表現に必ず表現される内容
区分②：モデルビューの該当部分を指定することで表現される内容
区分③：モデルビューで表現されず、別途、表現される内容
区分④：構造計算書の審査にあたり、モデルビューで表現されることが望ましい内容

審査内容の項目リスト
代替とするモデル
ビュー モデルビューに必要なものの内容及びその条件

①法令 条件

法第20
条

建築基準法
施行令
第３章第５
節

構造詳細図 杭、基礎、
柱、はり、
床、斜材の寸
法、構造方
法、材料種別
の記載
接合部(継手・
仕口・柱はり
接合部)の寸
法、構造方
法、材料種別
の記載
開口部の位
置、形状、寸
法の記載
圧縮材の有効
細長比の記載

柱リストビュー 符号
断面寸法
継手・仕口
柱脚の構造
方法
材料種別

・各階の符号毎に表形式又は図形式で部材断面
　リスト表現ができる。

・部材断面リスト表現に以下の区分による内容
　が表現される。

大はりリスト
ビュー

大はり 符号
断面寸法
継手・仕口
材料種別

・各階の符号毎に表形式又は図形式で部材断面
　リスト表現ができる。

・部材断面リスト表現に以下の区分による内容
　が表現される。

柱
(間柱含
む。)

別表1

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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法第20条の規定

②図書の種類
⑤明示、記
載、審査事項

部位 内容

審査内容の項目リスト
代替とするモデル
ビュー モデルビューに必要なものの内容及びその条件

①法令 条件

区分①： 部材符号、部材断面寸法、材料種別(鋼材種
類)

区分②：

区分③： 継手・仕口の構造方法
(溶接、高力ボルト(ボルト)の径と本数・配
置・材料種別（強度）、プレートの寸法・材
料種別（鋼材種類）、
スタッドボルトの径と長さ・本数・配置、材
料種別（強度）、特記事項の記載

区分④： 「指定することで表現されるもの」
継手・仕口の構造方法
(高力ボルト(ボルト)の径と本数・配置・材料
種別（強度）、プレートの寸法・材料種別
（鋼材種類））

区分①： 部材符号、部材厚さ、鉄筋径と間隔、材料種
別(鉄筋種類)

区分②：

区分③： 構造諸元(合成スラブ版・鋼板屋根版等)、開
口補強筋(鉄筋径・本数、材料種別(鉄筋種
類))、鉄筋の継手・定着の構造方法、材料種
別（コンクリート強度）、特記事項の記載

区分④：

区分①： 部材符号、部材断面寸法、材料種別(鋼材種
類)

区分②：

区分③： 継手・仕口の構造方法
(溶接、高力ボルト(ボルト)の径と本数・配
置・材料種別（強度）、プレートの寸法・材
料種別（鋼材種類）、
有効細長比(圧縮材の場合)、特記事項の記載

区分④： 「指定することで表現されるもの」
継手・仕口の構造方法
(高力ボルト(ボルト)の径と本数・配置・材料
種別（強度）、プレートの寸法・材料種別
（鋼材種類））

小はり
(横補剛材・
耐風梁含
む。）

斜材リストビュー 斜材

小はりリスト
ビュー

スラブリスト
ビュー

床版
屋根版

符号
厚さ
鉄筋の径・
間隔
断面寸法
材料種別

・符号毎に表形式又は図形式で部材断面リスト
　表現ができる。

・部材断面リスト表現に以下の区分による内容
　が表現される。

符号
断面寸法
継手・仕口
材料種別

・符号毎に表形式又は図形式で部材断面リスト
　表現ができる。

・部材断面リスト表現に以下の区分による内容
　が表現される。

符号
断面寸法
継手・仕口
材料種別

・符号毎に表形式又は図形式で部材断面リスト
　表現ができる。

・部材断面リスト表現に以下の区分による内容
　が表現される。

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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２）－２　審査フロー

構造図 構造計算書

構造図の明示すべき事項を審査 構造計算書の明示すべき事項を審査

図面相互の整合を審査
・構造図相互の整合、意匠図と構造図の整合

敷地・建築物の計画の確認
・敷地の形状・傾斜等
・建築物の形状・高さ・室の用途等

構造耐力上主要な部分の構造方法の確認
・部材の位置・形状
・非構造部材の位置・形状

荷重・外力の算出方法の審査
・固定荷重、積載荷重、特殊荷重、積雪荷重、地
震力、風圧力、土圧・水圧等

構造計算の応力値、応力図、算出方法を審査

構造計算の計算結果の審査
・許容応力度計算、許容応力度等計算、保有水平
耐力計算他

具体的な確認審査の内容は、別表２による。

部材に使用する材料と使用部位の確認
・部材に使用する材料種別、使用部位等、・部材に使用する認定材料、使用部位等

構造図（伏図・軸組図）と構造計算書の整合を審査
・部材の位置・符号、スパンの寸法、建築物の高さ・階の高さ、開口部の位置とその寸法

荷重・外力の数値設定の意匠図又は構造図と計算書の整合を審査
・固定荷重・積載荷重・特殊荷重・積雪荷重、地震力・風圧力・土圧・水圧等

構造計算に用いる条件を審査
・荷重・外力の数値設定、モデル設定、スパンの寸法（高さの寸法）等

構造図（部材断面リスト）と構造計算の断面計算の整合を審査
・部材断面の形状と寸法、部材断面の配筋・材料種別

明
示
内
容
の
審
査

法
令
規
定
の
適
合
審
査

審査の項目

建築計画・構造
方法の確認

明示すべき事項
と図面相互の整
合の審査

荷重・外力計算
書の設定の審査

構造計算の条件
の審査

構造計算の結果
の審査

：伏図・軸組図を活用し行う審査内容

伏図・
軸組図関係

：モデルビューを活用せず行う構造計算書の審査内容

伏図・
軸組図関係

伏図・
軸組図関係

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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２）－２　審査フロー

構造図 構造計算書

構造図の明示すべき事項を審査 構造計算書の明示すべき事項を審査

図面相互の整合を審査
・構造図相互の整合、意匠図と構造図の整合

敷地・建築物の計画の確認
・敷地の形状・傾斜等
・建築物の形状・高さ・室の用途等

構造耐力上主要な部分の構造方法の確認
・部材の位置・形状
・非構造部材の位置・形状

荷重・外力の算出方法の審査
・固定荷重、積載荷重、特殊荷重、積雪荷重、地
震力、風圧力、土圧・水圧等

構造計算の応力値、応力図、算出方法を審査

構造計算の計算結果の審査
・許容応力度計算、許容応力度等計算、保有水平
耐力計算他

具体的な確認審査の内容は、別表２による。

構造計算に用いる条件を審査
・荷重・外力の数値設定、モデル設定、スパンの寸法（高さの寸法）等

構造計算の結果
の審査

構造図（部材断面リスト）と構造計算の断面計算の整合を審査
・部材断面の形状と寸法、部材断面の配筋・材料種別

審査の項目

明
示
内
容
の
審
査

明示すべき事項
と図面相互の整
合の審査

法
令
規
定
の
適
合
審
査

建築計画・構造
方法の確認

部材に使用する材料と使用部位の確認
・部材に使用する材料種別、使用部位等、・部材に使用する認定材料、使用部位等

構造図（伏図・軸組図）と構造計算書の整合を審査
・部材の位置・符号、スパンの寸法、建築物の高さ・階の高さ、開口部の位置とその寸法

荷重・外力計算
書の設定の審査

荷重・外力の数値設定の意匠図又は構造図と計算書の整合を審査
・固定荷重・積載荷重・特殊荷重・積雪荷重、地震力・風圧力・土圧・水圧等

構造計算の条件
の審査

：構造詳細図を活用し行う審査内容

構造詳細図
関係

：モデルビューを活用せず行う構造計算書の審査内容

構造詳細図
関係

構造詳細図
関係

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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②構造の具体的な確認審査の内容の整理

平19国交告示第835号　確認審査等に関する指針の審査すべき事項の内容の抜粋

別表　（共通事項、令第82条各号関係のみを抜粋）
（ろ） （は）

図書の種類 審査すべき事項
図書の種類
①意匠図

図書の種類
②構造図

図書の種類
③構造計算書

図書の種類に基づき行う主な審査内容

構造耐力上主要な部分であ
る部材（接合部を含む。）
の位置、形状、寸法及び材
料の種別並びに開口部の位
置、形状及び寸法が明記さ
れており、それらが記載さ
れた図書相互において整合
していること。

平面図
立面図
断面図

屋根伏図
各階床伏図
基礎伏図
軸組図
構造詳細図

①構造図に以下の内容が明記されているかを審査
・規則第1条の3表1、表2の明示すべき事項
②構造図に記載された以下の内容の整合を審査
・意匠図と構造図の部材の位置
・意匠図と構造図のスパン・建築物の高さ・階の高さの寸法
・伏図と軸組図の部材の位置
・伏図と軸組図の部材の符号

構造計算においてその影響
を考慮した非構造部材の位
置、形状、寸法及び材料の
種別が明記されており、そ
れらが記載された図書相互
において整合しているこ
と。

平面図
立面図
断面図

各階床伏図
軸組図

①構造図に以下の内容が明記されているかを審査
・雑壁の位置
②構造図に記載された以下の内容の整合を審査
・意匠図と構造図の雑壁の位置（鉄筋コンクリート造の建築の場
合）
・構造スリットの位置（鉄筋コンクリート造の建築の場合）

構造計算
チェックリ
スト

プログラムによる構造計算
を行う場合において、申請
に係る建築物が、当該プロ
グラムによる構造計算に
よって安全性を確かめるこ
とのできる建築物の構造の
種別、規模その他のプログ
ラムの使用条件に適合する
かどうかを照合するための
事項が明記されており、そ
れらがプログラムの使用条
件に適合していること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

構造耐力上主要な部分であ
る部材（接合部を含む。）
に使用されるすべての材料
の種別（規格がある場合に
あっては当該規格）及び使
用部位が明記されており、
それらが記載された構造詳
細図その他の図書と整合し
ていること。

構造仕様書・
構造詳細図
（部材断面リ
スト）

構造計算書 ①構造計算書に部材に使用する材料種別・使用部位が明記されて
いるかを審査
②構造図と構造計算書に記載された以下の内容を審査
・構造仕様書と構造計算書の材料種別・使用部位
・部材断面リストと構造計算書の材料種別・使用部位

使用する材料の許容応力
度、許容耐力及び材料強度
の数値及びそれらの算出方
法が明記されており、それ
らが建築基準法令の規定に
適合していること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

使用する指定建築材料が法
第37条の規定に基づく国土
交通大臣の認定を受けたも
のである場合にあっては、
その使用位置、形状及び寸
法、当該構造計算において
用いた許容応力度及び材料
強度の数値並びに認定番号
が明記されており、当該認
定において指定された条件
に適合していること。

構造仕様書・
構造詳細図
（部材断面リ
スト）

構造計算書 ①構造計算書に部材に使用する認定材料の使用位置・形状・寸
法・許容応力度等の数値・認定番号が明記されているかを審査
②構造図と構造計算書に記載された以下の内容を審査
・構造仕様書と構造計算書の認定材料の名称・認定番号
・部材断面リストと構造計算書の認定材料の使用位置・形状・寸
法・名称・認定番号
③使用する認定材料の指定された条件に適合しているかを審査

法第68条の25の規定に基づ
く国土交通大臣の認定を受
けた構造方法等その他特殊
な構造方法等が使用されて
いる場合にあっては、その
認定番号、使用条件及び内
容が明記されており、それ
らが適切であること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

第1　第4項第三号ロ（1）（ⅰ）申請書等により、別表（い）欄に掲げる建築物の
区分に応じ、同表（ろ）欄に掲げる図書に基づき、同表（は）欄に掲げる審査す
べき事項について審査すること

（い） 　具体的な確認審査の内容

区分

（一） 令
第
81
条
第
2
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
り
安
全
性
を
確
か
め
た
建
築
物

共
通
事
項

各階平面
図、2面以上
の立面図、2
面以上の断
面図、基礎
伏図、各階
床伏図、小
屋伏図、2面
以上の軸組
図及び構造
詳細図

使用構造材
料一覧表

特別な調査
又は研究の
結果等説明
書

表中の凡例

下線 ：モデルビューのBIM情報を活用せず行う審査内容

：モデルビューを活用せず行う構造計算書の審査内容

別表２

■2.[一般建築]検討内容
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別表　（共通事項、令第82条各号関係のみを抜粋）
（ろ） （は）

図書の種類 審査すべき事項
図書の種類
①意匠図

図書の種類
②構造図

図書の種類
③構造計算書

図書の種類に基づき行う主な審査内容

（い） 　具体的な確認審査の内容

区分

特別な調査又は研究の結果
に基づき構造計算が行われ
ている場合にあっては、そ
の検討内容が明記されてお
り、それらが適切であるこ
と。

構造計算書 審査内容の記載は省略

構造計算の仮定及び計算結
果の適切性に関する検討内
容が明記されており、それ
らが適切であること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

平成25年国土交通省告示第
771号第3第4項第二号に定め
る構造方法が使用されてい
る場合にあっては、その検
討内容が明記されており、
それらが適切であること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

地盤調査方法及びその結果
が明記されていること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

地層構成、支持地盤及び建
築物（地下部分を含む。）
の位置が明記されているこ
と。

基礎・地盤説
明書（土質柱
状図）

構造図に以下の内容が明記されているかを審査
・土質柱状図の地層構成、支持地盤、基礎の位置

地下水位が明記されている
こと（地階を有しない建築
物に直接基礎を用いた場合
を除く。）

基礎・地盤説
明書（土質柱
状図）

構造図に以下の内容が明記されているかを審査
・土質柱状図の地下水位の位置

基礎の工法（地盤改良を含
む。）の種別、位置、形
状、寸法及び材料の種別が
明記されており、それらが
建築基準法令の規定に適合
していること。

使用材料一覧
表
基礎伏図
構造詳細図
（部材断面リ
スト）
基礎・地盤説
明書（土質柱
状図）

構造計算書 ①構造図に以下の内容が明記されているかを審査
・基礎の工法の種別
・基礎の位置、形状・寸法
・基礎の材料種別
②基礎の工法が令第38条、令第93条の規定に適合しているかを審
査

構造計算において用いた支
持層の位置、層の構成及び
地盤調査の結果により設定
した地盤の特性値が明記さ
れており、それらが適切で
あること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

地盤の許容応力度並びに基
礎及び基礎ぐいの許容支持
力の数値及びそれらの算出
方法が明記されており、そ
れらが建築基準法令の規定
に適合していること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

略伏図 各階の構造耐力上主要な部
分である部材の種別、配置
及び寸法並びに開口部の位
置が、基礎伏図、床伏図又
は小屋伏図の記載事項と整
合していること。

屋根伏図
各階床伏図
基礎伏図

構造計算書
（略伏図）

構造図と構造計算書に記載された以下の内容の整合を審査
・伏図と構造計算書（略伏図）の部材の位置
・伏図と構造計算書（略伏図）のスパンの寸法
・伏図と構造計算書（略伏図）の部材の符号

略軸組図 すべての通りの構造耐力上
主要な部分である部材の種
別、配置及び寸法並びに開
口部の位置が、軸組図の記
載事項と整合しているこ
と。

軸組図 構造計算書
（略軸組図）

構造図と構造計算書に記載された以下の内容の整合を審査
・軸組図と構造計算書（略軸組図）の部材の位置
・軸組図と構造計算書（略軸組図）のスパン・建築物の高さ・階
の高さの寸法
・軸組図と構造計算書（略軸組図）の部材の符号
・軸組図と構造計算書（略軸組図）の開口部の位置とその寸法

部材断面表 各階及びすべての通りの構
造耐力上主要な部分である
部材の断面の形状、寸法及
び仕様が明記されているこ
と。

構造詳細図
（部材断面リ
スト）

構造計算書
（部材断面
表）

①構造計算書（部材断面表）に各階・各通りに使用する部材断面
の形状・寸法・仕様（部材断面等）が明記されているかを審査
②構造図と構造計算書に記載された以下の内容を審査
・部材断面リストと構造計算書の部材断面等

令
第
82
条
各
号
関
係

基礎・地盤
説明書（施
行規則第1条
の3第1項の
表三の(一)
項の規定に
基づき国土
交通大臣が
あらかじめ
適切である
と認定した
算出方法に
より基礎ぐ
いの許容支
持力を算出
する場合で
当該認定に
係る認定書
の写しを添
えた場合に
あっては、
当該算出方
法に係る図
書のうち国
土交通大臣
の指定した
ものを除
く。）

■2.[一般建築]検討内容
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別表　（共通事項、令第82条各号関係のみを抜粋）
（ろ） （は）

図書の種類 審査すべき事項
図書の種類
①意匠図

図書の種類
②構造図

図書の種類
③構造計算書

図書の種類に基づき行う主な審査内容

（い） 　具体的な確認審査の内容

区分

固定荷重の数値及びその算
出方法が明記されており、
それらが建築基準法令の規
定に適合していること。

平面図
立面図
断面図
(仕上げ表)

屋根伏図・
各階床伏図・
基礎伏図・
軸組図

構造計算書 ①構造計算書に固定荷重の数値、算出方法が明記されていること
を審査
②固定荷重の数値、算出方法が令第84条の規定に適合しているか
を審査
③固定荷重の数値設定の以下の内容の整合を審査
・意匠図と床仕上げ荷重・壁荷重の数値設定
・構造図と床の部材荷重・壁の部材荷重の数値設定
・計算プログラムの固定荷重の数値設定

各階又は各部分の用途ごと
に積載荷重の数値及びその
算出方法が明記されてお
り、それらが建築基準法令
の規定に適合しているこ
と。

平面図 構造計算書 ①構造計算書に積載荷重の数値、算出方法が明記されていること
を審査
②積載荷重の数値、算出方法が令第85条の規定に適合しているか
を審査
③積載荷重の数値設定の以下の内容の整合を審査
・意匠図と積載荷重の数値設定
・計算プログラムの積載荷重の数値設定

各階又は各部分の用途ごと
に大規模な設備、塔屋その
他の特殊な荷重（以下この
表において「特殊な荷重」
という。）の数値及びその
算出方法が明記されてお
り、それらが適切に設定さ
れていること。

平面図
立面図
断面図

屋根伏図・
各階床伏図・
基礎伏図・
軸組図

構造計算書 ①構造計算書に特殊荷重の数値、算出方法が明記されていること
を審査
②特殊荷重の数値設定の以下の内容の整合を審査
・意匠図及び構造図と特殊荷重の数値設定
・計算プログラムの特殊荷重の数値設定

積雪荷重の数値及びその算
出方法が明記されており、
それらが建築基準法令の規
定に適合していること。

平面図
立面図
断面図

屋根伏図・
各階床伏図・
軸組図

構造計算書 ①構造計算書に積雪荷重の数値、算出方法が明記されていること
を審査
②積雪荷重の数値、算出方法が令第86条の規定に適合しているか
を審査
③積雪荷重の数値設定の以下の内容の整合を審査
・意匠図及び構造図の屋根形状と積雪荷重の数値設定
・計算プログラムの積雪荷重の数値設定

風圧力の数値及びその算出
方法が明記されており、そ
れらが建築基準法令の規定
に適合していること。

平面図
立面図
断面図

屋根伏図・
各階床伏図・
軸組図

構造計算書 ①構造計算書に風圧力の数値、算出方法が明記されていることを
審査
②風圧力の数値、算出方法が令第87条の規定に適合しているかを
審査
③風圧力の数値設定の以下の内容の整合を審査
・意匠図及び構造図の建築物形状と風圧力の数値設定
・計算プログラムの風圧力の数値設定

地震力の数値及びその算出
方法が明記されており、そ
れらが建築基準法令の規定
に適合していること。

平面図
立面図
断面図

屋根伏図・
各階床伏図・
基礎伏図・
軸組図

構造計算書 ①構造計算書に地震力の数値、算出方法が明記されていることを
審査
②地震力の数値、算出方法が令第88条の規定に適合しているかを
審査
③地震力の数値設定の以下の内容の整合を審査
・意匠図及び構造図の建築物形状と地震力の数値設定
・計算プログラムの地震力の数値設定

土圧、水圧その他考慮すべ
き荷重及び外力の数値及び
それらの算出方法が明記さ
れており、それらが建築基
準法令の規定に適合してい
ること。

平面図
立面図
断面図

屋根伏図・
各階床伏図・
基礎伏図・
軸組図

構造計算書 ①構造計算書に土圧・水圧等の荷重・外力の数値、算出方法が明
記されていることを審査
②土圧・水圧等の荷重・外力の数値設定の以下の内容の整合を審
査
・意匠図及び構造図と土圧・水圧等の荷重・外力の数値設定
・計算プログラムの土圧・水圧等の荷重・外力の数値設定

略伏図上に記載した特殊な
荷重の分布が明記されてお
り、異常値がないこと。

構造計算書 審査内容の記載は省略

構造耐力上主要な部分であ
る部材に生ずる力の数値及
びその算出方法が明記され
ており、それらが適切であ
ること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

地震時（風圧力によって生
ずる力が地震力によって生
ずる力を上回る場合にあつ
ては、暴風時）における柱
が負担するせん断力及びそ
の分担率並びに耐力壁又は
筋かいが負担するせん断力
及びその分担率が明記され
ており、それらが適切であ
ること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

荷重・外力
計算書

応力計算書
（応力図及
び基礎反力
図を含
む。）

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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別表　（共通事項、令第82条各号関係のみを抜粋）
（ろ） （は）

図書の種類 審査すべき事項
図書の種類
①意匠図

図書の種類
②構造図

図書の種類
③構造計算書

図書の種類に基づき行う主な審査内容

（い） 　具体的な確認審査の内容

区分

平成19年国土交通省告示第
817号別記第三号様式に定め
る応力図（以下この表にお
いて単に「応力図」とい
う。）が明示されており、
それらが適切であること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

平成19年国土交通省告示第
817号別記第四号様式に定め
る基礎反力図（以下この表
において単に「基礎反力
図」という。）が明示され
ており、それらが適切であ
ること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

断面計算書に記載されてい
る応力と応力計算書に記載
されている数値とが整合し
ていること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

応力度が材料の許容応力度
を超えていないこと。

構造計算書 審査内容の記載は省略

断面計算書に記載されてい
る構造耐力上主要な部分で
ある部材の断面の形状、寸
法及び鉄筋の配置と部材断
面表の内容とが整合してい
ること。

構造詳細図
（部材断面リ
スト）

構造計算書
（部材断面
表）

①構造計算書に記載された断面計算書と部材断面表の部材断面等
の内容の整合を審査
②構造図と構造計算書に記載された以下の内容の整合を審査
・部材断面リストと部材断面表の形状と寸法
・部材断面リストと部材断面表の配筋
・部材断面リストと部材断面表の材料種別

平成19年国土交通省告示第
817号別記第五号様式に定め
る断面検定比図（以下この
表において単に「断面検定
比図」という。）が明示さ
れており、それらが適切で
あること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

基礎ぐい、床版、小ばりそ
の他の構造耐力上主要な部
分である部材に関する構造
計算が建築基準法令の規定
に適合していること。

屋根伏図・
各階床伏図・
基礎伏図・
軸組図・
構造詳細図
（部材断面リ
スト）

構造計算書 ①構造計算書に荷重・外力の数値、算出方法が明記されているこ
とを審査
②荷重・外力の数値、算出方法が令第84条から令第88条までの規
定に適合しているかを審査
③荷重・外力の数値設定の以下の内容の整合を審査
・意匠図と荷重・外力の数値設定
・構造図と荷重・外力の数値設定
・構造計算の荷重・外力の数値設定
④構造図と構造計算に用いる条件（モデル設定・スパン等）の内
容の整合を審査
⑤構造図と構造計算書に記載された以下の内容の整合を審査
・部材断面リストと部材断面表の形状と寸法
・部材断面リストと部材断面表の配筋
・部材断面リストと部材断面表の材料種別
⑥応力度が許容応力度を超えていないことを審査

基礎ぐい、床版、小ばりそ
の他の構造耐力上主要な部
分である部材に生ずる力が
応力計算書において適切に
反映されていること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

使用上の支
障に関する
計算書

はり又は床版に生ずるたわ
みが令第82条第四号の規定
に適合していること。

構造計算書 審査内容の記載は省略

以下、省略 以下、省略

断面計算書
（断面検定
比図を含
む。）

基礎ぐい等
計算書

■2.[一般建築]検討内容
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③審査用ビューワに求める機能要件

確認申請に添える図書の種類に代替とするモデルビュー

建築物の構造 鉄筋コンクリート造

建築基準法施行規則第1条の3　表1

部位
内容

（別表1　区分③）

屋根版 屋根版敷込方向(一方向版の場合)

床版 屋根版敷込方向(一方向版の場合)

大はり －

小はり －

柱 位置（基準からの寸法)

耐力壁 －

非耐力壁 構造スリット寸法

共通 特記事項の記載

柱リストビュー 柱 補助筋（材料種別(鉄筋種類））、特記事項の
記載

大はりリスト
ビュー

大はり 腹筋（材料種別（鉄筋種類)）、特記事項の記
載

小はりリスト
ビュー

小はり 腹筋（材料種別（鉄筋種類））、材料種別(コ
ンクリート強度）、特記事項の記載

スラブリスト
ビュー

床版
屋根版

開口補強筋(材料種別(鉄筋種類))、材料種別
（コンクリート強度）、特記事項の記載

耐力壁 開口補強筋(材料種別(鉄筋種類))、材料種別
（コンクリート強度）、特記事項の記載

非耐力壁 開口補強筋(材料種別(鉄筋種類))、特記事項
の記載

建築基準法施行規則第1条の3　表2

図書の種類 明示すべき事項 部位
内容

（別表1　区分③）

屋根版 屋根版敷込方向(一方向版の場合)

床版 屋根版敷込方向(一方向版の場合)

大はり －

小はり －

柱 位置（基準からの寸法)

耐力壁 －

非耐力壁 構造スリット寸法

共通 特記事項の記載

（屋根版） －

（床版） －

大はり －

小はり －

柱 位置（基準からの寸法)

耐力壁 －

非耐力壁 構造スリット寸法

共通 特記事項の記載

柱リストビュー 柱 鉄筋の継手・定着の構造方法、補助筋（配
置・径と本数・材料種別(鉄筋種類））、特記
事項の記載

大はりリスト
ビュー

大はり 鉄筋の継手・定着の構造方法、腹筋（配置・
径と本数・材料種別（鉄筋種類)）、特記事項
の記載

小はりリスト
ビュー

小はり 鉄筋の継手・定着の構造方法、腹筋（配置・
径と本数・材料種別（鉄筋種類））、材料種
別(コンクリート強度）、特記事項の記載

軸組ビュー

各階床伏ビュー
屋根伏ビュー

各階床伏ビュー
屋根伏ビュー

鉄筋の配置、径、継手及び定着
の方法
鉄筋に対するコンクリートのか
ぶり厚さ

法第20条の
規定が適用
される建築
物

令第3章第6
節の規定が
適用される
建築物

構造詳細図

構造耐力上主要な部分である部
材（接合部を含む。）の位置、
寸法、構造方法及 び材料の種別
並びに開口部の位置、形状及び
寸法

二面以上の軸
組図

各階床伏図
小屋伏図

各階床伏図
小屋伏図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法

図書の種類 明示すべき事項 代替とするモデル
ビュー

明示すべき事項のうち、モデルビューに表現されない内容

（い） （ろ）
代替とするモデル
ビュー

明示すべき事項のうち、モデルビューに表現されない内容

壁リストビュー

構造詳細図

別表3

■2.[一般建築]検討内容
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図書の種類 明示すべき事項 部位
内容

（別表1　区分③）

（い） （ろ）
代替とするモデル
ビュー

明示すべき事項のうち、モデルビューに表現されない内容

スラブリスト
ビュー

床版
屋根版

開口補強筋(鉄筋径・本数、材料種別(鉄筋種
類))、鉄筋の継手・定着の構造方法、材料種
別（コンクリート強度）、特記事項の記載

耐力壁 開口補強筋(鉄筋径・本数、材料種別(鉄筋種
類))、鉄筋の継手・定着の構造方法、材料種
別（コンクリート強度）、特記事項の記載

非耐力壁 開口補強筋(鉄筋径・本数、材料種別(鉄筋種
類))、鉄筋の継手・定着の構造方法、特記事
項の記載

壁リストビュー

■2.[一般建築]検討内容
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③審査用ビューワに求める機能要件

確認申請に添える図書の種類に代替とするモデルビュー

建築物の構造 鉄骨造

建築基準法施行規則第1条の3　表1

部位
内容

（別表1　区分③）

屋根版敷込方向(一方向版の場合)屋根版

屋根版敷込方向(一方向版の場合)床版

－大はり

小はり
(横補剛材含
む。)

－

柱
(間柱含
む。）

位置（基準からの寸法）

－斜材

特記事項の記載共通

柱柱リストビュー
(間柱含
む。)

継手・仕口の構造方法
(高力ボルト(ボルト)の径・材料種別（強
度）、プレートの寸法・材料種別（鋼材種
類）)、
柱脚の構造方法
(ベースプレート寸法・材料種別（鋼材種
類）、アンカーボルトの径・材料種別（強
度）・定着長さ)、
礎柱の構造方法
（断面寸法・材料種別（鉄筋種類・コンク
リート強度））、
柱はり接合部の構造方法
(ダイアフラム寸法・材料種別（鋼材種
類)）、
スタッドボルトの径・材料種別（強度）、特
記事項の記載

大はりリスト
ビュー

継手・仕口の構造方法大はり
(高力ボルト(ボルト)の径・材料種別（強
度）、プレートの寸法・材料種別（鋼材種
類））、
スタッドボルトの径・材料種別（強度）、特
記事項の記載

小はりリスト
ビュー

小はり
(横補剛材・
耐風梁含
む。）

継手・仕口の構造方法
(高力ボルト(ボルト)の径・材料種別（強
度）、プレートの寸法・材料種別（鋼材種
類）、
スタッドボルトの径・材料種別（強度）、特
記事項の記載

スラブリスト
ビュー

床版
屋根版

構造諸元(合成スラブ版・鋼板屋根版等)、開
口補強筋(材料種別(鉄筋種類))、材料種別
（コンクリート強度）、特記事項の記載

継手・仕口の構造方法斜材斜材リストビュー
(高力ボルト(ボルト)の径・材料種別（強
度）、プレートの寸法・材料種別（鋼材種
類）、
特記事項の記載

代替とするモデル明示すべき事項図書の種類
ビュー

明示すべき事項のうち、モデルビューに表現されない内容

縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法

構造詳細図

各階床伏ビュー
屋根伏ビュー

各階床伏図
小屋伏図

別表3

■2.[一般建築]検討内容
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建築基準法施行規則第1条の3　表2

部位明示すべき事項図書の種類
内容

（別表1　区分③）

屋根版敷込方向(一方向版の場合)屋根版

屋根版敷込方向(一方向版の場合)床版

－大はり

小はり
(横補剛材含
む。)

－

柱
(間柱含
む。）

位置（基準からの寸法）

－斜材

特記事項の記載共通

－（屋根版）

－（床版）

－大はり

（小はり
(耐風梁含
む。)）

－

柱
(間柱含
む。）

位置（基準からの寸法）

－斜材

特記事項の記載共通

柱柱リストビュー
(間柱含
む。)

継手・仕口の構造方法
(溶接、高力ボルト(ボルト)の径と本数・配
置・材料種別（強度）、プレートの寸法・材
料種別（鋼材種類）)、
柱脚の構造方法
(ベースプレート寸法・材料種別（鋼材種
類）、アンカーボルトの径と本数・配置・材
料種別（強度）・定着長さ)、
礎柱の構造方法
（断面寸法・鉄筋配置・主筋径と本数・帯筋
径と間隔・材料種別（鉄筋種類・コンクリー
ト強度））、
柱はり接合部の構造方法
(ダイアフラム寸法・材料種別（鋼材種
類)）、
スタッドボルトの径と長さ・本数・配置、材
料種別（強度）、有効細長比、特記事項の記
載

大はりリスト
ビュー

継手・仕口の構造方法大はり
(溶接、高力ボルト(ボルト)の径と本数・配
置・材料種別（強度）、プレートの寸法・材
料種別（鋼材種類））、
スタッドボルトの径と長さ・本数・配置、材
料種別（強度）、特記事項の記載

小はりリスト
ビュー

小はり
(横補剛材・
耐風梁含
む。）

継手・仕口の構造方法
(溶接、高力ボルト(ボルト)の径と本数・配
置・材料種別（強度）、プレートの寸法・材
料種別（鋼材種類）、
スタッドボルトの径と長さ・本数・配置、材
料種別（強度）、特記事項の記載

スラブリスト
ビュー

床版
屋根版

構造諸元(合成スラブ版・鋼板屋根版等)、開
口補強筋(鉄筋径・本数、材料種別(鉄筋種
類))、鉄筋の継手・定着の構造方法、材料種
別（コンクリート強度）、特記事項の記載

継手・仕口の構造方法斜材斜材リストビュー
(溶接、高力ボルト(ボルト)の径と本数・配
置・材料種別（強度）、プレートの寸法・材
料種別（鋼材種類）、
有効細長比(圧縮材の場合)、特記事項の記載

（ろ）（い）
代替とするモデル
ビュー

明示すべき事項のうち、モデルビューに表現されない内容

令第3章第5
節の規定が
適用される
建築物

軸組ビュー

各階床伏ビュー
屋根伏ビュー

圧縮材の有効細長比構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接
合部並びに継手及び仕口の構造
方法

構造耐力上主要な部分である部
材（接合部を含む。）の位置、
寸法、構造方法及 び材料の種別
並びに開口部の位置、形状及び
寸法

二面以上の軸
組図

各階床伏図
小屋伏図

法第20条の
規定が適用
される建築
物
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②－３ 設備 

検討対象 

設備 

2)計算書と設備図の整合性について 

4)避雷針の範囲について 

5)幹線の防火区画貫通部措置について  
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（余白） 
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②図書の種類
③明示、記載、

審査事項
部位 内容 条件

有効換気量又は有効換気
換算量及びその算出方法

申請で必要とされる「空間
要素」をまとめる。
①居室の室容積の情報
②換気経路の確認に伴
   い、該当する居室周
   囲の通路や廊下の
   室容積の情報

機器・器具 換気量計算書

換気回数及び必要有効換
気量

申請で必要とされる「空間
要素」をまとめる。
①天井高による緩和が
   使用できるか確認す
   るため、天井高の情
　 報

機器・器具 換気量計算書

給気機又は排気機の給気
又は排気能力及びその算
出方法

①送風機の風量と静圧
   の情報が必要

機器・器具 換気量計算書

①機器リスト等と換気量計算書を比較し、
　各室の有効換気量≦設計風量であるこ
　とを確認
②系統毎について有効換気量の合計
　≦当該送風機の風量であることを確認

換気経路の全圧力損失
（直管部損失、局部損失、
諸機器その他における圧
力損失の合計をいう。）及
びその算出方法

ダクトの圧力損失計算の
ため、ダクトの経路・形状
の情報が必要（ダクトのア
イソメやアクソメの系統図
が有効か？）

機器・器具
ダクト経路

換気量計算書
ダクト図
静圧計算書

①換気経路の全圧力損失の計算を確認
　し、当該系統の送風機の設計送風量と
　圧力損失が送風機性能曲線より下にあ
　ることを確認
（換気経路の全圧力損失計算にBIMモデルに
よる3Dの系統図があると便利か？）

法第28条　法第28条の2　換気設備

法第28
条の２

第３号

法第28
条

第2項
第3項
第4項

換気設備の計算
書、機器リスト、ダ
クト図

①換気設備の方式と
　 有効換気量
②換気経路

申請で必要とされる「空間
要素」をまとめる。
①換気上の無窓居室か
   どうかの情報
②各居室の床面積、収
　 容人員の情報
③火気使用室かどうか
   の情報
④火気使用室の場合、
   換気不要の条件に該
   当するかどうかの情報
   →判断に必要な情報
　　　・燃焼器具の形式
　　　・燃焼器具発熱量
　　　・建物用途、床面積
　　　・開口部の仕様
⑤法別表第一（い）（一）
　 の用途（劇場・映画館・
   演芸場・観覧場・公会
   堂・集会場）に該当す
   るかの情報

＜備考＞
「空間要素」としての情報
はBIMで連動させて自動
的に入力しても、人間が判
断して入力してもよいが、
手間があまり増えないよう
な配慮は必要か。

機器・器具
換気経路

換気量計算書
ダクト図

①換気上有窓、無窓の確認
　　～窓による換気か、自然換気か、機械
　　　 換気か、の確認
　（有効開口面積が床面積の1/20あれば
　　機械換気は不要となるので、設備の
    チェックは無し、ただし、劇場・映画館等
    の場合は除く[機械換気必要]）
　　⇒BIMモデル上で無窓居室の情報必要
　　⇒室用途の情報が必要
②居室についてはV＝20Af/Nによる有効
　 換気量の確認（Af：居室の床面積、
　 N：1人当たりの専有面積）
　　・建物用途により、Nの値を確認
 　　 （BIMモデルから床面積必要）
③火気使用室の場合は、
　③-1　令第20条の3（火を使用する部屋で
　　　　　換気設備不要なもの）に該当するか
　　　　　どうか確認
　③-2　該当しない場合は、Ⅴ＝NKQによる
　　　　　必要換気量の確認（N：排気フードの
　　　　　形状による定数、K：理論廃ガス量、
　　　　　Q：燃料消費量）
　　・N＝2、20、30、40のどのケースに該当
     するか確認
 　 ・必要換気量の確認
④　①～③により決定する各室の有効換気量
   の確認
⑤換気系統が単独の場合（空調機等の系統
   から独立している場合）
　　・換気系統毎にその系統に接続されている
     室の①～③で決まった法定有効換気量を
     合計する。
　　・上記合計値と機器表に記載されたその系
     統の送風機の送風量を比較し、換気系統
     の法定有効換気量の合計≦当該換気系
     統の送風機の送風量   ならば適
⑥換気系統が空調機系統と一体になっている
   場合
　　・各室に必要とされる有効換気量の確認
     （①～③による）
　　・各室に導入される外気量≧上記有効換気
     量であれば適
⑦換気経路の全圧力損失の確認
　　・圧力損失の計算の確認
　　・全圧力損失≦機器リストの記載されてい
     る当該送風機の圧力損失   ならば適
⑧室内の空気の流れが確保されているか、ア
   ンダーカット・ドアガラリやパスダクトの確認

①居室の確認
家具等販売する店舗は住宅の居室と同じ扱い
になることに注意
②シックハウスによる換気量の確認
　（0.5回換気、0.3回換気）
　（BIMモデルから室容積必要）
　　・天井高による緩和規定を確認
③居室の範囲の確認
　  ・居室と一体とみなされる範囲の確認
　　　　居室と廊下等の間の建具の確認
　　・空調で天井内もしくは二重床内部が空
　　 調のサプライチャンバーもしくはレタン
     チャンバーとして使用されている場合
     は、天井内及び二重床部分も室容積に
     含む。
④　①と②から必要有効換気量が決定

給気機又は排気機
の給気又は排気能
力を算定した際の
計算書

①モデルビューに必要なものの内容及びその条件の整理

有効換気量又は有
効換気換算量を算
定した際の計算書

審査内容の項目リスト

代替とするモデルビュー

条件

①法令
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STEP1→ STEP2→ STEP3→ STEP4 代替とするモデルビュー

①設計換気量と法定換気量③
の比較
⇒設計換気量≧法定換気量③
の場合、適合

①換気経路全圧力損失の計算
   を確認
②換気経路全静圧≦設計換気
   量の場合の送風機の静圧
   の場合、適合
　（場合のよって送風機の性能
　　曲線と比較）

換気経路の確認
　・外気取り入れ口の配置
　・ドアガラリ、アンダーカット、パス
   ダクトの確認

換気経路の確認 BIMモデルから必要とされる情
報
①各室の床面積
②換気上無窓かどうか
③火気使用室かどうか
④火気使用室の場合のフード
   形状および燃料消費量
⑤扉のアンダーカットやドア
   ガラリもしくは天井パスダクト
   の確認
   （建具表もしくはダクト図）
⑥送風機の仕様
⑦ダクト系統図

BIMモデルから必要とされる情
報
①各室の室容積
②外気取り入れ口の配置
③扉のアンダーカットやドアガ
   ラリもしくは天井パスダクト
   の確認
   （建具表もしくはダクト図）
④ダクトの系統や曲がり等
   わかる資料
　 （アイソメの系統図）
⑤送風機の仕様

設計換気量と法定換気量①及
び法定換気量②を比較

⇒設計換気量≧法定換気量①
　かつ
　設計換気量≧法定換気量②
　の場合、適合

①換気上有窓、無窓の確認
②火気使用室かどうかの確認
③法別表第一（い）（一）の用途
    （劇場・映画館・演芸場・観覧
   場・公会堂・集会場）に該当す
   るかの確認

各室の法定換気量の確認
①居室としての換気量
　　（V=20Af/Nによる）
　　⇒法定換気量①と記す。
②火気使用室による換気量
　　（V=NKQ)
　　⇒法定換気量②と記す。

なお、各室の法定換気量は法定換
気量①と法定換気量②の合算では
ない。

①居室の確認
②居室と一体とみなされる範囲の確
認
③天井高による換気回数緩和の確
認

シックハウスによる換気量の確認
⇒法定換気量③と記す。

②具体的な確認審査の内容の整理

審査ステップの審査項目を審査内容項目リストに落とし込み
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①②についての要約
・モデルビューを得るための要件

・審査フロー

①居室か否か

⇒

①シックハウス対応の換気が必要か
⇒ ②窓による換気か、自然換気か、機械換気か

①居室としての法定換気量
①火気使用室としての法定換気量
①シックハウス対策としての法定換気量

①換気経路にドアガラリ、パスダクト等設置されてるか確認
⇒ ①給気口の有無や位置の確認

②シックハウス対応の換気の場合は送風機の静圧計算書を確認

③確認審査の方法に基づくビューアソフトウエアの仕様（審査者視点による検討たたき台）

建具 ドアガラリやア
ンダーカットの
確認

換気経路のチェックに利用

（要検討）

ダクト ダクト経路・換
気経路

換気経路上にパスダクトやドアガラリ・
アンダーカットの有無を確認

（要検討）

給気口の位置・有無を確認 （要検討）
ダクトの静圧計算に利用 （要検討）

室用途の確認
劇場等に該当するか室のプロパティに記
載

換気計算書床面積・室容積 建築図とリンク

【STEP４】

換気経路の確認

（要検討）
燃焼機器の仕様 燃料消費量、フード形状を室のプロパ

ティに記載 （要検討）

建築図 床面積・室容積 換気計算書の該当箇所とリンク （要検討）
換気方式 自然換気の場合プロパティに記載 （要検討）

火気使用室か否
か

火気がある場合プロパティに記載 （要検討）

火気使用室の換気
①火気使用室か否か、火気使用室でも換気不要の条件に合致してい
るか
①火気使用室の場合のフード形状等の確認

ビューア 要件 機能 明示すべき事項の置き換え

シックハウスの換気
換気方式

【STEP２】

⇒
法定換気量の算定

【STEP３】
法定換気量と設計換気
量の比較

⇒
①3つの法定換気量の対してそれぞれ設計換気量≧法定換気量である
ことを確認

①法定換気量の算定 ①設計換気量と法定換気
量の比較

①換気経路の確認
②シックハウスの場合、ダ
クトの静圧計算の確認

【STEP1】
換気が必要な室か？

（要検討）

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

機械換気が必要な室用
途か？

①法別表第一（い）（一）の用途（劇場・映画館・演芸場・観覧
場・公会堂・集会場）に該当するか

換気の有無 法定換気量 換気量確認 換気経路確認

①換気が必要な室かどう
か。
②換気の方式（窓による
換気か、自然換気か、機
械換気か、の確認）
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②図書の種類 ③明示、記載、審査事項 部位 内容 条件（新JISのみ）

配置図 建築物の各部分の高さ ― 建築物の各部分の高さ
1.他の建物との位置関係を確認

2.高さ確認（明示が無ければ断面図等の他の図面で確認）

建築物の高さが20メートルを超える
部分

機器・器具
地盤面からの高さが20mを
超えるライン

1.建築物の高さ20mラインが明示されているか確認（傾斜地の場合
は平均地盤面からの20mラインを確認）
2.60m以上の建築物の場合は60mラインが明示されているか確認
3.その他
 ｲ.JIS規格番号
 ﾛ.接地極の埋設深さ
 ﾊ.側雷確認

雷撃から保護される範囲 機器・器具
回転球体法の球体半径や保
護角法の保護角で保護され
る範囲

1.保護範囲確認
 ｲ.回転球体法→保護レベルに応じた球体半径を確認
 ﾛ.保護角法→保護レベル及び建築物高さに応じた保護角の確認
 ﾊ.メッシュ法→保護レベルに応じたメッシュ幅を確認

2.R階に設置されている設備も含め保護範囲内か確認

受雷部システムの配置 機器・器具
突針、水平導体又はメッ
シュ導体の配置

1.受雷部の配置確認

二面以上の断面図 建築物の各部分の高さ 機器・器具
屋上に設ける建築設備も含
め、建築物の各部分の高さ

1.最下部の地表面からの高さ関係を確認

小屋伏図 受雷部システムの配置 機器・器具
突針、水平導体又はメッ
シュ導体の配置

1.代替図としてR階平面図の添付があるか確認
 ｲ.受雷部の配置を確認

雨水等により腐食のおそれのある避
雷設備の部分

機器・器具
屋外に設けられる部分と屋
内又は埋設される部分の判
別

1.R階平面図及び立面図で確認

日本産業規格Ａ4201－1992又は日本
産業規格Ａ4201－2003の別

機器・器具
日本工業規格Ａ4201－
1992又は日本工業規格Ａ
4201－2003

1.立面図等で規格番号の明示を確認

受雷部システム及び引下げ導線の位
置及び構造

機器・器具
引下げ導線の位置、材料、
サイズ等がJISで規定する
構造に適合していること

1.引下げ導線の位置が確認できる平面図の添付確認
 ｲ.引下げルート確認
 ﾛ.引下げ導線の設置間隔を確認

2.材料
 ｲ.新JISの表4を確認

3.サイズ等
 ｲ.受雷部→新JISの表2及び表5を確認
 ﾛ.その他→新JISの表5を確認

4.その他
 ｲ.PC工法の場合の鉄筋接続部確認

接地極の位置及び構造 機器・器具
接地極の位置、形状、材
料、寸法、埋設深さ

1.接地システムの確認
 ｲ.接地極材料による接地システム（A型又はB型）
 ﾛ.構造体利用接地システム

2.接地極の位置が確認できる平面図の添付確認
 ｲ.設置間隔を確認

3.形状を確認

4.材料→凡例に明示があるか確認

5.埋設深さ→立面図で0.5m以上に埋設されていることを確認

避雷設備の使用材料表
腐食しにくい材料を用い、又は有効
な腐食防止のための措置を講じた避
雷設備の部分

機器・器具 避雷設備の腐食対策
1.凡例で確認
 ｲ.表4の材料を使用しているか確認

代替とするモデルビュー

条件

①法令

避雷針検討ビュー

法第３３条　避雷設備

①モデルビューに必要なものの内容及びその条件の整理

法第33条

二面以上の立面図

避雷設備の構造詳細図

審査内容の項目リスト
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①についての要約
・モデルビューを得るための要件

②具体的な確認審査の内容の整理

③確認審査の方法に基づくビューアソフトウエアの仕様（審査者視点による検討たたき台）

建築物(立体) 各部分の高さ

受雷部代替 建築物の高さが20mを超える部分

電気的接続
保護レベル JIS規格 雷撃から保護される範囲
保護範囲 保護範囲（立体） 受雷部システムの配置
雷保護システム 接地方式、間隔 JIS規格の別

使用材料オブジェクト

接地極の位置及び構造
腐食しにくい使用材料表

建築物
＋

雷保護
システム

地盤面からの高さ

受雷部システム及び引下げ導線の
位置及び構造

↓

【STEP4】
その他

①JIS規格番号の明示を確認。

②接地極の埋設深さ（0.5m以上）確認

③PC工法の場合の鉄筋接続部確認

ビューア 要件 機能 明示すべき事項の置き換え

受雷部代替の部材オブジェ
クト

↓

【STEP3】
使用材料

①②③腐食対策として新JISの表4の材料を使用しているか確認
①新JISの表2及び表5でサイズ等を確認
②③新JISの表5でサイズ等を確認
③接地極の必要長さ、表面積を確認

↓

【STEP2】
保護システム

①受雷部の配置確認
②引下げルート確認
②引下げ導線の設置間隔を確認

③接地システムの確認
・接地極材料による接地システム（A型又はB型）
・構造体利用接地システム

③接地極の設置間隔を確認
③接地極の形状を確認
①②③導線ルートの途中に絶縁物がないか確認

【STEP1】
保護範囲

①他の建物との位置関係を確認

②20mライン明示の確認（傾斜地の場合は平均地盤面からの高さ）

②「回転球体法の球体半径」を超える建築物の場合、球体半径の高
さライン明示の確認（傾斜地の場合は平均地盤面からの高さ）

②保護範囲は最下部の地表面からの高さで確認

③採用した保護レベルが明示されているか確認

④採用した以下の方法の保護レベルに応じた保護範囲を確認
・回転球体法→球体半径を確認
・保護角法→建築物高さに応じた保護角の確認
・メッシュ法→メッシュ幅を確認

④R階に設置されている設備も含め保護範囲確認

保護範囲 保護システム 使用材料 その他

①位置関係
②高さ
③保護レベル
④保護範囲

①受雷部システム
②引下げ導線システ
ム
③接地システム

①受雷部システム
②引下げ導線システ
ム
③接地システム

①JIS規格番号
②寸法
③構造詳細図

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4
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②図書の種類 ③明示、記載、審査事項 部位 内容 審査内容

風道の配置
●区画種別ビュー
→建築WG
●ダクトビュー

●ダクト
●制気口

ダクト経路

【風道（ダクト）の配置確認】
●防火区画等貫通位置
●2層以上にわたる系統
●異種用途区画間の制気口有無
●竪穴区画間の制気口有無
●スパンドレル

令第112条第20項に規定する準耐
火構造の防火区画を貫通する風道
に設ける防火設備の位置及び種別

●区画種別ビュー
→建築WG
●ダクトビュー
●防火設備ビュー

●ダクト
●制気口
●ダクト付属品
（ダンパー）

防火ダンパー等種別
（FD、SFD、SDなど）

【風道（ダクト）の配置確認】
●防火区画等貫通位置
●2層以上にわたる系統
●異種用途区画間の制気口有無
●竪穴区画間の制気口有無
●スパンドレル

【防火設備種別確認】
●防火ダンパー（FD）
●防煙ダンパー（SD）
●防火防煙ダンパー（SFD）
●耐火ダクト

令第112条第21項に規定する準耐
火構造の防火区画を貫通する風道
に設ける防火設備の位置及び種別

●区画種別ビュー
→建築WG
●ダクトビュー
●防火設備ビュー

●ダクト
●制気口
●ダクト付属品
（ダンパー）

区画に接するスパンドレ
ル貫通

【風道（ダクト）の配置確認】
●防火区画等貫通位置
●2層以上にわたる系統
●異種用途区画間の制気口有無
●竪穴区画間の制気口有無
●スパンドレル

【防火設備種別確認】
●防火ダンパー（FD）
●防煙ダンパー（SD）
●防火防煙ダンパー（SFD）
●耐火ダクト

耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及び
寸法

●防火設備ビュー ●ダクト付属品
（ダンパー）

防火ダンパー等（FD、
SFD、SD）がS48告2565号
に定める構造で、H12告
1376号により設けられて
いること

【防火設備種別確認】
●防火ダンパー（FD）
●防煙ダンパー（SD）
●防火防煙ダンパー（SFD）
●耐火ダクト

令第114条 各階平面図
界壁、防火上主要な間仕切壁又は
隔壁を貫通する風道に設ける防火
設備の位置

●区画種別ビュー
→建築WG
●ダクトビュー

●ダクト
●制気口

ダクト経路、及びダン
パー種別

【風道（ダクト）の配置確認】
●防火区画等貫通位置

法第36
条

令第112条第
20項及び第21
項

各階平面図

二面以上の断面図

令第112条 防火区画、及び令第114条 防火上主要な間仕切壁の貫通措置

注）・課題別検証テーマ「幹線の防火区画貫通処理」は、BIMデータ有効活用を鑑み、「幹線」を「風道（ダクト）」に置き換えて検討を行う。
　　・配管等に係る審査項目（防火区画と防火設備の隙間を埋める材料等）は検討対象外とする。
　　・令第113条「木造等の建築物の防火壁及び防火床」に係る審査項目は検討対象外とする。

　　・防火設備の煙感知器連動制御は、建築基準法の設置基準に合致する消防法の⾃動⽕災報知設備による場合が多い為、検討対象外とする。

審査内容の項目リスト
代替とするモデルビュー

条件

①モデルビューに必要なものの内容及びその条件の整理

①法令
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STEP1→ STEP2→ STEP3→ STEP4→ 判定

【防火区画等の種別確認】
●面積区画（水平、スパンドレル
共））
●高層区画
●竪穴区画
●異種用途区画
●防火上主要な間仕切り

【風道（ダクト）の配置確認】
●防火区画等貫通位置
●2層以上にわたる系統
●異種用途区画間の制気口有無
●竪穴区画間の制気口有無
●スパンドレル

【防火設備種別確認】
●防火ダンパー（FD）
●防煙ダンパー（SD）
●防火防煙ダンパー（SFD）
●SD、又はSFD作動用の煙感知器・
熱煙複合感知器の設置確認
●耐火ダクトの範囲確認

【防火区画と防火設備の隙間を埋
める材料の確認】
●不燃材

適合

STEP1→ STEP2→ STEP3→ STEP4 代替とするモデルビュー

【風道（ダクト）の配置確認】
●防火区画等貫通位置
●2層以上にわたる系統
●異種用途区画間の制気口有無
●竪穴区画間の制気口有無
●スパンドレル

審査対象項目 検討対象外
●区画種別ビュー
→建築WG
●ダクトビュー

【風道（ダクト）の配置確認】
●防火区画等貫通位置
●2層以上にわたる系統
●異種用途区画間の制気口有無
●竪穴区画間の制気口有無
●スパンドレル

【防火設備種別確認】
●防火ダンパー（FD）
●防煙ダンパー（SD）
●防火防煙ダンパー（SFD）
●耐火ダクト

審査対象項目 検討対象外

●区画種別ビュー
→建築WG
●ダクトビュー
●防火設備ビュー

【風道（ダクト）の配置確認】
●防火区画等貫通位置
●2層以上にわたる系統
●異種用途区画間の制気口有無
●竪穴区画間の制気口有無
●スパンドレル

【防火設備種別確認】
●防火ダンパー（FD）
●防煙ダンパー（SD）
●防火防煙ダンパー（SFD）
●耐火ダクト

審査対象項目 検討対象外

●区画種別ビュー
→建築WG
●ダクトビュー
●防火設備ビュー

【防火設備種別確認】
●防火ダンパー（FD）
●防煙ダンパー（SD）
●防火防煙ダンパー（SFD）
●耐火ダクト

審査対象項目 検討対象外 ●防火設備ビュー

【風道（ダクト）の配置確認】
●防火区画等貫通位置 審査対象項目 検討対象外

●区画種別ビュー
→建築WG
●ダクトビュー

②具体的な確認審査の内容の整理

【防火区画等の種別確認】
●面積区画（水平、スパンドレル
共））
●高層区画
●竪穴区画
●異種用途区画
●防火上主要な間仕切り

各ステップの審査項目を審査内容項目リストに落とし込み

審
査
フ
ロ
ー
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①②についての要約
・モデルビューを得るための要件

① ①

②

・審査フロー

①面積区画（水平区画、スパンドレル）の確認
①高層区画の確認
①竪穴区画の確認
①異種用途区画の確認
①防火上主要な間仕切りの確認

⇓
①ダクトの防火区画貫通位置の確認
②2層以上にわたるダクト系統の確認
②竪穴区画とその他にわたる制気口の有無の確認
①異種用途区画とその他にわたる制気口の有無の確認
①スパンドレルにかかるダクト位置の確認

⇓
①防火ダンパー（FD）

⇓

③確認審査の方法に基づくビューアソフトウエアの仕様（審査者視点による検討たたき台）

防火区画等のオブジェクト 防火区画に用いる壁・床の構造
防火区画等の色分け 防火区画の位置
防火区画等の範囲

ダクトのオブジェクト 風道の配置

制気口

ダクト付属品（ダンパー）

【隙間を埋める材料】

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

【防火設備の種別】【防火区画等の種別】

【STEP2】
防火区画等を

貫通する
ダクト配置を確認

【STEP3】
防火区画等の種別と
防火設備の種別が

正しいか

【STEP4】
隙間を埋める
材料の確認

ビューア 要件

①③防煙ダンパー（SD）「煙感知器連動ダンパー」及び作動用
感知器の確認

②耐火ダクト（1.5mm以上の鉄板にロックウール25mm以上被
覆）範囲の確認

風道に設ける防火設備の位置及び
種別
防火設備の構造,材料の種別及び
寸法

防火
区画
+

ダクト
ダクト経路
制気口位置

ダンパー種別

【ダクトの配置確認】

防火区画等の種
別

①防火区画とダクトの隙間を埋める材料が不燃材であることを確認
（モルタル等）

①隙間を埋める材料
情報
※防火設備情報と併
せて組み込む

機能 明示すべき事項の置き換え

防火区画等を貫通
するダクトに設け
る防火設備の種別
を判断する情報

防火区画等とダク
トの交差部情報
2層以上にわたるダ
クト系統、制気口
配置情報

①③防火防煙ダンパー（SFD）「煙感知器連動防火ダンパー」
及び作動用感知器の確認

①ダンパー種別情報
②ダクト材料情報
③ダンパー作動情報

【STEP1】
防火区画等の

種別確認
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③ 事前審査に資するモデルビューの検討と課題の整理 

①及び②の整理を踏まえ、意匠、構造、設備の分野毎に検討対象とした「課題別検証テーマ」それぞ

れについて、BIM モデルの情報等を活用したモデルビューを検討した。検討では、モデルビューを得るた

めに必要となる、BIM モデルデータの属性情報への入出力要件について、審査者の視点から明示すべ

き事項の項目を挙げ、その一部についてビューアの仕様とビューによる明示すべき事項の置き換えの方

法についてたたき台を示した。 

ビューアに求める機能要件のうち主要な機能であるモデルビューは、ビューアが事前審査時におけ

る審査者の利用を想定する前提であるが、BIM モデルデータの将来的な活用も視野に、以下１）、２）の

各開発ステップを想定することとした。 

１）BIM モデル等から抽出される数値等の情報を表現し、審査員が表現される内容を視認するにより、

図書と同様の審査が可能となるもの 

（建築研究所が定義する BIM 建築確認の開発ステップの Step2+に相当） 

２）BIM モデル等から抽出される数値等の情報と、判断に必要となる算式に当たる情報を表現し、審査

員が、表現される算式の妥当性と算式の結果を視認することにより、図書と同等の審査が可能となる

もの 

（建築研究所が定義する BIM 建築確認の開発ステップの Step3-に相当） 

「モデルビュー」は、これを表現できることがビューアソフトウエアに求める機能要件として主要な要素と

なる。このため、本項の検討成果は、「2-2-3) 建築確認審査における審査用ビューアに求める機能要件

の検討」において示す。 
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（余白） 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討

-400 -



 

2-2-3) BIM ビューアソフトウエアの仕様（機能、性能等）の検討 

「2-2-1) モデルビューの検討対象項目の整理」で整理し、「2-2-2) 各審査項目における建築確

認の事前審査に資するモデルビューの検討」で検討したモデルビューを表現するための審査用ビュ

ーアソフトウエア(以下、「ビューア」とする。)に求める機能要件を検討した。 

ビューアに求める機能要件のうち主要な機能であるモデルビューは、ビューアが事前審査時におけ

る審査者の利用を想定する前提であるが、BIM モデルデータの将来的な活用も視野に、以下１）、２）の

各開発ステップを想定することとした。 

１）BIM モデル等から抽出される数値等の情報を表現し、審査者が表現される内容を視認するにより、

図書と同様の審査が可能となるもの 

（建築研究所が定義する BIM 建築確認の開発ステップの Step2+に相当） 

２）BIM モデル等から抽出される数値等の情報と、判断に必要となる算式に当たる情報を表現し、審査

者が、表現される算式の妥当性と算式の結果を視認することにより、図書と同等の審査が可能となる

もの 

（建築研究所が定義する BIM 建築確認の開発ステップの Step3-に相当） 

なお、開発ステップに応じた BIM モデルデータからのモデルビューの得る手法、審査者による審査イメ

ージ等について、モデルビュー毎に［Step2+］、［Step3-］の見出し部分へ示し、かつ、「取り扱う事の出来

るデータの形式」、「閲覧する情報の表示方法」の観点について具備すべき機能についても併せて示

すこととした。さらに、ビューアによる審査を司るデータ環境について、「審査の過程に係る記録の集積方

法」、「その他、審査業務に必要な機能」の観点について具備すべき機能についても示すこととした。 

 

2-2-3-1) ビューアに求める機能要件の検討 

ビューアに求める機能要件は、まず、基本的事項や検討の前提等を示した上で、ビューア機能のうち

重要な機能要件となるモデルビューを意匠、構造、設備の分野別に示した。 

①基本的事項、検討の前提等について 

ビューアでの検討を行う前提条件として、まず以下の 3 点が挙げられる。 

1. 申請者側となる設計者(以下、「設計者」とする。)が使用する様々な BIM ソフトウエアに対応

が可能であること 

2. 意匠・構造・設備の分野別に BIM モデルを一元的に確認出来ること 

3. BIM モデルデータが持つ形状と属性情報をビューア内で確認出来ること 

上記は、設計者や設計案件により BIM モデルを構築するソフトウエアが異なる場合がある。また、同

じ設計案件であっても、意匠・構造・設備の BIM ソフトウエアが異なる場合もある。BIM モデルから審

査を行う場合、各々の BIM ソフトウエアを使い分けるのは現実的でなく、各 BIM ソフトウエアで構築さ

れた BIM モデルの形状と情報が正確に出入力される仕組みを準備する事が大前提である。 

また、ビューアに必要な基本機能としては以下の各点が挙げられる。 

1. 意匠・構造・設備の BIM モデルを統合した状態で視認出来ること。 

（原点が異なる場合等の調整可能であることが必要） 

2. 審査項目に対応する必要とされる情報が表示されること 

（審査項目別に切替えが可能であること） 

3. 保存・元に戻る・やり直す・注釈を入れる・選択する・寸法を測る・3D切断 等の操作が可能で

あること 

（審査側で能動的に BIM モデルに触れるのではなく、審査業務を円滑に行うため） 

4. 審査履歴や指摘事項、審査結果について保存が出来ること 
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（項目別・時系列 等で検索可能とする。） 

※：経年による確認も可能なように視覚的かつデータ状況のスナップショット(単なるスクリーン

ショットでなく、保存実行した時点のデータ状況を再現できる機能)な保存方式も検討する必

要がある 

5. BIM モデルと併せて提出される図書(図面・各種計算書 等)を取り込み確認出来ること 

（申請に伴うすべての図書類が同じインターフェースで確認できるようにする。） 

6. BIM モデルに含まれる要素(柱・梁・壁・床 等)が審査対象の視認をしやすくするために表示・

非表示の切替えが出来ること 

（審査項目によっては、必要な情報を審査者側で一時的にハイライトする等により効率的に審

査が進められると考えられる。） 

7. BIM モデルが持つ属性情報をビューア内で表示や再構成する事が可能であること 

（審査者側で属性情報についても統一的に確認する必要がある。一方、表形式による表現は

設計者も作成していると考えられるが、この部分の定型化は難しいと考えられるため、BIM モ

デルを読み込む際に審査者側の環境にあった表示を可能とする必要がある。） 

8. マルチディスプレイへの対応が可能であること 

（審査者側の審査環境は様々な形態が考えられる。また、審査する対象によりビューアの対応

が 1 画面のみでしか閲覧出来ない場合は、かなり非効率であるとも考えられる。） 

9. 将来的な活用の拡大に向けて拡張性のある設計を考慮すること 

（BIM ソフトウエア・データフォーマット・関連法規・ビューアの機能拡張 等の可変要素が多々

ある。それらに対応が可能させる事を考慮してビューアの各仕様を検討していく必要がある。） 

これらはビューアに読み込まれた BIM モデルを各審査内容で審査する上で共通的に必要と考えら

れる機能である。 

なお、審査者側の環境依存度を下げることや、将来的な拡張性を考慮すると、ビューアは Web アプ

リケーションとして用意されることが望ましい。 

次に、ビューアのインターフェースイメージを次項へ示す。 
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図：審査用モデルビューアのインターフェースイメージ 

 

（説明） 

・画面左上のプルダウンは、各審査項目の切替えを可能とする機能があり、審査項目によって表示さ

れる画面が切り替わる。 

・画面左側は、「読み込んだ各モデルの表示/非表示」「各要素の表示/非表示」「メインの図面に重ね

合わせる情報の表示/非表示」等の制御を行う事で視認性良く審査業務を行える環境を提供する。 

・画面内の要素を選択すると詳細の仕様の確認が可能となる。 

 

②モデルビュー具体案 

以降、意匠、構造、設備の分野別に、モデルビュー案を示す。 

意匠 構造 設備 

1)求積図について 

2)採光・換気・排煙等の開口部

算定について 

7)凡例（消防設備、防火区画

図）について 

8)申請書について  

2)計算書と構造図の整合性に

ついて  

3)構造図間の整合性について   

2)計算書と設備図の整合性に

ついて  

4)避雷針の範囲について  

5)幹線の防火区画貫通部措置

について   
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意匠 

1)求積図について 

2)採光・換気・排煙等の開口部算定について 

7)凡例（消防設備、防火区画図）について 

8)申請書について  
 

1） 求積図 

 

［Step2+］ 

・BIM モデルから作成された平面図、求積図、求積表をインターフェース内の各ウィンドウで表示して審

査を行う。 

・読み込んだ申請書を表示し、記載の面積との整合を確認する。 

［Step3-］ 

・BIM モデルより、専有部・共有部等の用途別や容積対象か否かの属性情報を取得し、審査側で色別

による表現設定を可能とさせる事で視認性良く審査を行う。 

・申請書記載の面積とBIMモデルから取得した値とを機械的に比較し整合性の確認を計算により行う。 
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2） 採光・換気・排煙等の開口部算定 

 

［Step2+］ 

・対象となる空間や区画された情報の表示を行う。 

・当該空間にある開口部の情報を表示する。 

・同開口部の算定表を表示する事で審査を行う。 

［Step3-］ 

・下図のように現状は属性情報がありながらも作図により表現している内容について、ビューア機能の

計算による算定を可能とし審査を行う。 

 

図：BIM モデルから取得可能な属性情報の例 
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・属性情報を使用して排煙の有効範囲をボリュームとして生成させ、3 次元の視認性の良さを活用する

事で審査を行う。 

 

図：排煙有効ボリュームを生成したイメージ 
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7）凡例（消防設備、防火区画図）について 

 

［Step2+］ 

・色の塗分け(告示別・建具性能別)が可能であり、それらの凡例についても必要に応じて画面内に審

査側の意思により表示/非表示を行う。 

・画面右上の 3Ｄビューでは区画が複層にわたる等の平面的情報のみでは情報が不足する場合に審

査者側が任意の場所を切断して確認する事が出来る。 

［Step3-］ 

・属性情報を活用し、建具種別や区画の仕様についての判定を行う計算を行う事で、審査の補助とな

る機能を実装する。 

 

 

8）申請書 

［Step2+］ 

・電子申請による PDF 書類をビューアへ表示させる。 

［Step3-］ 

・申請書の画像的取り込みではなく、テキストデータとしての受領を行い、都市計画情報や当該地域に

おける条例等の集団規定についての計算による審査補助を行う。 

※周辺環境との整備・調整が必要 
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構造 

2)計算書と構造図の整合性について  

3)構造図間の整合性について  

 

2）計算書との連携 及び 3）構造図間の連携 

 

［Step2+］ 

・伏図の場合は、一般的な伏図表現の表示をするとともに、意匠・設備での情報も必要に応じて画面上

で重ねての表示を可能とし、審査者側が全体の情報を視認性良く確認できる。 

・選択した部材の仕様を確認する。 

・階別・全体の部材情報(梁・柱・床版 等のリスト)を審査者側で統一的な環境で確認を行う。 

・BIM モデルに含まれない構造計算書等の表示を併せて行う事で整合性確認を行う。 

・指定した通りの軸組図の表示を行う。 

［Step3-］ 

・BIM モデルと構造計算書データから計算による不整合箇所の抽出を行う事で審査の補助を行う。 
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設備 

2)計算書と設備図の整合性について  

4)避雷針の範囲について  

5)幹線の防火区画貫通部措置について  

 

2）計算書との整合性 

［Step2+］ 

・各種計算書と関係図書を表示して審査を行う。 

［Step3-］ 

・計算書データと当該箇所の属性情報との計算による比較を行う事で不整合箇所を抽出し、審査の補

助を行う。 

 

4）避雷針の範囲 

［Step2+］ 

・BIM モデル内で作成した図書類を確認するとともに、3D による可視化で保護範囲の確認を行う。 

［Step3-］ 

・ビューア内で高さラインの生成を行い、計算により保護範囲が適切であるかの確認を行う。 

 

5）幹線の防火区画貫通部措置 

 

［Step2+］ 

・意匠の平面図・区画情報の表示/非表示を行う。 

・ダクト・機械設備・制気口・ラック・幹線 等の要素の表示/非表示が行える。 

・当該箇所の審査に必要な計算書を表示する。 

・当該箇所の審査に必要な機器リスト・部材リストの確認が行える。 
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［Step3-］ 

・区画貫通部の処理方法についての確認を計算により行い、不適当な箇所の抽出を行う事で審査の

補助を行う。 
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2-2-3-2) 今後のビューア検討の課題と方向性 

①設計者からビューアへのデータフローと課題 

下図は、現状考えられるデータのフロー素案である。 

 
※：図中、「定義ファイル」とは属性情報の受け渡しに必要な情報を含むデータ 

図：データフロー素案 

 

計画している建築物の BIM モデルを構築する環境は様々であり、設計者側で使用する BIM ソフトウエ

アも異なっているのが現状である。しかし、審査側で各々のソフトウエア環境を用意して対応する事は審

査品質に差異を生じる恐れもあるため現実的ではない。そこで、審査側で使用する BIM モデルのビュー

アは各ソフトウエアに均質に対応している必要がある。 

BIM モデルデータの流れとしては、 

-ビューアに書き出す機能(Viewer 用 Exporter) 

-ビューアに形状と属性情報を移すデータとその他図書(Viewer 用 Dataset) 

-ビューアで正しく審査が行える状態にあるか確認する機能(Model Checker) 

が必要と考えられる。 

また、審査の過程及び結果を保存しておく環境とその方法も今後の利用する環境の変化も考慮した上

で検討する必要がある。 

上記のデータの流れを実装していく上で課題となるのが属性情報の扱いである。 

現状、設計者側で同じ BIM ソフトウエアを使用していても形状の作成方法や、属性情報の持たせ方が

異なっている。BIM モデルを構築する上でこれらの手法が統一化されるのが望ましいことであり、BIM 推

進を協議している団体でも同様の策定を試行されている。確認審査として必要な属性情報の内容と持た

せ方も今後は議論を進めていくべきではあるが、ここではパラメータマッピングとして記載した。 

パラメータマッピングとは設計業務上で各々が異なる属性情報の使い方をしている場合であっても、審

査側ビューアで確認する場合に同じ属性情報であると認識させる事を指しす。 

 

図：パラメータマッピング概念図 

上記のほかに、 

-審査側として必要十分な情報のみを取り込む 

-設計者側が意図している事項をビューアに反映がなされているかの確認が可能 

である事も検討を進めていく必要があると考えられる。 
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②異なる BIM ソフトウエアで 1 つの建物をモデル構築している場合の検討 

 

図：複数 BIM モデルと定義ファイルのデータフロー案 

 

設計者側の環境が統一されていない現状は前述したが、異なる BIM ソフトウエアで１つの建物の BIM

モデルを構築している場合も考えられる。審査する上では、あくまでも１つの建物であるので、意匠・構

造・設備の各 BIM モデルを統合可能とする機能がビューアには求められると言える。 

異なる BIM ソフトウエアで１つの建物の BIM モデルを構築している場合、各々から出力をする場合や、

相互リンクして出力する事も考えられるため、推奨する方法と受け取る側の技術的検証も今後必要である

と考えられる。 

 

③今後のビューア検討の方向性 

BIMモデルから作成した申請図書は、現状の図書の内容と同等の出力が可能であり、審査側ではBIM

モデルによる確認申請の対応を行う項目の検討を進め、大きくは要件がまとまったとは言える。それらを

踏まえ、 

-設計者側が建築確認図書作成の為だけに行っている作業 

-審査側が審査に必要な情報のみをビューア側で視認性よく確認出来る事 

について両立できる範囲を見定めて進める事が双方にとってメリットがあると考えられる。 

そのためには、 

-審査に必要な属性情報を定義(どの箇所に・文字で・数値で・値で 等)すべきであるのか 

-データ的扱いではなく、従来の加筆による表現の方が合理的である事項はなにか。 

-設計者が作成した BIM モデルの属性情報の解析 

-将来的に、計算～エラー抽出～人的確認のフローを可能とする項目の選定と機能開発の検討 

-審査機関による具体的な審査方法について、設計者と共有し、注力すべき分野の把握 

等も併せて今後検証が必要であり、整理すべきであると考えられる。 

 

④その他 

-本申請時に事前審査データを添付し、一部簡略化する等の設計者側でのメリットが試運用段階でも

検討出来ないか。 

-審査環境の整備(事前審査時→本審査時の両方での検討が必要) 

-DB・サーバー設置(受付～返却までのプラットフォームと受領データの配置等についての検討) 

■2.[一般建築]検討内容
2-2) BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討
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■３．［戸建住宅等］検討内容 

3-1) 建築確認に供する BIM モデルと、試審査用確認申請図書の作成 

3-1-1) 建築確認に供する BIM モデル 

戸建住宅の BIM による審査を想定して、BIM モデルから作成する建築確認に必要な図面表現の標

準（以下、「確認図面の表現標準」という。）の検討と、BIM を活用した建築確認における課題検討の整

理を行うために、戸建住宅の BIM モデルを用意した。 

検討した BIM モデルは、いわゆる 4 号特例対象となる２階建て戸建住宅（木造）で、確認図面の表現

標準の検討に支障がないよう、実在しない建築物で、建築物の意匠に係る確認審査が可能な設計内容

を具備するものとした。 

BIM ソフトウエアは、グラフィソフトジャパン㈱「Archicad（ver.24）」を使用し、閲覧用ソフトウエアとして

同社「 BIMｘ（タブレット版、デスクトップ版）」を使用した。 

なお、具体的な試審査（確認審査を想定した試し審査をいう。以下、同じ。）用確認申請図書は、作業

協力者（グラフィソフトジャパン㈱）の協力を得て、BIM モデルを用いて出力された図面（54 枚）を使用し

た。 

  

■3.[戸建住宅等]検討内容
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■モデルの概要  

BIM モデルの概要（規模等、法令上の規定の想定）は次表の通りである。 

 

表：建築物の規模等に応じた建築基準法令の規定と構造方法等 

〇：モデルの要件 

  戸建住宅モデル 

建
築
物
�
規
模
等 

延べ面積 196.73 ㎡ 

階数 ２階 

構造種別 
木造 

その他建築物 

主要用途 一戸建て住宅 

その

他の

要件 

都市計画区域及び 

準都市計画区域の内外の別等 

都市計画区域内 

市街化区域 

用途地域 第一種低層住居専用地域 

防火地域 準防火地域 

その他の区域、地域、地区又は街区 なし 

建
築
基
準
法
令
�
規
定 

集
団
規
定 

容積率 ○ 

建蔽率 ○ 

道路斜線 ○ 

北側斜線 ○ 

準防火地域内の建築物 ○ 

単
体
規
定 

採光 ○ 

24 時間換気 ○ 

シックハウス対策 ○ 

排煙無窓 ○ 

住宅用火災警報器 ○ 

火気使用室 ○ 

火気使用室の換気 ○ 

関
係
規
定 

ガス ○ 

給水、排水その他の配管設備の設置及び

構造 
○ 

※都市計画において外壁の後退距離の限度は定めていない。 

 

 

  

■3.[戸建住宅等]検討内容
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■戸建住宅サンプルモデルの建築概要（ Archicad 意匠） 

 

図 1 戸建住宅サンプルモデル パース 

Archicad で作成・表示した BIM モデル外観（意匠） 

 

 

図 2 戸建住宅サンプルモデル パース 

Archicad で作成した BIM モデルを BIMｘ（PC 版）で表示したもの 

  

■3.[戸建住宅等]検討内容
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（余白） 

  

■3.[戸建住宅等]検討内容
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3-1-2) 試審査用確認申請図書の作成と試審査 

3-1-1）にて検討した BIM モデルから、建築確認審査に求められる図書の種類（建築基準法施行規則

第 1 条の 3、および、同表１で示すもの等）について、建築物の確認申請を想定した試審査用確認申請

図書を作成した。 本図書は、BIM モデルから生成される 2 次元図面表現を活用して図面の体裁とし、図

面表現の詳細度は、現状の紙図面による審査で求められる尺度を参考に設定した。 

試審査用確認図書の作成にあたり、図書が表現する審査対象項目について、建築基準法令の規定と

明示すべき事項に係る試審査を行った。審査の内容は、建築物の意匠（単体規定、集団規定）に係るも

のとした。 

なお、試審査用確認申請図書の作成と試審査は、以下①から③の方法の順により実施した。 

 

① 「審査内容の項目リスト」の作成 

はじめに、戸建住宅等に係る確認申請に必要な図面の種類と明示すべき事項を審査機関側とし

て整理した。その整理にあたっては、一般建築作業部会で整理した「審査内容の項目リスト」を使用

して行い、法令の規定、図書の種類、明示すべき事項及び記載要綱（審査内容）等を表形式でとり

まとめた。  

また、適用される明示すべき事項の意匠の審査内容の項目を明確にしたうえで、確認申請に必

要とされる図面の種類ごとの明示すべき事項の審査内容の項目を簡潔にまとめた。  

 

② 試審査用確認申請図書の作成 

戸建住宅等に適用される法規制の項目を整理した「審査内容の項目リスト」の内容に基づき、

BIM モデルから生成する 2 次元図面表現として作成し、試審査用確認申請図書をまとめた。作成す

る図書の種類は、BIM モデルから出力が可能な範囲として、４号特例が適用される際に確認申請に

求められる図書とした。 

 

③ 試審査用確認申請図書を対象とした試審査の実施 

「審査内容の項目リスト」に沿って作成された試審査用確認申請図書に対し、建築基準法令の規

定と明示すべき事項に係る試審査を実施した。試審査は、建築物の意匠について行った。 

試審査は、協議会会員のうち指定確認検査機関の協力を得て実施した。 

 

 表 1 担当した指定確認検査機関 

分野 担当機関 

意匠 （株）確認サービス／(一財)さいたま住宅検査センター／(株)Ｊ建築検査センター／ 

（一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター／(株)住宅性能評価センター／ 

（株）湘南建築センター／日本 ERI（株）／(一財)北海道建築指導センター／ 

（株）山形県建築サポートセンター 

 

  

■3.[戸建住宅等]検討内容
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表 2 作成した試審査用建築確認図書の種類 

○：作成図書（その他は、任意） 

  図書の種類 

意匠 

特例４号 

○概要書・案内図・外部仕上表 

○配置図、敷地求積図 

○建物求積図 

○1 階平面図 

○２階平面図 

○立面図 

○断面図 

特例３号 

1 階平面図（LVS 検討追記） 

２階平面図（LVS 検討追記） 

立面図（LVS 検討追記） 
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① 「審査内容の項目リスト」の作成 

 

確認審査は、建築基準法第 18 条の３及び平成 19 年国土交通省告示第 835 号（建築審査等に関す

る指針）の規定により、建築基準法施行規則（以下、「規則」という。）第１条の３第１項表１などに掲げる図

書に記載された明示すべき事項に基づいて行うこととされている。 

このため、試審査用確認申請図書の作成に先立ち、確認審査に必要な図面表現等を整理することを

目的として、確認審査における図面の種類と明示すべき事項の整理をした。この整理にあたっては、平成

22 年 6 月 1 日より前の平成 19 年国土交通省告示第 885 号（確認審査等に関する指針に従って確認審

査等を行ったことを証する書類の様式を定める件）の様式が、概ね明示すべき事項に沿って整理された

内容となっていたため、当該様式を利用することとし、それ以降の法令改正の内容を反映し、明示すべき

事項の「審査内容の項目リスト」を作成した。 

「審査内容の項目リスト」は、法令の規定、図書の種類、明示すべき事項及び記載要綱（審査内容）等

について、表形式でまとめた。 

 

＜審査内容の項目リストの説明＞ 

名称 内容  

通し№ ・整理のため、項目ごとに番号を付した  

特例３号 ・建築基準法施行令第 10 条第 1 項第３号に規定される建築物 

特例４号 ・建築基準法施行令第 10 条第 1 項第４号に規定される建築物 

Ⅰチェックリスト 

①法令など 

②図書の種類 

③明示、記載、審査事項 

  

・チェックリスト（平成 19 年国交告 885 号（指針に従って審査を行ったこ

とを証する書類。平成 22 年まで使用した旧様式））に、令和元年６月施

行分までを加えた。 

・入力値「予めの記載」は、繰り返し出てくる審査項目を示す。 

Ⅱモデルごとの適用 

戸建て住宅部会対象  

  

・戸建住宅モデルに対して必要な審査対象となる事項を「1」で示した。 

Ⅲ審査内容の項目リスト 

①主な法文  

⑤記載事項   

  

・「①主な法文」は、主たる法文を記載。入力値「基本」とは、施行規則１

条の３表１を示し、「BF 法」とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）第 14 条の要件等を示

す。 

・「⑤記載事項」は、明示すべき事項を簡潔にまとめたもの。 

 

 

■3.[戸建住宅等]検討内容
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通し№

特
例
3
号

(

1
＝
審
査
対
象

)

特
例
4
号

(

1
＝
審
査
対
象

)

②図書の種類 ③明示、記載、審査事項

戸
建
て
住
宅
部
会
対
象

(

1
=
審
査
対
象

)

①主
な法
文

⑤記載事項

1 1 1 すべて 縮尺 1 基本 縮尺を記載（仕上表を除く）

2 1 1 配置図 延焼のおそれのある範囲 1 基本
各境界線及び建築物（隣棟間）の位置により、延焼のおそれのある範
囲を記載
隣棟間の延焼ラインが発生しない場合はその根拠（500㎡以内）を記載

3 1 1 平均地盤面算定図
建築物の周囲の接するレベル、
長さの図示及び計算

1 基本
建築物が周囲の地面と接する各位置の高さと長さ
地盤面を算定するための算式を記載

4 1 1 各階平面図 方位、延焼のおそれのある部分 1 基本 方位、延焼のおそれのある範囲を記載

5 1 1 床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の
各部分の寸法及び算式
各室の用途及び床面積
用途別床面積

1 基本

＜敷地面積＞
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
＜床面積＞
・床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
・各室、各居室の用途及び床面積
・用途別床面積（建築物の用途別のほか、容積緩和対象（自動車車庫
等、住宅等の地階、共同住宅等の共用廊下等、昇降機の昇降路、備
蓄倉庫、宅配ボックスなど）となる部分ごとの床面積）
・各階ごとの床面積の合計
・棟ごとの床面積の合計
・延べ面積（総計）
＜建築面積＞
・建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
・棟ごとの建築面積の合計
・建築面積（総計）

20 1 1 表１ 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 1 表１ 道路及び目標となる地物を記載

22 1 1 表１
敷地境界線、敷地内における建
築物の位置及び申請に係る建築
物と他の建築物との別

1 表１
敷地境界線の名称（道路、隣地など）、配置寸法（３方向程度）、申請建
築物と他の建築物を記載

23 1 1 表１
擁壁の設置その他安全上適当な
措置

1 表１
・外構の種類、位置と高さを記載
・擁壁の種類の位置と高さを記載
・法面の位置と勾配を記載

24 1 1 表１

土地の高低、敷地と敷地の接す
る道の境界部分との高低差及び
申請に係る建築物の各部分の高
さ

1 表１
・道路中心、隣地、敷地内、建築物周囲の各レベル及び基点となるBM
の位置とそのレベルを記載
・建築物の各部分の高さを記載

25 1 1 表１
敷地の接する道路の位置、幅員
及び種類

1 表１ 道路の位置、幅員及び種類（例えば法42条1項1号など）を記載

26 1 1 表１
下水管、下水溝又はためますそ
の他これらに類する施設の位置
及び排出経路又は処理経路

1 表１
雨水排水の経路と最終処理の位置（設備図で代用可。ただし建築計画
概要書の配置図には、記載させる行政庁もある。）を記載

36 1 1 表１
延焼のおそれのある部分の外壁
及び軒裏の構造

1 表１
・設計地盤面、平均地盤面の記載
・建築物の各部分の高さを記載
・階数の記載

39 1 1 表１

各階の床及び天井（天井のない
場合は、屋根）の高さ、軒及びひ
さしの出並びに建築物の各部分
の高さ

1 表１
・設計地盤面、平均地盤面の記載
・建築物の各部分の高さを記載
・階高さ、天井高さ、階数の記載

46 1 1
擁壁の設置その他安全上適当な
措置

1 法19 表１に記載

47 1 1
土地の高低及び敷地と敷地の接
する道の境界部分との高低差

1 法19 表１に記載

48 1 1
下水管、下水溝又はためますそ
の他これらに類する施設の位置
及び排出経路又は処理経路

1 法19 表１に記載

462 1 確認申請書
その他の区域、地域、地区又は
街区、４面屋根など

法22

【3-5．その他の区域、地域、地区又は街区】に法第22条区域内の場合
は記載
併せて【4-13.屋根】に大臣認定番号を記載（告示の場合は記載不
要）。なお【4-14.外壁】及び【4-16.軒裏】も同様

467 1 耐火構造等の構造詳細図
屋根の断面の構造、材料の種別
及び寸法

法22 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法を記載

468 1
その他法第22条の規定に適合
することの確認に必要な図書

令第109条の8に規定する構造方
法への適合性審査に必要な事
項

法22
同上（法第22条第１項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能
に関する技術的基準）

469 1 確認申請書
その他の区域、地域、地区又は
街区

法23
【3-5．その他の区域、地域、地区又は街区】に法第22条区域内外の別
を記載

470 1 耐力壁及び非耐力壁の位置 法23 耐力壁、非耐力壁で準防火性能が異なる場合は、その別を記載

472 1 耐火構造等の構造詳細図
延焼のおそれのある部分の外壁
の断面の構造、材料の種別及び
寸法

法23 準防火性能の断面構造（材料の種別、寸法など）を記載

473 1 使用建築材料表 主要構造部の材料の種別 法23 上記図面で確認
475 1 確認申請書 その他の区域、地域、地区又は 法24 【3-5．その他の区域、地域、地区又は街区】に法第22条区域内外の別

476 1
法第22条第１項の規定による区
域の境界線

法24 法22条1項の規定による区域の境界線の記載

法第24条（建築物が第二十
二条第一項の市街地の区域
の内外にわたる場合の措置）

配置図

法第22条（屋根）

法第23条（外壁）
各階平面図

第19条（敷地の衛生及び安
全）

配置図

配置図

二面以上の立面図

二面以上の断面図

①法令など

予めの記載

予めの記載

予めの記載

予めの記載

予めの記載

Ⅰチェックリスト

Ⅱモデ
ルごと
の適
用

Ⅲ審査内容の項目リスト特例

■審査内容の項目リスト（4号特例審査対象追加版）
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通し№

Ⅰチェックリスト

Ⅱモデ
ルごと
の適
用

Ⅲ審査内容の項目リスト特例

478 1 確認申請書 延べ面積 法25 適用される建築物かどうかの確認

479 1 配置図
申請に係る建築物と他の建築物
との別

法25
２以上の建築物の床面積の合計が1000㎡を超えるかどうかを記載（確
認申請書、他図面で明らかな場合は記載不要）

480 1 耐力壁及び非耐力壁の位置 法25 耐力壁、非耐力壁で防火構造が異なる場合は、その別を記載
482 1 延焼のおそれのある部分 法25 Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載

483 1 床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の
各部分の寸法及び算式

法25 Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載

484 1 二面以上の断面図 延焼のおそれのある部分 法25 配置図、各階平面図で確認

485 1 耐火構造等の構造詳細図
屋根並びに延焼のおそれのある
部分の外壁及び軒裏の断面の
構造、材料の種別及び寸法

法25 防火構造の断面構造（材料の種別、寸法など）を記載

486 1 1 確認申請書 延べ面積、用途など 法26 適用される建築物かどうかの確認

510 1 1
主要構造部、軒裏、防火壁及び
防火設備の断面の構造、材料の
種別及び寸法

法26
耐火構造等の構造詳細、配置図・平面図で延焼ライン内の開口部の措
置を記載（一般に準耐火建築物以上とすることが多いため、その適合を
確認）

516 1 確認申請書 用途、階数、各階床面積など 法27 適用される建築物かどうかの確認

519 1 床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の
各部分の寸法及び算式

法27 Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載

520 1 開口部及び防火設備の位置 法27 延焼のおそれのある範囲内に防火設備を記載

525 1 耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断
面の構造、材料の種別及び寸法

1 法27
主要構造部の耐火構造等の断面構造（材料の種別、寸法など）の記
載。防火設備の告示番号（大臣認定品は認定番号）を記載。

532 1 耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断
面の構造、材料の種別及び寸法

1 法27
主要構造部の耐火構造等の断面構造（材料の種別、寸法など）の記
載。防火設備の告示番号（大臣認定品は認定番号）を記載。

536 1 耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、軒裏、天井及び防
火設備の断面の構造、材料の種
別及び寸法

1 法27
主要構造部、軒裏、天井の耐火構造等の断面構造（材料の種別、寸法
など）の記載。防火設備の告示番号（大臣認定品は認定番号）を記載。

561 1 確認申請書 用途 1 法28 適用される建築物かどうかの確認

563 1 給気機又は給気口の位置 1 法28
2項ただし書き（換気上無窓居室）又は3項（劇場等又は火気使用室）の
換気設備の設置を要する場合、換気設備平面図に給気機若しくは給
気口の位置を記載

564 1
排気機若しくは排気口、排気筒
又は煙突の位置

1 法28

2項ただし書き（換気上無窓居室）の換気設備の設置を要する場合、換
気設備平面図に排気機若しくは排気口の位置を記載。
3項（劇場等又は火気使用室）の換気設備の設置を要する場合、換気
設備平面図に排気筒又は煙突の位置を記載。

565 1
かまど、こんろその他設備器具の
位置、種別及び発熱量

1 法28
火気使用がある場合（令20条の3第1項に規定するものを除く）、換気設
備平面図に器具の位置、燃料の種別及び発熱量を記載。

566 1
火を使用する室に関する換気経
路

1 法28
火気使用がある場合（令20条の3第1項に規定するものを除く）、換気設
備平面図に給排気換気経路を記載。排気フードがある場合、排気フー
ドの構造を記載。

570 1 床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の
各部分の寸法及び算式

1 法28 Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載

571 1 換気設備の有効換気量 1 法28
機械換気方式により換気を行う場合、換気量計算書により有効換気量
を算定し、仕様書（機器表）に記載。

582 1 1
給気機又は給気口及び排気機
又は排気口の位置

1
法28
条の

居室を有する建築物は、換気設備平面図に給排気ファン及び給排気
口の位置並びにアンダーカット等を設ける場合はその位置を記載。

584 1 1 中央管理室の位置 1
法28
条の
2

中央管理方式の空気調和設備により換気を行う場合、H15国交告274
号第2第一号に基づく換気計算書「Vr＝10（E+0.02n・A）」により有効換
気量を算定し、中央管理室の位置を平面図に記載。

589 1 1
内装の仕上げに用いる建築材料
の種別及び面積

1
法28
条の
２

使用建築材料はF☆☆☆☆（天井裏はF☆☆☆以上）又は規制対象外
材料を使用する旨を記載
（上記以外の材料を使用する場合は、面積制限等を記載）
石綿及びクロルピリホスを使用しない旨を記載

591 1 1
有効換気量又は有効換気換算
量及びその算出方法

1
法28
条の
2

機械換気設備による場合、有効換気量の算出方法を計算書に記載。
空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備（一般的に中央管
理方式の空気調和設備）による場合、有効換気換算量の算出方法を
計算書に記載。

592 1 1 換気回数及び必要有効換気量 1
法28
条の
2

機械換気設備又は空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設
備（一般的に中央管理方式の空気調和設備）による場合、計算書に換
気回数と必要有効換気量を記載。

593 1 1
給気機又は排気機の給気又は
排気能力及びその算出方法

1
法28
条の
2

機械換気設備による場合、給気機又は排気機の風量が、有効換気量
以上であることを計算書に記載。空気を浄化して供給する方式を用い
る機械換気設備（一般的に中央管理方式の空気調和設備）による場
合、給気機又は排気機の風量が、有効換気換算量以上であることを計
算書に記載。

594 1 1

換気経路の全圧力損失（直管部
損失、局部損失、諸機器その他
における圧力損失の合計をい
う。）及びその算出方法

1
法28
条の
2

有効換気量又は有効換気換算量に対するダクトの全圧力損失を計算
書に記載。

625 1 1 確認申請書
その他の区域、地域、地区又は
街区（下水道処理区域の内外の
別）

法31
【3-5．その他の区域、地域、地区又は街区】に下水道処理区域内外の
別を記載
（浄化槽の場合【4-10】浄化槽を記載）

659 1 1 各階平面図
昇降機の昇降路の周壁及び開
口部の位置

法34 各階平面図に記載されている

660 1 1 昇降機の構造詳細図
昇降機の昇降路の周壁及び開
口部の構造

法34
昇降機の構造詳細は別願申請であって、建築物の確認申請では参考
図として審査する。

661 1 1 確認申請書 建築物の高さ等 法34 適用される建築物かどうかの確認
662 1 1 各階平面図 非常用の昇降機の位置 法34 非常用EVの位置を記載

663 1 1 二面以上の断面図 建築物の各部分の高さ 法34
31ｍラインを確認し、非常用EVの要否（令129条の13の2各号のいずれ
かに該当）を記載（№962と同様）

667 1 確認申請書 用途、階数など 1 法35 適用される建築物かどうかの確認

669 1 各室の床面積 1 法35
Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載
必要に応じて各階の居室面積の合計を記載

670 1
令第116条の２第１項第１号に規
定する窓その他の開口部の面積

1 法35
採光、換気、排煙計算表に記載（採光：歩行距離など採光有窓として計
画する場合のみ）

671 1
令第116条の２第１項第２号に規
定する窓その他の開口部の開放
できる部分の面積

1 法35
採光、換気、排煙計算表に記載（排煙：排煙設備について排煙有窓と
して計画する場合のみ）

676 1 開口部及び防火設備の位置
令
123

防火区画の開口部の位置とその構造（構造は凡例による）を記載

677 1 耐力壁及び非耐力壁の位置
令
123

耐力壁及び非耐力壁の別を記載（建築物の構造や耐火構造等の詳細
図などで記載がなくても適合することが分かれば記載不要）

678 1 防火区画の位置及び面積
令
123

各避難階段の防火区画（凡例）を記載
（令112条防火区画は法36条のため）

679 1 階段の配置及び構造
令
123

・階段の種別（屋内と屋外の別、直通階段か避難階段の別）を記載
・階段の構造（例えば避難階段の構造に適合する旨を凡例等用いて表
現）を記載
・屋外避難階段にあっては、当該階段から２ｍ範囲を記載

法第34
条（昇降
機）

第１項

第２項

法第35条（特殊建築物等の
避難及び消火に関する技術
的基準）

各階平面図

法第31
条（便
所）

第２項

法第28
条の２
（石綿そ
の他の
物質の
飛散又
は発散
に対する
衛生上
の措置）

第３号
有効換気量又は有効換気換算
量を算定した際の計算書

給気機又は排気機の給気又は
排気能力を算定した際の計算
書

各階平面図

使用建築材料表

法第27
条（耐火
建築物
等としな
ければ
ならない
特殊建
築物）

第１項
各階平面図

第2項

第3項

法第28
条（居室
の採光
及び換
気）

第２項から第４項ま
で

各階平面図

換気設備の仕様書

法第25条（大規模の木造建
築物等の外壁等）

各階平面図

法第26
条（防火
壁及び
防火床）

本文

ただし書 耐火構造等の構造詳細図
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通し№

Ⅰチェックリスト

Ⅱモデ
ルごと
の適
用

Ⅲ審査内容の項目リスト特例

680 1
階段室、バルコニー及び付室の
開口部、窓及び出入口の構造及
び面積

令
123

階段の種別により、
・階段室、バルコニー及び付室の開口部の構造（凡例等を用いて表
現）を記載
・付室に設ける外気に向かって開く窓の構造と面積を記載
・開口部の大きさ（開口面積3㎡、潜り戸など）を記載
・バルコニー又は付室の面積を記載

681 1 歩行距離
令
120

・２以上の直通階段の位置を記載
・避難階以外の歩行距離を記載記載（内装の記載→仕上表、採光有窓
→採光・換気・排煙計算）
・重複距離を記載
・避難上有効なバルコニーを記載
・メゾネット型共同住宅の歩行距離を記載
・避難階の居室及び階段からの歩行距離を記載
・避難階の令125条出口、屋外避難階段出口の位置を記載

683 1
避難階段及び特別避難階段に
通ずる出入口の幅

令
124

・避難階段及び特別避難階段の階段幅とその合計を記載
・当該階段に通ずる出入口の幅を記載
・屋上広場の位置、面積を記載

684 1
物品販売業を営む店舗の避難
階に設ける屋外への出口の幅

令
125

避難階における居室及び階段から出口までの歩行距離の記載、物品
販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅を記載

685 1 令第118条に規定する出口の戸
令
118

劇場等における客席からの戸の内開き、屋外出口の戸の内開きでない
ことを記載

686 1
令第125条の２第１項に規定する
施錠装置の構造

令
125
条の
2

令第125条の２第１項に規定する施錠装置の構造（例えば鍵を用いなく
ても開錠することができる旨など）を記載

687 1
令第126条第１項に規定する手
すり壁、さく又は金網の位置及び
高さ

令
126

バルコニー、開放廊下、屋上、吹き抜けとなっている部分の手すりの高
さの記載

688 1 二面以上の断面図 直通階段の構造
令
120

直通階段の構造（直通性）を記載（平面図又は階段詳細図も可）

689 1 耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断
面の構造、材料の種別及び寸法

令
120

主要構造部の耐火構造等の断面構造（材料の種別、寸法など）の記
載。防火設備の告示番号（大臣認定品は認定番号）を記載。

690 1 室内仕上げ表

令第123条第１項第２号及び第３
項第４号に規定する部分の仕上
げ及び下地の材料の種別及び
厚さ

令
123

避難階段又は特別避難階段の内装（下地、仕上）を記載

691 1
令117条第2項第二号及び令第
123条第3項第二号の規定に適
合することの確認に必要な図書

令第123条第３項第二号に規定
する構造方法への適合性審査に
必要な事項

令
123

外気に向かって開くことのできる窓、又は排煙設備を記載。
(令117条2項2号は№675に記載）

692 1 確認申請書 用途、階数、延べ面積など 1

令
126
条の
2

適用される建築物かどうかの確認

696 1

排煙の方法及び火災が発生した
場合に避難上支障のある高さま
で煙又はガスの降下が生じない
建築物の部分

令
126
条の
2

令126条の２第１項各号に該当する適用除外部分を記載。
特に同項第５号にあっては、H12年建告1436号の適合性に必要な事項
（凡例、天井高さ（H≧3ｍ）、防煙壁の位置・構造・高さ、室・居室の別、
各室面積、内装など）を凡例等を用いて記載

697 1
令第116条の２第１項第２号に該
当する窓その他の開口部の位置

令
116
条の
2

採光、換気、排煙計算表に記載（排煙無窓）

698 1
防火区画及び令第126条の２第１
項に規定する防煙壁による区画
の位置

令
126
条の
3

防火区画及び防煙壁の区画の位置、及び防煙区画の面積を記載

699 1 排煙口の位置

令
126
条の
3

排煙窓の位置、排煙口までの距離（30ｍ以下）を記載

700 1 排煙風道の配置

令
126
条の
3

排煙ダクトの経路を記載。

701 1
排煙口に設ける手動開放装置の
使用方法を表示する位置

令
126
条の
3

手動開放装置の位置を記載（高さは特記で措置するものとする）

702 1
排煙口の開口面積又は排煙機
の位置

令
126
条の
3

排煙計算を記載（排煙窓の大きさは建具表又は計算に記載。また外倒
し窓などの場合は、開放角度も併せて記載）
機械排煙の場合、排煙機の位置を記載。

703 1

法第34条第２項に規定する建築
物又は各構えの床面積が1000
平方メートルを超える地下街に設
ける排煙設備の制御及び作動状
態の監視を行うことができる中央
管理室の位置

令
126
条の
3

非常用エレベーターを設置する場合及び各構えの床面積が1,000㎡を
超える地下街の場合、中央管理室にて排煙設備の制御及び作動状態
の監視を行うことを記載。又、中央管理室の位置を記載。

704 1 予備電源の位置

令
126
条の
3

予備電源を必要とする排煙設備を設置する場合、発電機設備（電気設
備図）又は内燃機関（排煙機付属）の位置を記載。

708 1 床面積求積図

防火区画及び令第126条の２第１
項に規定する防煙壁による区画
の面積の求積に必要な建築物の
各部分の寸法及び算式

令
126
条の
3

各室、各居室の求積（排煙区画（防火区画は№667に記載））を記載

令第５章第２節
廊下、避難階段及
び出入口

各階平面図

令第５章第３節
排煙設備

各階平面図

■3.[戸建住宅等]検討内容
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通し№

Ⅰチェックリスト

Ⅱモデ
ルごと
の適
用

Ⅲ審査内容の項目リスト特例

709 1 建築物の高さ等

令
126
条の
3

地盤面と建築物高さを記載（H12年建告1436号が適用できるかどうかの
判断）

711 1
排煙口及び当該排煙口に係る防
煙区画部分に設けられた防煙壁
の位置

令
126
条の
3

防煙壁（下がり壁）と排煙開口部高さの比較をし、有効高さとなっている
かどうかを記載

716 1 使用建築材料表
建築物の壁及び天井の室内に
面する部分の仕上げに用いる建
築材料の種別

令
126
条の
3

防煙壁の仕上げ（排煙告示により下地まで要求される場合は、下地も
含む）を記載

717 1 排煙口の構造

令
126
条の
3

排煙口（煙で接する部分）は不燃材料で造ることを記載。
令126条の3第1項第二号、第三号、第六号、又はH12告1436号第一号
ハ（告示第一号適用の場合）に適合することの記載。

718 1
排煙口に設ける手動開放装置の
使用方法

令
126
条の
3

平面で確認
令126条の3第1項第四号、第五号、又はH12告1436号第一号ニ（告示
第一号適用の場合）に適合することの記載

719 1 排煙風道の構造

令
126
条の
3

令126条の3第1項第二号、第七号、第九号、又はH12建告1436号第二
号ホ（告示第二号適用の場合）に適合することを記載。

720 1
排煙設備の電気配線に用いる配
線の種別

令
126
条の
3

電源及び制御配線（耐火ケーブル、耐熱ケーブルなど）がS45告1829
号に適合することを記載。

722 1
排煙機の空気を排出する能力
を算定した際の計算書

排煙機の空気を排出する能力及
びその算定方法

令
126
条の
3

排煙機の排煙風量の算定を計算書に記載。

724 1 確認申請書 用途、階数、延べ面積など

令
126
条の
4

適用される建築物かどうかの確認

726 1 照明器具の位置及び構造

令
126
条の
5

平面図に、非常用の照明装置の位置を記載。
又、照明器具姿図などに、S45告1830号に定める構造であること又は
（一社）日本照明工業会（JLMA)評定品である評定番号を記載。予備電
源については、内蔵型又は別置型の別を記載。（別置型の場合、法32
条の予備電源の容量に反映）

727 1
非常用の照明装置によって、床
面において１ルクス以上の照度
を確保することができる範囲

令
126
条の

平面図に、非常用の照明装置の所定の照度範囲を記載。

728 1
令
126
条の

「告示1411号適用の場合、屋外への出口までの歩行距離又は室面積
を記載

733 1
赤色灯及び非常用進入口である
旨の表示の構造

令
126
条の
6

代替進入口、非常用進入口の位置と間隔の記載
非常用進入口のバルコニーの位置、大きさを記載
代替進入口、非常用進入口の大きさを確認（凡例記載）

734 1
非常用進入口又は令第126条の
６第２号に規定する窓その他の
開口部の構造

令
126
条の
6

代替進入口の位置を記載
非常用進入口の位置を記載し、三角マークや赤色灯を記載

735 1
赤色灯及び非常用進入口である
旨の表示の構造

令
126
条の
6

赤色灯の位置の及びS45告1831号第1に定める構造であることの記載。

737 1 確認申請書 延べ面積など
令
127

適用される建築物かどうかの確認

739 1 配置図 敷地内における通路の幅員
令
128

各出口から位置を確認の上、敷地内通路、大規模建築物の周囲の通
路を記載
敷地内に複数棟ある場合は、各棟の延べ面積及び耐火建築物等の種
別を一覧表にして記載（３ｍ通路等の要否が分かるもの）

759 1 確認申請書 用途、延べ面積、階数など 1

令
128
条の
5

適用される建築物かどうかの確認

762 1
令第128条の３の２第１項に規定
する窓のその他の開口部の開放
できる部分の面積

1

令
128
条の
3の2

採光、換気、排煙計算表に記載（排煙無窓）
ただし、準不燃材料の仕上げで行う場合は記載不要

763 1
令第128条の5第７項に規定する
スプリンクラー設備等及び排煙設
備の設置状況

1

令
128
条の
5

自動式スプリンクラー設備等の位置、排煙設備の設置があることを記載
（内装制限の適用除外を受ける場合）

765 1 室内仕上げ表
令第128条の5に規定する部分の
仕上げの材料の種別及び厚さ

1

令
128
条の
5

不燃、準不燃、難燃の材料の別と認定番号を記載

767 1 各階平面図
令第111条第１項に規定する窓
その他の開口部の面積

法35
条の
3

採光有窓（採光計算は法28条を準用）、避難開口部の位置、大きさを
記載

768 1 耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料
の種別及び寸法

法35
条の
3

その居室を区画する主要構造部を記載（耐火、不燃）

法第35条の３（無窓の居室
等の主要構造部）

令第５章第６節�敷
地内の避難上及
び消火上必要な
通路等

法第35条の２（特殊建築物
等の内装）

各階平面図

令第５章第４節
非常用の照明装
置

各階平面図

令第５章第５節
非常用の進入口

各階平面図

二面以上の立面図

二面以上の断面図

排煙設備の構造詳細図

■3.[戸建住宅等]検討内容
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通し№

Ⅰチェックリスト

Ⅱモデ
ルごと
の適
用

Ⅲ審査内容の項目リスト特例

781 1 耐力壁及び非耐力壁の位置
令
112

耐力壁及び非耐力壁の別（記載がなくても適合することが分かれば記
載不要）及び主要構造部に該当する間仕切壁等の位置を記載

782 1
スプリンクラー設備等消火設備の
配置

令
112

自動式スプリンクラー設備等を設けた範囲を求積図に記載

783 1 防火設備の位置及び種別
令
112

凡例を記載

784 1 防火区画の位置及び面積
令
112

面積、高層、竪穴、異種用途区画に対応する凡例を記載
防火区画が規定の面積以内であることを求積図などに記載
防火区画のただし書を適用する場合はその措置を記載
スパンドレルを記載

785 1 強化天井の位置
令
112

強化天井の位置、構造の記載（令112条3項1号、2号を適用する場合）

786 1
令第112条第3項の規定に適合
することの確認に必要な事項

令
112

防火上主要な間仕切壁の適用除外（自動スプリンクラー設備等設置部
分）に関する構造方法への適合性審査に必要な事項を記載
防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当するこ
とを確認するために必要な事項

787 1
令第112条第17項に規定する区
画に用いる壁の構造

令
112

異種用途区画の位置を記載（凡例を記載）

788 1
令第112条第15項に規定する外
壁の位置及び構造

令
112

層間区画、スパンドレルを記載（立面図でも可）

789 1
令第112条第17項に規定する区
画に用いる床の構造

令
112

異種用途区画の位置を記載（凡例を記載）

790 1 耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断
面の構造、材料の種別及び寸法

令
112

防火区画に用いられる主要構造部の耐火構造等の断面構造（材料の
種別、寸法など）の記載。防火設備の告示番号（大臣認定品は認定番
号）を記載。

793 1 耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、天井及び防火設備
の断面の構造、材料の種別及び
寸法

令
112

凡例（防火設備の告示番号（大臣認定品は認定番号））を記載

796 1 耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及
び寸法

令
112

凡例（防火設備の告示番号（大臣認定品は認定番号））を記載

798 1 風道の配置
令
112

ダクト平面図にダクト経路を記載。

799 1

令第112条第20項に規定する準
耐火構造の防火区画を貫通する
風道に設ける防火設備の位置及
び種別

令
112

ダクト平面図に防火区画貫通位置と防火ダンパー等種別（FD、SFD、
SDなど）を記載。

800 1

給水管、配電管その他の管と令
第112条第20項に規定する準耐
火構造の防火区画とのすき間を
埋める材料の種別

令
112

配管及び風道の防火区画貫通部のすき間を埋める材料（不燃材料）を
記載。

801 1

令第112条第21項に規定する準
耐火構造の防火区画を貫通する
風道に設ける防火設備の位置及
び種別

令
112

区画に接するスパンドレル貫通など、断面情報が必要な場合に記載。

802 1

給水管、配電管その他の管と令
第112条第21項に規定する準耐
火構造の防火区画とのすき間を
埋める材料の種別

令
112

区画に接するスパンドレル貫通など、断面情報が必要な場合に記載。

803 1 耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及
び寸法

令
112

防火ダンパー（FD、SFD、SDなど）がS48告2565号に定める構造で、
H12告1376号により設けられていることの記載。

805 1 確認申請書 用途、建築面積など
令
114

適用される建築物かどうかの確認

808 1
界壁又は防火上主要な間仕切
壁の位置

令
114

界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置は凡例を用いて記載

809 1 強化天井の位置
令
114

強化天井の位置、構造の記載（令112条3項1号、2号）

810 1
令第114条第1項又は第2項の規
定に適合することの確認に必要
な事項

令
114

・防火上主要な間仕切壁の適用除外（自動スプリンクラー設備等設置
部分）に関する構造方法への適合性審査に必要な事項を記載
・防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当する
ことを確認するために必要な事項（１項において未制定）

811 1
界壁、防火上主要な間仕切壁又
は隔壁を貫通する風道に設ける
防火設備の位置

令
114

ダクト平面図でダクト経路、114条区画貫通位置及びダンパー種別を記
載。

812 1

給水管、配電管その他の管と界
壁、防火上主要な間仕切壁又は
隔壁との隙間を埋める材料の種
別

令
114

配管及び風道の防火区画貫通部のすき間を埋める材料（不燃材料）を
記載。

813 1 建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築
物の各部分の寸法及び算式

令
114

建築面積300㎡を超える木造隔壁の位置を記載

816 1
界壁、防火上主要な間仕切壁又
は隔壁の位置

令
114

114条区画の位置、小屋裏まで達する旨を記載（特記でも可）

819 1 耐火構造等の構造詳細図
界壁、防火上主要な間仕切壁又
は隔壁の断面及び防火設備の
構造、材料の種別及び寸法

令
114

令114条区画に用いられる主要構造部の耐火構造等の断面構造（材料
の種別、寸法など）の記載。防火設備の告示番号（大臣認定品は認定
番号）を記載。

令第112条第20項
及び第21項

各階平面図

二面以上の断面図

令第114条（建築
物の界壁、間仕切
壁及び隔壁）

各階平面図

二面以上の断面図

令第112条（防火
区画）第１項から第
1７項まで

各階平面図

二面以上の断面図

令第112条第18項
第１号

令第112条第18項
第２号

■3.[戸建住宅等]検討内容
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通し№

Ⅰチェックリスト

Ⅱモデ
ルごと
の適
用

Ⅲ審査内容の項目リスト特例

850 1
給水管、配電管その他の管が防
火区画等を貫通する部分の位置
及び構造

令第
129
条の
２の４

配管平面図に防火区画位置及び配管材料が不燃材料でない場合は
H12建告1422号の規定に適合すること又は大臣認定工法の場合、大
臣認定番号を記載。

872 1 ガス漏れ警報設備の構造 1

令第
129
条の
２の４

3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の場合、ガス漏れ警報
設備がS56建告1099号第2に適合する構造であることを記載。

878 1 配管設備の種類、配置及び構造 1

令第
129
条の
２の４

飲料水の配管設備、排水のための配管設備、ガスの配管設備などの別
を記載。

880 1
給水管、配電管その他の管が防
火区画等を貫通する部分の位置

1

令第
129
条の
２の４

各階平面図で表現できない防火区画貫通等の位置を記載。

907 1 1
エレベーターの機械室に設ける
換気上有効な開口部又は換気
設備の位置

令
129
条の
7

エレベーター機械室の換気上有効な開口部、又は換気設備を記載。

908 1 1
エレベーターの機械室の出入口
の構造

令
129
条の
7

出入口幅70cm以上、高さ1.8ｍ以上、施錠装置を有する鋼製戸を記
載。

909 1 1
エレベーターの機械室に通ずる
階段の構造

令
129
条の
7

けあげ23ｃｍ以下、踏面15ｃｍ以上、階段両側に側壁がない場合、手摺
を記載。

910 1 1
エレベーター昇降路の壁又は囲
いの全部又は一部を有さない部
分の構造

令
129
条の
7

H12建告1436号第1第二号オープンタイプエレベーターの確認事項を
記載。

911 1 1 床面積求積図

エレベーターの機械室の床面積
及び昇降路の水平投影面積の
求積に必要な建築物の各部分の
寸法及び算式

令
129
条の
7

機械室の床面積が、昇降路の水平投影面積の2倍以上であることを記
載。

924 1 1
エレベーターの機械室の床面か
ら天井又ははりの下端までの垂
直距離

令
129
条の
7

エレベーターの定格速度に応じた、機械室高さが確保されていることを
記載。

925 1 1
エレベーターの機械室に通ずる
階段の構造

令
129
条の
7

けあげ23ｃｍ以下、踏面15ｃｍ以上、階段両側に側壁がない場合、手摺
を記載。

934 1 1

エレベーターのかご及び昇降路
の壁又は囲い及び出入口の戸
（構造上軽微な部分を除く。）に
用いる材料の種別

令
129
条の
7

エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸（構造
上軽微な部分を除く。）に用いる材料の種別は、難燃材料で造るか覆う
の記載

960 1 1
小荷物専用昇降機の使用材料
表

小荷物専用昇降機の昇降路の
壁又は囲い及び出し入れ口の戸
に用いる材料の種別

令
129
条の
13

小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸に用い
る材料の種別、難燃材料で造るか覆うの記載

961 1 1 非常用エレベーターの配置

令
129
条の
13の
3

非常用エレベーターである旨（２基以内ごとの区画も）を記載

962 1 1
高さ31メートルを超える建築物の
部分の階の用途

令
129
条の
13の
3

非常用エレベーターの設置の要否を判断する為。令129条の13の2第1
項第一号の用途（高さ31ｍを超える部分を階段室、昇降機、機械室、
装飾塔、物見塔、屋窓など）の確認。
№663と同様

963 1 1
非常用エレベーターの乗降ロ
ビーの位置

令
129
条の
13の
3

乗降ロビーである旨、耐火構造の床・壁で区画されている旨（凡例）、乗
降ロビーの面積を記載

965 1 1

非常用の乗降ロビーの出入口
（特別避難階段の階段室に通ず
る出入口及び昇降路の出入口を
除く。）に設ける特定防火設備

令
129
条の
13の
3

凡例を記載

966 1 1
非常用エレベーターの乗降ロ
ビーの床及び壁（窓若しくは排煙
設備又は出入口を除く。）の構造

令
129
条の
13の
3

凡例を記載

967 1 1
予備電源を有する照明設備の位
置

令
129
条の
13の
3

予備電源を有する照明設備（一般的には令126条の4,5に基づく非常
用の照明装置）の位置を記載。

968 1 1

屋内消火栓、連結送水管の放水
口、非常コンセント設備等の消火
設備を設置できる非常用エレ
ベーターの乗降ロビーの部分

令
129
条の
13の
3

乗降ロビー壁面に、消火設備などの収納スペースが確保されているこ
と。

令第129条の３第１
項第３号及び第２
項第３号並びに令
第129条の13（小
荷物専用昇降機
の構造）

各階平面図

令第129条の３第１
項第１号及び第２
項第１号（適用の
範囲）並びに令第
129条の４（エレ
ベーターの構造上
主要な部分）から
令第129条の11
（適用の除外）

各階平面図

エレベーターのかご、昇降路及
び機械室の断面図

エレベーターの使用材料表

令第129条の２の４
給水、排水その他
の配管設備の設置
及び構造）

各階平面図

配管設備の構造詳細図

配管設備の系統図

法第36
条（この
章の規
定を実
施し、又
は補足
するため
必要な
技術的
基準）

■3.[戸建住宅等]検討内容
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通し№

Ⅰチェックリスト

Ⅱモデ
ルごと
の適
用

Ⅲ審査内容の項目リスト特例

969 1 1
非常用エレベーターの積載量及
び最大定員

令
129
条の
13の
3

積載量1,150kg以上、最大定員17名以上を記載。

970 1 1

非常用エレベーターである旨、
避難階における避難経路その他
避難上必要な事項を明示した標
識を掲示する位置

令
129
条の
13の
3

非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上
必要な事項を記載した標識を掲示する位置を記載。

971 1 1

非常用エレベーターを非常の用
に供している場合においてその
旨を明示することができる表示灯
その他これに類するものの位置

令
129
条の
13の
3

消防隊が非常用エレベーターを消火活動として使用中、乗場の呼びに
呼応しない為、非常用として使用中である旨の赤色文字で表示する位
置を記載。

972 1 1

非常用エレベーターの昇降路の
床及び壁（乗降ロビーに通ずる
出入口及び機械室に通ずる鋼
索、電線その他のものの周囲を
除く。）の構造

令
129
条の
13の
3

非常用EV２基以内ごとの耐火構造区画、昇降路内の内装を記載

973 1 1

避難階における非常用エレベー
ターの昇降路の出入口又は令第
129条の13の３第３項に規定する
構造の乗降ロビーの出入口から
屋外への出口（道又は道に通ず
る幅員４メートル以上の通路、空
地その他これらに類するものに接
しているものに限る。）の位置

令
129
条の
13の
3

避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第129
条の13の３第３項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への
出口の位置とその歩行距離を記載
当該出口が、道又は道に通ずる４ｍ以上の通路に接していることを記載

975 1 1 床面積求積図
非常用エレベーターの乗降ロ
ビーの床面積の求積に必要な建
築物の各部分の寸法及び算式

令
129
条の
13の
3

非常用エレベーターの台数、乗降ロビーの面積を記載

976 1 1 二面以上の断面図
建築物の高さが31メートルとなる
位置

令
129
条の
13の
2

非常用エレベーターの設置を要しない建築物の該当号の記載
非常用エレベーターの設置の記載、乗降ロビーの設置有無を記載（平
面図でも可）。

984-1 1 1
令第129条の13の3第13項の規
定に適合することの確認に必要
な図書

令第129条の13の３第1３項に規
定する構造方法への適合性審査
に必要な事項

令
129
条の
13の
3

外気に向かって開くことのできる窓、又は排煙設備を記載。

993 1 1 確認申請書
都市計画区域及び準都市計画
区域の内外の別等

1
法41
条の
2

都市計画区域、準都市計画区域内外の別を確認

994 1 1 確認申請書 道路、許可・認定など 1 法43 確認申請書の記載内容を確認
998 1 1 敷地の位置 1 法43 方位、道路及び目標となる地物、敷地の位置を記載

1004 1 1
敷地の道路に接する部分及びそ
の長さ

1 法43 表１

1005 1 1

法第43条第2項第一号の認定
又は同項第二号の許可の内容
に適合すること�の確認に必要な
図書

当該認定・許可に係る建築物の
敷地、構造、建築設備又は用途
に関する事項

1 法43 認定書又は許可書の写しとの整合

1014 1 1
敷地境界線、敷地内における建
築物の位置及び申請に係る建築
物と他の建築物との別

1 法44
門、塀及び外壁開口部（いずれも開放した状態）が道路境界線を越境
しないことを記載（明らかな場合を除く）

1044 1 1 確認申請書 用途地域など 1 法48 確認申請書の記載内容を確認

1048 1 1 敷地の位置 1 法48
方位、道路及び目標となる地物、敷地の矩形、敷地の位置を記載
異なる用途地域がある場合には、その旨を記載

1051 1 1
敷地境界線、敷地内における建
築物の位置及び申請に係る建築
物と他の建築物との別

1 法48 表１

1052 1 1 用途地域の境界線 1 法48
各境界線の位置、用途地域の境界線、用途地域（無指定含む）ごとの
敷地求積図、工作物（機械式自動車駐車場（築造面積））を記載

1054-1 1 1 1 法48
用途地域（無指定も含む）の建築物用途規制に対して、建築物用途（２
以上の建築物用途がある場合には、それらの用途ごと）の延べ面積、
階における建築物用途を確認

1056 1 1 危険物の数量表 危険物の種類及び数量 法48 危険物調書
1057 1 1 工場・事業調書 事業の種類 法48 工場調書
1075 1 1 確認申請書 延べ面積など 1 法52 確認申請書の記載内容を確認

1080 1 1 敷地の位置 1 法52
方位、道路及び目標となる地物、敷地の位置（容積率）を確認
容積率の異なる区域がある場合には、その旨を記載

1084 1 1
敷地境界線、敷地内における建
築物の位置及び申請に係る建築
物と他の建築物との別

1 法52 表１

1085 1 1
指定された容積率の数値の異な
る地域の境界線

1 法52 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線を記載

1086 1 1
敷地の接する道路の位置、幅員
及び種類

1 法52 表１

1087 1 1 法第52条第12項の壁面線等 1 法52 法第52条第12項の壁面線等を記載

1088 1 1
令第135条の19に掲げる建築物
の部分の位置、高さ及び構造

1 法52
容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分（法第52条第12項→令
第135条の19）の位置、高さ及び構造を記載

1090 1 1 各室の用途及び床面積 1 法52 Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載（各室用途面積）

1091 1 1 床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の
各部分の寸法及び算式

1 法52 Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載（床面積）

1094 1 1
各階の床及び天井（天井のない
場合は、屋根）の高さ

1 法52
№1096で算出した地盤面を、各階の床及び天井（天井のない場合は、
屋根）の高さと併せて記載（地階緩和の場合）

1095 1 1 敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の
各部分の寸法及び算式

1 法52 Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載（敷地面積）

1096 1 1
建築物が周囲の地面と接する各
位置の高さ

1 法52
平均地盤面算定により、地階であること（地面の接する位置：当該階の
周長1/2、平均地盤面：地盤面下1/3以上）の算式（地階緩和の場合）

法第52条

付近見取図

配置図

各階平面図

二面以上の断面図

地盤面算定表

法第48条

付近見取図

配置図

各階平面図

法第44条 配置図

法第43条
付近見取図

配置図

第2項

法第41条の２

令第129条の13の
２（非常用の昇降
機の設置を要しな
い建築物）及び令
第129条の13の３
（非常用の昇降機
の設置及び構造）

■3.[戸建住宅等]検討内容

-426 -



通し№

Ⅰチェックリスト

Ⅱモデ
ルごと
の適
用

Ⅲ審査内容の項目リスト特例

1108 1 1 確認申請書 建築面積など 1 法53 確認申請書の記載内容（角地などの緩和条件も）を確認

1113 1 1 敷地の位置 1 法53
方位、道路及び目標となる地物、敷地の位置を記載
建蔽率の異なる区域がある場合には、その旨を記載

1117 1 1
敷地境界線、敷地内における建
築物の位置及び申請に係る建築
物と他の建築物との別

1 法53 表１

1118 1 1 用途地域の境界線 1 法53
防火地域、準防火地域、用途地域の境界線を記載（２以上の地域にま
たがる場合のみ）

1120 1 1
敷地の接する道路の位置、幅員
及び種類

1 法53 表１

1121 1 1 敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の
各部分の寸法及び算式

1 法53 Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載（敷地面積）

1122 1 1 建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築
物の各部分の寸法及び算式

1 法53 Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載（建築面積）

1123 1 1 耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料
の種別及び寸法

1 法53
耐火建築物、準耐火建築物、延焼防止建築物、準延焼防止建築物で
あることを耐火構造等の構造詳細図なども含めて記載

1171 1 1 確認申請書 用途地域など 1 法56 確認申請書の記載内容を確認
1175 1 1 敷地の位置 1 法56 方位、道路及び目標となる地物、敷地の位置を記載

1181 1 1
地盤面及び前面道路の路面の
中心からの申請に係る建築物の
各部分の高さ

1 法56

＜道路＞
・前面道路の路面の中心レベルと地盤面
＜隣地/北側＞
・地盤面と隣地地盤面
を記載
＜道路/隣地/北側＞
・建築物の各部分の高さと当該斜線制限の計算式を比較し、適合する
旨を記載（立面又は断面図でも可）

1182 1 1
敷地の接する道路の位置、幅員
及び種類

1
＜道路＞
・いわゆる2Aかつ35ｍを適用する場合は、その適用を受ける範囲を記
載

1183 1 1 地盤面の異なる区域の境界線 1 法56
＜道路/隣地/北側＞
・地盤面と隣地地盤面又は前面道路の中心レベルにおいて、各地盤面
の異なる区域があれば記載（高低差緩和を適用する場合）

1184 1 1
法第56条第１項第２号に規定す
る水平距離のうち最小のものに
相当する距離

1 法56
＜隣地＞
・隣地斜線が適用される高さ（20ｍ、31ｍ）を超える部分における隣地境
界線等までの最小水平距離を記載

1185 1 1
令第130条の12に掲げる建築物
の部分の用途、位置、高さ、構造
及び床面積

1 法56

＜道路＞
・当該前面道路における最小後退距離の緩和を適用する場合には、そ
の距離
・上記緩和を適用する場合における令130条の12（門塀等の高さなど）
が、当該規定に適合する旨
を記載

1187 1 1 用途地域の境界線 1 法56
＜道路/隣地/北側＞
・２以上の用途地域にまたがる場合は、その用途地域の境界線を記載

1190 1 1
令第132条第１項若しくは第２項
又は令第134条第２項に規定す
る区域の境界線

1 法56
＜道路＞
・いわゆる2Aかつ35ｍを適用する場合は、その適用を受ける範囲を記
載

1191 1 1
前面道路の反対側又は隣地にあ
る公園、広場、水面その他これら
に類するものの位置

1 法56
＜道路/隣地＞
・前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線にある水面等（各斜線
によって空地が異なる）がある場合には、その位置及び幅を記載

1192 1 1
北側の前面道路の反対側又は
北側の隣地にある水面、線路敷
その他これらに類するものの位置

1 法56
＜北側＞
・北側の前面道路の反対側の境界線又は水面等（二分の一）がある場
合には、その位置及び幅を記載

1202 1 1
法第56条第１項から第６項までの
規定による建築物の各部分の高
さの限度

1 法56

＜道路＞
・道路斜線計算式と当該建築物の各部分の高さを比較し、適合する旨
を記載
・上記計算にあたっては、道路中心レベルとの高低差及び区域等の異
なる場合を記載するほか、道路高低差緩和、後退緩和、２Aかつ35ｍ緩
和又は公園等緩和を適用する場合は、それらを記載
＜隣地＞
・隣地斜線計算式と当該建築物の各部分の高さを比較し、適合する旨
を記載
・上記計算にあたっては、隣地斜線が適用される高さ（20ｍ、31ｍ）を超
える部分における隣地境界線等までの最小水平距離及び区域等の異
なる場合を記載するほか、高低差緩和又は公園等緩和を適用する場
合は、それらを記載
＜北側＞
・北側斜線計算式と当該建築物の各部分の高さを比較し、適合する旨
を記載
・上記計算にあたっては、区域等の異なる場合を記載するほか、高低
差緩和、北側の前面道路の反対側の境界線又は水面等（二分の一）の
緩和を適用する場合は、それらを記載

【確認すべき内容】
道路/隣地/北側のそれぞれの記載について配置図との整合、水面等
の緩和を適用する場合は当該斜線制限に適用できるかどうかを確認

1217 1 1
建築物が周囲の地面と接する各
位置の高さ

1 法56 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さを記載

1218 1 1 地盤面を算定するための算式 1 法56 Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載

1293 1 1 確認申請書
その他の区域、地域、地区又は
街区

法56
条の
2

【3-5．その他の区域、地域、地区又は街区】に規制時間及び測定面の
高さを記載

1298 1 1 敷地の位置
法56
条の
2

方位、道路及び目標となる地物、敷地の位置を記載
日影規制の異なる区域がある場合には、その旨を記載

1300 1 1 縮尺及び方位
法56
条の
2

Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載
配置図と日影図において、建築物の位置、建築物の高さ、土地の高
低、道路や水面等の位置及び幅が整合していることを確認
日影規制の異なる区域がある場合には、その旨を記載

付近見取図

配置図

法第56条

付近見取図

配置図

二面以上の断面図

地盤面算定表

法第53条

付近見取図

配置図

■3.[戸建住宅等]検討内容
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通し№

Ⅰチェックリスト

Ⅱモデ
ルごと
の適
用

Ⅲ審査内容の項目リスト特例

1308 1 1 縮尺及び方位
法56
条の
2

Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載

1310 1 1
法第56条の２第１項に規定する
対象区域の境界線

法56
条の
2

日影規制の対象区域の境界線、日影時間の異なる区域の境界線、別
表第四の地域・地区の境界線、高層住居誘導地区又は都市再生特別
地区の境界線を記載

1314 1 1
敷地の接する道路、水面、線路
敷その他これらに類するものの位
置及び幅員

法56
条の
2

道路、水面、線路敷等の位置及び幅員を記載し、当該緩和となる境界
線及び隣地境界線からの5m10mラインを記載

1316 1 1
平均地盤面からの建築物の各部
分の高さ

法56
条の
2

敷地内における建築物の位置、平均地盤面（№1332）からの建築物の
各部分の高さを記載
屋上に建築設備等がある場合には、その位置及び高さを記載

1319 1 1

建築物が冬至日の真太陽時によ
る午前８時から30分ごとに午後4
時まで（道の区域内にあっては
午前９時から30分ごとに午後3時
まで）の各時刻に水平面に生じさ
せる日影の形状

法56
条の
2

日影倍率表及び測定面における
・30分ごとの時刻日影図
・等時間日影図
・指定点の位置及び時間
を記載

1327 1 1
地盤面及び平均地盤面からの建
築物の各部分の高さ

法56
条の
2

平均地盤面（№1332）からの建築物の各部分の高さを記載
屋上に建築設備等がある場合には、その高さも記載

1329 1 1
隣地又はこれに連接する土地で
日影が生ずるものの地盤面又は
平均地表面

法56
条の
2

隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均
地表面を記載（高低差緩和の場合）

1332 1 1 平均地盤面算定表
建築物が周囲の地面と接する各
位置の高さ及び平均地盤面を算
定するための算式

法56
条の
2

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定す
るための算式（敷地内の建築物全体）を記載

1493 1 1 確認申請書 防火地域、延べ面積、階数など 1 法61 適用される建築物かどうかの確認

1498 1 1
隣地境界線、道路中心線及び同
一敷地内の他の建築物の外壁
の位置

1 法61 Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載

1500 1 1 開口部及び防火設備の位置 1 法61 延焼のおそれのある範囲内に防火設備を記載

1501 1 1 耐力壁及び非耐力壁の位置 1 法61
耐力壁及び非耐力壁の別（記載がなくても適合することが分かれば記
載不要）及び主要構造部に該当する間仕切壁等の位置を記載
延焼防止建築物の場合は、防火区画及び面積を記載

1502 1 1
スプリンクラー設備等消火設備の
配置

法61
Ⅲ審査内容の項目リスト�⑤主な法文�基本に記載（延焼防止建築物
（戸建て住宅を除く）の場合）

1503 1 1
外壁、袖壁、塀その他これらに類
するものの位置及び高さ

1 法61
袖壁等を設けた場合はその位置及び高さ並びにその構造、また袖壁
等によって延焼のおそれの範囲外であることを記載

1504 1 1 床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の
各部分の寸法及び算式

1 法61
防火、準防火地域内における耐火性能の別を確認
延焼防止建築物の場合は、防火区画面積を記載

1505 1 1 二面以上の立面図
開口部の面積、位置、構造、形
状及び寸法

1 法61
延焼防止建築物、準延焼防止建築物における開口率制限の適用を受
ける場合に記載

1508 1 1 耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面及び防火設
備の構造、材料の種別及び寸法

1 法61
主要構造部の耐火構造等の断面構造（材料の種別、寸法など）の記
載。防火設備の告示番号（大臣認定品は認定番号）を記載。

1509 1 1 構造詳細図
門又は塀の断面の構造、材料の
種別及び寸法

1 法61 門又は塀の断面の構造、材料の種別及び寸法を記載

1514 1 1 確認申請書 防火地域など 1 法62 適用される建築物かどうかの確認

1515 1 1 耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の構造、材料の種別
及び寸法

1 法62 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法を記載

1516 1 1
その他法第62条の規定に適合
することの確認に必要な図書

令第136条の2の2に規定する構
造方法への適合性審査に必要
な事項

1 法62
同上（法第62条の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的
基準）

1744 1 1
高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に関する法律

BF
法

適用される建築物かどうかの確認

1745 1 1

高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に関する法律施行令
（平成18年政令379号。以下「移
動等円滑化促進法施行令」とい
う。）第16条に規定する敷地内の
通路の構造及び移動等円滑化
経路を構成する敷地内の通路の
構造

BF
法

・一般基準（敷地内の通路）の記載
・移動等円滑化経路（敷地内の通路、BF駐車場、道）
の記載
BFチェックリストの添付（チェックリストに適合と記載していても、計画漏
れを防止するために、配置図及び平面図に記載又は載BF用の図面を
作成し添付する）

1745-1 1 1
BF
法

視覚障害者移動等円滑化経路（不特定多数の者も含む）の措置
道から令第20条第2項の案内板、又は同条第3項の案内所までの経
路、車路に近接する部分、段又は傾斜がある部分の上端に近接する部
分等に設置する点状ﾌﾞﾛｯｸ等の敷設位置。�（必要に応じて平面図にも
記載）

1746 1 1
車いす使用者用駐車施設の位
置及び寸法

BF
法

BF駐車場の位置及び寸法並びに標識を記載。

1747 1 1 客室の数 BF BF客室の必要室数の計算を記載

1748 1 1
移動等円滑化経路及び視覚障
害者移動等円滑化経路の位置

BF
法

・一般基準（廊下、階段、傾斜路、BF便所、ホテル旅館の客室）
・移動等円滑化経路（出入口幅、廊下、傾斜路、EV、標識、案内設備、
案内所、BF駐車場、客室）の記載
BFチェックリストの添付

1749 1 1
車いす使用者用客室及び案内
所の位置

BF
法

廊下、階段、BF便所、BF客室、EV、乗降ロビー、標識、案内設備の構
造及び位置を記載

1750 1 1
移動等円滑化促進法施行令第
18条第２項第６号及び第19条に
規定する標識の位置

BF
法

標識を設けるものとして、
18条2項6号は、特殊なEV
19条は、EV、BF便所、BF駐車場
これらの標識の位置を記載（№1748と同じ）

1755 1 1
車いす使用者用客室の便所及
び浴室等の構造

BF
法

客室内の構造が分かる詳細図（特記でも可）などを記載

1756 1 1
移動等円滑化促進法施行令第
14条に規定する便所の位置及び
構造

BF
法

BF便所内の構造が分かる詳細図（特記でも可）などを記載

高齢者、障害者等の移動等
の円滑化の促進に関する法
律（平成18年法律第91号）
第14条

配置図

各階平面図

法第62条

法第61
条

本文

配置図

各階平面図

令第136条の2第5
号の規定が適用さ
れる建築物

法第56条の２
日影図

二面以上の断面図
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② 試審査用確認申請図書の作成 と試審査の実施 

先にまとめた「審査内容の項目リスト」に基づき、BIM モデルから生成される 2 次元図面表現を作成し、

試審査用確認申請図書を整理した。 

その「審査内容の項目リスト」に沿って作成された試審査用確認申請図書に対し、試審査を実施した。

試審査は、建築物の意匠に係るものとし、質疑回答を実施のうえ、その結果を試審査用確認申請図書へ

反映させた。 

 

なお、次項以降に、作成した試審査用確認申請図書の例を示す。  

 

図 戸建住宅モデル：試審査用確認申請図書（Archicad） 
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3-1-3) 追記事項、凡例等、試審査用確認申請図書上で付加的に表現する要素の抽出・整理  

◆概要  

検討した戸建住宅モデルを対象に、「審査内容の項目リスト」に基づき、モデル毎、使用する BIM ソフ

トウエア毎に、作図においての表現要素となる凡例について整理した。  

   

① 確認申請図書へ明示する凡例素案の検討  

凡例は、確認申請図書上で表現する要素の一つであり、必ずしもその表現方法は統一されていないこ

とから、戸建住宅に係る「意匠」を対象に、凡例素案をまとめた。  

なお、確認申請図書作成のために使用する BIM ソフトウエアの種類・バージョンや、BIM ソフトウエア

以外に使用するソフトウエア（BIM ソフトウエアと連携するもの、連携しないもの）により、凡例素案による表

現方法の実現性、容易性は異なる。このため、「2-1-2) 試審査用確認申請図書の作成と試審査」にお

いて作成した試審査用確認申請図書における凡例表現では、どの凡例を使用したかを明確にすることと

し、その結果を下表に示した。  

また、この凡例素案は、これに掲載されていない凡例の使用を妨げるものではなく、また、凡例に使用

する色もこれに制限することを意図したものではない。あくまでも凡例表現の選択肢として参照・活用され

ることを期待し、まとめたものである。  

次項以降に、戸建住宅に係る［意匠］の凡例素案を示す。  

 

［意匠］  

検討にあたり、一般建築作業部会で整理した凡例素案の一部を踏襲しつつ、日本建築行政会議や評

価表示協会の研修資料のサンプル図面等に記載された図記号を参考にした。なお、今回の検討対象は、

一般的に表現されている図記号の表現とし、文字記号の検討は行っていない。 

＜表説明：凡例素案（意匠）＞  

内容  

使用頻度が高いと思われる凡例  

Archicad で作成した凡例 
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[⼾建住宅等]図⾯に明⽰する凡例素案

 使用頻度が高いと思われる凡例 Archicadの凡例

 配置図  配置図

 排水桝  排水桝

 浸透枡  浸透枡

 排水管  排水管

 給水管  給水管

 延焼のおそれのある部分  延焼のおそれのある部分

 平⾯図  平⾯図

 住宅用防災機器（熱式感知器）  住宅用防災機器（熱式感知器）

 住宅用防災機器（煙式感知器）  住宅用防災機器（煙式感知器）

 防火設備  防火設備

 換気扇  換気扇

 給気口  給気口

 ドアのアンダーカット等  ドアのアンダーカット等

 レンジフード  レンジフード

 延焼のおそれのある部分  延焼のおそれのある部分

コメント

JCBA確認審査教育テキストに掲載されている凡

例のうち、防火設備の四角囲みを丸囲みに変更し

たものである。延焼のおそれのある部分は、審査

担当者から配置図と平面図の両方に記載してほし

いという意見が多かったため、それぞれ記載とし

た。

コメント

基本的に２Dで作図可能な記号は、BIMにおいて

も表現することは可能であるが、BIMモデルとの

連動性や編集の容易性などと考慮する必要があ

る。

熱

煙

防

M

■3.[戸建住宅等]検討内容

-432 -



 

3-2) 検討成果から得られた所見等 

 

 戸建住宅等作業部会では、 BIM オーサリングソフトを使用して設計した戸建住宅（図書省略の対象と

なる建物） の BIM モデルデータと建築確認図書を用意し、BIM に触れたことがない審査者に対し、BIM

に触れる機会を設け、 BIM を用いた場合の審査上の効用について、検証を行った。また、審査上の効

用を踏まえた上で、建築確認図書の合理的な作成方法についての検討を行った。この検討結果から得ら

れた所見は、下記の通りである。 

 まず、 BIM を用いた場合の審査上の効用については、４号建築物のような小規模な建築物においても、

BIM と建築確認図書を供覧することで、その内容の理解が深まることを明らかとした。具体的には、求積

対象となる区画の有無の確認において、建物の形状がやや複雑な事例について、BIM モデルを閲覧す

ることで、当該箇所の設計がよく把握できたため、的確な審査に繋がった経緯があった。 

 また、建築確認図書の合理的な作成方法については、4 号建築物に対応する審査項目別リストを作成

した上で、審査に必要十分となる図面と、当該図面に記述すべき項目について整理した。その結果、７枚

の図面を作成すれば審査に足ることを明らかとした。また、７枚の図面についても、審査に必要な項目を、

BIM モデルによる閲覧を前提として、明示すべき事項を集約して記述することによりさらなる図面表現の

合理化が可能であるとの知見も得られた。 

 BIM を用いた場合の審査上の効用の検討の過程で、建物の形状がやや複雑な事例について設計の内

容がよく把握できたことに関係して、建築確認図書に明示される内容の判定について、演習課題として準

備することができれば審査者の教育に活用できる可能性がある、との指摘があった。 

 これらの指摘を踏まえ、今後取り組むべき課題について、下記の内容について提起したい。 

 

○図表現による審査と BIM モデルによる表現による審査の最適化 

 BIM モデルから建築確認図書をより確実に作成することと、BIM モデルによる表現との併用を前提とし

た建築確認図書における表現の合理化について、国内で流通する BIM ソフトウエアについて、設計者が

BIM ソフトウエアを用いて確実に建築確認図書を作成でき、かつ、効率的な審査を実現させる図書の作

成ルールを確立させる。その際、国内で流通する BIM ソフトウエアで共通の建物を設計し、その確認申

請図書を事例として作成し、作成ルールによる作図を支援するためのテンプレート類の整備に資するとと

もに、BIM で設計した戸建住宅（4 号建築物）の標準的な作業手順を確立させる。また、実際の審査過程

を想定した試行を行うことにより、今回の審査環境で使用したタブレットによる審査と、デスクトップ PC によ

る審査との比較等、審査環境として用意すべき環境の設定や、審査に供するデータの取り扱いについて

の技術的要件について、整理を行う。 

 

○BIM を活用した審査技術の効果の最大化 

 検討の過程で指摘のあった審査者の教材としての活用や、建築確認に関連する手続き等とのデータの

共通・統合化、検査や特定行政庁への報告等におけるデータの利活用等、BIM を活用する審査技術の

波及として、設計者、審査者双方における BIM 利用の効果を最大化する方法について、検討を行う。 
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■４．まとめ 

4-1）今年度の活動の総括と検討の方向性・展望について 

・今年度の活動について 

[一般建築]作業部会の検討については、BIM 表現に対する審査者の理解の向上を図りつつ、令和元

年度に検討した作図表現に対する理解の向上につながる、建築確認図書と BIM モデルとを供覧するた

めの現状の把握と条件整理、および、建築確認図書の作成や審査の効率化・合理化につながる BIM の

数的情報の活用について検討を進めた。 

BIM表現に対する審査者の理解の向上については、令和元年度の表現標準の検討で作成したA、B、

C のモデルに加え、先の取り組みで使用していなかったソフトウエアにより作成された、D のモデルを追加

し、それぞれのモデル作成者およびソフトウエアベンダーの協力を得て、審査者に対し BIM ソフトウエア

の操作講習を行い、モデルに記述される数的情報について、「課題別検証シート」としてまとめた際の作

図上の工夫の意図を理解する事ができた。また、図書と BIM モデルとを供覧して審査をした経験に関す

る調査と、その備えとしての審査機関側の情報機器等の整備状況についても調査を行なった。これらを

踏まえ、事前相談段階における、図書と BIM モデルとを供覧する場合の閲覧環境の設定と、データの取

り扱いについて、典型的な条件について整理を行った。 

建築確認図書の作成や審査の効率化・合理化につながる BIM の数的情報の活用については、令和

元年度に作成した「課題別検証シート」で取り上げられたテーマから、 BIM の数的情報の活用が見込ま

れるケースを選定した。その項目について、数的情報を活用するために必要な審査の機序、各機序にお

いて参照される情報の整理、判定に必要な表現方法を審査者の視点から整理した。その上で、加筆によ

ることが合理的な内容、法適合の数的確認が可能な内容等について分類し、当該情報について、それぞ

れの内容に適した方法で情報を表現できるような、審査ビューアの機能要件、画面構成と、具体的開発

に至る開発の方針について取りまとめた。 

[戸建住宅等]作業部会の検討では、一般建築の検討と同様に、BIM 表現に対する審査者の理解の向

上を図りつつ、4 号建築物の戸建住宅の設計例について、令和元年度に一般建築の検討で行なった作

図標準の検討に準じた、建築確認図書の合理的な作成方法の検討を行なった。 

BIM 表現に対する審査者の理解の向上については、ソフトウエアベンダーの協力を得て、4 号建築物

の戸建住宅の設計例について、タブレット端末上で BIM モデルと図書を重ね合わせて閲覧できる環境を

用い、視点の切り替え、モデル上の寸法計測や属性情報の確認といった操作について理解を深めた。ま

た、4 号建築物の戸建住宅における審査に必要十分となる図書の構成を整理した。また、建築確認図書

と BIM モデルとを供覧して審査する事を前提とした、さらなる作図の合理化の検討や、研修用教材への

活用等、BIM を活用する審査技術の効果の最大化について検討した。 

  

・活動を通じての課題と今後の検討の方向性・展望 

BIM 表現に対する審査者の理解の向上については、今回の BIM 操作講習を通じて、審査者の BIM

操作から得られる図書表現について、理解の向上に資することが明確となった。このことから、確認審査

における BIM 活用を進めるにあたっては、審査員側の BIM リテラシーの向上の取り組みを継続的に行っ

てゆく必要があるものと考える。一方で、設計に供する BIM オーサリングソフトウエアの機能の全てが、審

査に必要ではないこと、また、提出される設計について、その内容を確認すれば足りるという事を考慮す

ると、今回の取り組みで実施した BIM オーサリングソフトウエアの操作についてまで踏み込んで研修する

必要は無いとも言える。将来的に本格的な普及の段階においては、審査に必要十分な機能のみを搭載

したビューアの開発が必要となると考えられる。 

建築確認図書と BIM モデルとを供覧して審査をした経験に関する調査からは、「審査対象が 4 号建築
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物中心である」、あるいは、「申請者側からの申し出がない」という理由で、BIM モデルを活用した審査に

取り組めていない状況が明らかとなった。確認審査における BIM 活用を進めるにあたり、4 号建築物のよ

うな、小規模であるが件数が多いという対象について、BIM による確認審査が出来、かつ、設計者と審査

者の双方に利便があるといった訴求と、また、一般建築についても、BIM を導入して確実に確認審査が

行えるという訴求を行う必要があると言える。 

建築確認図書の作成や審査の効率化・合理化につながる BIM の数的情報の活用については、今回

取り上げたケースについて開発の道筋が示されたと言えるが、具体的に必要となる情報表現の定義や、

ビューアの試作といった、より実践的な検討は未着手のままである。今年度の検討を技術の実装につな

げるためには、表現標準の検討で作成した A、B、C および、新規に取り扱った D のモデルで収蔵する属

性情報について、共通の属性項目と表現を設定し、ビューアによる表現と、その表現を用いた試審査の

検証につなげ、実行可能性について検証を行う必要があろう。 

戸建住宅等の検討で行なった BIM を活用する審査技術の効果の最大化については、設計者と審査

者の双方に利便があるといった訴求につながる着眼点であると言え、4 号建築物のような、小規模である

が件数が多いという対象という特性を踏まえた検討が必要である。 

  

4-2）今後の検討事項の整理  

今後の検討事項は、下記のとおりである。  

  

[一般建築]作業部会では、今年度の検討内容を継続・発展させるとともに、実用化に推進に向けた、 

以下の内容に着手予定である。  

① 確認審査に必要な情報、審査機序、表現方法の検討 

表現標準検討で作成した A、B、C および、新規に取り扱った D のモデルで収蔵する属性情報につ

いて、共通の属性項目と表現を設定する。作業については、各モデルの作成協力者やソフトウエアベ

ンダーの参画を得て、設計者が個別に設定する属性情報の記述から、共通して抽出し表現できる内容

を、確認審査に必要な情報として定義する。 

また、当該情報を利用するビューアソフトウエアの試作と、その表現を用いた試審査の検証により、 

BIM モデルによる確認審査の実行可能性について検証を行う。 

  

② 事前審査段階における、BIM モデルの供覧に係る、ガイドライン（原案）の検討 

BIM を導入して確実に確認審査が行えるという訴求につながる、事前相談段階における BIM モデル

の供覧の実施に至る、事例や準備すべき項目についてまとめた、ガイドラインの原案について検討を

行う。 

  

[戸建住宅等]作業部会では、以下の内容に着手予定である。 

① BIM モデルにおける表現による建築確認図書の合理化の検討 

国内で流通する BIM ソフトウエアについて、設計者が BIM ソフトウエアを用いて確実に建築確認図 

書を作成でき、かつ、効率的な審査を実現する環境を担保するような、図書作成ルールを確立させる。 

その際、国内で流通する BIM ソフトウエアで共通の建物を設計し、その建築確認図書を事例として作 

成し、図書作成ルールによる建築確認図書作成を支援するためのテンプレート類の整備に資する。 

また、令和２年度において、タブレットで閲覧した内容について、デスクトップ環境による閲覧と、試

審査を行い、実務上における建築確認図書と BIM モデルの供覧について、その実効性の評価を行う。 

さらに、令和２年度で取り扱いのなかった他のソフトウエアについても、各ソフトウエアのビューアの活
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用による、建築確認図書と BIM モデルの供覧について、その実効性の評価を行う。 

  

② BIM を活用した審査技術の効果の最大化の検討 

審査者の教育への活用、中間・完了検査への活用、建築確認申請以外の関連手続きとの連携とい 

った、BIM を活用した審査技術の効果の最大化について検討を行う。 
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